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令和 7 年版 情報通信白書の公表にあたって

2025年は、21世紀に入り四半世紀となる節目の年です。21世紀直前の2000年当時、
我が国のブロードバンド加入数は、わずか63.5万加入でしたが、その後急速に普及し、
我が国の社会経済を大きく変革していきました。
そして今日、通信サービスのみならず、クラウドサービスやソーシャル・ネットワーキ
ングサービス（SNS）等、社会経済において重要・不可欠な役割を担うデジタル分野は
拡大を続けています。
加えて、ここ数年間のAI技術の爆発的な進展は目覚ましく、日々発表される新たな技
術やサービスが、我々の日々の生活や経済活動に大きなインパクトをもたらしています。

一方、世界に目を向ければ、世界情勢は不透明さを増し、異常気象や災害の激甚化と
いった自然環境の変化も進んでいます。国内に目を転じれば、2024年の出生数が初めて
70万人を下回る等、我が国の少子高齢化は深刻さを増しています。
デジタル分野の課題も、重要なデジタル基盤の海外依存や、インターネット上の偽・
誤情報、AIのリスク等、デジタル技術と活用の進展に伴い、拡大が懸念されます。

2025年は、節目の年であると同時に、2050年に向けた岐路の年でもあります。デジタ
ル技術の進展や社会基盤としての役割の拡大に伴うリスクの抑制と、デジタル技術活用
による課題への対応の成否が、将来の明暗を分かつ大きなカギになると考えられます。

今年の情報通信白書の特集では、現下のこうした状況を踏まえ、第Ⅰ部では、「広がり
ゆく「社会基盤」としてのデジタル」と題し、社会基盤的機能を発揮しているデジタル
分野の拡大、AIの進展、デジタル分野での海外事業者の台頭の状況等を概観するととも
に、低迷する我が国の状況に警鐘を鳴らしています。その上で、デジタルがもたらす
課題や我が国の社会課題解決に向けたデジタルの役割を展望しています。
総務省は、今回の白書の分析結果も踏まえ、AIを含むデジタル技術の徹底活用による
地域社会DXの推進、AI社会を支えるデジタルインフラの整備や中核となる技術・シス
テムの競争力強化・海外展開を進めてまいります。また、インターネット上の偽・誤情
報等への総合的な対策などにも、積極的に取り組んでまいります。

今回の情報通信白書は、1973年の刊行から数えて、53回目の刊行を迎えました。国民
の皆様の情報通信行政へのご協力に心から感謝申し上げるとともに、本白書が皆様に
広く活用され、情報通信・デジタルに関するご理解を一層深めていただく上での一助と
なることを願っております。

令和 7年 7月

総務大臣
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令和7年版　情報通信白書の概要

第Ⅱ部：情報通信分野の現状と課題

第1章　ICT市場の動向
	● 国内外のICT産業の概況（例：情報通信産業のGDP）や各市場（例：電気通信、
放送コンテンツ・アプリケーション）の現状を整理・分析

	● 国民生活・企業活動・公的分野における国内外のデジタル活用の現状を整理・分析

第2章　総務省におけるICT政策の取組状況
	● ICT分野における省内横断的な取組、各政策領域（電気通信、電波政策、放送政策等）
において総務省が実施する政策・今後の方向性等を整理

第Ⅰ部：特集 広がりゆく「社会基盤」としてのデジタル

第1章　「社会基盤」としてのデジタルの浸透・拡大と動向
	● 社会基盤的機能を発揮するデジタル領域の広がりの現状、今後のデジタル社会を
支える基盤的要素となる可能性があるAIの進展や活用状況、デジタル分野におけ
る海外事業者の台頭と日本の現状を概観。今日の世界情勢、自然環境や社会の変
化を踏まえつつ、今後のデジタル社会の見通しと、進展するデジタルが果たすべ
き役割を概観

第3章　進展するデジタルによる社会課題解決に向けて
	● 我が国の主要な社会課題解決に向けたデジタルの役割とその展望を概観

第2章　進展するデジタルがもたらす課題
	● 世界情勢、自然環境や社会の変化とも相まって、デジタル技術の進展と社会基盤
としての影響力の拡大がもたらす、デジタル分野の主要な課題について概観
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凡　　例

◆	 年（年度）の表記は、原則として西暦を使用し、公的文書の引用等の場合は和暦を使用しています。

◆	 和暦における元号は明記する必要のない場合や一部図表において省略しています。

◆	 「年」とあるものは暦年（1月から12月）を、「年度」とあるものは会計年度（4月から翌年3月）
を指しています。

◆	 企業名については、原則として「株式会社」の記述を省略しています。

◆	 補助単位については、以下の記号で記述しています。
	 10垓（1021）倍	…Z（ゼタ）
	 100京（1018）倍	…E（エクサ）
	 1,000兆（1015）倍	…P（ペタ）
	 1兆（1012）倍	…T（テラ）
	 10億（109）倍	…G（ギガ）
	 100万（106）倍	…M（メガ）
	 1,000（103）倍	…k（キロ）
	 10分の1（10－1）倍	…d（デシ）
	 100分の1（10－2）倍	…c（センチ）
	 1,000分の1（10－3）倍	…m（ミリ）
	 100万分の1（10－6）倍	…μ（マイクロ）

◆	 単位の繰上げは、原則として、四捨五入によっています。単位の繰上げにより、内訳の数値の合計と、
合計欄の数値が一致しないことがあります。

◆	 構成比（％）についても、単位の繰上げのため合計が100とならない場合があります。

◆	 本資料に記載した地図は、我が国の領土を網羅的に記したものではありません。

◆	 出典が明記されていない図表等は、総務省資料によるものです。

◆	 原典が外国語で記されている資料の一部については、総務省仮訳が含まれます。
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21世紀に入り四半世紀となる2025年は、我が国でラジオ放送が開始（1925年）されてから100周
年であり、また、日本電信電話公社の民営化とともに、電気通信事業への民間事業者の参入が自由化さ
れた通信自由化（1985年）から40周年の節目の年にあたる。

情報通信のインフラといえば、情報流通の基盤となる通信、放送ネットワークがまず挙げられるが、
インターネットが普及し、社会経済のあらゆる面でデジタル技術の利用が進展する今日、社会経済に
とって不可欠性、重要性を増し、社会基盤的機能を発揮するデジタル領域は、年々拡大を続けている。
今後、我々の生活や社会経済にデジタル技術・サービスが与える影響力が、正負の両面において大きく
拡大することが想定される中、デジタル分野における課題への対応と、デジタルの活用による社会課題
解決・軽減が、これまで以上に重要になっている。

本書の特集では、社会基盤としてのデジタル領域の拡大が社会経済に大きなインパクトを与えている
現下の状況を踏まえ、「広がりゆく『社会基盤』としてのデジタル」と題し、社会基盤的機能を発揮す
るデジタル領域拡大の動向、今後、幅広いデジタル領域に浸透・影響し、デジタル社会を支える基盤的
要素となる可能性が高まる人工知能（AI：Artificial Intelligence）の爆発的進展の動向、こうしたデ
ジタル分野において主要な担い手となっている海外事業者の台頭と我が国の状況を概観する。その上
で、今日の世界情勢、自然環境や社会の変化を背景に、デジタル技術の進展と社会への影響力の拡大が
もたらす今日のデジタル分野の課題とその対応、そして我が国の主要な社会課題解決・軽減に向けた、
デジタルの役割とその展望を概観する。

第1章では、今日において社会基盤的機能を発揮するデジタル領域の広がりの現状、今後のデジタル
社会を支える基盤的要素となることが目されるAIの進展や活用状況、デジタル分野における海外事業
者の台頭と日本の現状を概説する。また、今日の世界情勢、自然環境や社会の変化を踏まえつつ、今後
のデジタル社会の見通しと、進展するデジタルが果たすべき役割を概観する。

第1節 社会基盤的機能を発揮するデジタル領域の拡大
デジタル技術が社会に浸透し、SNS等のプラットフォームやクラウドサービス等を含め、社会生活

や企業活動等において、重要・不可欠な、いわば「社会基盤」としてのデジタル領域が拡大する中、
人々の情報収集、コミュニケーション、消費行動や企業の経済活動に大きな変化が生じつつある。

本節では、社会生活、企業活動、行政機関等における、デジタル活用の動向等を踏まえ、社会経済活
動において重要性・不可欠性の高いデジタル分野の変遷と拡大の動向を俯瞰する。

 1 1	 社会生活におけるデジタルの浸透・拡大	 社会生活におけるデジタルの浸透・拡大
	 インターネット接続端末

インターネットへの接続端末は、かつて、パソコンが主体であったが、モバイル回線の高速化や携帯
電話料金の低廉化、スマートフォンで利用可能なアプリケーションの多様化等に伴い、高齢者層を含
め、スマートフォンに移行している。

例えば、インターネット接続端末としてのスマートフォン利用率は、2011年は16.2%だったが、
2024年には74.4%に増加しており、2017年に、インターネット接続端末としてのパソコン利用率を逆

1
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転した（2017年：スマートフォン（59.7%）、パソコン（52.5%））。高齢者層でも、60代（2011年：
2.5％、2024年：78.8%）、70代（2011年：0.7%、2024年：53.0%）のいずれも大きく増加してお
り、高齢者層を含めスマートフォンがインターネット接続端末の主流となっている（図表Ⅰ-1-1-1）。

関連データ インターネット接続端末としての利用率の推移
（スマートフォン）（年代別）

URL：�https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00002（データ集）

関連データ インターネット接続端末としての利用率の推移
（パソコン）（年代別）

URL：�https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00003（データ集）

図表Ⅰ-1-1-1 インターネット接続端末としての利用率
の推移（パソコン※、スマートフォン）
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74.4

44.9

91.6

2.5

78.8

0.7

53.0

※�2016年以前は「自宅のパソコン」
（出典）総務省「通信利用動向調査」を基に作成

	 コミュニケーションツール・SNS
コミュニケーションの手段は、携帯電話に移行が進み、今日ではLINEが大きな存在感を示している。

例えば、LINEの利用率は、全体で2014年の55.1%から2024年には94.9%へと増加した＊1。高齢者層
でも、60代の利用率が2014年の11.3％から2024年の91.1%へと増加している（図表Ⅰ-1-1-2）。

他のソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）についても、例えば、X（旧Twitter）や
Instagramの利用率が伸びている。全般的に若年層の利用率が高い傾向にあるが、2024年には、X、
Instagramは全体の半数程度が利用しているほか、50代でも2024年に4割以上が利用するなど、幅広
い年齢層に利用が拡大している（図表Ⅰ-1-1-3）。

図表Ⅰ-1-1-2 LINE利用率の推移（年代別）＊2

55.1

94.9

11.3

91.1

0
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40
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70
80
90

100

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

10代 20代 30代 40代
50代 60代 全体

（%）

（年）

（出典）総務省「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」 
を基に作成

関連データ 携帯電話・LINEの音声通話機能利用率の推移
URL：�https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00005（データ集）

＊1	 2024年の全体の利用率は、10代から60代までの利用率から算出
＊2	 2024年の全体の利用率は、10代から60代までの利用率から算出
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図表Ⅰ-1-1-3 SNSの利用率の推移（X、Instagram）（年代別）＊3
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（出典）総務省「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」を基に作成

	 動画共有・配信サービス
動画サービスは、新型コロナウイルスの流行時の在宅時間を活用するものとして、2020年以降利用

者が大きく増加し、今もその利用率は高い水準を維持している。特にYouTubeなどのオンデマンド型
の動画共有サービスや、Netflixなどのオンデマンド型の動画配信サービス、テレビ局が提供するオン
デマンド型の放送番組配信サービスの利用者が増加した（図表Ⅰ-1-1-4）。

図表Ⅰ-1-1-4 インターネットを利用した動画・ラジオサービスの利用率の推移＊4
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Huluなどのオンデマンド型の動画配信
サービス

NHK、民放キー局が提供するオンデマン
ド型の放送番組配信サービス

ABEMAなど、映像コンテンツをリニア
型で配信する動画配信サービス

WOWOW、スカパー、ケーブルテレビ
などの有料多チャンネル放送サービス

ニコニコ生放送、ツイキャスなど、ライ
ブ配信型の動画共有サービス

radikoなどのインターネットを利用した
ラジオ放送サービス

いずれも利用していない

（%）

（年）

66.9

6.5
4.6

（出典）総務省「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」を基に作成

動画共有サービスの個別サービスの利用動向をみると、例えばYouTubeの利用率は、ほぼ全世代に
おいて高く、2024年において、50代までの各世代で8割を超えており、60代でも7割以上が利用して
いる。TikTokは特に10代、20代の利用率が近年大きく伸びており、2024年にはいずれも半数を超
えている（図表Ⅰ-1-1-5）。

＊3	 2024年の全体の利用率は、10代から60代までの利用率から算出
＊4	 2024年の全体の利用率は、10代から60代までの利用率から算出
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図表Ⅰ-1-1-5 YouTubeとTikTokの利用率の推移（年代別）＊5
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（出典）総務省「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」を基に作成

また、動画配信サービスでは、特にAmazon 
Prime VideoやNetflixの近年の利用率が高い。

	 情報収集手段
インターネットのポータルサイトやソーシャルメディアによるニュース配信等の拡大や、SNSの利

用率の上昇等に伴い、人々の情報収集手段においても、インターネットが重要な手段となりつつある。
例えば、最も利用しているテキスト系ニュースサービスは、ポータルサイトによるニュース配信、

ソーシャルメディアによるニュース配信及びキュレーションサービス＊6の合計で、2014年は36.8％
だったのが、2024年には73.0％に上昇した＊7（図表Ⅰ-1-1-6）。

また、新聞通信調査会が2024年に実施した調査によれば、各メディアの印象を尋ねたところ、50
代までの世代は、新聞・テレビよりもインターネットが「情報源として欠かせない」と回答した割合が
高かったとされており、インターネットが情報源として不可欠性の高いメディアとして広がりを見せて
いると考えられる（図表Ⅰ-1-1-7）。

図表Ⅰ-1-1-6 最も利用しているテキスト系ニュースサービスの推移＊8
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（出典）総務省「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」を基に作成

＊5	 2024年の全体の利用率は、10代から60代までの利用率から算出
＊6	 スマートニュース、グノシー、NewsPicks等のニュースアプリ
＊7	 2024年の全体の利用率は、10代から60代までの利用率から算出
＊8	 2024年の全体の利用率は、10代から60代までの利用率から算出

関連データ 各種動画サービスの利用率の推移
URL：�https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00009（データ集）
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図表Ⅰ-1-1-7 「情報源として欠かせない」とした人の割合（年代別、2024年）

（出典）新聞通信調査会（2024）「第17回メディアに関する全国世論調査」

さらに、英国オックスフォード大学の組織が2024年に実施した調査によれば、我が国における
ニュース目的でのソーシャルメディアの利用率をみると、YouTubeやX、LINEの利用率が高い。特
にYouTubeは全世代で約3割程度がニュース目的でも利用されている（図表Ⅰ-1-1-8）。一方、メディ
アの信頼度では、インターネットはテレビ・新聞と比較すると全世代で低い信頼度にとどまっている

（図表Ⅰ-1-1-9）。

図表Ⅰ-1-1-8 ニュース目的のソーシャルメディア利用率（年代別、日本の全回答者、2024年）＊9
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（出典）Reuters Institute for the Study of Journalism （2024）「Digital News Report」＊10を基に作成

＊9	 本調査は、調査の直近1週間以内での利用の有無を尋ねている。一方、総務省「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」（図表
Ⅰ‑1‑1‑2、図表Ⅰ‑1‑1‑3、図表Ⅰ‑1‑1‑5）は、特に利用期間の限定をせず、利用の有無を尋ねている。

＊10	 https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital‑news‑report/2024
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図表Ⅰ-1-1-9 各メディアの信頼度（年代別、2024年）

テレビ 新聞 インターネット 雑誌

全年代 全年代(N=1,800) 58.2% 59.9% 27.0% 15.7%

10代(N=140) 52.1% 57.9% 24.3% 18.6%

20代(N=218) 46.8% 50.0% 28.0% 17.4%

30代(N=237) 43.5% 43.0% 29.1% 17.3%

40代(N=306) 54.6% 54.9% 31.7% 19.0%

50代(N=330) 63.0% 66.4% 33.0% 15.2%

60代(N=271) 66.4% 69.4% 22.5% 13.3%

70代(N=298) 72.1% 71.1% 18.5% 11.4%

年代

（出典）総務省「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」を基に作成

	 買物、決済
買物目的でのインターネット利用も年々拡大している。経済産業省の調査によれば、物販、サービス

及びデジタル分野のいずれも、事業者・消費者（BtoC）間の電子商取引（EC）市場規模が近年拡大傾
向にある（図表Ⅰ-1-1-10）。ECでの購入対象は、書籍、生活家電等だけでなく、生活雑貨や衣類等に
も拡大している（図表Ⅰ-1-1-11）。

決済方法は現金からキャッシュレスへの移行が進んでいる。経済産業省の調査によれば、キャッシュ
レス決済比率は堅調に上昇し、2024年は42.8%になった。コード決済も利用が拡大し続けており、
2024年時点でキャッシュレス決済額全体の9.6%を占める。

関連データ キャッシュレス決済額及び比率の推移
URL：�https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00016（データ集）

図表Ⅰ-1-1-10 事業者・消費者間電子商取引市場規模
の推移

（億円）

（出典）経済産業省「電子商取引に関する市場調査」

図表Ⅰ-1-1-11 事業者・消費者間電子商取引の電子商
取引化率の推移
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食品、飲料、酒類
書籍、映像・音楽ソフト
生活雑貨、家具、インテリア
自動車、自動二輪車、パーツ等

生活家電、AV機器、PC・周辺機器等
化粧品、医薬品
衣類・服飾雑貨等
合計

（%）

（年）

（出典）経済産業省「電子商取引に関する市場調査」を基に作成

 2 2	 企業活動におけるデジタルの浸透・拡大	 企業活動におけるデジタルの浸透・拡大
	 クラウドサービス

企業におけるクラウドサービス全般の利用は年々拡大している。全社での利用と一部事業所又は部門
での利用を合計すると、2024年は80.6%の企業がクラウドサービスを利用している（図表Ⅰ-1-1-
12）。利用されるサービスは多岐にわたり、特に、「ファイル保管・データ共有」、「社内情報共有・ポー
タル」、「電子メール」、「給与、財務会計、人事」及び「スケジュール共有」の利用率が高く、徐々に利
用が増加する傾向にある（図表Ⅰ-1-1-13）。
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図表Ⅰ-1-1-12 クラウドサービスの利用状況の推移

80.6

38.7
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（％）

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024（年）

※全社での利用と一部事業所または部門での利用を合計
（出典）総務省「通信利用動向調査」を基に作成

図表Ⅰ-1-1-13 クラウドサービスの利用率の推移 
（利用用途別）

ファイル保管・データ共有 社内情報共有・ポータル
電子メール 給与、財務会計、人事
スケジュール共有 データバックアップ
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※�クラウドサービスを利用している企業を対象としている。
（出典）総務省「通信利用動向調査」を基に作成

	 顧客との接点や事業者間取引
広告等、企業から顧客に向けた情報発信でも、デジタル空間の活用が重要性を増している。
インターネット広告費は2024年に3.7兆円となり、総広告費に占める構成比は47.6%になった。

2021年にマスコミ4媒体＊11とインターネットが逆転して以降、その差が広がっている＊12。
また、企業の広告媒体としてSNSの活用も拡大している。帝国データバンクの調査によれば、2023

年には、企業の40.8％が社外への発信でSNSを活用しており、特にBtoC企業における活用割合が突
出して高い。

事業者間（BtoB）の取引も電子商取引化（EC）が進み市場規模が拡大し、経済産業省の調査によれ
ば、2023年のEC化率は40.0%であった。

関連データ 事業者・事業者間電子商取引市場規模の推移
URL：�https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00020（データ集）

関連データ 社外に向けたSNSの活用状況
URL：�https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00019（データ集）

 3 3	 行政機関の業務における浸透・拡大	 行政機関の業務における浸透・拡大
行政機関におけるデジタル活用分野の一つである行政手続でも、オンラインの利用が進んでいる。
例えば、電子申請における本人確認の基盤となるマイナンバーカードの人口に対する保有枚数（交付

枚数から死亡や有効期限切れなどにより廃止されたカードの枚数を除いたもの）は、2025年2月末時
点で人口の78.0%まで達している（図表Ⅰ-1-1-14）。

また、電子申請の利用率も様々な分野で進んでおり、例えば、国税庁によれば、申告等各手続の総件
数のうち、e-Taxを利用して行ったものの割合は、2023年度時点で法人税申告では86.2%、所得税申
告では69.3%であり、順調に拡大している。特に、個人による所得税申告では、マイナンバーカード
の普及拡大等を背景として、2018年度の44.0%から大きく利用が拡大している（図表Ⅰ-1-1-15）。
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において、地方公共団体が優先的にオンライン化を推進す

＊11	 新聞、雑誌、ラジオ、テレビメディア
＊12	 第Ⅱ部第1章第3節2（2）「広告」参照
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べきとされている手続の2022年度のオンライン利用率は57.6％となっている＊13。

図表Ⅰ-1-1-14 マイナンバーカード普及状況の推移
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※各年3月時点（2019年は4月時点、2025年は1月時点）の交付枚数
（注）2024年以降は、保有枚数（交付枚数から死亡や有効期限切れなどにより廃止されたカードの枚数を除いた数値）を記載

（出典）総務省「マイナンバーカード交付状況について」を基に作成

図表Ⅰ-1-1-15 e-Taxの利用状況推移

78.5% 80.6% 81.2% 83.0% 84.9% 86.2%
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47.5%

55.2%
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23.4%
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29.3%
32.2%

35.9% 39.0%

10%

20%
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50%

60%

70%

80%

90%

100%

30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度

〔令和元年10⽉〜〕
相続税のe-Tax利⽤開始

〔令和４年４⽉〜〕
受付時間を毎週土曜・日曜に拡⼤
（８時30分〜24時）

⽬標︓
50％

〔令和３年１⽉〜〕
個人の⽅のダイレクト納付利⽤届出書
や振替依頼書のe-Taxでの提出開始

〔令和２年１⽉〜〕
iPhoneからのマイナンバーカード
読取対応

〔平成31年１⽉〜〕
・マイナンバーカードを⽤いたログインの
簡便化(マイナンバーカード⽅式の導入)
・スマホ専⽤画⾯の導入

相続税
申 告

⽬標︓
90％

⽬標︓
80％

新型コロナウイルス
感染症感染拡⼤時期

〔平成31年１⽉〜〕
・受付時間を最終土曜・日曜に拡⼤（毎⽉）
・送信容量の拡⼤

⽬標︓
53％

法人税
申 告

所得税
申 告

キャッシュレス
納付割合

⽬標︓
88％

⽬標︓
75％

⽬標︓
48％

⽬標︓
42％

〔令和５年１⽉〜〕
マイナンバーカードの読み取り
回数削減

〔令和６年４⽉〜〕
受付時間を原則24時間に拡⼤

〔令和５年５⽉〜〕
添付書類（PDF）の１回あたりの
送信容量を８MBから14MBに拡⼤

〔令和６年２⽉〜〕
マイナポータル連携の⾃動入⼒対象
に給与所得の源泉徴収票情報を追加

※�所得税申告は、確定申告会場で申告書を作成しe-Taxで提出した分を含みます。
（出典）国税庁（2024）「令和5年度におけるオンライン（e-Tax）手続の利用状況等について」

 4 4	 日常生活、企業活動におけるデジタルサービスの重要性・不可欠性	 日常生活、企業活動におけるデジタルサービスの重要性・不可欠性
	 日常生活

SNS等における情報収集・発信や買い物等、デジタルサービスの利用状況に関する個人向けのアン
ケート調査を行い、「普段利用している」と回答した各デジタルサービスについて、そのサービスが停
止した際の影響や、他サービスへの代替可能性について尋ねた。

その結果、そのサービスが停止した際の影響に関して、株取引・オンラインバンキング、支払・決済

＊13	 第Ⅱ部第1章第11節3「行政分野におけるデジタル活用の動向」参照
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やメッセージングサービスについて、「そのサービスが停止すると日常生活に大きな支障が出る」と回
答した比率が4割を超えた。また、そのサービスが停止した際の影響に関しては、幅広いデジタルサー
ビスに関して、「代替サービスはあるものの、非常に不便」と回答した者の比率が高かった。この結果
は、幅広いデジタルサービスについて、「不可欠性」「重要性」が高いものとの認識が広まっていること
を示しているものと考えられる。

また、現在使っているサービスを他社のサービスに代替する際の課題を尋ねたところ、「SNS」や
「メッセージングサービス」は人とのつながりやデータの面で、「予定管理」や「ファイル共有」は保存
データ移行の困難さに課題があるとする割合が高かった。こうした理由が、デジタルサービスに関し
て、他社の提供するサービスへの移行が難しい原因の一つとなっていると考えられる。

関連データ 他サービスへの代替可能性�
（普段利用していると回答したサービス）

URL：�https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00024（データ集）

関連データ サービス停止した際の影響�
（普段利用していると回答したサービス）

URL：�https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00023（データ集）

	 企業活動
企業において、クラウドサービスを利用している業務について、「利用している（ほぼ全て、半分程

度、一部のみのいずれか）」と回答した各クラウドサービスについて、そのサービスが停止した際の影
響や他サービスへの代替可能性についてアンケート調査を行った。

その結果、企業において利用しているクラウドサービスについて、「そのサービスがないと企業活動
の継続が困難」又は「そのサービスがないと業務に大きな支障が出る」といった多大な影響を与えるク
ラウドサービスは、「電子メール」「ファイル保管・データ共有」「社内情報共有」「給与・財務会計、人
事」「データバックアップ」等幅広い分野に及んでいた。クラウドサービスが、今日の企業活動で重要・
不可欠な位置付けになっていることを示していると考えられる。

また、現在使っているクラウドサービスについて、他のクラウドサービスや自社構築システムへ代替
する際の課題について尋ねたところ、多くのサービスで、運用費用の上昇やサービスレベルが下がるこ
とが最も大きな課題として挙げられている。一方、代替可能なサービスがないという回答の比率は総じ
て低かった。企業が現在利用しているクラウドサービスに関しては、代替可能なサービスがあったとし
ても、コストやサービスレベル維持の観点から他サービスの代替が難しいことが示唆されている。

関連データ 他のクラウドサービスや自社構築システムへ
の代替可能性

URL：�https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00026（データ集）

関連データ 利用中のクラウドサービスの位置付け
URL：�https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00025（データ集）
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第2節 AIの爆発的な進展の動向
AIは爆発的に進化を続けており、大規模言語モデルにおいて巨大な汎用モデルの開発が進展する一

方、新たな技術も日々出現しており、技術変革の可能性が大きい分野であるとも指摘されている。ま
た、巨大な投資が求められるAI分野は、海外のいわゆるビッグテック企業（世界規模で影響力を有す
る巨大デジタル企業群）や巨額な投資を受けたAI人材や技術に優れる海外スタートアップ企業等が主
導している傾向が見られる。

このような流れの中、AI分野での日本の存在感は世界的にみると必ずしも高いとはいえないものの、
国内企業・組織によるモデル開発等の技術開発の動きも盛んにおこなわれている。

今後、AIが更に進化し、あらゆるデジタル分野に浸透・連携することで、デジタル社会を支える基
盤的要素となる可能性が高まっている。

 1 1	 AIの技術開発における現状と動向	 AIの技術開発における現状と動向
	 激化する世界のAI開発競争

AIには様々な形態のものがあるが、昨今のAI技術開発や応用において大きな潮流となっている分野
の一つが、文章や画像、動画等を生成する「生成AI（generative AI）」であり、その技術の一つが、
深層学習技術を応用した大規模言語モデル（LLM：Large Language Model）である。2020年に
OpenAIによって、学習に使われるデータの規模・学習に使われる計算量・モデルのパラメータ数が
増加すればするほど、LLMの性能が向上するというスケーリング則（Scaling law）が提唱された。例
えば、OpenAIが2019年に発表したモデルであるGPT-2のパラメータ数が15億だったのに対し、同
社が2020年に発表したGPT-3のパラメータ数は約120倍の1,750億まで大規模化した。その後も大
規模化の波は止まらず、2022年4月にGoogleが発表したPaLMのパラメータ数は5,400億まで及ん
でいる（図表Ⅰ-1-2-1）。

図表Ⅰ-1-2-1 大規模言語モデル（LLM）のパラメータ数の推移＊1

ELMo（94M）

BERT-Large（340M）

GPT-2（1.5B）

Megatron-LM（8.3B）
Turing-NLG（17.2B）

GPT-3（175B）

Switch-
Transformer（1571B）

悟道2.0（1750B）

PaLM（540B）

PLaMo2（8B）

CyberAgentLM3-22B-
Chat（22B）

DeepSeek-R1（671B）

Phi-4（14B）

PLaMo-100B-
instruct（100B）

KARAKURI LM 70B Chat 
v0.1（70B）

Mistral Large 2（123B）

llm-jp-3-172b-
instruct3（172B）

0.01

0.1

1

10

100

1,000

10,000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
開発年月

パ
ラ
メ
ー
タ
数
（
10
億
）

（年）

（出典）東京大学 松尾研究室（2023）「AIの進化と日本の戦略」及び開発組織の発表資料等を基に作成

＊1	 本図には、パラメータ数が公表されていないモデルは反映していない。最近の大型LLMはパラメータ数が非公表の場合が多いことに注意。
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スケーリング則に従い、ビッグテック企業を中心に、計算資源であるGPUや、データセンターへの
投資が激化した。また、ビッグテック企業やベンチャーキャピタル等から巨額の投資を受けた、
OpenAIやAnthropic、Mistral AIといったスタートアップ企業等も、LLM開発において主要な担い
手となり、開発競争に参加している。

関連データ 主要なAI開発事業者の投資状況
URL：�https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00028（データ集）

	 AI研究開発における最近の動向
AI分野は日々新たな技術やモデルが発表され、目覚ましく技術革新が進んでいる分野である。その

技術革新の動きをすべて述べることはできないが、LLM分野を中心に、最近起きている大きな技術動
向を取り上げる。

ア　LLM研究開発の動向
（ア）推論モデルの登場

OpenAIは2024年9月、難解な問題を解決する推論モデルとして「OpenAI o1」シリーズの開発
を発表した。o1は、従来の生成AIが苦手としていた、科学、コード生成、数学の分野における多くの
評価指標で、OpenAIのGPT-4oモデルを上回る結果を出した。例えばアメリカ数学オリンピック予
選のテストで、o1はその約83％を解くことができた。これは全米の学生のうちトップ500人に匹敵す
る成績とされる。他にも、化学、物理学、生物学の専門知識を問う評価指標では、博士号を持つ専門家
を上回る成績を残している＊2。また、2025年に実施された東京大学の入学試験問題＊3を、o1モデルに
解かせたところ、合格最低点を上回ったと報じられた＊4。

（イ）中国のAIスタートアップ企業の開発したオープンモデルとその市場への影響
2025年1月、中国のAIスタートアップ企業であるDeepSeekが新たなAIモデル「DeepSeek-R1」

の開発を発表した。このモデルは、様々な技術的な工夫＊5を講じることで、米OpenAIの推論モデル
「o1」と同等の性能を持つとされているほか、同モデルは、モデルを誰でも利用可能な形でオープンに
したことや、新興の中国スタートアップ企業が開発したこと、開発コストの低さで特に注目を集めた＊6。

DeepSeek-R1が発表された直後、半導体企業やクラウドサービス等を通じてAIインフラを提供す
る企業の株価が下落するなど、AI関連銘柄全体に影響が及んだ。低コストかつ高性能を実現したと言
われるDeepSeek-R1の登場により、高性能モデルの開発には巨額投資が必要であるというこれまでの
通説に疑問が呈されたことの現れが影響した可能性がある。

しかし、高度なAIの開発や運用には、多くのデータ処理が必要であり、かつ低コスト化が進んだ場

＊2	 OpenAI「Learning	to	reason	with	LLMs」〈https://openai.com/index/learning-to-reason-with-llms/〉（2025年3月11日参照）
＊3	 大学入学共通テストと東京大学第2次学力試験
＊4	 共同通信（2025年4月5日）「AIが東大理科3類「合格水準」　25年入試、最低点を上回る」〈https://nordot.app/1281148575208423464〉

（2025年4月14日参照）
＊5	 DeepSeek-R1及びそれのもととなったDeepSeek-V3は様々な技術的工夫を行い、低コストで高性能な結果を達成したとされている。例えば、

DeepSeek-V3は、MoE（Mixture	of	Experts）という入力ごとに呼び出される複数の専門ユニット(Expert)を内包する手法を使っているが、こ
のために必要な並列計算を効率化するために、様々な工夫を行ったとされている（Preferred	Networks岡野原大輔代表取締役へのインタビュー
による。）。

＊6	 DeepSeek社は、1モデルの開発にかかった費用を約560万ドル（約8億6,000万円）と説明しており、米スタンフォード大学の開発コスト計
算によると、米Googleの「Gemini	Ultra」は1億9,100万ドル、OpenAIの「GPT-4」は7,800万ドルと単純比較してもDeepSeekモデルは米
大手の10分の1以下で開発できていることになる。なお、論文で引用された数字が開発過程全体のコストを表していない可能性があるため、
開発コストについては議論がされているものの、米テック業界内でも従来と比べ大幅に安価なコストで開発したと見る向きは多い。（日本経済
新聞「公開技術でAI開発費「10分の1以下」DeepSeekの衝撃」〈https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN27CE40X20C25A1000000/〉
（2025年3月12日参照））
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合は開発者・利用者が増えることが見込まれるため、AI半導体需要はむしろ増えるという見方もあ
る＊7＊8。

（ウ）相対的に小規模な言語モデルの開発
LLMの開発競争が激化する一方で、LLMの中でも相対的に小規模なパラメータで構成されたモデル

の開発にも注目が集まっている。一般的にパラメータ数が多いLLMほど学習能力が高いが、大規模で
あるためクラウドサービス経由、あるいはAPI経由でのみサービス提供されることが多く、膨大な計
算処理によって応答に時間がかかる場合や、入力した情報がLLM提供事業者側のAI学習データとして
利用される場合がある。一方、小規模なモデルは、相対的に軽量で高速な処理が可能なため、ネット
ワークに接続しない環境（ローカル環境）や特定の用途に限った利用では、小規模なモデルに優位性が
ある場合があることから、積極的に開発が進められている。

例えば、Microsoftは、小規模モデルとして「Phi」シリーズを展開しており、2024年12月に140
億パラメータの「Phi-4」を公開している。Phi-4は、複雑な推論に対応したモデルであり、数学コン
テスト問題において、他社の同規模のモデルを上回る性能を見せたとされている＊9。

イ　AIエージェント
生成AIの進展に伴い、「AIエージェント」と呼ばれるサービスが広がりを見せつつある。AIエー

ジェントの定義は開発企業によって異なるが、最近は、設定された目標や、自然言語で与えられた指示
に対して、自動的にタスクを決定（必要に応じてタスクを細分化）して処理を実行する機能をもつもの
が、AIエージェントと呼ばれる傾向にあると考えられる。

2024年後半から、「AIエージェント」を標榜するサービスが多く開発・展開されてきている（図表
Ⅰ-1-2-2）。AIエージェント自体は技術的に先進性があるわけではないとの指摘もある＊10一方で、テ
キスト、画像、音声、動画など複数のデータ形式を統合的に処理できるマルチモーダルAIや、論理的
思考が可能な推論モデル等、LLMの進化によってAIがより複雑なタスクをこなせることになりつつあ
ることは事実であり、今後はLLM等を活用して利用者にとってより使いやすいサービスの登場が増え
ることが期待されている。

＊7	 有識者ヒアリング（株式会社ABEJA　木下正文　執行役員）等による。
＊8	 Meta社は2025年にAI関連のプロジェクトに最大650億ドルを投じる計画を明らかにしており、米Googleの親会社であるAlphabetもデータ

センターとAI向けインフラ構築関連に2025年は750億ドルの設備投資を見込んでいる。（Bloomberg「Meta	Shares	Rise,	Longest	Streak	of	
12	Consecutive	Gains	 -Market	Cap	Gains	$240	Billion」（2025年2月5日）〈https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-02-04/
SR63J7DWLU6800〉（2025年3月18日参照）、Bloomberg「Alphabet	shares	plummet	 revenue	falls	short	of	expectations	 -cloud	growth	
slows」（2025年2月5日）〈https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-02-04/SR6G6DT0AFB400〉（2025年3月18日参照）より）

＊9	 Microsoft,「Introducing	Phi-4:Microsoft’s	Newest	Small	Language	Model	Specializing	 in	Complex	Reasoning」〈https://techcommunity.
microsoft.com/blog/aiplatformblog/introducing-phi-4-microsoft%E2%80%99s-newest-small-language-model-specializing-in-
comple/4357090〉（2025年3月16日参照）

＊10	慶應義塾大学　栗原聡教授インタビューによる。

12 令和7年版　情報通信白書　第Ⅰ部

第
1
章

「
社
会
基
盤
」
と
し
て
の
デ
ジ
タ
ル
の
浸
透
・
拡
大
と
動
向

AI の爆発的な進展の動向AI の爆発的な進展の動向第第 22 節節

情通R7_Ⅰ-1-02_第Ⅰ部第1章2節.indd   12情通R7_Ⅰ-1-02_第Ⅰ部第1章2節.indd   12 2025/06/20   19:24:162025/06/20   19:24:16

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-02-04/SR63J7DWLU6800
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-02-04/SR63J7DWLU6800
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-02-04/SR6G6DT0AFB400
https://techcommunity.microsoft.com/blog/aiplatformblog/introducing-phi-4-microsoft%E2%80%99s-newest-small-language-model-specializing-in-comple/4357090
https://techcommunity.microsoft.com/blog/aiplatformblog/introducing-phi-4-microsoft%E2%80%99s-newest-small-language-model-specializing-in-comple/4357090
https://techcommunity.microsoft.com/blog/aiplatformblog/introducing-phi-4-microsoft%E2%80%99s-newest-small-language-model-specializing-in-comple/4357090


図表Ⅰ-1-2-2 いわゆる「AIエージェント」のサービス概要と定義

会社名 サービス概要

Microsoft
・�Microsoft365Copilotに組み込むビルトイン型エージェント等3種類のAIエージェントを展開。ビルトイン型エージェントには、
Microsoft365の各種アプリに、通訳、ファシリテーター、セルフサービス、プロジェクトマネージャー等の役割を持つエージェントを
組込み。

Salesforce
・�2024年10月、自律型AIエージェント「Agentforce」を日本国内で提供することを発表。顧客への自然言語での対応や、見込み客への
アポイント取得、ロールプレイングを通した営業担当者のコーチング、キャンペーン構築にあたっての顧客セグメントの絞り込みやコン
テンツの作成を支援。

Amazon�Web�
Services

・�AIエージェント開発向けのサービス「Agents�for�Amazon�Bedrock」を展開。取得した情報を用いてユーザーからの指示やタスクに返
答することが可能。ユーザーの指示が入力された後にAIエージェントがどの処理を実行して最終回答に至ったか追跡できる機能や、応
答精度を高めるための機能も強化。

OpenAI ・�2025年1月、AIがユーザーの作業を代わりに実施するAIエージェントサービス「Operator」の提供を発表。ユーザーが実施したい作
業を入力すると、AIが画面をスクリーンショットのように読み取り、実行。

Anthropic ・�2024年10月、人の代わりにパソコンを操作するAI「computer�use」の開発を発表。ユーザーがコンピューター上で見ている画面を、
画像データにしたスクリーンショットとして認識し、カーソルの移動やクリック、文字の入力といった操作が可能。

会社名 AIエージェントの定義
Microsoft 特定のタスクを実行し、質問に回答しユーザーに代わって一連のプロセスを自動化するために設計されたシステム※1。
Salesforce 人間の介入なしにユーザーの問い合わせを理解して対応できるインテリジェントなシステム※2。
Amazon�Web�
Services

環境と対話し、データを収集し、そのデータを使用して自己決定タスクを実行して、事前に決められた目標を達成するためのソフトウェア
プログラム。目標は人間が設定するが、目標を達成するために実行する必要がある最適なアクションはAIエージェントが独自に選択する※3。

（注）� 発表時点各社資料等を基に作成しているため、現在のサービス内容や定義とは異なっている可能性がある。
※1� Microsoft「What�is�an�AI�Agent?」〈https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/cosmos-db/ai-agents〉（2025年3月13日参照）
※2� Salesforce「What�is�an�AI�Agent�–�The�Complete�Guide」〈https://www.salesforce.com/jp/agentforce/what-are-ai-agents/〉（2025年3月13

日参照）
※3� Amazon「What�is�an�AI�Agent？」〈https://aws.amazon.com/jp/what-is/ai-agents/〉（2025年3月13日参照）

（出典）各社参考資料や関連報道等を基に作成＊11

ウ　AIロボティクス
AI技術をロボット分野に応用する、AIロボティクス分野への開発・投資競争が過熱している。背景

には、AI分野における画像認識や自然言語処理の飛躍的な革新により、柔軟かつ複雑な処理が可能に
なったことや、少子高齢化による労働力不足が懸念される海外先進国において労働力の代替としてロ
ボットが期待されていることが挙げられる。

その一分野として、例えば、昨今、人型ロボット（ヒューマノイド）の開発が活発化している。人型
ロボットについての明確な定義はないが、人間の形状や能力をモデルとしており、物体をつかんだり部
品配置するなどの工場等での利用から、洗濯物をたたむなどの家庭での利用を想定した作業まで、幅広
い作業に対応することを目指して設計されることが一般的である。人型ロボットは、人間に似た形状を
持つことで人間を中心に設計された社会インフラに導入しやすいと考えられており、将来的には、人間
が行う作業を補助・代替する可能性が期待されている＊12。

このような背景の下、米国・中国を中心に、商用化を目指す人型ロボットの開発競争が過熱してい
る。現在は製造現場や工場での試験導入や産業活用を目的として開発されているが、長期的には家事や
娯楽等、日常生活での活用も見据えた人型ロボットを目指している企業もある。今後、汎用性の高いロ

＊11	 Microsoft「AIエージェントで実現する業務効率化とイノベーション：日本の最新事例」（2024年12月18日）〈https://news.microsoft.
com/ja-jp/2024/12/18/241218-operational-efficiency-and-innovation-enabled-by-ai-agents-latest-case-studies-from-japan/〉（2025年3月
18日参照）、日経クロステック「MSが純正AIエージェント発表、ナデラCEOは「エージェンティックワールド」目指す」（2024年11月20
日）〈https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/03012/112000001/〉（2025年3月18日参照）、Salesforce「Agentforce」〈https://
www.salesforce.com/jp/agentforce/〉（2025年3月17日参照）、NTT東日本「AIエージェントとAmazon	Bedrock	Agentsについて解説」
（2025年3月12日）〈https://business.ntt-east.co.jp/content/cloudsolution/column-578.html〉（2025年3月18日参照）、日経クロステック
「AWS・Google・MSのAIエージェント開発サービス、ノーコードでも構築可能に」（2024年10月10日）〈https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/
column/18/02968/100100003/〉（2025年3月18日参照）、日経クロステック「OpenAIがAIエージェント「Operator」を発表、指示した作
業を独自ブラウザーで実施」〈https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/24/02098/〉（2025年3月17日参照）、日本経済新聞「AI、人の代わり
にパソコン操作　米アンソロピックが開発」（2024年10月23日）〈https://www.nikkei.com/nkd/company/us/CRM/news/?DisplayType=1&
ng=DGXZQOGN22DYL022102024000000〉（2025年3月17日参照）、Bloomberg「Anthropic	Reveals	New	AI	Tool,Making	the	
Experience	More	Intuitive」（2024年10月23日）〈https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-10-23/SLS7T9T0AFB400〉（2025年
3月17日参照）

＊12	 三井物産戦略研究所「ヒューマノイドロボット	-生成AIによる技術進展と試験導入の始まり-」〈https://www.mitsui.com/mgssi/ja/report/
detail/__icsFiles/afieldfile/2025/02/07/2501btf_tsuji_matsuura.pdf〉（2025年3月19日参照）
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ボットへの研究・開発が進んでいくことが予想される（図表Ⅰ-1-2-3）。

図表Ⅰ-1-2-3 人型ロボットの開発事例

会社名/モデル名 特徴・方向性

Tesla（米国）
Optimus

・2024年10月、人型ロボット「Optimus」を披露
・産業用に加え、家事や娯楽等、身近な用途でも使うことが可能
・2025年は自社工場向けに少量生産し、2026年には他社向けに量産する予定

Figure�AI（米国）
Figure02

・2024年8月、同社の新型ヒューマノイドロボット「Figure�02」を発表
・OpenAIとの提携により、人間と自然な会話が可能な音声認識システムが組み込まれている
・BMWの工場において試験導入を実施
・労働力不足の解消と産業の効率化を目指しつつ、消費者向けバージョンの開発も視野に入れている

Agility�Robotics（米国）
Digit

・2023年3月、二足歩行の多目的ロボット「Digit」の次世代型を発表
・倉庫などの物流施設で人間と一緒に作業できるように設計

Boston�Dynamics（米国）
Atlas

・2024年4月、従来の油圧式モデル「HD�Atlas」の後継機として完全電動型ロボット「Atlas」を発表。従来の油圧式モデル
と比べ、可動域が拡大

・2025年は自動車製造工場にて試験導入を行い、産業分野での活用を目指す

Unitree�Robotics（中国）
G1

・2024年5月、二足歩行の人型ロボット「G1」を発表。人が押しても倒れずに歩行を続けるバランス性能と、可動域の広い関
節機構が特徴

・価格は1万6,000ドル（約250万円）からと、低価格を実現しており、社会実装を後押しする
Pudu�Robotics（中国）
PUDU�D9

・2024年12月同社初の二足歩行型ヒューマノイドロボット「PUDU�D9」を発表。大人と同等の速度2m/秒で二足歩行し、
階段、坂道、足元の悪い道など様々な地形に対応可能

（出典）参考資料を基に作成＊13

	 日本のAI開発・事業展開の動向
AIに関する各種評価レポート等をみると、日本は、AIの研究開発力や活用に関して、世界的にリー

ドする国と比べ、高く評価されているとは言えない。例えば、2024年11月にスタンフォード大学の
HAI（Human-Centered Artificial Intelligence）が発表した、2023年のAI活力ランキングによれ
ば、日本は総合9位に位置付けられており、米国、中国、英国といった国から水をあけられている（図
表Ⅰ-1-2-4）。また、AIに関する論文数などを基にAI研究力を順位付けしているAIRankingsでは、
ここ数年の上位国は米国、中国、英国、ドイツの順となっており、日本は11～12位で推移している。
しかし、日本の企業・組織においても、AI開発に向けて様々な動きを見せている。

＊13	 日本経済新聞「テスラ、ヒト型ロボットを披露　家事など身近な姿を紹介」（2024年10月11日）〈https://www.nikkei.com/article/
DGXZQOGN114AB0R11C24A0000000/〉（2025年3月19日参照）、Ledge.ai「OpenAIと提携のFigure、新型ヒューマノイドロボット
「Figure02」を発表　BMWとの自動車製造の実用化に向けたテストにも成功」（2024年8月11日）〈https://ledge.ai/articles/figure02〉、CNET	
Japan「Agility	Robotics、二足歩行ロボット「Digit」を刷新」（2023年4月4日）〈https://japan.cnet.com/article/35202097/〉（2025年3月
19日参照）、日経クロステック「Boston	Dynamicsに聞く人型ロボ、まずは自動車工場の作業員に」（2025年3月19日）〈https://xtech.nikkei.
com/atcl/nxt/column/18/03118/00004/〉（2025年3月19日参照）、日経クロステック「二足歩行の人型ロボはどこへ向かうのか、AIの進化
で海外勢の開発競争が再加速」（2024年7月31日）〈https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/nmc/18/00011/00263/?P=3〉（2025年3月19
日参照）、日経クロステック「低価格化が後押しする社会実装、工場から家庭まで幅広く用途開拓」（2025年1月31日）〈https://xtech.nikkei.
com/atcl/nxt/mag/nmc/18/00163/00004/?P=3〉（2025年3月19日参照）、Unitree〈https://www.unitree.com/g1〉（2025年3月19日参
照）、PRTIMES「PUDU、初の完全ヒューマノイドロボット「PUDU	D9」を発表（2024年12月20日）」〈https://prtimes.jp/main/html/rd/
p/000000051.000087027.html〉

３
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図表Ⅰ-1-2-4 AI活力ランキング上位10カ国（2023年）

（出典）Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence（2024）「Global AI Vibrancy Tool」＊14

関連データ 国別AIランキングの推移
URL：�https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00032（データ集）

ア　LLMの研究開発動向
海外のビッグテック企業やAIスタートアップ企業等がグローバルレベルのLLM開発をリードする中、

日本の組織においても、LLMの開発が進められている。世界の最先端モデルと比較すると、日本のモ
デルは比較的小規模なモデルが多い傾向があると考えられる。また、近年では、比較的小規模でありな
がら高性能なモデルの開発も進んでいる（図表Ⅰ-1-2-5）。

図表Ⅰ-1-2-5 日本の組織による大規模言語モデルの開発事例
開発組織：モデル名（パラメータ数規模） 発表日 概要

東京工業大学（現東京科学大学）、東北大学、富士通、
理化学研究所、名古屋大学、サイバーエージェント、
Kotoba�Technologies：Fugaku-LLM（約130億）

2024年�
5月

スーパーコンピューター「富岳」を用いて学習。一から独自のデータを学習させ日本語
性能を向上。日本語向け評価指標で、特に人文社会系のタスクで高い性能。学習の全工
程を把握できることから、透明性と安全性の観点で優れている※1。

サイバーエージェント：CyberAgentLM3-22B-Chat
（約225億）

2024年�
7月

既存モデルをベースに用いずに開発し、日本語能力評価で、Meta社の「Meta-Llama-
3-70B-Instruct」と同等の性能※2。

富士通とCohere�Inc：Takane�
（パラメータ規模不明）

2024年�
9月

カナダのAIスタートアップ企業CohereのLLMをベースに開発した、専門性の高い業
務に特化して利用できるモデル。日本語言語性能の評価指標で、世界最高記録を達成
（当時）。セキュアなプライベート環境で利用が可能※3。

産業技術総合研究所と東京科学大学（岡崎直観教授と
横田理央教授らの研究チーム）：Llama�3.1�Swallow
（約80億/約700億）

2024年�
10月

英語に関して高い能力を持つ大規模言語モデル（Meta社Llama3.1）の能力を維持し
ながら、日本語の言語理解・生成や対話能力を高めることに成功※4。

PFNグループ※5：PLaMo-100B�
（約1,000億）

2024年�
10月※6

独自アーキテクチャと学習データを用いてゼロから開発。日本語性能を評価するベンチ
マークで、GPT-4o等を上回る記録を達成するなど、高い日本語性能（その後、パラ
メータ数を抑えた「PLaMo2�1B」「PLaMo2�8B」も開発）※7。

国立情報学研究所：llm-jp-3-172b-instruct3�
（約1,720億）

2024年�
12月

同研究所の大規模言語モデル研究開発センターにおいて、約1,720億パラメータ
（GPT-3と同規模）の大規模言語モデルをゼロから学習、一般公開※8。

※1� 富士通「スーパーコンピュータ「富岳」で学習した大規模言語モデル「Fugaku-LLM」を公開」〈https://pr.fujitsu.com/jp/news/2024/05/10.html〉
（2025年3月17日参照）

※2� CyberAgent「独自の日本語LLM（大規模言語モデル）のバージョン3を一般公開-225億パラメータの商用利用可能モデルを提供」�
〈https://www.cyberagent.co.jp/news/detail/id=30463〉（2025年3月17日参照）

※3� 富士通「世界一の日本語性能を持つ企業向け大規模言語モデル」「Takane」を提供開始」〈https://pr.fujitsu.com/jp/news/2024/09/30.html〉�
（2025年3月17日参照）

※4� 産総研「オープンソースLLMの日本語能力を高めた「Llama�3.1�Swallow」を公開」�
〈https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2024/pr20241008_2/pr20241008_2.html〉（2025年3月17日参照）

※5� Preferred�Networksの100%子会社のPreferred�Elementsが開発
※6� PLaMo-100B-Pretrainedの公開日〈https://www.preferred.jp/ja/news/pr20241015/〉。�

なお、PLaMo-100B-Instructの発表は2024年8月〈https://tech.preferred.jp/ja/blog/plamo-100b-post-training/〉
※7� Preferred�Networks「GENIAC第1サイクルの開発成果として大規模言語モデルPLaMo-100B-Pretrainedを公開」（2024年10月15日）�

〈https://www.preferred.jp/ja/news/pr20241015/〉（2025年3月17日参照）
※8� 国立情報学研究所「完全にオープンな約1,720億パラメータ（GPT-3級）の大規模言語モデル「llm-jp-172b-instruct3」を一般公開」�

〈https://www.nii.ac.jp/news/release/2024/1224.html〉（2025年3月17日参照）
（出典）各開発組織の公表資料を基に作成

＊14	 Stanford	University「Global	AI	Vibrancy	Tool」〈https://hai.stanford.edu/ai-index/global-vibrancy-tool〉（2025年3月14日参照）
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こうした日本発のLLM開発を、国の施策も後押ししている。
例えば、経済産業省と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）により立

ち上げられた「GENIAC」プロジェクトでは、基盤モデルの開発に必要な計算資源の提供支援等が行
われており、第1期（計算資源の提供支援の開発期間：2024年2～8月）では、計10件の開発テーマ
で基盤モデルの開発に取り組んだ。2024年10月より第2期が始まっており、計20件の開発テーマで
基盤モデルの開発が行われている。

また、総務省は、AI開発力強化のため、国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）において、
LLM開発に必要となる大量・高品質な日本語を中心とする学習用データを整備・拡充し、日本のLLM
開発者に提供する取組を行っている＊15。

さらに、文部科学省では、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所（NII）
において、生成AIの透明性・信頼性の確保に資する研究開発を実施するとともに、同研究所を中心と
した産学のAI研究者・エンジニア等が結集した勉強会（LLM-jp）を通じて、そこで得られた知見や経
験を共有し、国内の生成AIに関する研究力・開発力醸成に貢献する取組を行っている。

イ　AIロボティクスの研究開発・社会実装の動向
特に人型ロボットの研究開発・社会実装においては米国と中国等が先行している状況であるが、日本

でも、AIロボット分野（AIとロボットの連携を含む。）に関して、産学で研究開発が進められており、
社会実装に向けた取組も進められている。ここではいくつかの事例を示す。

（ア）一般社団法人AIロボット協会によるロボット基盤モデルの開発＊16

2024年12月、AIとロボットの融合によるロボットデータエコシステム構築を目指し、一般社団法
人AIロボット協会（AIRoA）が設立された。AI技術の進化に伴い、ロボット分野においても大規模な
データの統合と効率的な学習が可能な基盤モデルの必要性が高まっている中、現在の市場においては大
規模データを共有・活用できる枠組が十分に整備されておらず、各企業や研究機関が個別にデータを扱
うことで開発効率が上がりにくい状況が続いているとの指摘がある。AIRoAでは、産業の垣根を超え
たオープンかつ大規模なデータ収集と基盤モデルの開発・公開を推進し、高度な汎用ロボットの実現に
向け、スケール可能なロボットデータエコシステム構築を目指している。

（イ）案内ロボット「ugo」とNTTが開発する生成AI等を用いた社会実験
自律走行で移動可能な業務ロボットを提供するugo社の案内ロボットと、NTTが開発するLLM

「tsuzumi」など複数の生成AIを用いた社会実験として、大阪市高速電気軌道（Osaka Metro）、NTT
西日本グループ、NTTコミュニケーションズ＊17、ugo社は、2025年国際博覧会（大阪・関西万博）を
訪れる国内外からの観光客の増加を予想し、多言語による質問へ迅速に対応する能力の強化を模索する
ため、案内ロボット「ugo」とNTTが開発するLLM「tsuzumi」など複数の生成AIを用いた社会実
験を、2025年1月から実施した（図表Ⅰ-1-2-6）。

＊15	 NICTでは構築している学習用言語データを活用し、最大3,110億パラメータのLLMを試作。
＊16	 日経クロステック「トヨタなど大手が参加、日本発「ロボット基盤モデル」構築始動」（2025年3月12日）〈https://xtech.nikkei.com/

atcl/nxt/column/18/03118/00001/〉（2025年3月21日参照）
＊17	 2025年7月1日付で「NTTドコモビジネス株式会社」に社名変更予定
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図表Ⅰ-1-2-6 多言語対応の案内ロボット「ugo」と生成AI「tsuzumi」等を使用した社会実験

（出典）NTT西日本＊18

ウ　AIエージェントの開発・事業展開動向
AIエージェントに関しても、日本企業が動きを見せている。
例えば、2025年2月、ソフトバンクグループとOpenAIは、企業向けの最先端AI「クリスタル・イ

ンテリジェンス（Cristal intelligence）」の開発・販売に関するパートナーシップを発表し、日本の主
要企業に対して、AIエージェント機能を持つ「クリスタル・インテリジェンス」を独占的に販売して
いくとしている＊19。AIエージェントはソフトバンクグループが米OpenAIと共同開発するとし、その
AIデータセンターを国内で運用する予定としている＊20＊21。

また、富士通はAIが難易度の高い業務を自律的かつ人と協調して推進できるAIサービス「Fujitsu 
Kozuchi AI Agent」を開発し、グローバルに提供を開始している＊22。

 2 2	 AI利用の現状	 AI利用の現状
	 個人におけるAI利用の現状

個人におけるAIの利用状況を把握するため、一般向けにアンケートによる調査を実施した（以下
「2024年度調査」という。）。

日本において、何らかの生成AIサービスを「使っている（過去使ったことがある）」と回答した割合
は、2024年度調査では26.7%であった。2023年度に実施した調査（以下「2023年度調査」という。）
において、「生成AIを使っている（過去使ったことがある）」と回答した割合は9.1%であったことを
踏まえると、利用経験は拡大してきている（図表Ⅰ-1-2-7）。また、年代別でみると、20代において、
2024年度調査では44.7%が利用したことがあると回答した（図表Ⅰ-1-2-8）。

なお、米国、ドイツ、中国でも調査を実施したところ、これら3か国でもそれぞれ利用は拡大してい
る（生成AI利用経験がある割合（全体）は、米国が2023年度調査の46.3%から2024年度調査の
68.8%に、ドイツが34.6%から59.2%に、中国が56.3%から81.2%に上昇）。

＊18	 大阪市高速電気軌道、NTT西日本グループ、NTTコミュニケーションズ、ugo「Osaka	Metro御堂筋線梅田駅で多言語対応の案内ロボッ
ト「ugo」と生成AI「tsuzumi」等を使用した社会実験を行います」

	 〈https://www.ntt-west.co.jp/news/2501/250108a.html〉
＊19	 ソフトバンクニュース「OpenAIとソフトバンクグループが提携。企業向け最先端AI「クリスタル・インテリジェンス」を世界に先駆け日

本で提供へ」（2025年2月5日）〈https://www.softbank.jp/sbnews/entry/20250204_02〉（2025年3月26日参照）
＊20	 日本経済新聞「ソフトバンク、シャープ堺工場で自律AI	OpenAIと運用」（2025年3月14日）〈https://www.nikkei.com/article/

DGXZQOUC12A7X0S5A310C2000000/〉（2025年3月10日参照）
＊21	 OpenAIは、米国内でOpenAIのための新たなAIインフラを構築するため、2025年から4年間で5,000億ドル（約78兆円）を投資するこ

とを計画する「Stargate	Project」を発表しており、その初期出資者にはソフトバンクが含まれる（OpenAI「Announcing	the	Stargate	
Project」〈https://openai.com/ja-JP/index/announcing-the-stargate-project/〉（2025年3月15日参照））。

＊22	 富士通「AIが人と協調して自律的に高度な業務を推進する「Fujitsu	Kozuchi	AI	Agent」を提供開始」（2024年10月23日）〈https://www.
nikkei.com/article/DGXZRSP680645_T21C24A0000000/?msockid=32429ef1e23f674838988bb8e35b6633〉（2025年3月10日参照）
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日本において、テキスト生成AIサービスを「使っていない（過去使ったことがない）」と回答した人
を対象に、利用しない理由について質問したところ、「自分の生活や業務に必要ない」との回答に次い
で「使い方がわからない」が高い回答率であり、まだ利用のハードルが高いことがうかがわれる。ま
た、「魅力的なサービスがない」と回答した者も多い（図表Ⅰ-1-2-9）。

また、AI（生成AIを含む。）の利用意向について尋ねたところ、調べものやコンテンツの要約・翻
訳における利用意向が相対的に高く、2023年度調査と同様の傾向が見られた（図表Ⅰ-1-2-10）。

図表Ⅰ-1-2-7 生成AIサービス利用経験（国別）

使っている（過去使ったことがある）
使っていない（過去使ったことがない）

0 20 40 60 80 100（%）

26.7%

9.1%

68.8%

46.3%

59.2%

34.6%

81.2%

56.3%

73.3%

90.9%

31.2%

53.7%

40.8%

65.4%

18.8%

43.7%

日本（2024年度調査）

（2023年度調査）

米国（2024年度調査）

（2023年度調査）

ドイツ（2024年度調査）

（2023年度調査）

中国（2024年度調査）

（2023年度調査）

（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及び
デジタル活用の動向に関する調査研究」

図表Ⅰ-1-2-8 生成AIサービス利用経験 
（年代別、日本）

使っている（過去使ったことがある）
使っていない（過去使ったことがない）

26.7%

44.7%

23.8%

29.6%

19.9%

15.5%

73.3%

55.3%

76.2%

70.4%

80.1%

84.5%

0 20 40 60 80 100（%）

全体

20歳～ 29歳

30歳～ 39歳

40歳～ 49歳

50歳～ 59歳

60歳～ 69歳

（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及び
デジタル活用の動向に関する調査研究」

関連データ 各生成AIサービスの利用経験（国内、年代別）
URL：�https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00037（データ集）

図表Ⅰ-1-2-9 テキスト生成AIサービスを利用しない理由

0.6
1.7

3.7
3.8
3.8

8.9
38.6

18.3
40.4

0 20 40 60

自分の生活や業務に必要ない
魅力的なサービスがない
使い方がわからない
利用環境が整っていない
費用が高額である
情報漏えい、セキュリティ、安全性に不安がある
品質に不安がある
従来の文化や習慣を変えられない
その他

（％）

（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」
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図表Ⅰ-1-2-10 生成AI・AIの利用意向

既に利用している ぜひ利用してみたい 条件によっては利用を検討する 利用には後ろ向きである 利用したくない

10.0

3.5

2.6

12.8

5.1

2.5

2.7

2.5

19.8

15.1

17.3

28.0

13.8

16.3

20.2

16.0

38.6

35.9

39.9

35.0

35.3

37.9

38.5

38.0

13.8

21.8

18.9

10.2

21.1

19.9

16.5

19.2

17.8

23.6

21.3

14.1

24.7

23.4

22.0

24.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

コンテンツの要約・翻訳をする

画像や動画を生成する

旅行の計画やイベントの企画をする

調べものをする

対話型AIと会話をする

AIから自分の好み・生活様式に合った提案を受ける
（服装、献立、移動ルート等）

AIを活用して病気や健康に関するアドバイスを受ける

AIを活用して制作への改善点やアドバイスを受ける
（プログラムコード、DIY、家庭菜園等）

（％）

（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」

AI利用リスクに対する意識を調査したところ、「非常にリスクだと感じる」との回答が相対的に多
かったのは、悪意のある者による犯罪利用、精巧なフェイクにだまされること、質問に対するAIの回
答が事実でない可能性があることであった（図表Ⅰ-1-2-11）。

図表Ⅰ-1-2-11 AI利用リスクに関する考え方

非常にリスクだと感じる
まったくリスクだと感じない

どちらかと言えばリスクだと感じる
わからない

どちらかと言えばリスクだと感じない

28.8

32.1

28.2

25.9

23.7

25.6

30.7

25.5

37.6

24.3

35.2

30.1

33.5

34.3

34.4

32.3

31.5

33.9

26.9

32.8

9.9

12.3

13.4

14.4

15.8

15.3

12.3

14.6

11.3

16.2

4.2

5.0

4.6

4.6

4.5

4.9

4.4

5.0

3.7

4.6

21.8

20.5

20.4

20.9

21.7

21.8

21.2

21.1

20.6

22.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

AI利用の際に入力した情報が第三者に漏れる可能性があること

実在する人物の精巧なフェイク映像や音声、実在しない景色や人物などの
画像を本物であると思ってしまう可能性があること

AIによる不適切な判断が、結果として人間の生命や身体に損害を
与える可能性があること

オリジナルに類似したコンテンツが生成される可能性があること

差別や偏見を助長するコンテンツが生成される、または学習を通じてそうした
コンテンツが再生成される可能性があること

専門資格がなければ断定できないことをAIが回答する可能性があること

質問に対するAIの回答が事実ではない可能性があること

AIの回答の根拠や判断の理由について、十分な説明がされない可能性があること

悪意のあるものによって、AIを犯罪等に利用される可能性があること

多くの人が同じAIモデルを使うことで、意見や回答が類似し多様性が失われて
しまう可能性があること

（％）

（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」

関連データ AI利用リスクに関する考え方（国別）
URL：�https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00042（データ集）

関連データ 生成AI・AIの利用意向（国別）
URL：�https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00041（データ集）

	 企業におけるAI利用の現状
日本、米国、ドイツ、中国の4か国を対象に実施したアンケート調査をもとに、企業におけるAI利

活用の現状について整理した。
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自分が所属する企業における生成AIの活用方針について尋ねたところ、日本では、「積極的に活用す
る方針」「活用する領域を限定して利用する方針」を定めている企業の比率は、2024年度調査では
49.7%となり、2023年度調査（42.7%）と比較して増加していた。一方、今回調査した他の国と比較
すると、引き続き日本は他の国より低い傾向にある（図表Ⅰ-1-2-12）。

また、日本国内の状況について企業規模別にみると、中小企業では特に「方針を明確に定めていな
い」との回答が多く、約半数を占める。日本の中小企業では大企業と比較して生成AIの活用方針の決
定が立ち遅れている状況が見て取れる（図表Ⅰ-1-2-13）。

図表Ⅰ-1-2-12 生成AIの活用方針策定状況（国別）

積極的に活用する方針である
活用する領域を限定して利用する方針である
利用を禁止している

わからない
方針を明確に定めていない

48.548.5

39.239.2

39.239.2

23.723.7

44.344.3

37.237.2

45.645.6

26.026.0

4.24.2

7.17.1

5.85.8

4.34.3

2.92.9

12.912.9

9.19.1

31.831.8

0.00.0

3.63.6

0.30.3

14.214.2

中国

ドイツ

米国

日本

0 20 40 60 80 100（％）

（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及び
デジタル活用の動向に関する調査研究」

図表Ⅰ-1-2-13 生成AIの活用方針策定状況 
（企業規模別（日本））

積極的に活用する方針である
活用する領域を限定して利用する方針である
利用を禁止している

わからない
方針を明確に定めていない

17.5

26.1

16.8

29.6

1.4

5.4

47.6

25.8

16.8

13.2

中小企業

大企業

0 20 40 60 80 100（％）

（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及び
デジタル活用の動向に関する調査研究」

さらに、生成AIの活用が想定される業務に関して活用状況を尋ねたところ、何らかの業務で生成AI
を利用していると回答した割合は、日本で55.2％（「業務で使用中」と回答した割合）であった（図表
Ⅰ-1-2-14）。個別業務に関しては、例えば、「メールや議事録、資料作成等の補助」に生成AIを使用
していると回答した割合は、日本で47.3％（「業務で使用中」と回答した割合）であった＊23。いずれも、
他国と比較すると低い割合にとどまっている。

関連データ 企業における業務での生成AI利用率�
（業務別・国別）

URL：�https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00046（データ集）

図表Ⅰ-1-2-14 企業における業務での生成AI利用率
（国別）＊24

55.2

90.6

90.3

95.8

0 20 40 60 80 100

日本

米国

ドイツ

中国

（％）

（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及び
デジタル活用の動向に関する調査研究」

＊23	 企業における個別業務ごとの生成AI利用率については、より推計精度を高めるため、2023年度調査と推計方法を変えたため、2024年度
調査と2023年度調査とは単純比較はできない。

＊24	 所属企業のAI活用方針を知っている者に対して、何らかの業務で生成AI利用していると回答した比率を基に推計
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生成AI導入に際しての懸念事項について尋ねたところ、日本では、「効果的な活用方法がわからな
い」が最も多く、次いで、「社内情報の漏えい等のセキュリティリスク」「ランニングコストがかかる」

「初期コストがかかる」ことが挙げられている（図表Ⅰ-1-2-15）。
生成AIの活用推進による自社への影響に対する考え方について、日本では、「業務効率化や人員不足

の解消につながる」が最も多く挙げられている。他の3か国においてはビジネスの拡大や新たな顧客獲
得、新たなイノベーションを多く挙げる傾向にある。総じて、4か国いずれも、業務効率化やビジネス
拡大等のポジティブな面を、セキュリティリスク拡大などネガティブな面よりも注目しているといえる

（図表Ⅰ-1-2-16）。

図表Ⅰ-1-2-16 生成AIの活用による効果・影響（国別）

業務効率化や人員不足の解消につながる
ビジネスの拡大や新たな顧客獲得につながる
斬新なアイデア/新たなイノベーションがうまれる
社内情報の漏洩などのセキュリティリスクが拡大する
著作権等の権利を侵害する可能性が拡大する
出力結果に倫理上不適切な内容や偏見が含まれる可能性が拡大する
解雇や配置換えの必要がある
人材育成の方針を見直す必要がある
活用しないと企業としての競争力が失われる
その他
特に影響はない

7.17.1

8.78.7

3.23.2

29.529.5

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

10.410.4

6.86.8
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（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及び
デジタル活用の動向に関する調査研究」

図表Ⅰ-1-2-15 生成AI導入に際しての懸念事項（国別）

効果的な活用方法がわからない
初期コストが掛かる
ランニングコストが掛かる
社内情報の漏洩などのセキュリティリスクがある
著作権等の権利を侵害する可能性がある
出力結果の精度に問題がある
出力結果に倫理上不適切な内容や偏見が含まれる
可能性がある
懸念事項はない

8.48.4

7.87.8
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（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及び
デジタル活用の動向に関する調査研究」
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第3節 デジタル分野における海外事業者の台頭と我が国の現状
海外プラットフォーム事業者は、デジタル市場で発現しやすい特性や収集したデータ・莫大な収益を

活用して大きく成長し、我が国でも大きな存在感を有している。従来の事業分野から別のデジタル分野
にも進出し、最近は海底ケーブルや発電所等といった実体的なインフラにも影響を拡大している。

一方、グローバルデジタル市場における日本企業のシェアは全般的に低い状態にあるほか、社会生
活・企業活動における我が国のデジタル活用の進展や、我が国のデジタル産業の国際競争力の低さ等に
より、デジタル分野での国際収支の赤字が拡大傾向にある。

現時点で、市場で利用可能な優れたデジタルサービスを活用することは、デジタル化加速などのプラ
ス面もある反面、我が国のデジタル分野での国際競争力の低迷や重要なデジタル分野における海外事業
者への依存がこのまま拡大を続ければ、成長著しいデジタル分野の果実を我が国経済成長に取り込む機
会の喪失や、経済安全保障・セキュリティ等の観点からの懸念も指摘されている。

 1 1	 海外ビッグテック企業の台頭	 海外ビッグテック企業の台頭
	 プラットフォーム事業者の成長とその背景

新たなデジタル社会基盤となっている、SNSやクラウドサービス等の担い手は、海外のデジタルプ
ラットフォーム事業者を含む、ビッグテック企業が大きな存在感を占めている。これらの海外事業者
は、デジタル市場で発現しやすい様々な特性や、収集したデータ・莫大な収益等を活用して急激に成長
した。例えば、Google、Apple、Facebook（Meta）、Amazon、Microsoftを中心としたデジタル
プラットフォーム事業者は、売上高、時価総額共に世界トップクラスの水準を誇るまでに成長している

（図表Ⅰ-1-3-1）＊1。
巨大デジタルプラットフォーム事業者の台頭の

背景には、ユーザーが増えるほどサービスの価値
が高まる「ネットワーク効果」、巨額の固定費用に
対して追加サービス提供時の「低い限界費用」や
それに伴う「規模の経済性」、ユーザーが使い慣れ
たサービスから他のサービスに乗り換えることが
難しい「ロックイン効果」など、経済学の諸概念
で説明される特性がある。これらの特性は、デジ
タル財だけに備わる固有の性質ではないが、デジ
タル市場ではより一段と発現しやすく、この特性
を有効に活用した仕組で先行して市場を獲得した
事業者が、圧倒的な競争優位性を確立しやすい市
場構造となっている。

	 領域をまたいだビッグテック企業の影響力の拡大動向
ビッグテック企業は、技術革新と市場拡大を通じてデジタル産業のあらゆる層に影響力を拡大し、複

数の領域にまたがる事業展開を行っている。これらの企業は、当初は利用者向けのアプリケーションや
サービスから事業を開始し、段階的に実体的なインフラ層にまで進出や関与を強めてきた。現在では、

＊1	 世界のICT市場における時価総額上位15社に関しては、第Ⅱ部第1章第6節1「市場動向」を参照

1

図表Ⅰ-1-3-1 海外プラットフォーム事業者の売上高
の推移
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（10億ドル）

（年）

（出典）Statista データ、各社決算情報を基に作成
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「社会基盤」としてのデジタルの浸透・拡大と動向「社会基盤」としてのデジタルの浸透・拡大と動向

クラウドサービス、データセンター、通信インフラといったデジタル産業、そして電力インフラに至る
まで、多くの領域にわたって影響力を強化しており、さらに、生成AI等の新たな技術革新の主導権を
も握っている。

ここでは、特に近年、ビッグテック企業の新たな動きが大きくなっている、ネットワーク・インフラ
層、エネルギー供給層、生成AIに対するこれら事業者のアプローチについて取り上げる。

ア　ネットワーク・インフラ層
データの伝送等の効率を高めるため、ビッグテック企業は通信インフラへの投資を開始している。特

に注目されるのは海底ケーブルへの投資である。通信インフラの効率化とコスト削減を目的に、
Googleは海底ケーブルを自社で敷設し、データセンター間の高速通信網を確立した。Metaや
Microsoft、Amazonも同様に海底ケーブルの建設に参加している＊2。これにより、ビッグテック企業
は大陸間のデータ転送速度を向上させ、自社サービスの品質を高めると同時に、通信インフラ市場での
影響力を強めている。

2010年代前半までは、主に通信事業者（インター
ネットバックボーンプロバイダ）による海底ケーブ
ルの敷設と利用が主流であり、コンテンツプロバイ
ダ＊3による海底ケーブル使用帯域は、2011年は
10％に満たなかった。しかし、2010年代後半からは
Google、Meta、Microsoft、Amazonといったビッ
グテック企業が、その敷設と利用を拡大し、2020年
には、コンテンツプロバイダが、海底ケーブル使用
帯域の7割近くを占めている（図表Ⅰ-1-3-2）。

国際通信の99%を担う海底ケーブルにおいて、
ビッグテック企業が海底ケーブル投資において大き
な存在感を示すことで、従来の通信事業者主導の市
場構造をも変化させている。

イ　エネルギー供給層
データセンターの運営には莫大な電力が必要であり、安定した電力供給はビッグテック企業のビジネ

スにとって不可欠である。今後は生成AIの需要増大に伴い、電力需要も増加するものと想定されてい
る。エネルギー供給の安定性とコスト効率、再生エネルギーの活用を高めることを目指し、一部のビッ
グテック企業は、発電所に関する契約や投資等を通じて関与を強める動きが見られる。例えばGoogle
は、日本国内の800か所以上で開発が進められる太陽光発電所に関する契約を行っている＊4。

ウ　生成AI分野の先導
ビッグテック企業は、膨大な資金力、先進的な技術開発力、世界トップクラスの人材、そして日々蓄

＊2	 DIAMOND	Online「大手通信会社が没落しグーグル・フェイスブックが主役に、海底ケーブル敷設の牽引役交代」（2022年10月5日）（https://
diamond.jp/articles/-/310530）

＊3	 ここでの「コンテンツプロバイダ」は、ハイパースケーラー、オーバー・ザ・トップ・プロバイダ、インターネット・コンテンツ・プロバイ
ダ、クラウドサービスプロバイダ等と言われるネットワークを指し、インターネットベースのコンテンツおよびプラットフォームプロバイダ
（Google、Meta、Microsoft、Apple等）、クラウドサービス/プラットフォームプロバイダ（Amazon、Microsoft、Oracle、Alibaba、Google
等）、コンテンツ配信ネットワーク（CDN）（Akamai、CloudFlare等）を含む。

＊4	 総務省・経済産業省	デジタルインフラ（DC等）整備に関する有識者会合（第7回）資料「日本のデジタルインフラを取り巻く環境と課題につ
いて」（2024年5月30日）（https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/digital_infrastructure/0007/007_widepj.pdf）

図表Ⅰ-1-3-2 海底ケーブルの使用帯域幅の推移

インターネット
バックボーンプロバイダー

研究教育機関 企業、その他

25%

50%

75%

2015 2020

（出典）TeleGeography “A Complete List of Content Providers’ 
Submarine Cable Holdings”を基に作成
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積される膨大なデータを活用し、生成AI分野においても圧倒的な主導権を確立し、競争を繰り広げて
いる。この競争力は、当該企業等が構築してきた多層的な基盤によって支えられており、簡単に追随で
きない優位性を生み出している。

ビッグテック企業各社のLLMの開発状況や、生成AIの社会実装状況としては、例えば、Microsoft
はOpenAIとの協同で「Copilot」を展開し、ビジネスツールへの生成AIの統合を進めている＊5。また、
Metaは、同社の開発したLLMの「Llama」を公開して展開しており、多くの企業が利用可能なエコ
システムを構築している＊6。ビッグテック企業はこれらの取組により、アプリケーションから、モデル、
インフラ（計算資源、データ、専門人材）層に至るまでの総合的な影響力を持ちながら、生成AI技術
の進化と社会実装を牽引している。

なお、現在は米国ビッグテック企業が依然として各レイヤーで大きな地位を占めているものの、近年
では中国も含めた世界をリードする各企業がAI事業にも注力している＊7。

このように、海外のビッグテック企業はデジタル産業の基盤から最先端技術まで、幅広い領域で影響
力を持つに至っており、結果として、この動きは従来の産業構造に大きな変革をもたらし、既存の通信
事業者やエネルギー企業、更にはAI開発を行う新興企業にも多大な影響を与えている（図表Ⅰ-1-3-3）。

図表Ⅰ-1-3-3 生成 AI 関連市場の市場構造図

※	インフラストラクチャーレイヤーにおいては、クラウドサービスも役割を果たしているが、クラウドサービスはアプリケーション開発の際にも利用されるな
ど、各レイヤーで役割を果たしているので、本構造図には記載していない。

（出典）公正取引委員会「生成 AI を巡る競争（ディスカッションペーパー）」＊8

 2 2	 デジタル市場における海外事業者の存在感と日本の競争力の現状	 デジタル市場における海外事業者の存在感と日本の競争力の現状
海外プラットフォーム事業者を含む海外ビッグテック企業が著しく成長し、我が国を含めて世界の多

くのデジタル市場で大きな存在感を発揮する一方、日本のデジタル産業のグローバル市場における存在
感や国際競争力は、多くの分野において強いとは言えない。ここでは、デジタル分野における我が国及
びグローバル市場における日本企業のシェア、デジタル分野に関する国際収支統計（サービス収支）や
貿易統計等から示唆される日本のデジタル産業の競争力の現状を示す。

＊5	 NIKKEI	FT	the	World「米MicrosoftとGoogle、AIコスト増で投資家に警戒感」（2024年2月5日）（https://www.nikkei.com/prime/ft/article/
DGXZQOCB0229Z0S4A200C2000000）

＊6	 経済産業省	商務情報政策局「デジタル社会の実現に向けて」（2024年10月）（https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shin_kijiku/
pdf/024_04_00.pdf）

＊7	 そのほか、米国・中国のプラットフォーム事業者のAIに関する取組については、第Ⅱ部第1章第6節2「主要なプラットフォーム事業者の動向」
参照

＊8	 公正取引委員会「生成AIを巡る競争（ディスカッションペーパー）」〈https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/oct/241002_
generativeai_02.pdf〉
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	 グローバル及び国内デジタル市場における日本企業のシェアの動向
今日のデジタル社会において重要な位置を占めるデジタルサービスや機器・端末に関して、海外事業

者は非常に大きな存在感を示している。

ア　国内市場におけるシェア・動向
クラウドサービスに関して、日本におけるIaaS・PaaS市場をみると、Amazon Web Services、

Microsoft、Googleの3社がシェアを大きく拡大している（図表Ⅰ-1-3-4）。また、国内での定額制動
画配信の市場シェアは、2024年においてNetflixが21.5％で最も高く、国内市場シェアにおける海外
企業比率は半数を超えている（図表Ⅰ-1-3-5）。

国内の動画共有サービスやSNSに関していえば、YouTubeの利用率が2024年で8割を超えている
ほか、X、Instagram、TikTok等といった海外事業者のサービスの利用率が、年々上昇している＊9。

デジタル機器に関していえば、例えば、2024年の日本のスマートフォン市場のシェアは、Appleが
59％、次いでGoogleが10%と、海外事業者が大きな割合を占めている（図表Ⅰ-1-3-6）。

図表Ⅰ-1-3-4 日本における市場シェア上位3社合計の市場シェア及びAmazon Web Services等3社合計の市場シェ
アの推移（IaaS及びPaaS合計）

出典：クラウド提供事業者から提出された情報及び株式会社富士キメラ総研「2021 クラウドコンピューティングの現状と将来展望《市場編》」等に基づき公正取引委員会算出
※ HHI（ハーフィンダール・ハーシュマン指数）は、市場における各事業者の市場シェアの２乗の総和によって算出される。

2020年度において、市場シェア上位３社合計の市場シェ
アと、AWS等３社の合計の市場シェアが一致しているよ
うに見えるが、これは市場シェアを幅で記載しているた
めであり、同年度において、AWS等３社が上位３社では
ない。

※

（出典）公正取引委員会「クラウドサービス分野の取引実態に関する報告書」＊10

図表Ⅰ-1-3-5 定額制動画配信サービス別　国内市場シェア（2024年）
海外企業, 53.0% 日本企業, 40.5% その他, 6.6%

0 20 40 60 80 100（%）

21.5% 13.1% 9.4% 9.0% 17.9% 5.7% 4.6% 6.6%

Netflix
Hulu
TELASA

Amazon Prime Video
dアニメストア
DMM TV

DAZN
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アニメ放題

Disney+
FOD
その他

U-NEXT
ABEMAプレミアム

（出典）GEM Partners株式会社資料を基に作成＊11

＊9	 第Ⅰ部第1章第1節1（2）（3）参照
＊10	 公正取引委員会「クラウドサービス分野の取引実態に関する報告書」〈https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/jun/220628.html〉
＊11	 GEM	Partners株式会社「2024年の定額制動画配信市場は推計5,262億円、U-NEXTがシェア最大の伸び、6年連続首位のNetflixに迫る」

〈https://www.gem-standard.com/columns/1023〉
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図表Ⅰ-1-3-6 日本のスマートフォン市場のシェア（2024年）

Apple Google Sharp Lenovo Samsung Sony その他

0 20 40 60 80 100（%）

2024年
(34.6百万台) 59% 10% 6% 5% 5%

3% 11%

（出典）Omdia

イ　グローバル市場におけるシェア・動向
グローバルデジタル市場における日本企業の売上高ベースのシェア＊12をカテゴリーごとにみると、

2023年において、半導体、電子部品や家電・OA機器等の一部のカテゴリーを除き、おおむね10％前
後又はそれ以下にとどまっていると推計されている（図表Ⅰ-1-3-7）。個別機器・サービスをみても、
グローバル市場規模が大きいスマートフォン、パソコン、サーバーで一桁のシェアにとどまっている。
なお、携帯電話基地局全体ではグローバルシェアでは一桁であるが、オープンvRAN＊13市場だけでみ
ると29％となっている（図表Ⅰ-1-3-8）。

図表Ⅰ-1-3-7 グローバルICT市場の国・地域別シェアの推計（カテゴリー別）（2023年）

日本 米国 韓国 中国 スウェーデン フィンランド 台湾 その他

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

ICT市場全体 $4,141 B

O1.サービス $1,999 B

O2.アプリケーション $134 B

A1.クラウド $521 B

A2.データセンター $47 B

B1.固定系ネットワーク機器 $92 B

B2.移動系ネットワーク機器 $61 B

C1.半導体※ $132 B

C2.電子部品 $26 B

D1.情報端末 $674 B

D2.家電・OA機器 $123 B

D3.情報デバイス $157 B

カテゴリ 市場規模

$B=ビリオンUSドル（10億ドル）

7

10

3

2

9

2

4

18

35

1

23

3

44

32

70

81

66

58

19

46

23

53

7

42

5

2

5

3

12

15

38

7

16

14

11

5

14

22

36

5

22

26

33

30

17

3

13

2

6

6

3

15

25

41

14

12

10

8

6

26

2

3

2

※	GPUやAIアクセラレータ内蔵のMPUなど、AI用途に使用可能な半導体（AI半導体）は除く。
（出典）総務省「IoT国際競争力指標」を基に作成

＊12	「総務省IoT国際競争力指標」（2023年）を基に作成。なお、本シェアは、世界の企業約1,700社を対象として企業本社所在地別に集計し
たデータを基に作成している。集計データの制約から、必ずしもすべての企業を網羅的に計算できていない可能性がある点には留意。また、
端数処理の関係や、本推計対象から外れる企業があり得ること等から、例えば、0%と表記されていても、当該国・地域のシェアが全く無い
ことは意味せず、若干のシェアを有する場合もある。

＊13	 基地局機能をソフトウェア化し、異なるメーカーの機器やソフトを組み合わせられるように標準化した仕組み
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図表Ⅰ-1-3-8 グローバルICT市場の国・地域別シェアの推計（機器別）（2023年）

その他日本 米国 韓国 中国 スウェーデン フィンランド 台湾

2

54

0

5

12

83

0

11

29

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

$40 B

$19 B

$ 465 B

$157 B

$99 B

$ 18 B

$121 B

$36 B

$2 B

携帯基地局

画像センサ

スマート
フォン
PC

（ノート）

テレビ

ゲーム機

サーバ

ストレージ

オープン
vRAN

（％）

$B=ビリオンUSドル（10億ドル）

市場規模機器

18

52

55

2

17

39

54

25

6

18

18

1

46

32

36

45

5

28

22 11

40

39 19

24 19

3

2

4

1

6

3

7

18

52

55

2

17

39

54

25

6

18

18

1

46

32

36

45

5

28

22 11

40

39 19

24 19

3

2

4

1

6

3

7

（出典）総務省「IoT国際競争力指標」を基に作成

関連データ グローバルICT市場の国・地域別シェアの推計	
（機器別）（2013年、2023年比較）

URL：	https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00058（データ集）

関連データ グローバルICT市場の国・地域別シェアの推計	
（カテゴリー別）（2018年、2023年比較）

URL：	https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00057（データ集）

	 デジタル関連項目のサービス収支の動向
国際収支統計のサービス収支において、日銀レビュー「国際収支統計からみたサービス取引のグロー

バル化」＊14で、デジタルに関係する項目として分類される①コンピュータサービス、②著作権等使用料、
③専門・経営コンサルティングサービス、④通信サービス、⑤情報サービス（以下「デジタル関連項
目」という。）の収支の推移をみると、特に①から③までについて、近年赤字額が急激に増えており、
いわゆる「デジタル赤字」として注目を集めている＊15。なお、この中にはデジタル分野以外のサービス
に係る収支も含まれる点に注意が必要である＊16。

例えば、2024年では、①コンピュータサービス、②著作権等使用料、③専門・経営コンサルティン
グサービスの収支額の合計では、約6.7兆円の赤字（前年比約0.9兆円の赤字額増）となっている（こ
れに、④通信サービス、⑤情報サービスを加えると、約6.8兆円の赤字（前年比約0.9兆円の赤字額
増））＊17。2014年と比較すると、2024年では、「著作権等使用料」は約2.1倍、「コンピュータサービス」

＊14	 日本銀行「日銀レビュー「国際収支統計からみたサービス取引のグローバル化」」（2023年8月）〈https://www.boj.or.jp/research/wps_
rev/rev_2023/data/rev23j09.pdf〉

＊15	 通信サービス、情報サービスまでを含めて、いわゆる「デジタル赤字」として整理される場合もある。
＊16	 コンピュータサービスには、ソフトウェアの委託開発、コンピューターによる情報処理、ハードウェアのコンサルティング・維持修理等

のサービス取引が計上されており、ゲーム等の汎用ソフトウェアをエンドユーザーがオンラインで入手した場合のライセンス料やソフトウェ
アの著作権の売買代金が含まれる。著作権等使用料には、著作物（コンピュータソフトウェア、音楽、映像、キャラクター、文芸、学術、美
術等）を複製して頒布（販売、無償配布等）するための使用許諾料（ライセンス料）が計上されている。専門・経営コンサルティングサービ
スには、法務、会計・経営コンサルティング、広報、広告・市場調査に係るサービス取引が計上されている。各項目に含まれるサービス内容
は、第Ⅱ部第1章第1節4「ICT分野の輸出入」も参照

＊17	 通信サービス、情報サービスを加えた場合の「デジタル関連項目」の収支の推移は、第Ⅱ部第1章第1節4「ICT分野の輸出入」参照
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は約3.3倍、「専門・経営コンサルティングサービス」は約5.4倍に赤字額が膨らんでいる＊18＊19（図表
Ⅰ-1-3-9）。

図表Ⅰ-1-3-9 デジタル関連サービス収支の推移＊20

コンピュータサービス
著作権等使用料
専門・経営コンサルティングサービス
デジタル関連サービス収支

-0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5 -1.3 -1.3 
-1.9 -1.9 

-2.5 -2.5 -0.8 -0.8 
-0.8 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 

-1.2 -1.2 -1.4 -1.4 
-1.4 -1.4 -1.6 -1.6 

-1.7 -1.7 
-1.7 -1.7 

-0.5 -0.5 
-0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 

-1.1 -1.1 -1.1 -1.1 
-1.3 -1.3 -1.6 -1.6 

-2.2 -2.2 

-2.5 -2.5 

-2.0 -2.0 
-2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.7 -2.7 

-3.8 -3.8 -3.7 -3.7 
-4.2 -4.2 

-4.6 -4.6 

-5.8 -5.8 

-6.7 -6.7 -7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024（兆円） （年）

※	コンピュータサービス、著作権等使用料、専門・経営コンサルティングサービスの収支合計
（出典）財務省「国際収支統計」を基に作成

	 ICT財の貿易統計の動向
財務省貿易統計に基づき、ICT財＊21＊22の日本からの輸出額と日本への輸入額＊23の差引額を確認する

と、その赤字額は近年増加の傾向が見られ、2024年では約3.4兆円の赤字となった＊24。内訳を項目別
にみると、2024年の黒字額が最も大きいのは「その他の電子部品」であり、次いで「集積回路」と
なっている。一方、赤字額が最も大きいのは「携帯電話機」であり、近年、赤字額の拡大が続いてい
る。続いて「パーソナルコンピュータ」、「電子計算機本体（パソコンを除く。）」、「有線電気通信機器」
の赤字額が大きい。黒字額が大きいのは部品・部材等で、赤字額が大きいのは最終製品という傾向があ
る（図表Ⅰ-1-3-10）。

＊18	「デジタル関連項目」の赤字額の増加の背景としては、例えば、内閣府「令和6年度年次経済財政報告」（2024年8月）では、クラウドサービ
スやインターネット広告、動画配信の国内市場規模が大きく拡大していることを述べたうえで、クラウドサービスの海外への支払額を試算すると、
近年増加ペースが強まっており、「コンピュータサービス」の支払額の増分の多くがこれにより説明できると考えられることや、「専門・経営
コンサルティングサービス」分野の赤字額の増加の多くが、近年の海外へのインターネット広告関連の支払額の増分で説明できること、さら
に、「著作権等使用料」の赤字額と、国内のコンテンツ関連支払額と国内企業の売上額の差を比較すると、水準は異なるものの増加傾向は同様
であることを指摘している。

＊19	 日本の国際収支全体の動向とデジタル関連収支に関して、財務省「国際収支から見た日本経済の課題と処方箋」懇談会報告書（2024年7
月2日）は、「我が国の経常収支は安定的に黒字を計上し、2023年度の黒字は過去最大」「2023年末の対外純資産残高は過去最大の471兆円
に達し、33年連続で世界最大の純資産国」としたうえで、「項目別に見ると、黒字を計上しているのは第一次所得収支のみであり、貿易収支
は赤字基調、サービス収支ではデジタル分野等の先端的な分野での赤字が拡大」「主要シンクタンクの見通しでは、今後は、一段と少子高齢化
が進展する中で、経常収支黒字は縮小、ないし赤字転化することが示されている。」等と述べている。

＊20	「デジタル赤字」や「デジタル関連収支」等と称して議論されることもあるが、ここでは、以降で説明するICT財の貿易とは区別する目的
で、「デジタル関連サービス収支」と表現する。

＊21	 総務省「情報通信産業連関表」においてICT財の範囲とされている以下の財。
	 パーソナルコンピュータ、電子計算機本体（パソコンを除く。）、電子計算機附属装置、有線電気通信機器、携帯電話機、無線電気通信機器

（携帯電話機を除く。）、通信ケーブル・光ファイバケーブル、事務用機械、半導体素子、集積回路、液晶パネル、フラットパネル・電子管、そ
の他の電子部品

＊22	 ここでのICT財の範囲は、独立行政法人日本貿易振興機構が「ジェトロ世界貿易投資報告」で集計している「デジタル関連財」とは範囲が
異なり、例えば「ジェトロ世界貿易投資報告」の「デジタル関連財」に含まれる「半導体製造機器」は、ここでのICT財には含まれていない。

＊23	 貿易統計の輸入額はCIF建て（Cost、Insurance	and	Freightの略で、貨物代金のほか仕向地までの保険料、運賃を含む。）、輸出額はFOB
建て（Free	on	Boardの略で、輸出国における船積み価格。船積み後、仕向地までの保険料、運賃は含まない。）であり、ここでの輸出額と輸
入額の差引額は、機械的に計算して算出したもの。

＊24	 この統計は、あくまで日本から海外への輸出額、海外から日本への輸入額を示しており、日本企業の海外生産拠点から日本以外の海外へ
の輸出が反映されていないことや、日本企業が海外拠点で生産し日本国内に輸入した場合は「輸入」になることに注意が必要である。

３
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図表Ⅰ-1-3-10 財務省貿易統計に基づく日本のICT財の輸出額と輸入額の差引額の推移
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

内訳 （億円）
　その他の電子部品 14,749 13,531 14,465 18,421 21,148 18,464 19,317
　集積回路 6,893 8,278 9,149 6,009 -1,482 26 11,162
　半導体素子 3,898 3,396 4,098 4,973 4,032 3,967 5,134
　電子計算機附属装置 4,076 2,611 1,892 2,729 1,686 1,700 2,707
　ラジオ・テレビ受信機 -2,788 -3,095 -3,121 -3,476 -3,467 -3,034 -3,097
　電気音響機器 -2,025 -2,407 -2,455 -2,519 -2,709 -3,172 -3,376
　有線電気通信機器 -5,215 -5,879 -6,615 -7,364 -8,745 -8,480 -9,090
　電子計算機本体（パソコンを除く。） -5,299 -5,414 -4,308 -5,087 -6,220 -5,537 -10,014
　パーソナルコンピュータ -9,796 -11,298 -13,976 -12,678 -13,720 -12,361 -15,787
　携帯電話機 -19,330 -16,595 -15,763 -19,560 -22,595 -24,515 -27,185
　その他 1,801 -404 -1,264 -1,130 -1,502 -3,507 -3,940

全体（兆円）

-1.3 -1.3 
-1.7 -1.7 -1.8 -1.8 -2.0 -2.0 

-3.4 -3.4 -3.6 -3.6 -3.4 -3.4 

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

（出典）財務省「貿易統計」を基に作成
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第4節  世界情勢・自然環境・社会の変化と 
今後のデジタル社会の見通し

近年、世界情勢は、地政学的な緊張の高まりや経済の不安定化など大きく変動しており、その見通し
の不確実性や不透明性さが高まっているといわれている。

例えば、国際連合が、地政学リスクと世界の経済政策の不確実性に関連する新聞記事の数等を踏まえ
て評価した指数によれば、地政学リスクについて、近年、ウクライナ戦争やガザ情勢の悪化を契機に大
きく上昇した。また、世界の経済政策の不確実性の指数も、新型コロナウイルスの世界的流行やウクラ
イナ戦争等を契機に大きく上昇し、いずれも高止まりの状況にある（図表Ⅰ-1-4-1）。これら地政学的
リスクや世界経済の不確実性は引き続き高い状態が続く可能性がある。実際に世界で発生した武力紛争
の数は増加しており、今後も緊張が高まる可能性が懸念されている（図表Ⅰ-1-4-2）。

また、地球規模での温暖化の進行等による異常気象の発生増加や災害の激甚化など、自然環境も変化
を続けており、大雨の年間発生回数は増加傾向であるなど、豪雨災害の激甚化が懸念されている（図表
Ⅰ-1-4-3）。さらに、日本における地震に関しては、特に南海トラフではM8～M9クラスの地震が30
年以内に80％程度の確率で発生する（2025年3月15日現在）＊1ことが懸念されているほか、首都直下
地震が起きた場合は、都市化が進む中で地震被害がより深刻化するリスクが高まっている。

加えて、日本では、少子高齢化による人手不足が年々深刻化しており、特に地方でより顕著に影響が
出ている。また、世界の経済成長に比べて、日本経済は低迷が続いている。例えば、人口変化について
は、日本では少子高齢化が進行し、65歳以上人口が総人口に占める割合である高齢化率が上昇してい
る（図表Ⅰ-1-4-4）。同時に、生産年齢人口に対する65歳以上の人口の割合も増加している。この影響
は特に地方において顕著であると予想されており、さらに、都市部への人口偏在が今後一層進むことが
予想されている（図表Ⅰ-1-4-5）。経済面では、日本経済は、1990年代初頭のバブル崩壊以降、長期
的な停滞が続き、低い経済成長率となっているほか、労働生産性も低迷している。OECDのデータに
よると、日本の時間当たり労働生産性は、長期間OECD加盟国中低い水準に位置している。

今後、デジタル技術の進展とデジタルサービスの高度化や普及等に伴い、社会基盤としての役割を担
うデジタル分野は一層拡大していくと考えられる。さらに、AIやロボットをはじめとするデジタル技
術が進展をとげ、社会に浸透・活用されることで、少子高齢化や人口減少に直面する我が国において、
社会課題の解決・軽減に向けた効果も期待できる。

一方で、デジタル技術がますます社会経済活動に浸透し、社会基盤として存在感が増すほどに、負の
影響もより一層大きくなる恐れも高まっている。加えて、今後、AIが更に高度化し、将来的には、汎
用人工知能（Artificial General Intelligence：AGI）＊2＊3と言われる水準に発展するという見方もある
中、AIを含むデジタル技術のリスクも一層増大の恐れもある。

社会生活や企業活動において、進展するデジタル技術の恩恵を十分に享受できるよう、更なる技術開
発や利活用を推進しながらも、並行してデジタル技術や利用の進展により拡大を招く恐れがある脅威に
対応を打ち続けていくことが重要である。

＊1	 地震調査研究推進本部「南海トラフで発生する地震」〈https://www.jishin.go.jp/regional_seismicity/rs_kaiko/k_nankai/〉（2025年3月15日参照）
＊2	 例えば、OpenAIは2024年7月、汎用人工知能（Artificial	General	Intelligence：AGI）の実現に向けた進捗状況を示す5段階のロードマップを

発表したと報道された。報道によれば、OpenAIのサム・アルトマンCEOは今後10年程度でレベル5に達すると推測している。
＊3	 Bloomberg（2024/7/11）「OpenAI	Develops	System	to	Track	Progress	Toward	Human-Level	AI」
＊4	 国際連合「World	Economic	Situation	and	Prospects	2025」〈https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-

situation-and-prospects-2025/〉
＊5	 気象庁「大雨や猛暑日など（極端現象）のこれまでの変化」〈https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_p.html〉棒グラフ（緑）

は各年の年間発生回数を示す（全国のアメダスによる観測値を1,300地点あたりに換算した値）。折れ線（青）は5年移動平均値、直線（赤）
は長期変化傾向（この期間の平均的な変化傾向）を示す。

第第11章章 「社会基盤」としてのデジタルの浸透・拡大と動向「社会基盤」としてのデジタルの浸透・拡大と動向
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「社会基盤」としてのデジタルの浸透・拡大と動向「社会基盤」としてのデジタルの浸透・拡大と動向

図表Ⅰ-1-4-2 冷戦後の世界で発生した武力紛争数の
経年変化

一方的な暴力

非国家紛争

国内紛争

国際紛争

（件）

（年）

（出典）WORLD ECONOMIC FORUM「Global Risks Report 2025」
を基に作成

図表Ⅰ-1-4-1 世界の経済政策の不確実性と地政学リスクの推移
地政学的リスクの指数世界の経済政策の不確実性指数

アメリカ同時多発テロ
事件(9.11事件）

リーマンショック

新型コロナウィルス
感染爆発

ウクライナ
戦争

地政学的リスクの指数の時系列平均世界の経済政策の不確実性指数の時系列平均

ガザ情勢の
悪化

（指数）

（出典）国際連合「World Economic Situation and Prospects 2025」＊4

図表Ⅰ-1-4-3 日本における短時間豪雨の増加

（出典）気象庁「大雨や猛暑日など（極端現象）のこれまでの変化」＊5

関連データ 都道府県別の2050年の生産年齢人口と高齢
者人口

URL：�https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00066（データ集）

関連データ OpenAIが描くAGI進化に至るロードマップ
URL：�https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00068（データ集）

関連データ 主要国の時間当たり労働生産性のランキング
の推移（OECD加盟国）

URL：�https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00067（データ集）

図表Ⅰ-1-4-4 日本の高齢化の推移と将来推計
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（出典）国立社会保障・人口問題研究所 「日本の将来推計人口（令和5年推計）」
を基に作成

図表Ⅰ-1-4-5 地域人口比率の推移

（%） 1970 2020 2050(推計）
東京圏 23.0% ↗ 29.3% ↗ 33.7%
三大都市圏 46.1% ↗ 52.6% ↗ 56.7%
三大都市圏以外の
地域 53.9% ↘ 47.4% ↘ 43.3%

（出典）国土交通省「「国土の長期展望」中間とりまとめ」及び 
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口  

令和5（2023）年推計」を基に作成
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第1章で概観したように、今後、デジタル技術がますます社会経済活動に浸透し、社会基盤として存
在感が増すほどに、負の影響もより一層大きくなる恐れがある。

例えば、AIをはじめとする進展するデジタル技術の活用が進む中、増加する通信・計算資源・電力
需要等に対応したデジタル基盤の確保が求められる一方、現下の不安定さを増す世界情勢や災害の激甚
化等を背景に、重要なデジタル基盤の利用やアクセスが困難になったり、セキュリティが損なわれる等
のリスクが今後拡大する恐れがある。また、進展するAIのもたらすリスク、情報収集やコミュニケー
ションの基盤として存在感を高めるSNS等をはじめとするインターネット上の偽・誤情報等に関する
問題や、世界情勢の不安定化とAI等の進展をも背景に激化するサイバーセキュリティの脅威も、深刻
化が想定される。進展するデジタル技術のもたらす利益を十分に享受しつつ、そのリスクを抑制するに
は、こうしたデジタル分野の課題への対応が不可欠である。

本章では、今日の世界情勢、自然環境や社会の変化とも相まって、デジタル技術の進展と社会基盤と
しての影響力の拡大がもたらす、デジタル分野の主要な課題について概観する＊1。

第1節 デジタル社会を支える信頼性のあるデジタル基盤の確保
少子高齢化や経済の低迷が続く我が国において、社会課題の解決を進めるためには、AIをはじめと

する進展するデジタル技術の活用が求められている。こうしたデジタル技術の活用や社会基盤としての
デジタル領域の拡大等に伴う、通信・計算資源・電力等の需要の増大や災害リスクに対応した、デジタ
ル社会を支えるデジタル基盤の整備の必要性が増している。また、現下の世界情勢の不安定化やデジタ
ル分野での海外依存の拡大が進んでいる状況を踏まえると、安定した経済社会活動の維持やセキュリ
ティ確保等の観点から、過度な海外依存には懸念も指摘されている。

このような観点から、AI等デジタル技術の進展に伴う通信需要等の更なる増大に対応した、デジタ
ル社会を支える強靱なデジタル基盤の確保や、デジタル分野における国際競争力向上等を通じた我が国
の自律性の確保・向上等の取組が重要になっている。

 1 1	 主な課題の概要	 主な課題の概要
我が国の社会課題解決に向けたデジタル技術の活用や社会基盤としてのデジタル領域の拡大等に伴

う、通信・計算資源・電力等の需要の増加や災害リスクに対応した、デジタル社会を支えるデジタル基
盤の整備の必要性が増している。

例えば、データセンターは、今日のデジタル社会を支える重要なデジタル基盤の一つとなっており、
国内へのデータセンターの確保は重要な課題となっているが、国内データセンターの立地及び新規投資
は関東・関西圏に集中しており、2023年時点で日本全国のデータセンターのおよそ90%（面積換算）
が関東・関西に立地している。一方で、広域の災害対策の観点で、バックアップとなるデータベースの
物理的な距離を確保することは重要である（図表Ⅰ-2-1-1）。

さらに、海底ケーブルは大量の国際通信トラヒックを流通させるための重要なデジタルインフラであ

＊1	 本章は、各課題の内容や対応を網羅的に述べるものではなく、個別課題の理解の促進のために例示するものであり、ここに記載されているも
のに限られるものではないことに留意。また、個別の課題に関する総務省の関係施策は、第Ⅱ部第2章も参考。

進展するデジタルがもたらす進展するデジタルがもたらす
課題課題

第第22章章
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るが、海底ケーブル陸揚局も、千葉県の房総半島や三重県の志摩半島など数か所に集中しており、デー
タセンター同様に地方分散、多ルート化の必要性が指摘されている （図表Ⅰ-2-1-2）。

また、様々な分野でのAI活用の進展や、今後のサービス高度化のため、大量のデータ処理を行うた
めの計算能力が必要とされている。生成AIの開発・利活用に必要なインフラ需要は、世界的に大幅に
拡大している＊2。様々な産業における競争力の維持・強化のためには、更なる計算能力確保が不可欠と
されており、我が国における計算資源確保は重要な課題の一つである。

加えて、生成AIや通信トラヒック利用拡大に伴う新たな課題として、ネットワークやデータセンター
など、ICTセクターにおける消費電力量の増大への懸念が高まっている。例えば、科学技術振興機構

（JST）は、エネルギー効率の改善状況に応じたデータセンター・ネットワークの消費電力量の見通し
を示しており、現時点の技術のまま、全く省エネ対策が進まなかった場合、消費電力量は、今後、大き
く増加すると予想されている（図表Ⅰ-2-1-3）。

ほか、第1章でみたように、今日の多くのデジタル市場において、海外事業者が大きなシェアを占め
ている。すべてのデジタルサービス・インフラ等において、我が国に事業基盤を有する事業者からサー
ビス等の提供を受けることは現実的ではないが、今日の世界情勢の不安定性等や我が国の国家安全保
障、経済安全保障に鑑みれば、信頼のできる内外事業者との連携等による安定的・セキュアなサプライ
チェーン網の確保とともに、特に重要なデジタルサービス・インフラ等においては、我が国の自律性の
確保・向上が一層重要となってきている。

図表Ⅰ-2-1-2 海底ケーブルの整備状況

志摩

南房総

（出典）総務省・経済産業省ワット・ビット連携官民懇談会（第1回） 
「ワット・ビット連携に向けた現状と課題（事務局）」＊4

図表Ⅰ-2-1-1 日本のデータセンターの設置状況（地
域別サーバールーム面積）DCの東京圏・大阪圏への集中

【DCの分布図（面積換算）】

（出典）総務省・経済産業省ワット・ビット連携官民懇談会（第1回） 
「ワット・ビット連携に向けた現状と課題（事務局）」＊3

＊2	 例えば、経済産業省「第1回	産業構造審議会	商務流通情報分科会	次世代半導体等小委員会」（2024年12月25日）資料（https://www.meti.
go.jp/shingikai/sankoshin/shomu_ryutsu/next_generation_semiconductor/pdf/001_03_00.pdf）によれば、AIインフラの需要見通しとして、
2030年には日本国内かつ単年で、サーバ・ストレージだけでも約1兆円、2023年に比べ約3倍となる見通しとされている。

＊3	 https://www.soumu.go.jp/main_content/000998578.pdf
＊4	 https://www.soumu.go.jp/main_content/000998578.pdf
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図表Ⅰ-2-1-3 ICTインフラの消費電力量見通し

（年）

データセンター ネットワーク億

（参考）
年度

電力需要量
（日本全体）

億

（出典）資源エネルギー庁 資料＊5

 2 2	 対応の方向性	 対応の方向性
	 デジタル社会を支える強靱なデジタル基盤の確保

AI等の進展に伴う通信需要等の一層の増加が見込まれるとともに、災害等の不測の事態に対して、
デジタル基盤に依存する我々の社会生活への影響を最小限に抑えるためには、計算資源や通信、電力需
要の急増に対応し、かつ、アクセスしやすく強靱性・冗長性のあるデジタル基盤の確保等の取組が重要
となる＊6。

ア　データセンター・海底ケーブルの地方分散
データセンター・海底ケーブルの地方分散については、総務省では、「東京圏等に集中するデータセ

ンターの分散立地」や「日本を周回する海底ケーブルの構築」「国際海底ケーブルの多ルート化」を推
進するべく、データセンターや海底ケーブル等の整備に対する支援を行うため、令和3年度補正予算

「データセンター、海底ケーブルなどの地方分散によるデジタルインフラ強靱化事業」により、「デジタ
ルインフラ整備基金」を設置し、データセンター、海底ケーブルなどの地方立地を行う民間事業者の支
援を行っている。

また、総務省及び経済産業省が主催する「デジタルインフラ（DC等）整備に関する有識者会合」に
おいて、2024年9月に取りまとめられた「中間とりまとめ3.0」では、2030年代のAI社会を支える
デジタルインフラの整備に向けて、引き続きデータセンターの分散立地の更なる推進に加えて、オール
光ネットワークの国際連携等も見据えつつ、国際海底ケーブルの陸揚局の分散立地の促進が提言され
た。2025年3月から、総務省及び経済産業省は、AI活用を通じたDXの加速、成長と脱炭素の同時実
現等に向け、データセンターの整備について主に電力・通信インフラの側面から検討を行い、官民の関
係者における連携・協調を推進するべく「ワット・ビット連携官民懇談会」を開催している。

関連データ 2030年代の我が国のデジタルインフラの「イメージ」（総務省・経済産業省「デジタルインフラ（DC等）
整備に関する有識者会合 中間とりまとめ3.0」概要より）

URL： https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00072（データ集）

＊5	 資源エネルギー庁　総合資源エネルギー調査会	基本政策分科会（第56回会合）（2024年6月6日）資料1「電力需要について」（事務局提出資
料）〈https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2024/056/056_005.pdf〉（2025年3月21日参照）

＊6	 なお、総務省では、ここに記載したような課題や状況も踏まえ、2030年度末を見据えて必要となるデジタルインフラの整備方針とその実現に
向けた具体的な推進方策を整理し、一体的・効率的に我が国デジタルインフラ整備の推進を図るため、2025年6月に「デジタルインフラ整備
計画2030」を策定した（詳細は第Ⅱ部第2章参照）。

1
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イ　NTNの利活用
NTN（Non-Terrestrial Network:非地上系ネットワーク） は、離島・海上・山間部などの通信イン

フラの整備が地理的・経済的に困難な地域を効率的にカバーし、当該地域において通信サービスの提供
を可能とするとともに、自然災害などにより既存の通信インフラが被災した際には臨時の通信手段とし
て機能し得ることから、官民の双方で関心が高まっており、利活用が進みつつある。実際に、2024年
1月に発生した石川県能登地方の地震に際しては、通信インフラの応急復旧や避難所などでの通信環境
の確保のため、米国SpaceX社の衛星通信システム「Starlink」が広く利用された。

通信事業者各社は、NTNの利活用を積極的に推進しており、低軌道衛星による高速大容量の衛星通
信サービスの提供に加え、衛星やドローンを活用したソリューションビジネスの展開、更にはHAPS＊7

の実現に向けた技術開発などに取り組んでいる。また、2025年4月には、KDDI、沖縄セルラーが、
Starlinkを用いて、スマートフォンが衛星と直接通信（衛星ダイレクト通信）し、空が見える状況であ
れば携帯電話の圏外エリアでも通信が可能なサービス「au Starlink Direct」の提供を開始した。

総務省では、これらの動きを踏まえつつ、2024年8月に取りまとめた「AI社会を支える次世代情報
通信基盤の実現に向けた戦略 - Beyond 5G推進戦略2.0 -」に基づき、HAPSに関する技術実証を通
じた国内導入に必要な制度整備・HAPS通信の高速大容量化に関する研究開発等を実施している。ま
た、衛星通信サービスについても、衛星と携帯電話のダイレクト通信サービス、衛星光通信や電波利用
の高度化に関する技術開発の支援や、必要な制度整備を実施している。

ウ　デジタル基盤における脱炭素化に向けた対応
地球温暖化への対応が喫緊の課題となる中、通信設備やデータセンター・クラウドサービス、AI利

用等における省電力化や脱炭素対応が求められている。
データセンターや通信インフラ等のデジタル基盤における消費電力量増大に対する技術的対応とし

て、様々な省電力化技術・脱炭素推進技術の研究開発が行われている。その一つとして光電融合技術が
ある。光電融合技術とは、電気信号を扱う回路と光信号を扱う回路を融合する技術であり、省電力かつ
低遅延を実現させることができる。

例えば、NTTは2019年に次世代光通信基盤構想「IOWN（アイオン）」＊8を打ち出し、光電融合技
術の研究を進めており、光電融合技術をデータセンター間の接続やデータセンター内のボード間の接
続、さらに半導体パッケージ間、あるいはパッケージ内でのデータ伝送に適用するロードマップを描い
ている。2023年3月にIOWN1.0の商用を開始しており、2025年度からデータセンターの消費電力
量の削減が可能になるとしている。

総務省でも、「AI社会を支える次世代情報通信基盤の実現に向けた戦略 - Beyond 5G推進戦略2.0 -」
（2024年8月総務省発表）に基づき、光電融合技術を活用したオール光ネットワーク技術の社会実装に
向けた研究開発等を実施している。

ほか、前述の「ワット・ビット連携官民懇談会」において、AI活用を通じたDXの加速、成長と脱
炭素の同時実現等に向け、データセンターの整備について主に電力・通信インフラの側面から検討を行
い、官民の関係者における連携・協調を推進することとしている。

＊7	 High	Altitude	Platform	Stationの略
＊8	 資源エネルギー庁	総合資源エネルギー調査会	基本政策分科会（第56回会合）（2024年6月6日）資料4ヒアリング資料（日本電信電話株式会

社 ）「IOWN構 想 か ら 見 た 電 力 事 業 の 今 後 」〈https ://www.enecho.met i .go . jp/commit tee/counci l/bas ic_po l icy_
subcommittee/2024/056/056_008.pdf〉（2025年3月27日参照）
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	 重要なデジタル分野における我が国の自律性の確保・向上
多くの重要なデジタルサービス・インフラ等において海外事業者の存在感が高まっている一方、今日

の世界情勢の不安定さ等に鑑みれば、信頼のできる内外事業者との連携等による安定的・セキュアなサ
プライチェーン網の確保とともに、特に重要なデジタルサービス・インフラ等においては、我が国の自
律性の確保・向上が重要な課題である。

ア　経済安全保障推進法等による安定的な供給への対策
経済安全保障推進法＊9では、国民の生存に必要不可欠な、又は、広く国民生活・経済活動が依拠して

いる重要な物資について、特定重要物資として指定し、その安定供給確保に取り組む民間事業者等を支
援することを通じて、サプライチェーンの強靱化を図ることとしている。インターネットその他の高度
情報通信ネットワークを通じて電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）を他人の情報処理の用に
供するシステムに用いるプログラム （以下「クラウドプログラム」＊10という。）は、クラウドサービス
の機能を決定する要素であり、特に、今後、企業の基幹システムや行政サービス、社会インフラの制御
等の重要領域に拡大する見込みである基盤的なクラウドサービスについて、国内に事業基盤を有する事
業者により提供されることは、経済安全保障や国際収支の観点から重要である。このため、クラウドプ
ログラムを特定重要物資に指定し、競争力の高いクラウドサービスを提供する上で重要な技術の開発又
は基盤クラウドプログラムの開発に必要となる高度な電子計算機の導入等の取組に関する供給確保計画
を認定し、計画の取組への支援を行っている。2025年4月現在、計11件の供給確保計画の認定を行っ
ている。

イ　デジタル分野における日本の競争力強化
重要なデジタル基盤に関して、我が国の競争力を強化することは、これらデジタル基盤への我が国の

自律性強化に資することになる。
例えば、異なるベンダーの機器やシステムとの相互接続を可能とするオープンな無線アクセスネット

ワークであるオープンRANは、様々なベンダーの製品を採用可能とすることによるサプライチェーン
リスクの低減や、柔軟かつ拡張性の高い無線アクセスネットワークの構築、基地局市場の活性化による
価格の適正化等が可能となるほか、日本の通信事業者やベンダーの強みを生かした国際展開に寄与する
ことが期待されている。基地局市場全体では、日本のグローバル市場シェアは数％にとどまるが、オー
プンRANは、相対的に日本のシェアが高い分野であり＊11、今後の伸長が期待される。

オープンRANに関する政策的対応として、総務省では、2024年8月に取りまとめた「AI社会を支
える次世代情報通信基盤の実現に向けた戦略 - Beyond 5G推進戦略2.0 -」や2025年6月に策定した

「デジタル海外展開総合戦略2030」を踏まえ、オープンな規格を用いた基地局機器の相互接続・運用
試験環境の高度化、AIを活用したRAN制御の効率化に関する研究開発や「安全性・信頼性を確保した
デジタルインフラの海外展開支援事業」によるオープンRANの海外展開支援等を実施している。

＊9	 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（令和4年法律第43号）
＊10	クラウドプログラムは、個別の機能を実現するためのアプリケーションソフトウェアとアプリケーションを実行するために共通的に必要

となる機能を実現するためのソフトウェア（基盤クラウドプログラム）に分けられる。
＊11	 第Ⅰ部第1章第3節2（1）イ「グローバル市場におけるシェア・動向」参照
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第2節 AIの進展に伴う新たな課題
AIは我々の社会生活・経済に関して利便をもたらす可能性がある一方、リスクも広範に及ぶ可能性

がある。AIをめぐる技術革新に当たっては、イノベーション促進とリスクへの対応を同時に進めるこ
とが重要である。

また、我が国は、技術面・産業面・利用面において、世界のAI先進国に遅れを取っている状況がみ
られる。このままでは、AIを起点とした様々な経済社会の変化に対して、立ち遅れるリスクも懸念さ
れている。我が国の経済成長、社会経済における活用の推進のため、また、経済安全保障の観点から
も、我が国においてAI技術の推進、AIを活用した産業の進展、社会生活におけるAI活用など、AIに
関わるイノベーションの推進に資する取組が一層必要となっている。

 1 1	 主な課題の概要	 主な課題の概要
	 AIのリスク管理とイノベーションの両立

AIによる便益が広がる一方で、利用の拡大及び新技術の台頭に伴い、それらが生み出すリスクも増
大している。「AIネットワーク社会推進会議・AIガバナンス検討会合同会議」及び「AI事業者ガイド
ライン検討会」にて議論の上、2025年3月に総務省及び経済産業省が公表したAI事業者ガイドライン

（第1.1版） には、技術的リスクのほか、社会的リスク（倫理・法、経済活動、情報空間、環境に関す
る各リスク）が示されている（図表Ⅰ-2-2-1）。

図表Ⅰ-2-2-1 AIによるリスク例の体系的な分類案

ハルシネーション等による誤った出力
バイアスのある出力、差別的出力、一貫性のない出力等

データ汚染攻撃等のAIシステムへの攻撃

ブラックボックス化、判断に関する説明の不足
個人情報の不適切な取扱い
生命等に関わる事故の発生
トリアージにおける差別

過度な依存

金銭的損失
機密情報の流出
労働者の失業

偽・誤情報等の流通・拡散
資格等の侵害

民主主義への悪影響

知的財産権等の侵害
悪用

フィルターバブル及びエコーチェンバー現象
多様性・包摂性の喪失
バイアス等の再生成

データや利益の集中

エネルギー使用量及び環境の負荷

リスク例
学習及び入力段階のリスク

出力段階のリスク

事後対応段階のリスク

倫理・法に関するリスク

経済活動に関するリスク

情報空間に関するリスク

環境に関するリスク

中分類

技術的リスク
(＝主にAIシステム特有の

もの)

社会的リスク
(＝既存のリスクがAIにおい
ても発生又はAIによって増

幅するもの)

大分類

・下表はAIのリスクを網羅したものではなく、想定に基づく事案も含んでおり、あくまで一例として認識することが期待される
・下表には政府等の公的機関も含めた社会全体での対応・議論が必要となるリスクも含まれる

（出典）総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン（第1.1版）別添（付属資料）概要」（2025年3月）＊1

＊1	 https://www.soumu.go.jp/main_content/001000990.pdf
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	 AI分野における日本の存在感の低迷
日本のAI分野の研究開発は、米国等海外でAI開発をリードする企業等と比べると、十分に高い評価

を受けていないのが現状である。
例えば、2024年11月にスタンフォード大学のHAI（Human-Centered Artificial Intelligence）

が発表した、2023年のAI活力ランキングによれば、日本は総合9位であった＊2。
この背景には様々な要因が考えられるが、海外のAI先進国がリードしている背景としては、例えば、

投資とデータ、人材の面で言えば、米国では、膨大な資金力とデータ、先進的な技術開発力を活用でき
るビッグテック企業等が、スタートアップ企業等を含め長期的な投資をしてきたこと、また、生成AI関
連市場を構成するアプリケーションからモデル、インフラ（計算資源、専門人材、データ）層に至る各
層に対し、これまでの事業で構築した事業基盤を活用した優位性を持っていることや、中国でも、大型
プラットフォーム事業者等による技術開発や投資が可能となる体制が存在していることが挙げられる＊3。

 2 2	 対応の方向性	 対応の方向性
AIに関するイノベーション促進とリスクへの対応を同時に進める上では、国内外におけるAIに関す

るルール形成や、リスク管理に向けた取組、国際連携とともに、AI技術開発や人材確保の推進、企業
や社会におけるAI活用など、AIに関するイノベーションの一層の促進とその活用に資する取組が必要
となっている。

	 国内のルール形成
国内では、AI技術の急激な変化や国際的な議論を踏まえ、政府の司令塔として2023年5月にAI戦

略会議を立ち上げ、集中的に議論を行っている。総務省及び経済産業省は、AI戦略会議で取りまとめ
られた「AIに関する暫定的な論点整理」（2023年5月）を踏まえ、2024年4月に「AI事業者ガイドラ
イン」第1.0版の策定・公表を行った。同年11月には時点更新（第1.01版）、2025年3月には、国内
外の最新動向を踏まえた更新（第1.1版）＊4を行った。

また、国内外のAIに関するルール整備が進む中、日本では、2024年8月に、AI戦略会議の下で第
１回AI制度研究会が開催された。2025年2月には「中間とりまとめ」が行われ、この「中間とりまと
め」を踏まえた、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」が第217回国会（常会）
にて成立した（令和7年法律第53号）＊5。

さらに、政府の様々な業務への生成AIの利活用促進とリスク管理を表裏一体で進めるため、デジタ
ル庁が総務省、経済産業省等と協力して検討を行い、「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活
用に係るガイドライン」（令和7年5月27日デジタル社会推進会議幹事会決定）＊6を策定した。

	 国際連携の推進
生成AIの急速な発展と普及が国際社会全体にとって重要な課題となっていることを踏まえ、2023年

に開催されたG7広島サミットにおいて 生成AIに関する国際的なガバナンスについて議論を行うこと

＊2	 第Ⅰ部第1章第2節1（3）「日本のAI開発・事業展開の動向」参照
＊3	 第Ⅰ部第1章第3節1（2）ウ「生成AI分野の先導」参照
＊4	 AI事業者ガイドライン
	 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ai_network/02ryutsu20_04000019.html
	 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/20240419_report.html
＊5	 このほか、AIの安全性評価に関しては、2024年2月、AIの安全性に対する国際的な関心の高まりを踏まえ、AIの安全性の評価手法の検討等を

行う機関として、AIセーフティ・インスティテュート（AISI）が独立行政法人情報処理推進機構（IPA）に設立された。また、AIシステムの安
全性を評価する際の基本的な考え方を示した、「AIセーフティに関する評価観点ガイド」が公開されており、安全性評価で想定するリスクや評
価項目等が示されている。

＊6	 https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines
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を目的とした「広島AIプロセス」 を立ち上げることとなった。この一連の流れの下、様々な国際連携
の取組が行われている＊7。

	 日本におけるAI研究開発・事業展開・社会実装の推進
第1章第2節で見たように、AI分野の研究開発について、様々な日本の組織・企業により積極的に進

められているほか、LLMの開発やこれを活用したビジネス展開から、海外事業者と連携した汎用・大
型LLM活用を目指す動き等、多様な動きが進んでいる。

一方、海外事業者がAI開発で大きく先行する中、日本企業・組織における研究開発の向上に向け、
様々な政策的対応が進められている。例えば、LLM開発支援に関する施策として、総務省は、AI開発
力強化のため、NICTにおいて、LLM開発に必要となる学習用データの整備・拡充に向けた施策等を
実施しているが＊8、今後も、我が国のAI研究開発の促進・支援に資する施策が重要となる。

さらに、AIの研究開発に加え、企業等での活用や事業への応用、社会実装を積極的に推進するとと
もに、これらの取組を支えるAIを開発・活用できる人材の確保、育成やリテラシーの向上が必要であ
り、引き続き、AIに関するイノベーションの一層の促進とその活用に資する取組が求められる。

＊7	 第Ⅱ部第2章第8節5（2）「広島AIプロセス」参照
＊8	 第Ⅰ部第1章第2節1（3）ア「LLMの研究開発動向」参照
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第3節 インターネット上の偽・誤情報等への対応
SNSや動画共有サービス、インターネットニュースサイトの利用率向上等を背景に、人々の情報収

集手段においても、インターネットが重要な手段となりつつある。とりわけSNSは、情報収集・発信、
コミュニケーションにおける社会基盤としての存在感を増しつつあると考えられる。

こうしたなか、インターネット上の偽・誤情報や誹謗中傷等の他人の権利を侵害する情報の流通・拡
散などに代表されるデジタル空間の情報流通をめぐる問題も大きくなっている。

こうした課題に対しては、国際的な動向も踏まえつつ、表現の自由に十分配慮しながら、制度的対
応、対策技術の開発やその支援、ICTリテラシーの向上も含めた総合的な対策を積極的に進めていく
必要がある。

 1 1	 主な課題の概要	 主な課題の概要
世界情勢や社会構造、技術変化等により、偽・誤情報の流通・拡大のリスクが上昇している。世界経

済フォーラムのグローバルリスク報告書2025＊1によると、偽・誤情報は現在、今後2年間及び今後10
年間の深刻なリスクの上位に入っており、特に、今後2年間では最も重視すべきリスクとされている。
例えば、2024年の世界各地で行われた選挙においても、真偽不確かな情報を巡る報道が相次いだ＊2。

また、我が国では、誹謗中傷等の他人の権利を侵害する情報の流通についても問題が増大している。
例えば、違法・有害相談センターへの相談件数は近年高止まりしており、2024年度は6,403件だっ
た＊3。さらに、アンケート調査＊4によると、インターネット上での他人を傷つけるような投稿（誹謗中
傷）の目撃経験は、2024年調査では回答者の60.6%が「見たことがある」と回答している。ある作品
の画像や映像等の著作物を許可なく使用した投稿（著作権侵害）や他人の顔写真や名前を許可なく使用
した投稿の目撃経験も4割を超えている（図表Ⅰ‑2‑3‑1）。

＊1	 WORLD	ECONOMIC	FORUM「Global	Risks	Report	2025」〈https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2025/〉（2025年3
月10日参照）

＊2	 　2024年に世界各地で選挙が予定され、AIの偽・誤情報への悪用が懸念されたことから、2024年2月、GoogleやMeta、X、TikTokを含む大
手テクノロジー企業により「2024年選挙におけるAIの欺瞞的使用に対抗するための技術合意」が締結された（2025年4月時点で27社が参
画）。この協定の署名企業は、AIによる虚偽の選挙コンテンツ生成の検知、社会の認知向上など8つの主要なコミットメントに合意し、選挙に
おけるAIの欺瞞的利用への対策に取り組むことを約束した（AI	Elections	Accord「A	Tech	Accord	to	Combat	Deceptive	Use	of	AI	in	2024	
Elections」〈https://www.aielectionsaccord.com/〉）。

	 　しかし、実際には、2024年の世界各地の選挙において、虚偽が疑われる画像、動画、音声による妨害、虚偽が疑われる情報の発信などが相
次いで発生したとの報道がなされている。例えば、2024年の米国大統領選では、選挙関係者を装った人物が郵便投票を破り捨てる偽の動画や、
投票機で大規模不具合があったという情報が発信され流通した。

＊3	 第Ⅱ部第1章第2節2「我が国における電気通信分野の現状」参照
＊4	 総務省「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会（第2回）資料2－1」
	 〈https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digital_shokadai/index.html〉
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進展するデジタルがもたらす課題進展するデジタルがもたらす課題

図表Ⅰ-2-3-1 違法・有害情報に関する投稿の目撃経験（2024年10月）

（出典）総務省（2024）「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会（第2回）資料2－1」＊5

 2 2	 対応の方向性	 対応の方向性
デジタル空間の情報流通をめぐる問題の対応にあたっては、制度的対応、対策技術の開発やその支

援、利用者のICTリテラシー向上といった総合的な対策が必要である。ここでは制度的対応、対策技
術の開発やその支援、利用者のICTリテラシー向上に関する最近の動きを取り上げる。

	 情報流通プラットフォーム対処法の施行
2024年5月、インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報に対処するため、大規模プラット

フォーム事業者に対し、①対応の迅速化、②運用状況の透明化に係る措置を義務付けるプロバイダ責任
制限法の一部改正法＊6が成立した。同改正法により、法の題名も「特定電気通信による情報の流通に
よって発生する権利侵害等への対処に関する法律」（情報流通プラットフォーム対処法）に改められた。

同改正法の施行に当たり、総務省では、どのような情報を流通させることが権利侵害や法令違反に該
当するのかを明確化するとともに、大規模特定電気通信役務提供者が「送信防止措置の実施に関する基
準」を策定する際に盛り込むべき違法情報を例示するため、「違法情報ガイドライン」＊7を策定した。同
改正法は2025年4月1日に施行された。

	 対策技術の開発やその支援
総務省では、生成AIに起因する偽・誤情報をはじめとした、インターネット上における偽・誤情報

の流通・拡散リスクに技術的に対応するため、「インターネット上の偽・誤情報対策技術の開発・実証
事業」を通じ、対策技術の開発支援を推進している。

例えば、インターネット上の情報が生成AIにより生成されたものか否かを判別するための対策技術
に関して、2024年度から主に画像・映像を対象とした開発・実証を進めているが、2025年度はこれ

＊5	 総務省「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会（第2回）資料2－1」
	 〈https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digital_shokadai/index.html〉
＊6	 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律（令和6年法律第25号）
＊7	 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン（令和7年3月11日制定）
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らの技術の社会実装に向けた取組を進めていくとともに、今後更に多くの偽・誤情報の流通・拡散に対
応するため、判別対象をデータ量が少なく、判別が困難な音声等に拡大することを予定している。

また、インターネット上の多くの情報から、情報の受信者が確かな情報かどうかを判断できるよう、
2024年度から、情報発信者に関する真正性・信頼性を確保するための技術の開発・実証を進めている
が、2025年度はこれらの技術の社会実装・国際標準化の実現に向けた取組を進めていくとともに、真
正性・信頼性確保の対象を発信された情報そのものにも拡大することを予定している。

	 ICTリテラシー向上
情報を的確に取り扱うには、その基盤となるICTリテラシーの向上が重要となっている。
2025年1月、インターネットやSNSにおける利用者のICTリテラシー向上を目指して、総務省はプ

ラットフォーム事業者や通信事業者、関連するIT企業・団体とともに推進する官民連携プロジェクト
「DIGITAL POSITIVE ACTION」の始動を公表した＊8。同年2月に公開した総合Webサイトには、
連携している各企業・団体によるイベントや教材等の各種取組が掲載されている。同年5月、「DIGITAL 
POSITIVE ACTION」に関連して、利用者のICTリテラシーに関する認識や偽・誤情報の拡散傾向
等、ICTリテラシーに係る実態を把握し、ICTリテラシー向上の取組を推進するため、「ICTリテラ
シー実態調査」を公表した＊9。調査の結果、偽・誤情報に接触した人のうち、25.5％が何らかの手段を
用いて拡散していることが判明し、利用者のICTリテラシー向上に向けた取組の重要性が浮き彫りと
なった。そのため、更なる意識啓発に向けて、同月よりテレビ・WebCMの放映を開始した＊10。今後
も、本プロジェクトでは、多様な企業・団体によるセミナーやシンポジウム開催、普及啓発教材の作
成、各種広告媒体を活用した国民向け広報活動を行う予定である。

＊8	 総務省「つくろう！守ろう！安心できる情報社会DIGITAL	POSITIVE	ACTION」〈https://www.soumu.go.jp/dpa/〉（2025年3月14日参照）
＊9	 総務省「ICTリテラシー実態調査」〈https://www.soumu.go.jp/main_content/001008791.pdf〉
＊10	「総務省｜報道資料｜ICTリテラシーに係る実態調査の結果公表及びテレビ・WebCMの放映開始」
	 〈https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu05_02000176.html〉

３

42 令和7年版　情報通信白書　第Ⅰ部

第
2
章

進
展
す
る
デ
ジ
タ
ル
が
も
た
ら
す
課
題

インターネット上の偽・誤情報等への対応インターネット上の偽・誤情報等への対応第第33節節

情通R7_Ⅰ-2-03_第Ⅰ部第2章3節.indd   42情通R7_Ⅰ-2-03_第Ⅰ部第2章3節.indd   42 2025/06/20   11:45:242025/06/20   11:45:24

https://www.soumu.go.jp/dpa/
https://www.soumu.go.jp/main_content/001008791.pdf
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu05_02000176.html


第4節 サイバーセキュリティ
デジタル活用が社会のあらゆる面で拡大する一方、世界情勢の不安定化・緊迫化等も背景にしたサイ

バー攻撃の複雑化・巧妙化や、デジタル活用拡大に伴うシステムの複雑化やインターネットに面したア
タックサーフェス（攻撃可能面）の拡大等により、ランサムウェアやゼロデイ攻撃等による機密情報の
漏えい、重要インフラのサービス停止等のセキュリティリスクが拡大傾向にある。

デジタルインフラへの社会の依存度が増す中、ひとたびサイバーインシデントにより被害を受けた際
の規模・範囲もますます拡大すると想定され、安全保障上も懸念が大きい。

デジタル空間におけるサイバーセキュリティ確保のためには、各ステークホルダーの水準の向上と連
携が求められる。政府の対応、官民連携、国際連携、技術的対応、国民リテラシー向上等、すべての関
係者による総合的な対応が重要となっている。

 1 1	 主な課題の概要	 主な課題の概要
サイバー攻撃のリスクは、年々拡大傾向にある。例えば、国立研究開発法人情報通信研究機構

（NICT）によれば、NICTERのダークネット観測網における2024年の1 IPアドレス当たりの年間総
観測パケット数は、前年の2023年から更に増加しており、インターネット上を飛び交う探索活動が更
に活発化していることがうかがわれる＊1。

また、社会経済活動における重要インフラが、サイバー攻撃により被害・サービス停止した場合、大
きな社会的な混乱が引き起こされるおそれがある。2024年度中にも、重要インフラ等を狙った様々な
サイバー攻撃事案等が発生した。

関連データ 国内で2024年度に発生した重要インフラ関連のサイバー攻撃被害事例
URL：�https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00075（データ集）

 2 2	 対応の方向性	 対応の方向性
デジタル空間におけるサイバーセキュリティ確保のためには、各ステークホルダーの水準の向上と連

携が求められるが、ここでは最近の動きとして、政府の対応としての能動的サイバー防御に関する法整
備について取り上げる。

近年、サイバー攻撃による政府や企業の内部システムからの情報窃取等が大きな問題となっているほ
か、重要インフラ等の機能を停止させることを目的とした高度な侵入・潜伏能力を備えたサイバー攻撃
に対する懸念が急速に高まっている。特に重要インフラの機能停止や破壊等を目的とした重大なサイ
バー攻撃は、国家を背景とした形でも日常的に行われるなど、安全保障上の大きな懸念となっている。

こうした情勢に対処するため、「国家安全保障戦略」（2022年12月16日閣議決定）に基づき、サイ
バー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させるべく、2025年の第217回国会

（常会）に「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律」及び「重要電子計算
機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の
両法案が提出され、原案修正の上、2025年5月に可決・成立した。

＊1	 第Ⅱ部第1章第10節2「サイバーセキュリティの現状」参照
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我が国において、少子高齢化の問題は深刻さを増しており、更に地方・経済の疲弊・衰退や災害の激
甚化に対する対応も重要な社会課題となっている。進展するデジタル技術の効果的な活用を一層拡大す
ることで、こうした社会課題の解決、軽減に貢献することが期待されている。

主要な社会課題やデジタル分野の課題を解決することの重要性と、それらの社会課題に対してデジタ
ル技術の進展による解決への期待度について、アンケート調査をしたところ、すべての課題において、
4割以上の人が、提示した課題について重要な課題と認識（「優先して取り組むべき重要な課題」と「重
要な課題」の合計）と回答した。このうち、特にデジタル技術の進展による課題解決への期待が高かっ
たのは、「防災・減災等の自然災害への備え」「医療従事者の不足による地域間の医療格差」「少子高齢化
に伴う労働力不足」や、サイバー攻撃やシステムトラブル等の抑止が挙げられた。また、地域格差がな
い大容量・高速デジタル基盤の整備・安定的維持は、デジタル技術による解決を期待していると回答し
た者の比率が最も高かった（図表Ⅰ-3-1-1）。

本章では、我が国の主要な社会課題解決に向けたデジタルの役割とその展望を概観する。

図表Ⅰ-3-1-1 社会課題/デジタル分野の課題解決の重要性と期待度

地域格差なく、必要な情報に高速・
大容量でアクセス可能なデジタル基
盤の整備・安定的維持

地方部を中心とした
移動手段の確保

少子高齢化に伴う
労働力不足

医療従事者の不
足による地域間
の医療格差

防災・減災等の自然
災害への備え

地球温暖化に対応するため
の温室効果ガス排出の削減

地方における経済や
地域産業の低迷

サイバー攻撃による重要
データ・個人情報の漏洩

サイバー攻撃やシステムトラブル
等による交通、電気、水道、ガス、
金融、医療サービス等の重要イン
フラ・サービスの停止

基盤クラウドサービス等、重要
なデジタルサービスの海外依存

インターネット空間に
おける真偽不確かな
情報の拡散

デジタル分野における国内
産業の国際競争力の低迷

DXやAI等、新たなデジタル
技術の活用が不十分なことに
よる国内企業・経済の低迷

国際情勢の悪化に伴うデジタル分野における
サプライチェーンリスク（セキュリティ上の
懸念や、サービス・機器等の供給が停止され
るリスク等）の増大

AIの進展・普及に伴う様々な
リスクの増大（AIの悪用等）
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40％以上の人が「重要な課題」と認識

（％）

（％）

課題解決の重要性
（優先して取り組むべき重要な課題＋重要な課題の合計）

（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」

第1節 我が国の経済活性化・経済成長
今後、AIやロボットをはじめとするデジタル技術が更なる進展をとげ、社会に浸透・活用されるこ

とで、少子高齢化や人口減少に直面する日本社会において、労働力不足の解消、生産性向上や競争力強
化による経済活性化が期待できる。また、我が国の経済成長の観点とともに、不透明さを増す世界情勢
に鑑みれば、経済安全保障の観点からも、我が国に基盤を持つ企業・組織によるデジタル分野における

進展するデジタルによる 進展するデジタルによる 
社会課題解決に向けて社会課題解決に向けて
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サービスの提供の拡大等による自律性の確保が重要な課題となる中、我が国のデジタル企業の国際競争
力の向上に向けた取組の推進が重要である。

 1 1	 進展するデジタル技術の事業への活用推進	 進展するデジタル技術の事業への活用推進
進展するデジタル技術を経済成長につなげる取組の方向性の一つは、我が国、あるいは、各企業や組

織が強みを持つ分野において、進展するデジタル技術を活用することである。
例えば、総務省が実施したアンケート調査の結果からは、デジタルの業務変革への活用や、AIの利

用方針の策定状況において、日本は米国や中国、ドイツといった国と比較すると、相対的に遅れている
状況が見て取れる。また、生成AIを活用する業務分野についても、これら諸外国の企業と比べると、
広がりに欠ける状況にある＊1。DX・AI・ロボティクス等を通じた業務プロセス全体の変革や、多様な
業務への活用により、省力化・効率化等に加え、自らの強みを生かしつつデジタルにより更に新たな付
加価値をもたらすイノベーションに取り組むことが、引き続き重要となっている＊2。

 2 2	 デジタル分野での競争力向上に向けた取組	 デジタル分野での競争力向上に向けた取組
デジタル分野における競争力向上に向けた取組も重要な課題である。デジタル分野では、技術革新に

伴い、しばしば大きなゲームチェンジが起きており、主流のサービスや担い手が劇的に変わってきた。
このゲームチェンジの波を的確にとらえていくことがデジタル分野のビジネス展開において大きなカギ
を握ると指摘されている。デジタル分野の重要なサービス・インフラ等における我が国の自律性確保が
重要な課題であることに鑑みれば、我が国の強みが生かせる形でアプローチするとともに＊3、次のデジ
タル基盤・サービスのカギを握る分野で、我が国の国際競争力を確保することが望まれる。

例えば、AIは、しばしば大きな技術革新が起きている分野でもある。「スケーリング則」という大規模
投資が可能な者に有利な技術背景はあるが、その一方で、学習データや計算量がある程度限定的な小規
模LLM開発は、個社へのカスタマイズなどモデルの多様性が求められる等、日本企業・組織が強みを発
揮し得る分野と指摘され＊4、電力制約への対応、機密性の高い情報の取扱い等において、小規模モデルに
優位性が出てくるケースも想定されている。さらに、新たなプレイヤーが技術革新を起こす可能性が存
在し、幅広い応用が考えられる分野でもある。技術革新による潜在的なゲームチェンジの可能性を踏ま
えれば、引き続き、国産のLLMの開発とともに、AIを活用した事業展開や社会実装を進めつつ、技術
革新に伴うゲームチェンジの波をとらえていくことが重要と考えられる＊5。既に、様々な日本企業がこ

＊1	 企業におけるデジタル活用の国際比較は、第Ⅱ部第1章第11節「デジタル活用の動向」参照。企業におけるAI利用方針の策定状況や業務にお
ける活用状況は、第Ⅰ部第1章第2節2（2）「企業におけるAI利用の現状」参照。

＊2	 具体的な例としては、コンテンツ分野に関していえば、デジタルによって容易に国境や言語の壁を越えて世界中にコンテンツを届けられるこ
とや、世界のコンテンツ市場は、コロナ禍後の回復を経て急速に成長していること、コンテンツ業界では人手不足が進んでおり、コンテンツ
の制作現場におけるデジタル化の重要性は益々高まっている状況を踏まえ、日本経済団体連合会は、2024年10月、日本のコンテンツ分野の
振興に向けた提言（「Entertainment	Contents	∞	2024」）を公表した。ここでは、特にデジタル関連の取組として、コンテンツ制作のDX推進、
生成AIの開発・利用、日本発のコンテンツプラットフォーマーの創出・挑戦・成長の支援の必要性について述べられている。

＊3	 日本への信頼性を強みにしたビジネス展開という観点では、今日の世界情勢の不安定化や地政学的リスクを踏まえると、自国と同レベルで信
頼できる国・地域へのデータ保管や事業基盤の整備、連携へのニーズが高まっており、この点で日本はかなり良い位置にあるとの指摘がある
（慶應義塾大学総合政策学部　國領二郎教授へのインタビューによる。）ほか、日本の政治・行政の安定性は世界的に評価されており、投資先
として魅力的な面もあることから、ビジネスの予測可能性を高めることも日本の存在感発揮につながる可能性があるとの指摘がある（東京大
学公共政策大学院　鈴木一人教授へのインタビューによる。）。こうした日本のもつ信頼性・安定性を活かし海外事業者からの投資・連携を呼
び込むことも、我が国が目指す可能性の1つであると考えられる。

＊4	 Preferred	Networks岡野原大輔代表取締役や株式会社ABEJA木下正文執行役員へのインタビューによる。
＊5	 なお、大規模な投資や高度な技術が必要となるAI分野において、短期的には、海外事業者が主導する最先端のLLMに匹敵するモデルを我が国

においてすぐに開発することは困難な面がある一方、様々な技術革新も起こりえる中、中長期的な視点では、我が国の経済安全保障や重要な
データ保護が必要な局面や、学習データ・学習手法等の透明性の担保、文化的観点や、我が国のAI技術力の向上等の観点からは、我が国とし
て、汎用的な国産LLM（又は今後の技術革新により生まれる次世代型AI）の開発や利用にも並行して取り組んでいく必要性があるとも指摘さ
れている（Preferred	Networks岡野原大輔代表取締役へのインタビューによる。）。また、重要なデータ保護が必要な局面では国産の汎用LLM
を利用すべきことに加え、自国でAI開発が難しい国は、安全保障上のリスクを念頭に置きつつも、安価な国外製AI導入を選定することが予想
される中、日本も他国で流用可能な汎用LLM開発技術力を高め、品質やセキュリティの信頼の高さを武器としてAIモデルを海外に展開してい
く方向性についても指摘されている（東京大学公共政策大学院　鈴木一人教授へのインタビューによる。）。
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うしたLLMの開発に取り組んでおり、国の施策もそれを後押ししている＊6。
また、ロボットについても、AIの進展とも相まって、ゲームチェンジが起こりえる分野であり、日

本においても様々な研究開発や社会実装に向けた取組が行われている＊7。
さらに、次世代通信分野で取り組まれている事例としては、NTTが提唱するIOWN構想がある。

IOWN Global Forumの組成・拡充や、海外での技術者育成への着手など、着実にグローバルでのエ
コシステム形成をはじめとした各種取組が進められている。

デジタル分野における競争力強化に向けた政府の取組としては、関係省庁において様々なレベルで対
応がとられている。例えば、総務省においては、2023年3月にNICTに恒久的な基金を造成したうえ
で、新たに革新的情報通信技術（Beyond 5G（6G））基金事業を実施し、この中で、社会実装・海外
展開に向けた研究開発プロジェクトを実施する「社会実装・海外展開志向型戦略的プログラム」等の3
つのプログラムを設けている。

＊6	 第Ⅰ部第1章第2節1（3）ア「LLMの研究開発動向」参照
＊7	 第Ⅰ部第1章第2節1（3）イ「AIロボティクスの研究開発・社会実装の動向」参照
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第2節 地方創生
少子高齢化の問題は、地方においてより一層深刻な状況にあり、地方経済の疲弊、地域・社会インフ

ラの維持等の課題に対する対策は、喫緊の課題である。デジタル・新技術の徹底活用により、地方の生
活環境の維持・改善や、地域経済の活性化等に向けた取組の推進が重要となっている。こうした中、
2025年6月に閣議決定された「地方創生2.0基本構想」では、地方創生2.0の基本姿勢・視点の一つと
して、AI・デジタルなどの新技術の徹底活用と社会実装を掲げ、地域住民が安全かつ快適な生活環境
を享受できる持続可能な地域社会の形成や、地域経済の持続的な成長と競争力の強化につなげていくこ
ととしている。

総務省では、ICT技術を活用した地方創生2.0の実現のために、地域社会DX推進パッケージ事業を
実施している。この事業では、デジタル人材/体制の確保支援、AI・自動運転等の先進的ソリューショ
ンや先進無線システムの実証、地域の通信インフラ整備の補助等の総合的な施策を通じて、デジタル実
装の好事例を創出するとともに、必要な効果的・効率的な情報発信等を実施することで、全国における
早期実用化を目指している。

 1 1	 地方の生活環境の維持・改善	 地方の生活環境の維持・改善
少子高齢化等による人手不足は、地方の生活環境に悪影響を及ぼしつつある。地方において人々が安

心して生活できる環境を維持・確保していくためには、インフラの維持管理の安定的な実施や、必要な
時に公共・準公共サービスにアクセス可能であることなどが求められる。

	 インフラの維持管理
我が国では、インフラの老朽化や従業者減少の問題が深刻化している。この問題に対応するために、

AI等の技術を活用したインフラ維持管理の高度化・効率化の必要性が高まっている。
例えば、地域の鉄道では、利用者減少による事業継続性や、就労希望者の減少に伴う対応力低下の懸

念がある一方で、自然災害の甚大化や構造物老朽化による事故発生リスク拡大の懸念を抱えており、従
来の目視での巡視業務では、今後の運用・維持が難しくなるという課題がある。これに対して、電車の
車両前方カメラ （車載器） で取得した高解像度映像データを、AIサーバーに伝送し、線路設備等の異常
を解析することで、通常数時間かかる巡視業務をAIに置き換え、必要な箇所のみを現地確認すること
で業務負荷低減及び時間短縮する仕組の構築に向けた実証事業が、総務省令和6年度地域デジタル基盤
活用推進事業（実証事業）により実施されており、汎用AIモデル構築に向け、都市鉄道とも連携して
全国鉄道30社と共同検証を実施し、地域鉄道向けのソリューション開発が行われている（図表Ⅰ-3-2-
1）。

1
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図表Ⅰ-3-2-1 「地域鉄道事業者におけるWi-Fi 6E・AI等を活用した共同創出型鉄道デジタルイノベーション事業」の
概要

（出典）総務省（2025）「地域鉄道事業者におけるWi-Fi 6E・AI等を活用した共同創出型鉄道デジタルイノベーションの実現 成果報告書」

	 公共・準公共サービス
少子高齢化による人口減少で、行政手続や医療など公的地域基盤の維持や、そのサービスへの住民の

アクセスが脅かされている。このため、住民の生活スタイルに合わせた、デジタル技術を活用する持続
可能なサービス提供が求められている。

例えば、総務省では、地域の諸課題を解決するため、郵便局と地方公共団体等の地域の公的基盤が連
携した実証事業を行い、モデルケースを全国に展開することを目的とした「郵便局等の公的地域基盤連
携推進事業」を2022年度から実施した。2024年度の本事業における実証テーマの一つの「郵便局を

『コミュニティ・ハブ』とした地域に必要なサービスの提供」は、広島県安芸太田町で行われた。郵便
局では各種サービスを一元的に提供する「コミュニティ・ハブ」として、オンライン診療・服薬指導
や、地方公共団体の窓口手続等のサービスを提供するものである（図表Ⅰ-3-2-2）。

図表Ⅰ-3-2-2 郵便局を「コミュニティ・ハブ」とした地域に必要なサービスの提供

郵便局に行政サービスや生活関連サービスを集約・一元化した「コミュニティ・ハブ」としての機能を付加する実証に取り組む。具体的には、
自治体支所業務の補完機能を検証するため証明書発行事務などの自治体窓口事務の受託に加え、郵便局でのオンライン診療及びオン
ライン服薬指導を行う。

【実証内容】

行行政政ササーービビススのの向向上上・・補補完完のの役役割割 地地域域にに必必要要ななササーービビススをを提提供供すするる拠拠点点

• 郵郵便便局局ににおおけけるる
オオンンラライインン診診療療・・
オオンンラライインン服服薬薬指指導導
のの実実施施

オオンンラライインン診診療療

オオンンラライインン服服薬薬指指導導 ※※希希望望者者ののみみ

※処方薬の配送も実施。

• 証証明明書書のの交交付付
• オオンンラライインン行行政政相相談談
等等

ココミミュュニニテティィ・・ハハブブととししててのの
郵郵便便局局

証証明明書書のの交交付付

オオンンラライインン行行政政相相談談等等

郵便局

（出典）総務省資料＊1

＊1	 総務省「令和6年度「郵便局等の公的地域基盤連携推進事業」における「郵便局を『コミュニティ・ハブ』とした地域に必要なサービスの提
供」に関する実証事業の実施」〈https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu13_02000134.html〉（2025年3月24日参照）

2
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	 デジタル基盤
進展するデジタル技術を利用するには、大容量・超高速の通信を安定的に行うことができる通信環境

基盤が地方においても必要である。今後、AI等の活用のために大容量・高精細の動画・画像データ等
をリアルタイムでやりとりするニーズの高まり等から、トラヒック量が劇的に増加することが予想され、
これを支える5Gや光ファイバ等の高度通信インフラの必要性が今まで以上に高まると考えられる。

例えば、総務省は、「高度無線環境整備推進事業」において、5G・IoT等の高度無線環境の実現に向
けて、条件不利地域において、地方公共団体、電気通信事業者等が高速・大容量無線通信の前提となる
光ファイバ等を整備する場合、また、離島地域において地方公共団体が光ファイバ等を維持管理する場
合に、その費用の一部を補助している＊2。

 2 2	 地域経済の活性化	 地域経済の活性化
人手不足が深刻な地方において、デジタル技術の活用による生産性の向上は急務であり、様々な分野

でその取組が行われている。また、地域経済の発展には、各地域の特性と魅力を生かした産業でのデジ
タル技術活用により、付加価値の高いサービスを創出することが欠かせない。これについては、農林水
産業における地域の特産品の創出やブランド化、伝統工芸品のブランド価値向上など、多様な分野から
のアプローチが考えられる。

例えば、後継者不足に悩む農業分野においてもスマート農業による対策が講じられている。北海道帯
広市では、総務省「令和6年度地域デジタル基盤活用推進事業」の実証事業やデジタル田園都市国家構
想交付金を活用して、地域に適した通信環境や農業機器の検証や整備をした。事業を通して民間企業や
大学との協力体制を築き、ドローンとAIを組み合わせた作物管理や、複数の無人トラクターの同時操
作の実証など、新しいデジタル技術を活用した省力化・効率化が進められている＊3。

＊2	 総務省「ブロードバンド基盤の整備」〈https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/broadband/index.html〉（2025年3月25日参照）
＊3	 総務省「トラクター4台同時制御！	帯広でスマート農業進化中」〈https://dx-navi.soumu.go.jp/index.php/support_r6/digital_kiban/

article/005〉（2025年3月27日参照）

３
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第3節 激甚化する災害への対応
近年、我が国において災害は激甚化及び頻発化しており、今までより高度な災害対策を講じることが
重要になる中、デジタル技術の活用による防災・減災は大きな効果をもたらすと期待されている。ま
た、度重なる震災等に対応する形で、通信・放送ネットワークの強靱化が進められてきたが、更なるデ
ジタルインフラの強靱化が引き続き求められている。
例えば、防災・減災にデジタル技術を活用するためには、強靱なデジタルインフラの存在が必要とな

る。このうち、放送ネットワークは、災害時における情報伝達方法として大きな役割を果たすが、
2024年1月に発生した石川県能登地方の地震では、地上テレビ放送、ラジオ放送及びケーブルテレビ
において、停電や中継局設備の被災、ケーブルの断線などにより停波が生じた。この教訓を受け、総務
省は、放送ネットワークの強靱化に関する支援事業の内容の強化を行った。また、災害に対応するた
め、放送事業者間の連携も進められている。
さらに、通信ネットワークの強靱化に関しては、その支援のため、総務省は2025年度に「災害時に

おける携帯電話基地局の強靱化対策事業」を行う予定である。また、通信ネットワークの強靱化と復旧
体制の強化に関して、通信事業者において、移動基地局の整備、無人航空機や低軌道衛星等の活用＊1な
どによる対応を拡充している。
ほか、デジタル社会を支える重要なデジタルインフラの一つであるデータセンター・海底ケーブルに
ついて、災害対策の観点からも地方分散の推進等が重要な課題となっており、対応が進められている＊2。
引き続き、災害に対して強靱なデジタルインフラの構築が求められる。

＊1	 NTNの利活用については、第Ⅰ部第２章第１節２（１）イ「NTNの利活用」を参照
＊2	 データセンター・海底ケーブルの地方分散については、第Ⅰ部第2章第1節2（1）ア「データセンター・海底ケーブルの地方分散」を参照
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第1節 ICT産業の動向
 1 1	 ICT市場規模	 ICT市場規模

ICTには、利用者の接点となる機器・端末、電気通信事業者や放送事業者などが提供するネットワー
ク、クラウド・データセンター、動画・音楽配信などのコンテンツ・サービス、さらにセキュリティや
AIなどが含まれる（図表Ⅱ-1-1-1）。

図表Ⅱ-1-1-1 ICTを取り巻くレイヤー別市場構造

利用者（企業、自治体、国民）

固定
電話

スマートフォン、
タブレット

パソ
コン

テレビ、
ラジオ

半導体等電子部品
（集積回路、プロセッサー、

RAM等）

IoT
（ウェアラブルデ
バイス、ドローン、
ロボット等）

固定系通信

動画・音楽
配信

横断的領域
（セキュリティ、AI、ソフトウェア、データ等）

移動系通信 衛星通信ネットワーク

コンテンツ・
サービス

端末・機器

クラウド・
データセンター

クラウド
データセンター

電子書籍 SNS EC 電子決済 検索・広告 放送
（有料放送、広告放送）

電気通信事業

衛星
放送

地上
放送

ケーブル
テレビ

周波数利用

放送事業

海底ケーブル

ルーター、
LANス
イッチ

携帯
基地局

ＩＤ

（出典）総務省作成

世界のICT市場（支出額）＊1 は、近年増加傾向で推移しており、2024年はおよそ5.02兆ドル （前年
比7.7%増）、2025年には5.44兆ドル（同8.3%増）に増加すると予測されている（図表Ⅱ-1-1-2）。

＊1	 ITサービス、通信サービス、ソフトウェア、インフラ、デバイス、周辺機器、サイバーセキュリティなどが含まれる。
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図表Ⅱ-1-1-2 世界のICT市場規模（支出額）の推移及び予測
予測値

3.50 3.72 3.85 3.92
4.30 4.49 4.66

5.02
5.44

0

1

2

3

4

5

6

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

（兆ドル）

（年）

（出典）Canalys＊2データ を基に作成

 2 2	 情報通信産業	 情報通信産業＊3＊3の国内総生産（GDP）の国内総生産（GDP）
2023年の情報通信産業の名目GDPは57.4兆円であり、前年（55.5兆円）と比較すると3.5％の増

加となった（図表Ⅱ-1-1-3、図表Ⅱ-1-1-4）。また、情報通信産業の部門別に名目GDPの推移を見てみ
ると、多くの部門においてほぼ横ばいの傾向が続いている一方で、情報サービス業及びインターネット
附随サービス業等は増加傾向にある（図表Ⅱ-1-1-5）。

図表Ⅱ-1-1-3 主な産業のGDP（名目）

その他産業
（上記以外）
216.5 兆円

37.6%

情報通信産業
57.4 兆円

10.0%

商業
71.7 兆円

12.5%
全産業の

名目GDP規模
575.2兆円
（2023年）

不動産
65.0 兆円

11.3%

医療・福祉
44.3 兆円

7.7%

建設
30.5 兆円

5.3%

対事業所
サービス
49.5 兆円

8.6%
輸送機械
14.5 兆円

2.5%

対個人サービス
25.9 兆円

4.5%

（出典）総務省（2025）「令和6年度　ICTの経済分析に関する調査」

＊2	 https://www.canalys.com/insights/it-spending-forecasts-2025
＊3	 情報通信産業の範囲は、「通信業」、「放送業」、「情報サービス業」、「インターネット附随サービス業」、「映像・音声・文字情報制作業」、「情報

通信関連製造業」、「情報通信関連サービス業」、「情報通信関連建設業」、「研究」の9部門としている。
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図表Ⅱ-1-1-4 主な産業のGDP（名目）の推移

情報通信産業 商業 不動産 医療・福祉 建設 対事業所サービス 輸送機械 対個人サービス

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023（年）

（兆円）

62.1
57.4

（出典）総務省（2025）「令和6年度　ICTの経済分析に関する調査」

図表Ⅱ-1-1-5 情報通信産業のGDP（名目）の推移
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57.4

映像・音声・文字情報制作業インターネット附随サービス業
研究

情報サービス業
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放送業
情報通信関連サービス業

通信業
情報通信関連製造業

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023（年）

（出典）総務省（2025）「令和6年度　ICTの経済分析に関する調査」

 3 3	 情報化投資	 情報化投資＊4＊4

2023年の我が国の民間企業による情報化投資は、2015年価格で16.0兆円（前年比1.1％減）であっ
た。情報化投資の種類別では、ソフトウェア（受託開発及びパッケージソフト）が9.8兆円となり、全
体の6割程度を占めている。また、2023年の民間企業設備投資に占める情報化投資比率は17.5％（前
年差0.4ポイント減）で、情報化投資は設備投資の中でも一定の地位を占めている（図表Ⅱ-1-1-6）。

また、日米の情報化投資の推移を比較すると、米国の情報化投資は、一時的な足踏みはあるものの、
堅調に増加している一方、日本の情報化投資は、緩やかな増加及び横ばいの傾向が続いている（図表Ⅱ
-1-1-7）。

＊4	 ここでは情報通信資本財（電子計算機・同付属装置、電気通信機器、ソフトウェア）に対する投資をいう。近年普及が著しいクラウドサービ
スの利用は、サービスの購入であり、資本財の購入とは異なるため、ここでの情報化投資に含まれない。
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図表Ⅱ-1-1-6 我が国の情報化投資の推移

電気通信機器
ソフトウェア
電子計算機・同付属装置
民間企業設備投資に占める情報化投資比率
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（出典）総務省（2025）「令和6年度　ICTの経済分析に関する調査」

図表Ⅱ-1-1-7 日米の民間情報化投資の比較

日本 米国

100.0 119.0 133.9 125.8 122.2 130.1 139.6 126.6 138.8 141.8 147.2 159.0 163.9 169.3 150.5 150.9 144.0 147.1 152.2 152.6 166.5 165.7 175.0 172.1 188.8 192.6 194.7 199.3 197.1
100.0 123.7 157.5 197.9 242.4 289.3 287.7 276.2 301.3 338.5 375.4 427.5 483.0 522.4 526.0
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※	1995年=100として指数化（日本：2015年価格、米国：2012年価格）
（出典）総務省（2025）「令和6年度　ICTの経済分析に関する調査」

 4 4	 ICT分野の輸出入	 ICT分野の輸出入
国際収支統計のサービス収支において、日銀レビュー「国際収支統計からみたサービス取引のグロー

バル化」＊5では、①コンピュータサービス、②著作権等使用料、③専門・経営コンサルティングサービ
ス、さらにこれに加えて④通信サービス、⑤情報サービスを、デジタルに関係する項目として分類して
いる。近年、このうち、特に①から③までの合計の赤字額が急激に増えており、いわゆる「デジタル赤
字」として注目を集めている。なお、この中にはデジタル分野以外のサービスに係る収支も含まれる点
に注意が必要である（図表Ⅱ-1-1-8）。

＊5	 https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/rev_2023/data/rev23j09.pdf
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図表Ⅱ-1-1-8 「国際収支統計」におけるいわゆる「デジタル関連項目」に含まれる取引の内容

項目 定義
著作権等使用料 著作物（コンピュータソフトウェア、音楽、映像、キャラクター、文芸、学術、美術等）を複製して頒布（販売、無償配布等）

するための使用許諾料（ライセンス料）等を計上。例えば、オペレーションシステム（OS）やアプリケーションを搭載した
端末を販売する場合に端末の販売会社がこれらのソフトウェアの著作権を有する会社に支払うライセンス料、映画・音楽の
ディスクやファイルを販売（貸与、配信を含む）する者が著作権者に支払うライセンス料、キャラクター使用のライセンス料、
映画の上映・放映権料、配給権料、ビデオ化に係る許諾料など。

通信サービス インターネット、電話、衛星といった通信手段の利用代金を計上。基幹通信網の利用代金を含む。
コンピュータサービス ソフトウェアの委託開発、コンピュータによる情報処理、ウェブページの設計・製作、ハードウェアのコンサルティング・維持

修理、ハードウェアの設置・ソフトウェアのインストール等のサービス取引を計上。ゲーム等の汎用ソフトウェアをエンドユー
ザーがオンラインで入手した場合（サブスクリプション契約を含む）のライセンス料やソフトウェアの著作権の売買代金を含む。
※但し、音楽・映像ソフトウェアについては、「音響映像・関連サービス」に計上する。

情報サービス 報道機関によるニュース配信のほか、音声・映像やソフトウェア以外のコンテンツをオンラインで提供するサービスの取引を
計上。データベース、検索エンジン、図書館・アーカイブに係るサービス取引も含む。

専門・経営コンサルティング
サービス

法務、会計・経営コンサルティング、広報、広告・市場調査に係るサービス取引を計上。例えば、ウェブサイトの広告スペー
スを売買する取引や、スポーツ大会のスポンサー料など。

（出典）日本銀行「国際収支関連統計 項目別の計上方法」を基に作成

例えば、①コンピュータサービス、②著作権等使用料、③専門・経営コンサルティングサービスの合
計では、2024年では、約6.7兆円の赤字（前年比約0.9兆円の赤字額増）となっている（これに、④
通信サービス、⑤情報サービスを加えると、約6.8兆円の赤字（前年比約0.9兆円の赤字額増））（図表
Ⅱ-1-1-9）。

なお、クラウドサービスやオンライン会議システムの利用料といったコンピュータサービスが大宗を
占める「通信・コンピュータ・情報サービス」については、国・地域別の収支額をみると、2024年は
米国、シンガポール、オランダ、中国、スウェーデンの順に赤字規模が大きい。また、支払額では、
2024年は米国、シンガポール、オランダの順に大きい。

図表Ⅱ-1-1-9 デジタル関連サービス収支の推移

コンピュータサービス
著作権等使用料
専門・経営コンサルティングサービス
デジタル関連サービス収支

-0.8 -0.8 -1.1 -1.1 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5 -1.3 -1.3 
-1.9 -1.9 

-2.5 -2.5 -0.8 -0.8 
-0.8 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 

-1.2 -1.2 -1.4 -1.4 
-1.4 -1.4 -1.6 -1.6 

-1.7 -1.7 
-1.7 -1.7 

-0.5 -0.5 
-0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 

-1.1 -1.1 -1.1 -1.1 
-1.3 -1.3 -1.6 -1.6 

-2.2 -2.2 

-2.5 -2.5 

-2.0 -2.0 
-2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.7 -2.7 

-3.8 -3.8 -3.7 -3.7 
-4.2 -4.2 

-4.6 -4.6 

-5.8 -5.8 

-6.7 -6.7 -7

-6

-5
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-3

-2

-1

0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024（兆円） （年）

※	ここでは、コンピュータサービス、著作権等使用料、専門・経営コンサルティングサービスの収支合計
（出典）財務省「国際収支統計」を基に作成

関連データ デジタル関連サービス収支の推移（コンピュータサービス、著作権等使用料、専門・経営コンサルティ
ングサービス、通信サービス、情報サービス）

URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00094（データ集）

関連データ デジタル関連サービスの受取額、支払額の推移（コンピュータサービス、著作権等使用料、専門・経営
コンサルティングサービス、通信サービス、情報サービス）

URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00095（データ集）

関連データ 通信・コンピュータ・情報サービスの収支の推移（受取元・支払先国・地域別）
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00096（データ集）
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財務省貿易統計＊6に基づき、ICT財＊7の日本からの輸出額と日本への輸入額の差引額を確認すると、
その赤字額は近年増加の傾向がみられ、2024年では3兆4,168億円の赤字となった。なお、この統計
は、あくまで日本から海外への輸出額、海外から日本への輸入額を示しており、日本企業の海外生産拠
点から日本以外の海外への輸出が反映されていないことや、日本企業が海外拠点で生産し日本国内に輸
入した場合は「輸入」になることに注意が必要である。

項目別にみると、2024年の黒字額が最も大きいのは「その他の電子部品」であり、「集積回路」の
黒字額も大きい。一方、赤字額が最も大きいのは「携帯電話機」であり、近年、赤字額の拡大が続いて
いる。続いて「パーソナルコンピュータ」、「電子計算機本体（パソコンを除く。）」、「有線電気通信機
器」の赤字額が大きい。黒字額が大きいのは部品・部材等で、赤字額が大きいのは最終製品という傾向
がある（図表Ⅱ-1-1-10）。

日本の輸出額・輸入額が多い主なICT財について、その輸出先・輸入元の上位となっている国・地
域をみると、2024年は、輸入に関しては、携帯電話機、パーソナルコンピュータは中国が最大の輸入
元である。また、輸出先は、集積回路は台湾が、その他部品は中国が、電子計算機附属装置は米国が最
大の輸出先となっている。

図表Ⅱ-1-1-10 財務省貿易統計に基づく日本のICT財の輸出額と輸入額の差引額の推移

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

内訳 （億円）
　その他の電子部品 14,749 13,531 14,465 18,421 21,148 18,464 19,317
　集積回路 6,893 8,278 9,149 6,009 -1,482 26 11,162
　半導体素子 3,898 3,396 4,098 4,973 4,032 3,967 5,134
　電子計算機附属装置 4,076 2,611 1,892 2,729 1,686 1,700 2,707
　ラジオ・テレビ受信機 -2,788 -3,095 -3,121 -3,476 -3,467 -3,034 -3,097
　電気音響機器 -2,025 -2,407 -2,455 -2,519 -2,709 -3,172 -3,376
　有線電気通信機器 -5,215 -5,879 -6,615 -7,364 -8,745 -8,480 -9,090
　電子計算機本体（パソコンを除く。） -5,299 -5,414 -4,308 -5,087 -6,220 -5,537 -10,014
　パーソナルコンピュータ -9,796 -11,298 -13,976 -12,678 -13,720 -12,361 -15,787
　携帯電話機 -19,330 -16,595 -15,763 -19,560 -22,595 -24,515 -27,185
　その他 1,801 -404 -1,264 -1,130 -1,502 -3,507 -3,940

全体（兆円）

-1.3 -1.3 
-1.7 -1.7 -1.8 -1.8 -2.0 -2.0 

-3.4 -3.4 -3.6 -3.6 -3.4 -3.4 

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

（出典）財務省「貿易統計」を基に作成

関連データ 主なICT財の輸出先、輸入元国・地域	
（上位3か国）

URL：	https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00099（データ集）

関連データ 財務省貿易統計に基づく日本のICT財の輸出
額、輸入額の推移

URL：	https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00098（データ集）

＊6	 貿易統計の輸入額はCIF建て（Cost、Insurance	and	Freightの略で、貨物代金のほか仕向地までの保険料、運賃を含む。）、輸出額はFOB建て
（Free	on	Boardの略で、輸出国における船積み価格。船積み後、仕向地までの保険料、運賃は含まない。）であり、ここでの輸出額と輸入額の
差引額は、機械的に計算して算出したもの。

＊7	 総務省「情報通信産業連関表」においてICT財の範囲とされている以下の財。パーソナルコンピュータ、電子計算機本体（パソコンを除く。）、
電子計算機附属装置、有線電気通信機器、携帯電話機、無線電気通信機器（携帯電話機を除く。）、通信ケーブル・光ファイバケーブル、事務
用機械、半導体素子、集積回路、液晶パネル、フラットパネル・電子管、その他の電子部品。
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 5 5	 ICT分野の研究開発の動向	 ICT分野の研究開発の動向
	 研究開発費に関する状況
ア　主要国・地域の研究開発費の推移

2021年の主要国・地域における研究開発費は、米国が8,060億ドルでトップを維持している。2位
以下は中国、EU、日本と続くが、日本の研究開発費は横ばい傾向にあり、主要国・地域上位との差が
拡大している状況にある。

関連データ 主要国・地域の研究開発費総額の推移
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00102（データ集）

イ　我が国の研究開発費に関する状況
2023年度の我が国の科学技術研究費（以下「研究費」という。）の総額（企業、非営利団体・公的

機関及び大学等の研究費の合計）は22兆497億円、そのうち企業の研究費は16兆1,199億円となって
いる。また、企業の研究費のうち、情報通信産業＊8の研究費は3兆7,902億円（23.5%）となっており

（図表Ⅱ-1-1-11）、近年はほぼ横ばいの傾向が続いている（図表Ⅱ-1-1-12）。

図表Ⅱ-1-1-11 企業の研究費の割合（2023年度）
（企業：16兆1,199億円）

その他の産業
（合計）

1兆6,918億円
10.5%

情報通信機械器具製造業
8,583億円　5.3% 電気機械器具製造業

9,861億円　6.1%

電子部品・デバイス
・電子回路製造業
1兆3,706億円　8.5%

通信業
1,645億円　1.0%

情報サービス業
3,727億円　2.3%

インターネット附随
・その他の情報通信業
366億円　0.2%

放送業
15億円　0.0%

その他の製造業
（合計）

10兆6,378億円
66.0%

（出典）総務省「令和6年科学技術研究調査」を基に作成＊9

＊8	 ここでは情報通信機械器具製造業、電気機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、情報通信業（情報サービス業、通信業、放
送業、インターネット附随・その他の情報通信業）を指す。

＊9	 https://www.stat.go.jp/data/kagaku/index.html

1
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図表Ⅱ-1-1-12 企業研究費の推移

企業研究費 情報通信産業研究費 情報通信産業研究費の割合

12.2 12.7 13.6 13.7 13.3 13.8 14.2 14.2 13.9 14.2 15.1 16.1 

3.9 3.8 4.0 4.0 3.7 3.7 3.9 3.9 3.5 3.4 3.6 3.8 

31.9%
30.0% 29.8% 28.9% 27.6% 26.9% 27.4% 27.1%

25.2% 24.2% 24.1% 23.5%
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（出典）総務省「科学技術研究調査」各年度版＊10を基に作成

	 研究開発を担う人材に関する状況
ア　主要国・地域の研究者総数の推移

主要国における研究者数＊11は、いずれも増加傾向にある。日本の研究者数は2023年において70.6
万人であり、中国（2021年：240.6万人）、米国（2021年：163.9万人）に次ぐ第3位の研究者数の
規模である。その他の国の最新年の値を多い順にみると、韓国（2022年：48.9万人）、ドイツ（2022
年：48.5万人）、フランス（2022年：34.6万人）、英国（2017年：29.6万人）となっている。

関連データ 主要国・地域の研究者総数の推移
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00113（データ集）

イ　我が国の研究者数
2023年度末の我が国の研究者数（企業、非営利団体・公的機関及び大学等の研究者数の合計）は90

万7,363人、そのうち企業の研究者数は52万3,548人となっている。また、企業の研究者数のうち、
情報通信産業の研究者数は14万5,122人（27.7％）となっており、近年減少傾向となっている（図表
Ⅱ-1-1-13）。

＊10	 https://www.stat.go.jp/data/kagaku/index.html
＊11	 研究業務を専従換算し計測したもの。
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図表Ⅱ-1-1-13 企業研究者数の推移

企業研究者数 情報通信産業研究者数 情報通信産業研究者数の割合

48.1 48.5 50.6 48.6 48.9 49.9 50.5 50.7 51.5 52.9 53.1 52.4 

18.2 18.4 18.3 17.0 16.6 17.1 17.6 17.4 16.7 15.7 15.4 14.5 

37.8 38.0 
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（出典）総務省「科学技術研究調査」各年度版＊12を基に作成

関連データ 企業の研究者数の産業別割合（2024年3月31日現在）
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00115（データ集）

	 特許に関する状況
米国への特許出願数は、2022年は59.4万件である。非居住者からの出願数の割合が近年増加傾向に

あり、米国の市場が海外にとって魅力的であることを示唆している。日本への出願数は、2022年は
29.0万件で、中国、米国に次ぐ規模であるものの2000年代半ばから特許出願数は減少傾向にあり、差
が開いている状況である。

日米中におけるパテントファミリー数＊13の技術分野別割合の推移をみると、米国及び中国では「情
報通信技術」の割合が増加しているのに対し、日本では停滞していることがわかる（図表Ⅱ-1-1-14）。

図表Ⅱ-1-1-14 日米中におけるパテントファミリー数の技術分野別割合の推移

（出典）文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学技術指標 2024」

関連データ 主要国への特許出願状況と主要国からの特許出願状況の推移
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00117（データ集）

＊12	 https://www.stat.go.jp/data/kagaku/index.html
＊13	 パテントファミリーとは、優先権によって直接、間接的に結び付けられた2か国以上への特許出願の束である。通常、同じ内容で複数の

国に出願された特許は、同一のパテントファミリーに属する。したがって、パテントファミリーをカウントすることで、同じ出願を2度カウ
ントすることを防ぐことが出来る。つまり、パテントファミリーの数は、発明の数とほぼ同じと考えられる。

	 https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2024/RM341_46.html

３
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	 ICT分野における国内外の主要企業の研究開発の動向
国内外の大手情報通信関連企業の、2023年の売上高に対する研究開発費の比率は、一部企業を除く

と10%未満にとどまっている（図表Ⅱ-1-1-15）。
日本の大手通信事業者の2023年の売上高に対する研究開発費の比率は、NTT・ソフトバンクグルー

プで6～7%程度、KDDI・楽天グループで1%未満であるのに対して、GAFAM＊14・BAT＊15はApple
とAlibaba を除くと10%～30%程度あり、研究開発に積極的であることが伺える（図表Ⅱ-1-1-16）

（図表Ⅱ-1-1-17）。

図表Ⅱ-1-1-15 通信事業者・通信機器・ITサービス事業者の研究開発費の比較（2023年）
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（出典）「EU Industrial R&D Investment Scoreboard」や各企業のアニュアルレポート等を基に作成＊16

図表Ⅱ-1-1-16 日本大手通信事業者とGAFAM・BATとの研究開発費の比較（2023年）
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（出典）「EU Industrial R&D Investment Scoreboard」や各企業のアニュアルレポート等を基に作成＊17

＊14	 Alphabet（Google）、Amazon、Meta（facebook）、Apple、Microsoft
＊15	 Baidu、Alibaba、Tencent
＊16	 過去の情報通信白書に掲載している同旨データとは出典が異なることから、単純な比較はできないことに留意。
＊17	 過去の情報通信白書に掲載している同旨データとは出典が異なることから、単純な比較はできないことに留意。
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図表Ⅱ-1-1-17 日本大手通信事業者とGAFAMの売上高研究開発費比率の推移
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（出典）EU「EU Industrial R&D Investment Scoreboard」
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第2節 電気通信分野の動向
 1 1	 国内外における通信市場の動向	 国内外における通信市場の動向

OECDによると、人口100人あたりのブロードバンド契約者数（2023年12月）について、首位は
フランスで47.0契約、2位は韓国で46.6契約、3位はスイスで46.2契約となっている。なお、ブロー
ドバンドには、DSL、ケーブル、光ファイバ（FTTH）、衛星、固定ワイヤレス、そのほかが含まれて
いる。日本は14位の40.8契約であり、OECD平均35.8契約を上回っている（図表Ⅱ-1-2-1）。

また、人口100人あたりのモバイルブロードバンド契約数は日本が首位となっている（203.5契約）。
2位以降は米国（190.1契約）、エストニア（175.9契約）、フィンランド（159.9契約）、デンマーク

（145.8契約）となっている。この内、5Gサービスの契約数については、デンマークが103.6契約と最
も多く、次いで日本の69.4契約、韓国63.5契約となっている（図表Ⅱ-1-2-2）。

図表Ⅱ-1-2-1 人口100人あたりのブロードバンド契約者数
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（出典）OECD＊1

図表Ⅱ-1-2-2 人口100人あたりのモバイルブロードバンド契約数
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＊1	 OECD統計。OECD	Broadband	statistics	〈https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/broadband-statistics.html〉	1.2.1.	OECD	Fixed	
broadband	subscriptions	per	100	inhabitants,	by	technology,	December	2023を掲載。

	 光ファイバには、FTTH、FTTP、およびFTTBが含まれ、FTTCおよびFTTNは含まれない。
＊2	 OECD統計。OECD	Broadband	statistics	〈https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/broadband-statistics.html〉	1.2.2.	OECD	Mobile	

broadband	subscriptions	per	100	inhabitants,	by	technology,	December	2023を掲載。
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ICT市場の動向ICT市場の動向

 2 2	 我が国における電気通信分野の現状	 我が国における電気通信分野の現状
	 市場規模

2023年度の電気通信業に係る売上高の合計は、約15兆円と推計される。内訳をみると、データ伝
送（固定及び移動）が約8.5兆円（55.9 %）、音声伝送（同）が約4.1兆円（26.9%）となっている（図
表Ⅱ-1-2-3）。

図表Ⅱ-1-2-3 電気通信業の売上高構成比

その他の電気
通信サービス

2.2兆円
14.5%

IDC
（インターネット
データセンター）

0.2兆円
1.3%公衆無線LAN

0.0兆円
0.1%
専用

0.2兆円
1.2%

移動データ伝送
5.8兆円
37.9%

固定データ伝送
2.7兆円
17.9%

移動音声伝送
2.6兆円
17.4%2023年度

電気通信業売上高
15.2兆円

固定音声伝送
1.4兆円
9.6%

※1	 「固定音声伝送」は、国内サービスと国際サービスの合計。
※2	 「固定データ伝送」には、インターネットアクセス（ISP、FTTH等）、IP-VPN、広域イーサネットによる売上を含む。
※3	 サービス別の売上高が未回答の企業が含まれるため、電気通信業売上高とサービス別売上高の合計は一致しない。
※4	 四捨五入の関係で、このグラフの数字を単純に足しても、白書本文の数字（「データ伝送（固定及び移動）」及び「音声伝送（同）」）とは一致しない。

（出典）総務省「情報通信業基本調査」＊3を基に作成

	 事業者数
2024年度末の電気通信事業者数は2万6,642者（登録事業者339者、届出事業者2万6,303者）で

あり、前年度に引き続き増加傾向となっている（図表Ⅱ-1-2-4）。

図表Ⅱ-1-2-4 電気通信事業者数の推移

年度末 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
電気通信事業者数 18,177 19,079 19,818 20,947	 21,913	 23,111	 24,272	 25,534 26,642

（出典）情報通信統計データベース＊4

	 インフラの整備状況
2022年度末の我が国の光ファイバの整備率（世帯カバー率）は、99.84％となっている（図表Ⅱ-1-

2-5）。

＊3	 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics07.html
＊4	 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/tsuushin04.html

1

2
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図表Ⅱ-1-2-5 我が国の光ファイバの整備率（2022年度末）

全国の光ファイバ整備率

※住民基本台帳等に基づき、事業者情報等
から一定の仮定の下に推計したエリア内の
利用可能世帯数を総世帯数で除したもの

（小数点第三位以下を四捨五入）。
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（出典）総務省「令和4年度末ブロードバンド基盤整備率調査」＊5

なお、OECDによると、我が国の固定系ブロードバンドに占める光ファイバの割合は2023年12月
時点において加盟国中第5位である。

関連データ OECD加盟各国の固定系ブロードバンドに占める光ファイバの割合
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00129（データ集）

また、2023年度末時点で、我が国の全国の5G人口カバー率は98.1％であり、都道府県別にみると
すべての都道府県で85%を超えた（図表Ⅱ-1-2-6）。

図表Ⅱ-1-2-6 我が国の5G人口カバー率（2023年度末）
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※携帯キャリア4者のエリアカバーを重ね合わせた数字。
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＊5	 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban07_02000026.html
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	 トラヒックの状況
我が国の固定系ブロードバンドサービス契約者の総ダウンロードトラヒックは、新型コロナウイルス

感染症の発生後に急増した。その後も、増減率の変動はあるものの、総じて増加を続けており、2024
年11月時点では前年同月比12.7%増となっている。移動通信の総ダウンロードトラヒックについても、
総じて増加を続けており、2024年11月時点では前年同月比15.6%増となっている（図表Ⅱ-1-2-7）。

図表Ⅱ-1-2-7 インターネットトラヒックの推移（固定系・移動系、ダウンロードトラヒック）
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38.9Tbps（推定値）

我が国の移動通信
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トラヒック（*5）
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※1	 個人の利用者向け固定系ブロードバンドサービス（FTTH、DSL、CATV及びFWA）
※2	 一部の法人契約者を含む
※3	 2011年5月以前は、携帯電話網との間の移動通信トラヒックの一部が含まれる
※4	 2017年5月から協力ISPが5社から9社に増加し、9社からの情報による集計値及び推計値としたため、不連続が生じている
※5	 『総務省　我が国の移動通信トラヒックの現状（令和6年9月分）』より引用（3月、6月、9月、12月に計測）

（出典）総務省（2025）「我が国のインターネットにおけるトラヒックの集計結果（2024年11月分）」＊6

	 ブロードバンドの利用状況
2024年末の固定系ブロードバンドの契約数＊7は4,699万（前年同期比0.9％増）であり、移動系超高

速ブロードバンドの契約数＊8のうち、3.9-4世代携帯電話（LTE）は1億1,341万（前年同期比6.2％
減）、5世代携帯電話は1億709万（前年同期比23.8％増）、BWAは9,016万（前年同期比3.8％増）
となっている（図表Ⅱ-1-2-8）。

図表Ⅱ-1-2-8 ブロードバンド契約数の推移
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※	過去の数値については、事業者報告の修正があったため、昨年の公表値とは異なる。
（出典）総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表（令和6年度第3四半期（12月末））」＊9を基に作成

＊6	 https://www.soumu.go.jp/main_content/000992366.pdf
＊7	 固定系ブロードバンド契約数は、FTTH、CATV（同軸・HFC）、DSL及びFWAの契約数の合計。
＊8	 LTE、BWA、5Gの契約数であり、3GやPHSの契約数は含まれていない。
＊9	 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000255.html
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	 衛星通信
通信衛星には、静止衛星＊10及び非静止衛星＊11があり、広域性、同報性、耐災害性などの特長を生か

して、通信インフラが整備されておらず携帯電話などの地上系ネットワークの利用が困難な離島・山間
部との通信、船舶・航空機などに対する通信に活用されているほか、自然災害等の非常時における通信
手段となっている。

関連データ 我が国が通信サービスとして利用中の主な非
静止衛星（2024年度末）

URL：	https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00138（データ集）

関連データ 我が国が通信サービスとして利用中の主な静
止衛星（2024年度末）

URL：	https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00137（データ集）

	 音声通信サービスの加入契約数の状況
近年、固定通信（NTT東西加入電話（ISDNを含む。）、直収電話＊12及びCATV電話。0ABJ型IP電

話を除く。）の契約数は減少傾向にある一方、移動通信（携帯電話、PHS及びBWA）の契約数は堅調
な伸びを示しており、2024年末時点には移動通信の契約数は固定通信の契約数の約17.3倍になってい
る（図表Ⅱ-1-2-9）。

また、2024年末時点における移動系通信市場の契約数における事業者別シェアは、NTTドコモが
34.2％（前年同期比0.9ポイント減、MVNOへの提供に係るものを含めると40.4％）、KDDIグルー
プが27.1％（同0.2ポイント減、同31.6％）、ソフトバンクが19.1％（同0.3ポイント減、同24.2％）、
楽天モバイルが3.2％（同0.5ポイント増、同3.8％）、MVNOが16.3％（同0.9ポイント増）となっ
ている（図表Ⅱ-1-2-10）。

＊10	 赤道上高度約3万6,000㎞の軌道を地球の自転と同期して周回する人工衛星。3基の衛星で極地域を除く地球全体をカバーすることが可能
である。

＊11	 一般に静止軌道よりも低い高度を周回している人工衛星。軌道高度が低いため静止衛星に比較して伝送遅延が小さく、高速大容量の通信
が可能である。極地域の通信も可能である一方、衛星が上空を短時間で移動してしまうことから多数の衛星の同時運用が必要となる。

＊12	 直収電話とは、NTT東西以外の電気通信事業者が提供する加入電話サービスで、直加入電話、直加入ISDN、新型直収電話、新型直収
ISDNを合わせたものである。
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図表Ⅱ-1-2-9 音声通信サービスの加入契約数の推移

固定通信 移動通信 0ABJ型IP電話 050型IP電話
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20,34220,342 21,08421,084 21,76221,762 21,61421,614 21,79821,798 22,14722,147

3,0773,077 3,2453,245 3,3643,364 3,4463,446 3,5213,521 3,5683,568 3,5943,594 3,6123,612 3,6103,610 3,6043,604 3,5983,598 3,5923,592

770770 853853 891891 895895 892892 899899 941941 957957 959959 926926 883883 880880

※1	 2024年度については12月末時点のデータを使用しているため、経年比較に際しては注意が必要。
※2	 移動通信は携帯電話、PHS及びBWAの合計。
※3	 移動系通信の契約数については、特段の記載がない限り、「グループ内取引調整後」の数値。「グループ内取引調整後」とは、MNOが同一グループ内の

MNOからMVNOの立場として提供を受けた携帯電話やBWAサービスを自社サービスと併せて一つの携帯電話などで提供する場合に、2契約ではなく1
契約として集計するように調整したもの。

※4	 2015年度第4四半期よりMVNOサービスの区分別契約数が報告事項に追加されたため、2014年度第4四半期以前と2015年度第4四半期以降で、グ
ループ内取引調整後の契約数等の算出方法が異なっている。

（出典）総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表（令和6年度第3四半期（12月末））」＊13、「電気通信サービスの契約数及び 
シェアに関する四半期データの公表（令和3年度第4四半期（3月末））」＊14、「情報通信統計データベース契約数」＊15

図表Ⅱ-1-2-10 移動系通信の契約数（グループ内取引調整後）における事業者別シェアの推移
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※1	 移動系通信の契約数については、特段の記載がない限り、「グループ内取引調整後」の数値であり、また、携帯電話又はBWAで提供されるワイヤレス固定
ブロードバンド、モバイル網固定電話及びワイヤレス固定電話の契約数は含まれない。「グループ内取引調整後」とは、MNOが同一グループ内のMNOか
らMVNOの立場として提供を受けた携帯電話やBWAサービスを自社サービスと併せて一つの携帯電話などで提供する場合に2契約ではなく1契約として
集計するように調整したもの。

※2	 2022年度第4四半期（23.3）以前は、移動系通信の契約数に、携帯電話又はBWAで提供されるワイヤレス固定ブロードバンドの契約数が含まれる。
※3	 	KDDIグループのシェアには、KDDI、沖縄セルラー及びUQコミュニケーションズが含まれる。
※4	 	MVNOのシェアを提供元のMNOグループごとに合算し、当該MNOグループ名の後に「（MVNO）」と付記して示している。
※5	 楽天モバイルのシェアは、MNOとしてのシェア。楽天モバイルが提供するMVNOサービスは、「NTTドコモ（MVNO）」及び「KDDIグループ（MVNO）」

に含まれる。
（出典）総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表（令和6年度第3四半期（12月末））」により作成

＊13	 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000255.html
＊14	 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000206.html
＊15	 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/tsuushin02.html
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	 電気通信料金の国際比較
通信料金を東京（日本）、ニューヨーク（米国）、ロンドン（英国）、パリ（フランス）、デュッセルド

ルフ（ドイツ）、ソウル（韓国）の6都市について比較すると、2025年3月時点の東京のスマートフォ
ン（4G、MNOシェア1位の事業者、新規契約の場合）の料金は、中位の水準となっている。

また、固定電話の料金は、基本料及び平日12時に3分間通話した場合の市内通話料金について中位
の水準となっている。

関連データ 個別料金による固定電話料金の国際比較
（2024年度）

URL：	https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00150（データ集）

関連データ モデルによる携帯電話料金の国際比較	
（2024年度）

URL：	https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00149（データ集）

	 電気通信サービスの事故の発生状況
2023年度に報告のあった四半期ごとの報告を要

する事故は7,261件であり、そのうち、重大な事
故＊16は18件であり、2019年度以降増加傾向にあ
る（図表Ⅱ-1-2-11）。

	 電気通信サービスに関する苦情・相談、違法有害情報に関する相談
ア　電気通信サービスに関する苦情・相談など

2024年度に総務省に寄せられた電気通信サービスの苦情・相談などの件数は9,970件であり、前年
度から減少した（図表Ⅱ-1-2-12）。また、全国の消費生活センター等及び総務省で受け付けた苦情・
相談の内容をサービス別にみると、「MNOサービス」に関するものが最も高い（図表Ⅱ-1-2-13）。

＊16	 電気通信事業法第28条「総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告
しなければならない」に該当する事故。

＊17	 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000340.html
	 ※事業者からの報告件数。なお、重大な事故については、2008年度から、電気通信役務の品質が低下した場合も重大な事故に該当すること

となり、さらに、2015年度から、電気通信サービス一律ではなく、電気通信サービスの区分別の報告基準が定められており、年度ごとの推
移は単純には比較できない。

8

9 図表Ⅱ-1-2-11 重大な事故発生件数の推移
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（出典）総務省「令和5年度電気通信事故に関する検証報告」＊17
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図表Ⅱ-1-2-12 総務省に寄せられた苦情・相談などの件数の推移

インターネット通信サービス
固定電話

移動通信サービス
その他

2,654 3,591 4,952
2,584 2,280

10,576
10,500

9,519

5,748
4,102

421
1,139 751

898

1,031

2,182

3,059 2,432

4,118

2,557

15,833

18,289 17,654

13,348

9,970

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2020 2021 2022 2023 2024 （年度）

（件）

（出典）総務省作成

図表Ⅱ-1-2-13 全国の消費生活センター等及び総務省で受け付けた苦情・相談等の内訳 
（2023年4月～2024年3月に受け付けたものから無作為抽出）

24.524.5

22.822.8

8.68.6

2.52.5

1.01.0

0 5 10 15 20 25 30

MNOサービス

FTTHサービス

MVNOサービス

プロバイダサービス

ケーブルテレビ
インターネットサービス

（％）

※	FTTH回線と一体的に提供されるISPサービスが「プロバイダサービス」のみに計上されている可能性がある。
（出典）総務省「消費者保護ルール実施状況のモニタリング定期会合（第17回）」

イ　違法・有害情報に関する相談など
総務省が運営を支援する違法・有害情報相談センターで受け付けている相談件数は高止まり傾向にあ

り、2024年度の相談件数は、6,403件であった（図表Ⅱ-1-2-14）。2024年度における相談件数の上
位5事業者は、X（旧Twitter）、Meta、Google、LINEヤフー、爆サイとなっている（図表Ⅱ-1-2-
15）。
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図表Ⅱ-1-2-14 違法・有害情報に関する相談などの件数の推移

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000
（件）

平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 令和元 令和2 令和3 令和4 令和6令和5 （年度）

1,337
1,560

2,386

2,927
3,400

5,200 5,251
5,598

5,085 5,198
5,407

6,329

5,745

6,463 6,403

（出典）総務省「消費者保護ルール実施状況のモニタリング定期会合（第17回）」

図表Ⅱ-1-2-15 違法・有害情報相談センター相談件数の事業者別の内訳

1,634
（23.0%）

771
（10.8%）

662
（9.3%）

207
（2.9%）

181
（2.5%）147

（2.1%）
115

（1.6%）
66

（0.9%）
65

（0.9%）

49
（0.7%）

2,705
（38.1%）

504
（7.1%）

Meta（合計）
LINEヤフー（合計）
TikTok
たぬき掲示板
FC2（合計）
その他・不明

X（旧Twitter）
Google（合計）
爆サイ.com
5ちゃんねる
ライブドアブログ
上記以外の事業者/サービス等

事業者/サービス名等 件数 割合
X（旧Twitter） 1,634 23.0%

Meta
（合計）

771

10.8%
Instagram 587
Facebook 114
Threads 69

Whatsapp 1

Google
（合計）

662

9.3%
Google検索 253
Googleマップ 220

YouTube 168
その他 21

LINEヤフー
（合計）

207 2.9%
LINE（合計） 148 2.1%
ヤフー（合計） 59

0.8%Yahoo!検索 12
ヤフー（その他） 47

爆サイ.com 181 2.5%
TikTok 147 2.1%

5ちゃんねる 115 1.6%
たぬき掲示板 66 0.9%

ライブドアブログ 65 0.9%
FC2（合計） 49 0.7%

上記以外の事業者/サービス等 2,705 38.1%
その他・不明 504 7.1%

※1	 相談（作業）件数を集計したものであり、個別の相談が権利侵害にあたるか相談センターでは判断していない。
※2	 作業件数につき、複数のサービスを回答する場合もあるため、作業件数（6,403件）と上記グラフの総計（7,106件）が一致しない。
※3	 相談によっては同じサービスを複数回答する場合もあるため、厳密な統計情報とはいえない。
※4	 独自ドメインを利用しているものがあり、実際のドメインが判明しない場合がある。

（出典）総務省「消費者保護ルール実施状況のモニタリング定期会合（第17回）」
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 3 3	 通信分野における新たな潮流	 通信分野における新たな潮流
	 オール光ネットワーク

オール光ネットワーク技術は、有線ネットワークや情報通信装置・デバイスに光電融合技術を活用
し、電気信号-光信号の変換を極力なくすことにより、低消費電力・低遅延・大容量を実現する次世代
情報通信基盤の中核技術であり、ゲームチェンジャーになり得るものである。主なユースケースとして
はデータセンター間の高速・低遅延接続であり、昨今の動向を踏まえて、生成AI技術との連携も進め
られている。NTTコミュニケーションズ株式会社は、光電融合で接続した3拠点のデータセンターに
GPUサーバーを分散配置した環境で、LLMの学習実証実験に世界で初めて成功した＊18。光電融合の高
速・低遅延接続により、GPUサーバー間のデータ転送が迅速かつ効率的に行われ、小規模なAIモデル
の事前学習や追加学習などの比較的軽量な処理に対して、単一のデータセンターと遜色ない性能を発揮
でき、これにより、複数のデータセンター環境で柔軟にGPUクラスタを構築し、効率的なリソース利
用を実現することが期待できる。

加えて、オール光ネットワークを活用することにより、現在、大都市圏に集中するデータセンター拠
点の、再生可能エネルギーが活用可能な地域等への分散化が促進されることが期待される。これによ
り、我が国のAI開発力の強化やAI利活用を促進し、低環境負荷（グリーン）で安全・安心で信頼でき
るAIを社会全体に提供することが期待されている。

	 非地上系ネットワーク（NTN：Non-Terrestrial	Network）
非地上系ネットワーク（NTN：Non-Terrestrial Network）は、移動通信ネットワークについて、

地上に限定せず、海や空、宇宙に至るすべてを多層的につなげるものであり、HAPS（High Altitude 
Platform Station）、衛星通信などによって、地上の通信インフラが整備されていない地域にもシーム
レスに通信サービスを提供することを可能にする（図表Ⅱ-1-2-16）。

国内衛星通信サービス市場規模は、2023年に577億円、2024年には635億円（前年比10.1%増）
と見込まれ、その後も増加傾向で推移すると予測されている（図表Ⅱ-1-2-17）。

＊18	 https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2025/0319.html

1

2

71令和7年版　情報通信白書　第Ⅱ部

第
1
章

I
I
I
I
I
I
I
I

第第 22 節節電気通信分野の動向電気通信分野の動向

情通R7_Ⅱ-1-02_第Ⅱ部第1章2節.indd   71情通R7_Ⅱ-1-02_第Ⅱ部第1章2節.indd   71 2025/06/20   9:21:322025/06/20   9:21:32

https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2025/0319.html


図表Ⅱ-1-2-16 衛星・HAPSによる通信サービスの提供イメージ

（出典）NTTドコモ＊19

図表Ⅱ-1-2-17 国内衛星通信サービス市場規模の推移及び予測

338.9 347.6 350.8 349.2 347.7 345.9 345.0 343.1 342.2

93.8 117.9 147.6 177.0 224.4
422.7

548.6 636.4 707.2

82.7
111.2

136.6 157.2
181.3

208.3

253.1
268.6

283.9

515.3
576.7

634.9
683.4

753.4

977.0

1,146.7
1,248.1

1,333.3

衛星電話 衛星通信 衛星通信/機内・船内Wi-Fiサービス計 合計

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2022年 2023年 2024年
（見込）

2025年
（予測）

2026年
（予測）

2027年
（予測）

2028年
（予測）

2029年
（予測）

2030年
（予測）

（億円）

※	市場規模には、①通信事業者によって提供される衛星電話及びGEO（静止衛星）/MEO（中軌道衛星）、LEO（低軌道衛星コンステレーション）、HAPSによ
る衛星データ通信サービス、②サービス事業者（公共交通事業者：航空機、旅客船等）による機内、船内WiFiサービス、③スマートフォンによる直接衛星通
信サービスが含まれる。なお、BS/CS放送、J-ALERTなどの放送型ネットワークサービスは対象外である。

（出典）矢野経済研究所「国内衛星通信サービス市場に関する調査」（2024年）（2025年3月14日発表）＊20

＊19	 https://www.docomo.ne.jp/info/news_release/2022/01/17_01.html
＊20	 https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3611
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	 量子暗号通信
量子暗号通信は、量子コンピュータの実現による暗号の危殆化に対応するため、量子の特性を活用し

た安全な暗号鍵の配送技術であり、国内外の関心が高まっている。
中国では、1万km以上にも及ぶ量子暗号通信網を中国全土に構築し、活用を開始しているほか、欧

州においても欧州全域にわたる大規模な量子暗号通信網の構築を開始し、社会実装に向けた取組を加速
している。

我が国では、総務省及びNICTが、量子暗号通信に関する研究開発を推進するとともに、量子暗号
通信の実証・検証を目的として、2010年に量子暗号通信テストベッド「東京QKDネットワーク」を
構築し、以降、継続的に運用を行っている。

３
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第3節 放送・コンテンツ分野の動向
 1 1	 放送	 放送
	 放送市場の規模
ア　放送事業者の売上高等

我が国では、放送は、受信料収入を経営の基盤とするNHKと、広告収入又は有料放送の料金収入を
基盤とする民間放送事業者の二元体制により行われている。また、放送大学学園が、教育のための放送
を行っている。

放送事業収入及び放送事業外収入を含めた放送事業者全体の売上高は、2022年度から減少し、2023
年度は3兆6,259億円（前年度比1.6％減）となった。

内訳をみると、地上系民間基幹放送事業者の売上高総計が2兆1,582億円（前年度比0.2％減）、衛星
系民間放送事業者の売上高総計が3,315億円（前年度比1.6％減）、ケーブルテレビ事業者の売上高総
計が4,795億円（前年度比1.7%減）、NHKの経常事業収入が6,567億円（前年度比5.8％減）となっ
た（図表Ⅱ-1-3-1）。

図表Ⅱ-1-3-1 放送産業の市場規模（売上高集計）の推移と内訳

地上系基幹放送事業者 衛星系放送事業者※1 ケーブルテレビ事業者※2 NHK※3

39,689 38,254 39,089 39,115 38,915 39,307 38,759 39,152 39,312 39,337 39,418 38,643 
35,522 
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37,157 36,845 36,259

※1	 衛星放送事業に係る営業収益を対象に集計。
※2	 ケーブルテレビ事業者は、2010年度までは自主放送を行う旧有線テレビジョン放送法の旧許可施設（旧電気通信役務利用放送法の登録を受けた設備で、

当該施設と同等の放送方式のものを含む。）を有する営利法人、2011年度からは有線電気通信設備を用いて自主放送を行う登録一般放送事業者（営利法人
に限る。）を対象に集計（いずれも、IPマルチキャスト方式による事業者などを除く。）。

※3	 NHKの値は、経常事業収入。
※4	 ケーブルテレビ等を兼業しているコミュニティ放送事業者は除く。

（出典）総務省「民間放送事業者の収支状況」及びNHK「財務諸表」各年度版を基に作成

また、2024年の地上系民間基幹放送事業者の広告費は、1兆7,513億円となっており、内訳は、テ
レビジョン放送事業に係るものが1兆6,351億円、ラジオ放送事業に係るものが1,162億円である＊1。

関連データ 地上系民間基幹放送事業者の広告費の推移
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00164（データ集）

＊1	 広告市場全体については、第Ⅱ部第1章第3節2（2）「広告」を参照。
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ICT市場の動向ICT市場の動向

イ　民間放送事業者の経営状況
地上系民間基幹放送事業者（2023年度の売上高営業利益率3.6%）、衛星系民間放送事業者（同6.0%）

及びケーブルテレビ事業者（同8.0%）は、それぞれ全体でみると、いずれも2022年度に引き続き黒
字を確保している（図表Ⅱ-1-3-2）。

図表Ⅱ-1-3-2 民間放送事業者の売上高営業利益率の推移

ケーブルテレビ 衛星放送 地上放送※
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※	コミュニティ放送を除く地上基幹放送
（出典）総務省「民間放送事業者の収支状況」各年度版などを基に作成

	 事業者数
2024年度末における民間放送事業者数の内訳は、地上系民間基幹放送事業者が540社（うちコミュ

ニティ放送を行う事業者が346社）、衛星系民間放送事業者が39社となっている（図表Ⅱ-1-3-3）。

図表Ⅱ-1-3-3 民間放送事業者数の推移
年度末 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

地上系

テレビジョン
放送（単営）

VHF 16
93 93 94 94 98 94 94 95 95 95 96 96 96 96

UHF 77

ラジオ放送
（単営）

中波（AM）放送 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16
超短波（FM）放送 298 307 319 332 338 350 356 369 377 384 384 388 390 393 396

うちコミュニティ放送 246 255 268 281 287 299 304 317 325 332 334 338 339 342 346
短波 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

テレビジョン放送・ラジオ放送（兼営） 34 34 34 33 33 33 33 33 32 32 32 31 31 31 31
文字放送（単営） 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルチメディア放送 1 1 1 4 4 4 6 6 2 2 0 0 0

小　計 440 449 461 475 481 500 502 515 526 533 529 534 534 537 540

衛星系
衛星基幹放送

BS放送 20 20 20 20 20 20 19 19 22 22 20 22 21 21 20
東経110度CS放送 13 13 22 23 23 23 23 20 20 20 20 20 20 20 20

衛星一般放送 91 82 65 45 7 5 4 4 4 4 4 4 4 3 2
小　計 113 108 92 72 46 44 41 39 41 41 39 42 42 41 39

ケーブル
テレビ

登 録 に 係 る	
有線一般放送

（自主放送を
行う者に限る）

旧許可施設による放送
（自主放送を行う者に限る） 502

556 545 539 520 510 508 504 492 471 464 464 456 452 －
旧有線役務利用放送 26

うちIPマルチキャスト
放送 5 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 3 3 －

小　計 528 556 545 539 520 510 508 504 492 471 464 464 456 452 －

※1	 2015年度末のテレビジョン放送（単営）の数には、移動受信用地上基幹放送を行っていた者（5者。うち1者は地上基幹放送を兼営）を含む。
※2	 衛星系放送事業者については、2011年6月に改正・施行された放送法に基づき、BS放送及び東経110度CS放送を衛星基幹放送、それ以外の衛星放送を

衛星一般放送として位置づけている。
※3	 衛星系放送事業者について、「BS放送」、「東経110度CS放送」及び「衛星一般放送」の2以上を兼営している者があるため、それぞれの欄の合計と小計

欄の数値とは一致しない。また、2011年度以降は、放送を行っている者に限る。
※4	 ケーブルテレビについては、2010年度は旧有線テレビジョン放送法に基づく旧許可施設事業者及び旧電気通信役務利用放送法に基づく登録事業者、2011

年度以降は放送法に基づく有線電気通信設備を用いて自主放送を行う登録一般放送事業者（なお、IPマルチキャスト放送については、2010年度までは旧
有線役務利用放送の内数、2011年度以降は有線電気通信設備を用いて自主放送を行う登録一般放送事業者の内数）。

（出典）総務省「ケーブルテレビの現状」＊2を基に作成（ケーブルテレビ事業者の数値のみ）

＊2	 https://www.soumu.go.jp/main_content/000975399.pdf
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	 放送サービスの提供状況
ア　地上テレビジョン放送

地上系民間テレビジョン放送については、2024年度末現在、全国で127社（うち兼営31社）が放
送を行っている。

関連データ 民間地上テレビジョン放送の視聴可能なチャンネル数（2024年度末）
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00167（データ集）

イ　地上ラジオ放送
中波放送（AM放送）については、各地の地上系民間基幹放送事業者（2024年度末時点47社）が放

送を行っている。
超短波放送（FM放送）については、各地の地上系民間基幹放送事業者（2024年度末時点396社）

が放送を行っている。そのうち、原則として一の市町村の一部の区域を放送対象地域とするコミュニ
ティ放送事業者は346社となっている。

短波放送については、地上系民間基幹放送事業者（2024年度末時点1社）が放送を行っている。

ウ　マルチメディア放送
地上テレビジョン放送のデジタル化により使用可能となった99MHz-108MHzの周波数帯を用いる

V-Lowマルチメディア放送については、2024年度末時点で放送を行う事業者がいない状態となって
いる。

エ　衛星放送
（ア）衛星基幹放送

BS放送については、株式会社放送衛星システムの人工衛星により、NHK、放送大学学園及び民間放
送事業者（2024年度末時点20社）が放送を行っており、うち9社が4K8K衛星放送を行っている。ま
た、東経110度CS放送については、スカパーJSAT株式会社の人工衛星により、民間放送事業者

（2024年度末時点20社）が放送を行っている。

（イ）衛星一般放送
衛星一般放送については、スカパーJSAT株式会社の人工衛星により、民間放送事業者（2024年度

末時点2社）が放送を行っている。

オ　ケーブルテレビ
2023年度末のケーブルテレビ事業者数は、452者である。ケーブルテレビでは、地上放送及び衛星

放送の再放送や自主放送チャンネルを含めた多チャンネル放送が行われている。登録に係る自主放送を
行うための有線電気通信設備（501端子以上）によりサービスを受ける加入世帯数は約3,184万世帯、
世帯普及率は約52.4％となっている（図表Ⅱ-1-3-4）。

３
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図表Ⅱ-1-3-4 登録に係る自主放送を行う有線電気通信設備によりサービスを受ける加入世帯数、普及率の推移

RF方式
IPマルチキャスト方式

普及率
普及率（RF方式のみ）

2,767 2,817 2,852 2,885 2,930 2,961 2,996 3,025 3,050 3,079 3,109

97 101 96 94 92 94 95 92 88 83 74

51.5 52.2 52.3 52.3 52.6 52.2 52.3 52.4 52.5 52.5 52.4

49.8 50.4 50.6 50.7 51.0 50.6 50.7 50.8 51.0 51.1 51.2
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（％）（万世帯）

（年度末）

※1	 普及率は住民基本台帳世帯数から算出。
※2	 「加入世帯数」は、登録に係る有線電気通信設備の総接続世帯数（受信障害世帯数を含む）を指す。

（出典）総務省「ケーブルテレビの現状」＊3を基に作成

	 NHKの状況
ア　NHKの国内放送の状況

2024年度末のNHKの国内放送のチャンネル数は、地上テレビジョン放送は2チャンネル、ラジオ
放送は3チャンネル、衛星テレビジョン放送は3チャンネルである。

関連データ NHKの国内放送（2024年度末）
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00170（データ集）

イ　NHKのテレビ・ラジオ国際放送の状況
NHKのテレビ・ラジオ国際放送は、在外邦人及び外国人に対し、ほぼ全世界に向けて放送している。

関連データ NHKのテレビ・ラジオ国際放送の状況（2025年4月時点計画）
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00171（データ集）

	 放送サービスの利用状況
ア　加入者数

2023年度の放送サービスの加入者数は、ケーブルテレビについては前年度より増加し、その他の放
送サービスについては減少している（図表Ⅱ-1-3-5）。

＊3	 https://www.soumu.go.jp/main_content/000975399.pdf
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図表Ⅱ-1-3-5 放送サービスの加入者数

うち衛星契約等

東経124/128度CS
WOWOW
NHK

東経110度CS
ケーブルテレビ

7,730.6 7,806.4 7,933.1 8,038.6 8,112.8 8,176.2 8,161.3 8,146.2 8,115.9

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

（万件）

（年度）
3,138.5 3,183.9
217.1 203.8
76.6 63.9

268.0 246.7
4,461.1 4,417.6

2,262.7

2,852.0 2,885.0 2,930.3 2,960.7 2,995.9 3,117.1 3,161.7
219.5 209.3 208.4 213.7 215.8 218.3 210.8
120.3 114.4 109.4 102.7 93.1 84.4 70.0
280.5 287.6 290.1 285.5 279.1 256.0

4,258.3 4,315.4 4,397.4 4,471.4 4,522.5 4,477.3 4,447.7
1,993.3 2,066.7 2,147.6 2,221.5 2,289.1 2,274.2 2,271.5 2,268.0

282.3

※1	 地上放送（NHK）の加入者数は、NHKの全契約形態の受信契約件数。
※2	 衛星契約等の加入者数は、NHKの衛星契約及び特別契約の件数。
※3	 WOWOWの加入者数は、WOWOWの契約件数。
※4	 東経124/128度CSの加入者数は、スカパー！プレミアムサービスの契約件数。
※5	 東経110度CSの加入者数は、スカパー！の契約件数。
※6	 ケーブルテレビの加入世帯数は、登録に係る自主放送を行うための有線電気通信設備の加入世帯数。

（出典）一般社団法人電子情報技術産業協会資料、日本ケーブルラボ資料、NHK資料及び総務省資料「衛星放送の現状」「ケーブルテレビの現状」を基に作成

イ　NHKの受信契約数
2023年度のNHK受信契約数は約4,418万件であり、そのうち地上契約数（普通契約及びカラー契約）

が約2,155万件、衛星契約数が約2,261万件、特別契約数が約2万件となっている（図表Ⅱ-1-3-6）。

図表Ⅱ-1-3-6 NHKの放送受信契約数の推移

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
特別契約 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
衛星契約 1,910 1,992 2,066 2,146 2,220 2,288 2,273 2,270 2,266 2,261

地上契約 2,289 2,265 2,249 2,250 2,250 2,233 2,203 2,190 2,180 2,155

計 4,200 4,258 4,316 4,397 4,471 4,522 4,477 4,461 4,448 4,418

4,200 4,258 4,316 4,397 4,471 4,522 4,477 4,461 4,448 4,418

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
（万件）

（年度末）

（出典）NHK資料を基に作成

	 放送設備の安全・信頼性の確保
放送は、日常生活に必要な情報や、災害情報をはじめとする重要な情報を広く瞬時に伝達する手段と

して、極めて高い公共性を有しており、それを支える放送設備には高度な安全・信頼性が求められる。

6
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2023年度の放送停止事故の発生件数は344件であり、このうち重大事故＊4は27件で全体の約8％で
あった（図表Ⅱ-1-3-7）。これを踏まえ、各事業者における事故の再発防止策の確実な実施に加え、業
界内での事故事例共有により同様の事故を防止す
るための取組が推進されている。

地上放送・衛星放送の放送停止事故の発生件数は
255件であり、2011年度に集計を始めて以来最少
となった。なお、有線一般放送の放送事故の発生件
数は89件であり、減少傾向にある。放送停止事故
の発生原因としては、設備故障によるものが最も多
く、次いで自然災害によるものが多いという傾向が
続いている（図表Ⅱ-1-3-8）。

図表Ⅱ-1-3-8 発生原因別放送停止事故件数の推移
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（出典）総務省「放送停止事故の発生状況」＊6（令和5年度）を基に作成

 2 2	 コンテンツ市場	 コンテンツ市場
	 我が国のコンテンツ市場の規模
ア　市場の概況

我が国の2023年のコンテンツ市場規模は12兆5,833億円となっている。ソフト形態別の市場構成
比では、映像系ソフトが全体の60％近くを占めている。また、テキスト系ソフトは約35％、音声系ソ
フトは約7％をそれぞれ占めている＊7（図表Ⅱ-1-3-9）。

コンテンツ市場の規模は、2021年に大幅に増加して以降、おおむね同水準を維持している。ソフト
形態別では、テキスト系ソフト、音声系ソフトが増加傾向となっている（図表Ⅱ-1-3-10）。

＊4	 放送法第113条、122条、137条「設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であって総務省令で定めるものが生じたときは、その旨を
その理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない」に該当する事故。

＊5	 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/hoso_teishijiko.html
＊6	 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/hoso_teishijiko.html
＊7	 メディア別にソフトを集計するのではなく、ソフトの本来の性質に着目して1次流通とマルチユースといった流通段階別に再集計した上で市場

規模を計量・分析。

図表Ⅱ-1-3-7 重大事故件数の推移
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（出典）総務省「放送停止事故の発生状況」＊5（令和5年度）を基に作成
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図表Ⅱ-1-3-9 我が国のコンテンツ市場規模の内訳（2023年）

映像系ソフト
7兆2,415億円
57.5%

音声系ソフト
9,258億円

7.4%

テキスト系ソフト
4兆4,160億円

35.1%

映画ソフト
8,506億円
6.8% ビデオソフト

3,141億円
2.5%

地上テレビ番組
2兆6,108億円
20.7%

衛星・CATV番組
8,328億円
6.6%

ゲームソフト
1兆6,863億円
13.4%ネットオリジナル

9,468億円
7.5%

音楽ソフト
7,237億円
5.8%

ラジオ番組
1,709億円

1.4%

ネットオリジナル
312億円

0.2%

新聞記事
1兆1,106億円

8.8%

コミック
4,717億円

3.7%

雑誌ソフト
6,355億円

5.1%

書籍ソフト
7,938億円

6.3%

データベース情報
3,689億円

2.9%

ネットオリジナル
1兆355億円
8.2%

コンテンツ市場
12兆5,833億円

（出典）総務省情報通信政策研究所「メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査」

図表Ⅱ-1-3-10 我が国のコンテンツ市場規模の推移（ソフト形態別）

映像系ソフト
音声系ソフト
テキスト系ソフト

（兆円）
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4.1 4.2 
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（出典）総務省情報通信政策研究所「メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査」

イ　マルチユースの状況
2023年の1次流通市場の規模は9兆5,898億円であり、市場全体の4分の3を占めている。1次流通

市場の内訳は、映像系ソフトが5兆5,128億円、テキスト系ソフトが3兆3,023億円、音声系ソフトが
7,747億円となっている。

一方、マルチユース市場の規模は2兆9,936億円であり、前年から微減した。内訳は、映像系ソフト
が1兆7,287億円、テキスト系ソフトが1兆1,137億円、音声系ソフトが1,511億円となっている。

関連データ マルチユース市場の内訳（2023年）
URL：	https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00179（データ集）

関連データ 1次流通市場の内訳（2023年）
URL：	https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00178（データ集）

ウ　通信系コンテンツ市場
コンテンツ市場のうち、パソコン及びスマートフォン向けなどインターネットなどを経由した通信系

コンテンツの市場規模は6兆672億円となっている。ソフト形態別の市場構成比では、映像系ソフトが
56.5％、テキスト系ソフトが34.4%、音声系ソフトが9.1％を占めている。

また、通信系コンテンツの市場規模は、引き続き増加している。ソフト形態別に推移をみると、全て
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のソフト形態で増加傾向にある。

関連データ 通信系コンテンツ市場規模の推移	
（ソフト形態別）

URL：	https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00181（データ集）

関連データ 通信系コンテンツ市場の内訳（2023年）
URL：	https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00180（データ集）

	 広告
世界の広告費をみると、2024年にはデジタル広告が4,698億ドル（前年比10.7％増）となると予測

されており、総広告費に占める割合も60.8%まで拡大する見通しとなっている（図表Ⅱ-1-3-11）。日
本の広告費をみると、2024年にはインターネット広告が3兆6,517億円となった一方、マスコミ4媒
体＊8広告は2兆3,363億円と減少傾向にあり、両者の広告費が初めて逆転した2021年以降、その差が
広がっている（図表Ⅱ-1-3-12）。

図表Ⅱ-1-3-11 世界の媒体別広告費の推移及び予測

テレビ
OOH（屋外／交通）

新聞・雑誌
デジタル

オーディオ
その他

1,755 1,648 1,674 1,684 1,706 1,718
505 476 463 451 441 432
353 354 357 364 369 374
379 407 426 443 462 478

3,909 4,244 4,698 5,130 5,582 6,056
110 105

106 105 102
102

7,011 7,234 7,724 8,177
8,662 9,160

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

10,000

2022
（実績）

2023
（実績）

2024
（予測）

2025
（予測）

2026
（予測）

2027
（予測）

（億米ドル）

（年）

（出典）電通グループ「世界の広告費成長率予測（2024〜2027）」 
（2024年12月3日）＊9を基に作成

図表Ⅱ-1-3-12 日本の媒体別広告費の推移＊10

テレビメディア
ラジオ

新聞
インターネット

雑誌
プロモーションメディア

190.23 195.64 193.23 196.57 194.78 191.23 186.12 165.59 183.93 180.19 173.47 176.05

61.70 60.57 56.79 54.31 51.47 47.84 45.47
36.88 38.15 36.97 35.12 34.17

24.99 25.00 24.43 22.23 20.23 18.41 16.75
12.23 12.24 11.40 11.63 11.79

12.43 12.72 12.54 12.85 12.90 12.78 12.60
10.66 11.06 11.29 11.39 11.62

93.81 105.19 115.94 131.00 150.94 175.89 210.48
222.90

270.52 309.12 333.30 365.17

214.46 216.10 214.17 211.84 208.75 206.85
222.39

167.68

164.08
161.24 166.76

168.50
597.62 615.22 617.10 628.80 639.07 653.00

693.81

615.94
679.98

710.21 731.67
767.30

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

（百億円）

（年）

（出典）電通「Knowledge & Data 2024年 日本の広告費」＊11を基に作成

関連データ 世界の総広告費の推移
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00184（データ集）

	 我が国の放送系コンテンツの海外輸出の動向
2023年度の放送コンテンツ海外輸出額は引き続き増加し、835.8億円（前年度比10.5％増）となっ

た（図表Ⅱ-1-3-13）。
なお、主体別では、民放在阪準キー局の割合が大きく増加している。

＊8	 テレビメディア、新聞、雑誌、ラジオ。
＊9	 https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/001375.html
＊10	 2019年からは、日本の広告費に「物販系ECプラットフォーム広告費」と「イベント領域」を追加、広告市場の推定を行っている。

2018年以前の遡及修正は行っていない。
＊11	 https://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/index.html
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関連データ 我が国の放送コンテンツ海外輸出額の主体別
割合・ジャンル別割合の推移

URL：	https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00187（データ集）

関連データ 我が国の放送コンテンツ海外輸出額の権利別
割合の推移

URL：	https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00186（データ集）

図表Ⅱ-1-3-13 我が国の放送コンテンツ海外輸出額の
推移

444.5
519.4 525.0 571.1
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※1	 放送コンテンツ海外輸出額：番組放送権、インターネット配信権、ビ
デオ・DVD化権、番組フォーマット・リメイク権、商品化権等の海
外売上高の総額。

※2	 NHK、民放キー局、民放在阪準キー局、ローカル局、衛星放送事業
者、CATV事業者、プロダクション等へのアンケートを基に算出。

（出典）総務省「放送コンテンツの海外展開に関する現状分析」を基に作成
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第4節 我が国の電波の利用状況
 1 1	 周波数帯ごとの主な用途	 周波数帯ごとの主な用途

周波数については、国際電気通信連合（ITU）憲章に規定する無線通信規則により、世界を3つの地
域に分け、周波数帯ごとに業務の種別などを定めた国際分配が規定されている。

国際分配を基に、電波法に基づき、無線局の免許の申請などに資するため、割り当てることが可能な
周波数、業務の種別、目的、条件などを「周波数割当計画＊1」として定めている。同計画の制定及び変
更に当たっては、電波監理審議会への諮問が行われている。

我が国の周波数帯ごとの主な用途と特徴は、（図表Ⅱ-1-4-1）のとおりである。

図表Ⅱ-1-4-1 我が国の周波数帯ごとの主な用途と電波の特徴
降雨で弱められる

UHF

FM放送（コミュニティ放送）、防災行政無線、消防無線、
警察無線、列車無線、航空管制通信、簡易無線、
アマチュア無線、コードレス電話

VHF
短波放送、船舶・航空通信、アマチュア無線

短波

携帯電話、ローカル5G、衛星通信、衛星放送、
固定間通信、放送番組中継、レーダー、
電波天文･宇宙研究、無線LAN（5/6GHz帯）、
無線アクセスシステム、ETC、ISM機器

マイクロ波
中波放送（AMラジオ）、船舶・航空通信、
アマチュア無線

中波

衛星通信、レーダー、
簡易無線、電波天文

ミリ波
標準電波、
航空機用ビーコン

長波

波長
周波数

超長波
VLF

長　波
LF

中　波
MF

短波
HF

超短波
VHF

極超短波
UHF

マイクロ波
SHF

ミリ波
EHF

サブミリ波

10km
30kHz

（3万ヘルツ）

1km
300kHz

（30万ヘルツ）

100m
3MHz

（300万ヘルツ）

10m
30MHz

（3千万ヘルツ）

1m
300MHz

（3億ヘルツ）

10cm
3GHz

（30億ヘルツ）

1cm
30GHz

（300億ヘルツ）

1mm
300GHz

（3千億ヘルツ）

0.1mm
3000GHz

（3兆ヘルツ）

100km
3kHz

（3千ヘルツ）

利用技術の難易度
伝送できる情報量
電波の伝わり方

難しい

大きい

直進する

国際電気通信連合（ITU）による周波数の国際分配の決定（無線通信規則等）
↓

国際分配に基づく国内分配の決定（総務省・周波数割当計画等）

主な利用例

小さい

障害物の後ろに回り込む

易しい

TV放送、携帯電話、PHS、防災行政無線、警察無線、
移動体衛星通信、MCAシステム、タクシー無線、簡易無線、
レーダー、アマチュア無線、無線LAN（2.4GHz帯）、
コードレス電話、電子タグ、ISM機器

周波数帯 波長 特徴
超長波 10～100km 地表面に沿って伝わり低い山をも越えることができる。また、水中でも伝わるため、海底探査にも応用できる。
長波 1～10km 非常に遠くまで伝わることができる。電波時計等に時間と周波数標準を知らせるための標準周波数局に利用されている。
中波 100～1000m 約100kmの高度に形成される電離層のE層に反射して伝わることができる。主にラジオ放送用として利用されている。

短波 10～100m 約200～400kmの高度に形成される電離層のF層に反射して、地表との反射を繰り返しながら地球の裏側まで伝わっていく
ことができる。遠洋の船舶通信、国際線航空機用の通信、国際放送及びアマチュア無線に広く利用されている。

超短波 1～10m 直進性があり、電離層で反射しにくい性質もあるが、山や建物の陰にもある程度回り込んで伝わることができる。防災無線や
消防無線など多種多様な移動通信に幅広く利用されている。

極超短波 10cm～1m 超短波に比べて直進性が更に強くなるが、多少の山や建物の陰には回り込んで伝わることもできる。携帯電話を初めとした多
種多様な移動通信システムを中心に、デジタルテレビ放送、空港監視レーダーや電子レンジ等に幅広く利用されている。

マイクロ波 1～10cm 直進性が強い性質を持つため、特定の方向に向けて発射するのに適している。主に固定の中継回線、衛星通信、衛星放送や無
線LANに利用されている。

ミリ波 1mm～10mm
マイクロ波と同様に強い直進性があり、非常に大きな情報量を伝送することができるが、悪天候時には雨や霧による影響を強
く受けてあまり遠くへ伝わることができない。このため、比較的短距離の無線アクセス通信や画像伝送システム、簡易無線、
自動車衝突防止レーダー等に利用されている他、電波望遠鏡による天文観測が行われている。

サブミリ波 0.1mm～1mm 光に近い性質を持った電波。通信用としてはほとんど利用されていないが、一方では、ミリ波と同様に電波望遠鏡による天文
観測が行われている。

＊1	 周波数割当計画：https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/freq/search/share/index.htm

第第11章章 ICT市場の動向ICT市場の動向
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 2 2	 無線局数の推移	 無線局数の推移
2024年度末における無線局数（無線LAN端末等の免許を要しない無線局を除く。）は、3億6,230

万局（対前年度比12.6%増）である。そのうち携帯電話端末等の陸上移動局は3億2,876万局（対前
年度比3.3%増）となっており、総無線局数に占める携帯電話端末等の陸上移動局の割合は、90.7%と
なっており、前年と比較すると減少しているものの、依然として高い水準になっている。

割合が減少した要因は、その他の無線局数が大きく増加（2023年度末の58万局から2024年度末の
3,057万局）したことであり、特に、衛星ダイレクト通信サービスの提供が開始されたことによる携帯
移動地球局の増加の影響が大きく、携帯移動地球局は2023年度末から3,003万局（2023年度末の14
万局から2024年度末の3,017万局）増加している。

また、簡易無線局も153万局（対前年度比2.2%増）に増加している（図表Ⅱ-1-4-2）。

図表Ⅱ-1-4-2 無線局数の推移

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
その他 50 50 55 49 49 55 59 61 51 55 58 3,057
基地局 68 71 70 73 125 132 117 95 108 112 110 109
簡易無線局※2 90 97 105 112 118 125 132 137 142 143 150 153
アマチュア局 44 44 44 43 43 41 40 39 38 37 36 34
陸上移動局※1 15,472 17,493 19,711 21,457 23,109 24,748 26,278 27,379 28,859 30,219 31,811 32,876
陸上移動局の割合 98.4 98.5 98.6 98.7 98.6 98.6 98.7 98.8 98.8 98.9 98.9 90.7

98.498.4 98.598.5 98.698.6 98.798.7 98.698.6 98.698.6 98.798.7 98.898.8 98.898.8 98.998.9 98.998.9

90.790.7
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※1	 陸上移動局：陸上を移動中又はその特定しない地域に停止中運用する無線局（携帯電話端末等）。
※2	 簡易無線局：簡易な無線通信を行う無線局。

 3 3	 電波監視による重要無線通信妨害等の排除	 電波監視による重要無線通信妨害等の排除
総務省は、全国の主要都市の鉄塔やビルの屋上などに設置したセンサ局施設や不法無線局探索車など

により、消防・救急無線、航空・海上無線、携帯電話などの重要無線通信を妨害する電波の発射源の探
査、不法無線局の取締りなどのほか、電波の利用環境を乱す不法無線局などの電波の発射源を探知する
施設として「DEURAS（DEtect Unlicensed RAdio Stations：デューラス）」を整備し、電波の監視
業務を実施している＊2。

2024年度の混信・妨害申告などの件数は1,847件で前年度に比べ484件減（20.8%減）、そのうち、
重要無線通信妨害の件数は355件で前年度に比べ36件減（9.2%減）である。こうした混信・妨害申
告の2024年度の措置件数は前年度までの未措置分を含めて2,057件となっている（図表Ⅱ-1-4-3）。

＊2	 重要無線通信の妨害については、2010年度に妨害の申告に対する24時間受付体制を構築し、その迅速な排除に取り組んでいる。また、短波
帯電波監視や宇宙電波監視についても国際電気通信連合（ITU）に登録した国際電波監視施設としてその役割を担っている。
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また、2024年度の不法無線局の出現件数は3,926件で前年度に比べ94件増（2.5％増）となってい
る。2024年度の措置件数は前年度までの未措置分を含めて1,315件で前年度に比べ433件増（49.1%
増）であり、措置件数全体に対する内訳は告発41件（3.1％）、指導1,274件（96.9％）となっている

（図表Ⅱ-1-4-4）。

図表Ⅱ-1-4-3 無線局への混信・妨害申告件数及び措置件数の推移

その他
重要無線通信妨害
混信申告の措置件数

0
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1,000
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2,000
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

（件数）

（年度）

混信・妨害申告件数 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
重要無線通信妨害 532 605 771 676 603 522 412 461 429 298 385 391 355
その他 1,826 1,740 1,995 1,821 1,811 1,727 1,401 1,425 1,610 2,121 2,047 1,940 1,492
合計 2,358 2,345 2,766 2,497 2,414 2,249 1,813 1,886 2,039 2,419 2,432 2,331 1,847
混信・妨害申告の措置件数
混信申告の措置件数 2,389 2,346 2,667 2,348 2,414 2,310 1,946 1,850 2,198 2,434 2,466 2,468 2,057

図表Ⅱ-1-4-4 不法無線局の出現件数及び措置件数の推移

不法パーソナル無線局
不法アマチュア局
不法市民ラジオ
その他
不法無線局の措置件数合計

0
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2,000
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4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

（件数）

（年度）

不法無線局の出現件数 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

出現件数

不法パーソナル無線局 2,788 865 784 265 245 99 40 28 25 32 3 7 9
不法アマチュア局 1,803 2,225 1,592 1,291 1,229 1,749 1,253 1,739 2,959 2,126 1,831 2,028 1,500
不法市民ラジオ 342 642 404 375 478 414 443 477 2,594 5,035 958 472 269

その他 3,648 3,369 4,541 3,221 2,489 2,508 2,958 4,293 1,187 1,341 1,689 1,325 2,148
合計 8,581 7,101 7,321 5,152 4,441 4,770 4,694 6,537 6,765 8,534 4,481 3,832 3,926

不法無線局の措置件数

措置件数
告発 231 228 215 230 168 168 208 189 62 49 94 63 41
指導 3,038 1,764 1,465 2,156 1,196 1,300 1,136 1,058 581 752 1,004 819 1,274
合計 3,269 1,992 1,680 2,386 1,364 1,468 1,344 1,247 643 801 1,098 882 1,315
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第5節 国内外における ICT機器・端末関連の動向
 1 1	 国内外のICT機器市場の動向	 国内外のICT機器市場の動向
	 市場規模

世界のネットワーク機器の出荷額は、2017年以降増加傾向にあるが、2024年は1,077億ドル（前
年比10.1％減）となった（図表Ⅱ-1-5-1）。内訳をみると、携帯基地局と企業向けスイッチが中心と
なっている。

日本のネットワーク機器の生産額は、2000年代前半から減少傾向で推移していたが、2018年以降
は緩やかに増加した。その後、2021年に再び減少に転じたが、2024年は増加して6,616億円となっ
た（図表Ⅱ-1-5-2）。内訳をみると、固定電話から携帯電話・IP電話への移行に伴って電話応用装
置＊1、交換機などが減少しており、現在は無線応用装置＊2、搬送装置＊3及びその他の無線通信機器＊4の規
模が大きい。また、基地局通信装置は増減の波が大きく、4G向けの投資が一巡した2016年以降は低
迷が続いていたが、2020年から増加に転じた後に2022年以降は減少が続いている。IP通信に使用さ
れるネットワーク接続機器＊5は2019年から増加に転じたが、2021年から2022年は減少した。その後、
2023年でいったん増加したが2024年は減少した。

図表Ⅱ-1-5-1 世界のネットワーク機器出荷額の推移

小型基地局（屋内用のみ）
携帯基地局FTTH機器
ブロードバンドCPE※NWバックボーン機器（光伝送機器）
企業向けスイッチ企業向けルーター

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

（億ドル）

（年）

※	xDSL（ADSL、VDSL、G.fast等）及びケーブルネットワークによりブ
ロードバンド通信を行うための、顧客向け設備。

（出典）Omdia

図表Ⅱ-1-5-2 日本のネットワーク機器生産額の推移
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（出典）経済産業省「生産動態統計調査機械統計編」＊6

	 機器別の市場動向
ア　5G基地局

2024年の世界の5G基地局（マクロセル）の市場規模（出荷額）は249億ドル（前年比15.2％減）
となり、日本では17億ドル（前年比25.7％減）となった（図表Ⅱ-1-5-3）。両市場ともにピークアウ
トが見られるものの、引き続き高水準を維持するものとみられる。また、2024年の世界の5G基地局

（マクロセル）のシェア（出荷額）は、首位がHuawei（31.0％）、2位がEricsson（26.6％）、3位が

＊1	 ボタン電話装置、インターホン。
＊2	 船舶用・航空用レーダー、無線位置測定装置、テレメータ・テレコントロールなど。
＊3	 デジタル伝送装置、電力線搬送装置、CATV搬送装置、光伝送装置など。
＊4	 衛星系・地上系固定通信装置、船舶用・航空機用通信装置、トランシーバなど。
＊5	 ルーター、ハブ、ゲートウェイなど。
＊6	 https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/seidou/index.html

1

2
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ICT市場の動向ICT市場の動向

Nokia（18.1%）であった。このように、5G基地局（マクロセル）の市場（出荷額）では、海外の主
要企業が高いシェアを占め、日本企業の国際競争力は低い状況にある。

他方で、日本企業は、携帯基地局やスマートフォンなどに組み込まれている電子部品市場（売上高）
では、2023年時点で世界の33％のシェアを占めると見込まれており、Beyond 5Gに向けた潜在的な
競争力は有していると考えられる（図表Ⅱ-1-5-4）。

図表Ⅱ-1-5-3 日本の5G基地局（マクロセル）の市場規模（出荷額）
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（出典）Omdia

図表Ⅱ-1-5-4 世界の電子部品市場（売上高）のシェア（2023年）

2023年
29.6兆円

日本企業日本企業
33%

海外企業海外企業
67%

（出典）Omdia

関連データ 世界の5G基地局（マクロセル）のシェア	
（出荷額）

URL：	https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00197（データ集）

関連データ 世界の5G基地局（マクロセル）の市場規模
（出荷額）

URL：	https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00196（データ集）

イ　マクロセル基地局（5G含む）
2024年の世界市場の出荷金額ベースのシェアは、首位がHuawei（34.2％）、2位がEricsson

（25.7％）、3位がNokia（17.6％）となっており、日本企業は合計で1.4%を占めている（図表Ⅱ-1-5-
5）。
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図表Ⅱ-1-5-5 世界のマクロセル基地局市場のシェア（2024年・出荷額）

Huawei
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Samsung
4.8%

日本企業合計
1.4% その他

5.0%

2024年
351.2億ドル

（出典）Omdia

ウ　企業向けルーター
2024年の世界市場の出荷金額ベースのシェアは、首位がCisco（62.6％）、2位がH3C（10.2％）、

3位がHuawei （8.7％）となっている。
2024年の日本市場の出荷金額ベースのシェアは、首位がCisco（35.0％）、2位がNEC（27.5％）、

3位がYamaha（23.5％）となっている。

関連データ 日本の企業向けルーター市場のシェア
URL：	https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00200（データ集）

関連データ 世界の企業向けルーター市場のシェア
URL：	https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00199（データ集）

 2 2	 国内外のICT端末市場の動向	 国内外のICT端末市場の動向
	 市場規模

世界の情報端末の出荷額は、2024年は6,007億ドル（前年比6.9％増）となった（図表Ⅱ-1-5-6）。
内訳をみると、スマートフォンとPCが中心となっている。

日本の情報端末の生産額は、2000年代に比べると大きく減少している。2020年以降は1兆円前後で
横ばいの推移となっており、2024年は1兆920億円であった（図表Ⅱ-1-5-7）。内訳をみると、携帯電
話・PHS＊7が2010年代中盤までは大きかったが、その後縮小し、現在はデスクトップ型PC、ノート
型PC、情報端末＊8が中心となっている。

＊7	 2019年以降は、携帯電話・PHSの生産額は非公表となったため、無線通信機器（衛星通信装置を含む）から放送装置、固定通信装置（衛星・
地上系）、その他の陸上移動通信装置、海上・航空移動通信装置、基地局通信装置、その他の無線通信装置、無線応用装置を引いた値を使用し
ている。また、2022年から無線通信機器（衛星通信装置を含む。）の生産額が非公表となったためゼロとなっている。

＊8	 外部記憶装置、プリンタ、モニターなど。情報キオスク端末装置は非公表の年があるため、それを除いた値を使用。

1
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図表Ⅱ-1-5-6 世界の情報端末出荷額の推移
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※	タブレットは2017年から集計
（出典）Omdia

図表Ⅱ-1-5-7 日本の情報端末生産額の推移
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（出典）経済産業省「生産動態統計調査機械統計編」＊9

	 端末別の市場動向
ア　スマートフォン（5G対応）

世界の5G対応スマートフォンの出荷台数は、2022年は9憶3,853万台であり、スマートフォン全
体（13億1,802万台）の71％を占めている。5G対応スマートフォンの出荷台数は今後も拡大するこ
とが見込まれ、2030年には15億6,941万台まで拡大すると予測されている（図表Ⅱ-1-5-8）。

5G対応スマートフォンの国内出荷台数は2023年度で2,505万台（前年度比12.4％減）となった
（図表Ⅱ-1-5-9）。

図表Ⅱ-1-5-8 世界のスマートフォン・5Gスマートフォンの出荷台数推移と予測

スマートフォン出荷台数 5Gスマートフォン出荷台数

1,318,020
1,226,290 1,214,460 1,263,505

1,325,970
1,390,900

1,457,270
1,529,600 1,584,110

938,530
997,200 1,062,350

1,151,105
1,247,490

1,353,660
1,436,470

1,514,500 1,569,410

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2022 2023
（見込）

2024
（予測）

2025
（予測）

2026
（予測）

2027
（予測）

2028
（予測）

2029
（予測）

2030
（予測）

（1,000台）

（年）

※1	 メーカー出荷台数ベース
※2	 5Gスマートフォン出荷台数はスマートフォン世界出荷台数の内数
※3	 2023年は見込値、2024年以降は予測値

（出典）株式会社矢野経済研究所「世界の携帯電話契約サービス数・スマートフォン出荷台数調査（2023年）」（2024年3月27日発表）

＊9	 https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/seidou/index.html
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図表Ⅱ-1-5-9 日本の5G対応スマートフォンの出荷台数
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（万台）
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（年度）

（出典）CIAJ「通信機器中期需要予測［2024年度～2029年度］」

イ　4K・8Kテレビ
国内の4K対応テレビ（50型以上）の2023年

の出荷台数は243万台（前年比10.3％減）、新
4K8K衛星放送対応テレビの2023年の出荷台数は
257万台（前年比10.4％減）であり、双方とも出
荷台数に落ち着きがみられる（図表Ⅱ-1-5-10）。

ウ　VR・AR
世界のVRヘッドセットの出荷台数は、2019年以降増加していたが、2023年以降減少に転じ、

2024年は690万台（前年比9.9％減）となっている。
日本におけるXR（「VR（Virtual Reality 仮想現実）」、「AR（Augmented Reality 拡張現実）」、

「MR（Mixed Reality 複合現実）」）対応のHMDとスマートグラスの出荷台数は、2022年に38万台
だったものが2025年には102万台まで増加すると予測されている。

関連データ 日本のXR（VR・AR・MR）対応のHMDと
スマートグラスの出荷台数予測

URL：	https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00207（データ集）

関連データ 世界のVRヘッドセットの出荷台数の推移及
び予測

URL：	https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00206（データ集）

 3 3	 各国におけるICT機器・端末の輸出入の動向	 各国におけるICT機器・端末の輸出入の動向
各国におけるICT機器・端末＊10の輸出入については、国際連合貿易開発会議（以下「UNCTAD」）

「UNCTAD STAT」によると＊11、日本では2010年以降輸入超過が続いており、2023年は、輸出額は

＊10	 電子計算機、通信機、消費者向けの電気機器、電子部品等
＊11	 集計対象等の違いにより、第Ⅱ部第1章第1節4「ICT分野の輸出入」に記載している財務省「貿易統計」に基づくICT財の輸出額、輸入

額、輸出入額とは必ずしも額が一致しないことに留意が必要。

図表Ⅱ-1-5-10 日本の4K・8K対応テレビの出荷台数
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（出典）JEITA「民生用電子機器国内出荷統計」
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549億ドル（前年比9.9％減）、輸入額は943億ドル（前年比6.9％減）で、394億ドルの輸入超過（前
年比2.4％減）となっている。また、2023年には、米国では2,272億ドルの輸入超過（前年比17.7％
減）、中国では2,069億ドルの輸出超過（前年比2.6％減）となっている（図表Ⅱ-1-5-11）。

図表Ⅱ-1-5-11 各国のICT機器・端末の輸出超過額の推移
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（出典）UNCTAD「UNCTAD STAT」＊12

関連データ 各国のICT機器・端末の輸入額の推移
URL：	https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00210（データ集）

関連データ 各国のICT機器・端末の輸出額の推移
URL：	https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00209（データ集）

 4 4	 半導体	 半導体＊13＊13市場の動向市場の動向
世界の半導体市場（出荷額）は、2024年には906億ドル（前年比4.7％減）となった。内訳をみる

と、ディスクリート半導体が最も多い。2013年からの伸び率が最も高い画像センサーについては日本
企業（ソニーセミコンダクタソリューションズ）が51.1%のシェアを占めている。

日本の半導体市場（出荷額）は、2018年から減少していたものの2021年から増加に転じたが、
2023年に再び減少に転じ、2024年には66億ドル（前年比6.5％減）となった。内訳をみると、世界
市場と同様に、ディスクリート半導体が最も多い。

関連データ 世界の画像センサー市場のシェア	
（2024年・出荷額）

URL：	https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00212（データ集）

関連データ 世界の半導体市場（出荷額）の推移
URL：	https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00211（データ集）

関連データ 日本の半導体市場（出荷額）の推移
URL：	https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00213（データ集）

＊12	 https://unctadstat.unctad.org/EN/Index.html
＊13	 本項では、デジタルトランスフォーメーション（DX）で導入が進むIoTやAIを実装した電子機器においてキーデバイスとして位置付けら

れる、画像センサ、MCU、MEMSセンサ及び不可欠な電源に使われるディスクリート半導体を指す。
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第6節 プラットフォームの動向
 1 1	 市場動向	 市場動向

ICT関連市場における主要プレイヤーを時価総額に基づいて、2024年3月時点と2025年3月時点
を比較すると、AppleがMicrosoftを抜き首位となった。引き続き米国GAFAMが上位となっている
中、好調な業績に加えて生成AI向けの半導体需要拡大が好感され、NVIDIAが2位に浮上している。
2024年は11位だったSamsung Electronics（韓国）は15位圏外となり、その一方でメディア・ソフ
トウェア関連企業が株式市場での評価を向上させている（図表Ⅱ-1-6-1）。

図表Ⅱ-1-6-1 世界のICT市場における時価総額上位15社の変遷
2025年

社名 主な業態 国・地域 時価総額（億ドル）

↑ Apple ハード、ソフト、
サービス 米国 33,610

↑ NVIDIA 半導体 米国 29,450

↓ Microsoft クラウドサービス 米国 29,380

Amazon.com クラウドサービス、
eコマース 米国 21,800

Alphabet/Google 検索エンジン 米国 20,790

Meta Platforms/
Facebook SNS 米国 15,870

↑ Broadcom ハード、半導体 米国 8,850

↓
Taiwan 
Semiconductor 
Manufacturing

半導体 台湾 7,760

Visa 決済 米国 6,730

↑ Tencent SNS 中国 5,860

↓ Mastercard 決済 米国 4,970

Oracle クラウドサービス 米国 4,320

new Netflix メディア 米国 4,270

new SAP ソフト ドイツ 3,270

new Alibaba eコマース 中国 3,150

2024年

社名 主な業態 国・地域 時価総額（億ドル）
Microsoft クラウドサービス 米国 31,420

Apple ハード、ソフト、
サービス 米国 26,380

NVIDIA 半導体 米国 23,750

Amazon.com クラウドサービス、
eコマース 米国 18,670

Alphabet/Google 検索エンジン 米国 18,660
Meta Platforms/
Facebook SNS 米国 12,820

Taiwan 
Semiconductor 
Manufacturing

半導体 台湾 6,350

Broadcom ハード、半導体 米国 6,260
Visa 決済 米国 5,650
Mastercard 決済 米国 4,440
Samsung 
Electronics ハード 韓国 3,960

Oracle クラウドサービス 米国 3,470
Tencent SNS 中国 3,440
Salesforce クラウドサービス 米国 2,970
Advanced Micro 
Devices（AMD） 半導体 米国 2,890

※ 2024年は2024年3月27日時点、2025年は2025年3月27日時点
（出典）Wright Investors’ Service, Incより取得＊1

世界を代表する米中の主なプラットフォーム事業者の売上高の推移をみると、多くの企業は引き続き
売上高が拡大しているものの、AppleやAlibaba、Baiduは伸び悩みがみられる（図表Ⅱ-1-6-2）。

＊1	 https://www.corporateinformation.com/#/tophundred

第第11章章 ICT市場の動向ICT市場の動向
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ICT市場の動向ICT市場の動向

図表Ⅱ-1-6-2 米中のプラットフォーム事業者の売上高の推移
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※ 日本企業、中国企業については、各年の平均レートを用いてドルに変換している。また、日本企業については年度の決算値を用いている。
（出典）Statistaデータ、各社決算情報を基に作成

 2 2	 主要なプラットフォーム事業者の動向	 主要なプラットフォーム事業者の動向
米中の主要なプラットフォーム事業者は、それぞれの強みを活かし、生成AIを活用したサービスの

強化を図っている。特に生成AIに関する開発については、複数のプラットフォーム事業者が力を入れ
ており、今後様々な場面で生成AIが活用されることが見込まれる（図表Ⅱ-1-6-3）。

図表Ⅱ-1-6-3 米中の主要なプラットフォーム事業者の動向
＜米国＞
主要分野 企業 事業概括・領域 新たに注力している分野・ビジネス

広告・検索 Alphabet
（Google）

世界最大の検索エンジンサービスを提供しており、検索
広告を中心にクラウド、端末など巨大な経済圏を展開

生成AIを活用した検索エンジンサービスの強化を図っている他、
ロボットなど物理世界におけるAI活用もこれから注力していく
ものとみられる。

電子商取引 Amazon 世界最大級のeコマース事業者で、クラウドサービス
（AWS）を中心に巨大な経済圏を展開

AWSでの生成AI関連サービスの他、独自の生成AIモデルも発
表しており、生成AI関連の取組を強化している。

SNS・アプリ Meta
（Facebook）

世界最大級のSNSサービスを提供しており、2021年に
社名をメタ・プラットフォームズに変更し、メタバース
事業への取組を推進

生成AIアシスタントの「Meta AI」と大規模言語モデルの
「Llama」の開発に注力するとともに、データセンターや海底
ケーブルといったAIインフラにも注力している。

通信機器・端末 Apple 世界最大のネット・デジタル家電の製造小売であり、
iPhoneなどの端末を核とした巨大な経済圏を展開

iPhoneを中核に据えたビジネスを拡大しており、小規模言語
モデル（SLM）を用いたオンデバイス生成AIに注力している。

端末・クラウド Microsoft
世界最大級のソフトウェアベンダーであり、Windows
やOfficeなどのソフトウェアやクラウドサービスを中心
に巨大な経済圏を展開

OpenAI社と連携した生成AIの活用に力を入れている中、業務
ソフト用の生成AIモデルは自社で開発することを表明しており、
今後の動向が注目される。

＜中国＞
主要分野 企業 事業概括・領域 新たに注力している分野・ビジネス

広告・検索 Baidu
中国最大の検索エンジン事業者で、検索サービスで得ら
れた豊富なデータでAIの技術開発を進め、様々な業界と
の連携に注力し、自動運転にも事業展開

生成AIサービス「文心一言」を公開し、2024年11月にユー
ザ数4.3億で国内LLM利用率1位。AI AgentBuilderも提供す
るなどAI事業に注力している。

電子商取引 Alibaba
世界最大の流通総額を持つeコマース事業者で、データ
テクノロジーを駆使し、マーケティングから物流、決済
に至るまでのサービスを提供し、クラウドにも展開

AI駆動事業戦略を推進しており、AIインフラへの投資を増やし、
産業向けLLMに注力するほか、企業のDX向けAI Agentにも
注力している。

SNS・アプリ Tencent
中国最大のSNSアプリプラットフォーマで、「WeChat」
を基盤に決済、ゲーム等を提供し、巨大のデジタルエコ
システムを構築

2024年にAIチームを再編し、自社AIモデル「混元」の研究開
発に注力するとともに、DeepSeekなど他社モデルも自社SNS
に導入し、使いやすさを向上させている。

通信機器・端末 Huawei
世界的な通信機器ベンダーで、ICTインフラ、デバイス、
クラウドサービス、デジタルエネルギー、自動車ソリュー
ションなどの事業を展開

2024年に世界初三つ折りスマートフォンを発売し注目を集め、
引き続きデバイス事業に注力するとともに、黒字化した自動車
事業とエネルギー事業にも注力している。

（出典）各社公表資料を基に作成

関連データ 米中の主要プラットフォーマーの事業別売上高
URL： https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00236（データ集）
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第7節  ICTサービス及びコンテンツ・ 
アプリケーションサービス市場の動向

 1 1 SNS SNS
世界のソーシャルメディア利用者数＊1は、2024年の41.1億人から2029年には58.7億人に増加する

と予測されている。テキストによるコミュニケーション用途だけではなく、ショート動画の視聴といっ
た用途での利用も増えている。（図表Ⅱ-1-7-1）。

図表Ⅱ-1-7-1 世界のソーシャルメディア利用者数の推移及び予測
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（出典）Statista（2025年2月1日取得データ）を基に作成＊2

 2 2 EC EC
世界のEC市場の売上高は、引き続き増加傾向で推移し、2024年の7.2兆ドルから2028年には10.4

兆ドルまで拡大すると予測されている。国別の2024年から2029年までの年平均成長率は、トルコ、
ブラジル、インド、メキシコ等が高い一方、日本、米国、ドイツ等は世界平均を下回るものと予測され
ており、韓国は特に低い成長率になると予測されている。

関連データ 各国のEC市場の成長率（2024年～2029年）
URL：�https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00239（データ集）

関連データ 世界のEC市場の売上高の推移及び予測
URL：�https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00238（データ集）

 3 3	 検索サービス	 検索サービス
デスクトップの検索サービスの世界市場はGoogleが高いシェアを誇っているものの、近年は徐々に

低下し2024年12月時点では79.1％となっている。一方、Bingのシェアが拡大傾向であり、2024年
12月時点では11.9％と二桁のシェアまで拡大している。Microsoft社のブラウザ「Edge」がデフォル
トの検索サービスとしてBingを設定しており、これもBingのシェア拡大に貢献していると考えられる。

日本では、2024年12月時点のパソコン、スマートフォン並びにタブレットにおいて、いずれも
Googleが7割以上を占め最も高いシェアを誇る。また、パソコンではBingのシェアが12％程度、ス
マートフォンやタブレットではYahoo!のシェアが1％未満となるなど、端末毎の傾向の差も見られる。

＊1	 ソーシャルメディアサイトやアプリケーションを月1回以上利用する人
＊2	 https://www.statista.com/forecasts/1146659/social-media-users-in-the-world
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ICT市場の動向ICT市場の動向

関連データ 世界における検索サービスのシェア（デスクトップ）の推移
URL：�https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00242（データ集）

関連データ 世界における検索サービスのシェア（モバイル）の推移
URL：�https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00243（データ集）

関連データ 日本における検索サービスのシェア
URL：�https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00244（データ集）

 4 4	 動画配信・音楽配信・電子書籍	 動画配信・音楽配信・電子書籍
世界の動画配信・音楽配信・電子書籍市場は、定額制サービスの普及や新型コロナウイルス感染症の

感染拡大に伴う在宅時間の増加などにより取り込んだ需要を維持・拡大しており、2024年には合計で
1,803億ドル（前年比12.1％増）となっている。

関連データ 世界の動画配信・音楽配信・電子書籍の市場規模の推移及び予測
URL：�https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00245（データ集）

また、2024年の日本の動画配信市場は5,930億円（前年比3.3％増）、音楽配信市場は1,233億円
（前年比5.8%増）、電子書籍市場は5,660億円（前年比5.8％増）となっており（図表Ⅱ-1-7-2）、世界
の動向と同じく、いずれの市場も成長している。

図表Ⅱ-1-7-2 日本の動画配信・音楽配信・電子書籍の市場規模の推移
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（出典）GEM Partners「動画配信（VOD）市場5年間予測（2025-2029年）レポート」＊3、一般社団法人日本レコード協会「日本のレコード産業2025」＊4、 
全国出版協会・出版科学研究所（2025）「季刊 出版指標 2025年冬号」＊5を基に作成。

＊3	 https://www.gem-standard.com/columns/1029
＊4	 https://www.riaj.or.jp/f/pdf/issue/industry/RIAJ2025.pdf
＊5	 https://shuppankagaku.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%AA%E

3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B92501.pdf
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 5 5	 ICTサービス及びコンテンツ・アプリケーションサービス市場の新たな潮流	 ICTサービス及びコンテンツ・アプリケーションサービス市場の新たな潮流
	 自動運転

自動運転については、地方自治体や民間企業による社会実装及び大学や民間企業における研究開発に
より、レベル4（特定条件下における完全自動運転）の実現に向けた取組が進んでいる。AI技術を用
いる仕組みへとシフトしつつあるとともに、詳細なルールが記述できる従来のロボット工学的なアプ
ローチを統合したハイブリッドフレームワークの開発も進んでいる＊6。

世界の自動運転の市場規模は、2024年に400億ドルを超え、2029年には約1,100億ドルの規模に
達すると予測されている（図表Ⅱ-1-7-3）。

図表Ⅱ-1-7-3 世界の自動運転の市場規模
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（出典）BNP Paribas（Statistaより引用（2025年3月12日取得データ））を基に作成＊7

	 メタバース
世界のメタバース市場は、2024年の744億ドルから2030年には5,078億ドルまで拡大すると予測

されている（図表Ⅱ-1-7-4）。内訳はメタバース内でのeコマースが最も大きく、次いでゲーム、ヘル
ス＆フィットネスとなっている。市場を牽引するのは、メタバースを楽しむためのハードウェアではな
く、主に消費者向けのメタバースサービスだといえる。

日本のメタバース市場（メタバースプラットフォーム、コンテンツ、インフラ、メタバースサービス
で利用されるXR（VR、AR、MR）機器の合計＊8）は、2024年度に2,750億円（前年度比47.6％増）
となる見込みで、2028年度には1兆8,700億円まで拡大すると予測されている（図表Ⅱ-1-7-5）。今後
は、XRデバイスの進展やAI技術の発展、メタバースの認知向上などによって市場が拡大することが期
待される。

＊6	 https://tier4.jp/media/detail/?sys_id=6UQblxseKbqGhwFOd0573W&category=NEWS
＊7	 https://www.statista.com/statistics/428692/projected-size-of-global-autonomous-vehicle-market-by-vehicle-type/
＊8	 プラットフォーム、コンテンツ、インフラは事業者売上高ベース、XRデバイスは販売価格ベースで算出している。

1

2
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図表Ⅱ-1-7-4 世界のメタバース市場規模の推移と予測
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（出典）Statista（2025年2月1日取得データ）を基に作成＊9

図表Ⅱ-1-7-5 日本のメタバース市場規模（売上高）の推移と予測
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※1� 市場規模はメタバースプラットフォーム、コンテンツ、インフラ等、メタバースサービスで利用されるXR（VR/AR/MR）機器の合算値。プラットフォー
ム、コンテンツ、インフラ等は事業者売上高ベース、XR機器は販売価格ベースで算出している。

※2� エンタープライズ（法人向け）メタバースとコンシューマ向けメタバースを対象とし、ゲーム専業のメタバースサービスを対象外とする。
（出典）株式会社矢野経済研究所「メタバースの国内市場動向調査（2024年）」（2024年12月9日発表）

	 ロボット
ロボットは、多種多様な種類があり、産業、家庭、医療、エンタメ等様々な分野で利用されている。

特にAI技術の応用により、更に高度なロボットの登場が期待されている。
世界のロボット市場は、2022年に341億ドルであったが2028年には、451億ドルに増加すると予

測され、2022年から2028年の年平均成長率（CAGR）は4.8％である。内訳をみると、サービスロ
ボットは2022年に257億ドルから2028年には347億ドル（CAGRは5.1％）、産業用ロボットは
2022年の83億ドルから2028年には104億ドル（同3.8％）に増加する見込みである。2016年からの
市場規模の推移をみると、サービス用ロボットが市場全体の成長を牽引しているといえる（図表Ⅱ-1-
7-6）。

＊9	 https://www.statista.com/outlook/amo/metaverse/worldwide

３
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図表Ⅱ-1-7-6 世界のロボット市場規模の推移及び予測

サービスロボット
産業用ロボット

0

5

10

15

20

25

40

45

50

30

35

（10億ドル）

予測値

（年）2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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10.13 9.86 9.56 9.02 8.11 10.40 8.33 8.88 9.31 9.64 9.92 10.17 10.41

（出典）Statista（2025年3月12日取得データ）を基に作成＊10

＊10	 https://www.statista.com/forecasts/1384829/global-robotics-revenue-by-category
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第8節 データセンター市場及びクラウドサービス市場の動向
 1 1	 データセンター	 データセンター

世界各国のデータセンター数は、米国が圧倒的に多く、2025年3月時点で5,426となっている。2
位以下15カ国を合計しても3,975であり、米国に集中している。日本は222と米国の4％程度となっ
ている。

世界のデータセンター市場（売上高）は、2024年に4,161億ドルと見込まれ、2029年には6,241
億ドルまで拡大すると予測されている。そのうち、約半分がネットワークインフラに関連する機器や
サービスとなっている（図表Ⅱ-1-8-1）。

日本のデータセンターサービスの市場規模（売上高）は、2023年に2兆7,361億円であり、2028年
に5兆812億円に達すると見込まれる（図表Ⅱ-1-8-2）。

図表Ⅱ-1-8-1 世界のデータセンター市場規模（売上高）の推移及び予測
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（出典）Statista Market Insights（2025年2月1日取得データ）を基に作成＊1

図表Ⅱ-1-8-2 日本のデータセンターサービス市場規模（売上高）の推移及び予測

※	2023年は実績、2024年以降は予測
（出典）IDC Japan, 2024年10月 「国内データセンターサービス市場予測、2024年～2028年」（JPJ51508524）

＊1	 https://www.statista.com/forecasts/1441973/revenue-data-center-market-for-different-segments-worldwide
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関連データ 国・地域別のデータセンター数
URL：	https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00261（データ集）

関連データ 国別のデータセンター市場（売上高）の推移
と予測

URL：	https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00260（データ集）

 2 2	 クラウドサービス	 クラウドサービス
世界のパブリッククラウドサービスの売上高は

2024年に7,733億ドル（前年比22.4%増）まで増
加すると見込まれている。要因としては、ビジネ
スを展開する上でクラウドが不可欠なものになっ
ていることに加え、企業の柔軟性と拡張性への志
向の高まりが挙げられる。また、生成AIの基盤モ
デル作成や関連アプリケーションの利用が拡大し
ていることも市場の成長を後押ししている（図表
Ⅱ-1-8-3）。世界のクラウドインフラサービス＊2へ
の支出額のシェアは引き続きAmazon、Microsoft、
Googleの順に大きく、2024年第2四半期時点で
Amazonは お よ そ32%、Microsoftは23％、
Googleは12%となっている。近年はMicrosoftと
Googleのシェアが拡大傾向であるが、市場は依然
として、大手3社のクラウドサービスが大きなシェアを有している（図表Ⅱ-1-8-4）。

図表Ⅱ-1-8-4 世界のクラウドインフラサービス市場のシェアの推移

（年）

（出典）Synergy 「Cloud Market Growth Stays Strong in Q2 While Amazon, Google and Oracle Nudge Higher」＊4

＊2	 IaaS、PaaS、ホスティング型プライベートクラウドの合計
＊3	 https://www.statista.com/outlook/tmo/public-cloud/worldwide
＊4	 https://www.srgresearch.com/articles/cloud-market-growth-stays-strong-in-q2-while-amazon-google-and-oracle-nudge-higher

図表Ⅱ-1-8-3 世界のパブリッククラウドサービス市
場規模（売上高）の推移及び予測
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（出典）Statista Market Insights（2025年3月14日取得データ）を基に作成＊3

100 令和7年版　情報通信白書　第Ⅱ部

第
1
章

I
I
I
I
I
I
I
I

データセンター市場及びクラウドサービス市場の動向データセンター市場及びクラウドサービス市場の動向第第88節節

情通R7_Ⅱ-1-08_第Ⅱ部第1章8節.indd   100情通R7_Ⅱ-1-08_第Ⅱ部第1章8節.indd   100 2025/06/20   16:36:312025/06/20   16:36:31

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00261
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00261
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00261
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00260
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00260
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00260
https://www.statista.com/outlook/tmo/public-cloud/worldwide
https://www.srgresearch.com/articles/cloud-market-growth-stays-strong-in-q2-while-amazon-google-and-oracle-nudge-higher


日本のパブリッククラウドサービス市場＊5は、高い成長率を遂げ、2024年は4兆1,423億円（前年
比26.1％増）となった（図表Ⅱ-1-8-5）。

図表Ⅱ-1-8-5 日本のパブリッククラウドサービス市場規模（売上高）の推移及び予測

（出典）IDC Japan, 2025年2月 「国内パブリッククラウドサービス市場予測、2025年～2029年」（JPJ52152425）

 3 3	 エッジコンピューティング	 エッジコンピューティング
世界のエッジコンピューティングの市場規模（支出額）は、2024年に2,270億ドル、2028年には

3,800億ドルまで拡大すると予測されている（図表Ⅱ-1-8-6）。
日本のエッジコンピューティングの市場規模（支出額）は、2025年に前年比12.9％増の1.9兆円に

なると推計され、2028年には2.6兆円まで拡大すると予測されている（図表Ⅱ-1-8-7）。
エッジコンピューティング技術のなかでも、モバイル通信を考慮したMEC（Multi-access Edge 

Computing）では、クラウドとデバイスの間でやりとりするデータを、クラウドで計算処理する代わ
りに通信ネットワークのエッジ（デバイスの近く）にあるエッジサーバー（エッジDC）で処理する技
術であり、遅延の影響を回避できると期待されている。

国内では、NTTドコモによる「docomo MEC」＊6 、KDDIによる「AWS Wavelength」＊7 、ソフ
トバンクの「5G MEC」＊8 などMECサービスの活用や提供が行われている。主なユースケースとして、
映像伝送や映像分析、遠隔操作・遠隔操縦、エネルギーのリアルタイム制御、XR、自動運転が挙げら
れている。

また、エッジAIを活用したソリューション市場＊9は、IoTとの相性も良いことから、IoT市場の広
がりとともに堅調な拡大が続いている。

＊5	 特別の規制や制限を設けずに幅広いユーザーに対して提供されるIT関連機能に特化したクラウドサービスを対象としている。
＊6	 https://www.mec.docomo.ne.jp/
＊7	 https://biz.kddi.com/5g/aws_wavelength/
＊8	 https://www.softbank.jp/corp/news/press/sbkk/2022/20220526_01/
＊9	 エッジAIカメラ、エッジAIコンピュータ、エッジAIプラットフォーム
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図表Ⅱ-1-8-6 世界のエッジコンピューティング市場規模（支出額）の推移及び予測
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（出典）IDC「Worldwide Edge Spending Guide 2025 V1」を基に作成

図表Ⅱ-1-8-7 国内のエッジコンピューティング市場規模（支出額）の推移及び予測

（年）

（出典）IDC「国内市場におけるエッジコンピューティングへの支出額は、2025年に前年比12.9％増の1兆9千億円となり、 
2028年には約2兆6千億円に達すると予測～国内エッジインフラ市場予測を発表～」（2025年4月8日）＊10

関連データ 国内のエッジAIソリューション市場規模の推移及び予測（2023～2029年度）
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00270（データ集）

＊10	 https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ53301925
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第9節 AIの動向
 1 1	 市場概況	 市場概況

世界のAI市場規模（売上高）は、2024年には1,840億ドル、2030年には8,267億ドルまで拡大す
ると予測されている（図表Ⅱ-1-9-1）。日本のAIシステム＊1市場規模（支出額）は、2024年に1兆
3,412億円（前年比56.5％増）となっており、今後も成長を続け、2029年には4兆1,873億円まで拡
大すると予測されている（図表Ⅱ-1-9-2）。

図表Ⅱ-1-9-1 世界のAI市場規模（売上高）の推移及
び予測
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（出典）Statista（2025年3月27日取得データ）を基に作成＊2

図表Ⅱ-1-9-2 国内AIシステムの市場規模（支出額）
及び予測

（年）

（出典）IDC「2024年国内AIシステム市場予測を発表」（2025年5月1日）＊3

また、AIの社会実装が進んでおり、文章、画像、音声、動画などをAIが生成する、いわゆる生成AI
が注目されている。世界の生成AI市場は、2023年の205億ドルから、2024年には361億ドル（AI
市場全体の19.6％）、2030年には3,561億ドル（同43.1%）まで拡大すると予測されている。背景に
は、ChatGPTが2022年に公開されて以降、Gemini、Copilot、DeepSeekなど数多くのモデル・
サービスが登場し、急速に普及が進んでいることが挙げられる。企業でもプログラミング、文章の要
約、マーケティング、コールセンターやカスタマーサポート、イラストやポスター作成など様々な用途
で活用が進んでおり、これまでは人手不足対策や業務効率化の目的で利用されることが多かったもの
の、今後は新たなサービス創出を目指した活用も進むとみられる。また、生成AI技術を活用したAI
エージェント＊4やフィジカルインテリジェンス＊5 分野の発展も市場拡大を後押しするとみられる（図
表Ⅱ-1-9-3）。

＊1	 AI機能を利用するためのハードウェア、ソフトウェア・プラットフォーム及びAIシステム構築に関わるITサービス
＊2	 https://www.statista.com/forecasts/1474143/global-ai-market-size
＊3	 https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ53362125
＊4	 人の介入なしに特定のタスクを自律的に実行するAIシステム
＊5	 AIと機械（ロボット等）が高度に融合することで実現するシステム
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図表Ⅱ-1-9-3 世界の生成AI市場規模の推移及び予測
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（出典）Statista（2025年3月27日取得データ）を基に作成＊6

 2 2	 AIを巡る各国等の動向	 AIを巡る各国等の動向
AIに関する研究は世界各地で行われている。AIRankingsでは、論文数などを基に研究をリードす

る国や企業・大学等が公表されている。国別では、米国、中国、英国、ドイツの順となっており、日本
は近年11～12位となっている。

関連データ 国別AIランキング（Top15）の推移
URL：�https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00274（データ集）

AI関連企業への投資も活発化しており、スタンフォード大学が公表した報告書「Artificial 
Intelligence Index Report 2025」によれば、2024年に新たに資金調達を受けたAI企業数は、米国
が1,073社で1位、英国が116社で2位、日本が42社で9位となっている（図表Ⅱ-1-9-4）。

図表Ⅱ-1-9-4 新たに資金調達を受けたAI企業数（国別・2024年）

18

22

23

24

36

39

42

51

52

59

67

74

98

116

1,073

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100

Spain

Switzerland

Australia

Netherlands

Israel

Singapore

Japan

Canada

South Korea

France

Germany

India

China

United Kingdom

United States

Number of companies

Number of newly funded AI companies by geographic area, 2024
Source: Quid, 2024| Chart: 2025 AI Index report

（出典）Stanford University「Artificial Intelligence Index Report 2025」＊7

＊6	 https://www.statista.com/forecasts/1449838/generative-ai-market-size-worldwide
＊7	 https://hai-production.s3.amazonaws.com/files/hai_ai_index_report_2025.pdf
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第10節 サイバーセキュリティの動向
 1 1	 市場の概況	 市場の概況

世界のサイバーセキュリティの市場（売上高）は引き続き堅調で、2024年には前年同期比9.7%増
加の867億ドルとなっている（図表Ⅱ-1-10-1）。

図表Ⅱ-1-10-1 世界のサイバーセキュリティ市場規模の推移
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（出典）Canalysデータを基に作成

サイバーセキュリティ市場の主要事業者として、2019年からPalo Alto Networks、Cisco、
Fortinetの3社が世界上位3位の市場シェアを獲得していたが、2024年第2四半期時点ではCiscoに
代わりMicrosoftが上位3位に入っている。近年はトップシェアであるPalo Alto Networksの市場
シェアが拡大し、10％に迫る勢いとなっている。また、Microsoftは近年急速にシェアを拡大してお
り、Microsoft 365 E5 Securityなど高度なセキュリティ機能をMicrosoft 365シリーズの一つとして
提供しており、導入のしやすさも含めて評価されていると考えられる。

関連データ 世界のサイバーセキュリティ主要事業者
URL：�https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00277（データ集）

2023年の国内の情報セキュリティ製品市場（売上高）は、前年比12.0％増の5,574億400万円と
なった。セキュリティ製品の機能市場セグメント別では、エンドポイントセキュリティソフトウェアや
ネットワークセキュリティソフトウェアなどを含む、セキュリティソフトウェア市場の2023年の売上
額が4,965億1,100万円で全体の89.1％を占め、コンテンツ管理、UTMやVPNなどを含むセキュリ
ティアプライアンス市場は608億9,300万円で全体の10.9％となった。

また、2022年及び2023年の国内情報セキュリティ製品のベンダー別シェア（売上額）について、
市場全体のシェア率が2％以上の企業を「外資系企業」と「国内企業」に分類し、それら企業における
2022年及び2023年の売上額を集計した結果、ともに外資系企業のシェアが5割程度を占めており、
国内のサイバーセキュリティ製品はその多くを海外に依存している状況が引き続いているといえる（図
表Ⅱ-1-10-2）。
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図表Ⅱ-1-10-2 国内情報セキュリティ製品市場シェア（売上額）2022年～2023年

内側:2022年
外側:2023年

その他
（シェア率2％未満）

国内企業(計3社）

外資系企業（計10社）

50.1%43.4%

49.6%
44.4%

6.4%

6.0%

（出典）IDC Japan, 2025年4月「国内情報セキュリティ製品市場シェア、2024年上半期：成長するSaaS型セキュリティ市場」（JPJ50704524）を基に作成

 2 2	 サイバーセキュリティの現状	 サイバーセキュリティの現状
	 サイバーセキュリティ上の脅威の増大

NICTが運用している大規模サイバー攻撃観測網（NICTER）のダークネット観測で確認された
2024年の総観測パケット数（約6,862億パケット）は、2015年（約632億パケット）と比較して
10.86倍となっているなど、依然多くの観測パケットが届いている状態である（図表Ⅱ-1-10-3）。ま
た、2024年の総観測パケット数は各IPアドレスに対して約13秒に1回観測されたことに相当する。

なお、2024年は過去最高の観測数を記録しており、インターネット上を飛び交う観測パケットは
2023年と比較して更に活発化している状況であるといえる。

図表Ⅱ-1-10-3 NICTERにおけるサイバー攻撃関連の通信数の推移
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（出典）国立研究開発法人情報通信研究機構「NICTER観測レポート2024」を基に作成

NICTERでのサイバー攻撃関連の通信内容をみると、2023年と同様にIoT機器を狙った通信が最も
多く観測され、サイバー攻撃関連通信全体の約3割を占めている。次いで、HTTP・HTTPSで使用さ
れるポートへの攻撃が多く観測されている（図表Ⅱ-1-10-4）。
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図表Ⅱ-1-10-4 NICTERにおけるサイバー攻撃関連の通信の内容

0 10 20 30 40 50

2023年

2024年

（%）10090

IoT機器を狙った攻撃（Webカメラ、ルータ等）
HTTP・HTTPSでよく使用されるポートを狙った攻撃
Windowsを狙った攻撃
その他（上位10ポート以外）

（出典）国立研究開発法人情報通信研究機構「NICTER観測レポート2024」を基に作成

また、2024年中の不正アクセス行為の禁止等に関する法律（以下「不正アクセス禁止法」という。）
違反事件の検挙件数は563件であり、前年と比べ42件増加した。

関連データ 不正アクセス禁止法違反事件検挙件数の推移
URL：�https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00283（データ集）

	 サイバーセキュリティに関する問題が引き起こす経済的損失
サイバーセキュリティに関する問題が引き起こす経済的損失について、様々な組織が調査・分析を公

表している（図表Ⅱ-1-10-5）。損失の範囲をどこまで捉えるかなどにより数値に幅があるが、例えば、
日本では、トレンドマイクロが2024年に実施した調査によれば、過去3年間でのサイバー攻撃の被害
を経験した法人組織の累計被害額の平均が約1億7,100万円になる。

図表Ⅱ-1-10-5 サイバーセキュリティに関する問題が引き起こす経済的損失

調査・分析の 
実施主体 対象地域 対象期間 経済的損失の概要 損失額

トレンドマイクロ 日本 2024年
【調査時期】

過去3年間でのサイバー攻撃の被害を経験した法人組織
の累計被害額の平均

1億7,100万円
（1年前に比べて約4,600万円増）

警察庁 日本 2024年
上半期

ランサムウェア被害に関連して要した調査・復旧費用の
総額

25％が100万円未満
21％が100万～500万円未満
8％が500万～1,000万円未満
27％が1,000万～5,000万円未満
19％が5,000万以上

FBI 米国 2023年 サイバー犯罪事件による被害報告総額 125億ドル（前年比22％増）
Sophos 世界14か国

（北米、中南米、
欧州、アジア
太平洋地域）

2024年 ランサムウェア攻撃の修復に支払った1組織あたりの身
代金

・�平均値：約396万ドル（前年から2.6倍に増加）
・�中央値：200万ドル（前年から5倍に増加）

ランサムウェア攻撃の修復に要した1組織あたりの年間
平均コスト（身代金の支払いは除く）

273万ドル

IBM 世界 2024年 組織における1回のデータ侵害にかかる世界平均コスト 488万ドル
Statista 世界 2018～�

2029年
世界におけるサイバー犯罪の推定コスト 2024年は9.22兆ドル

2029年は15.63兆ドル

（出典）各種公開資料を基に作成
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	 無線LANセキュリティに関する動向
無線LANの利用者のセキュリティ意識などを把握するために総務省が2024年11月に実施した意識

調査＊1によると、公衆無線LANの認知度は高い（約92%）が実際に利用している人はその半数程度に
とどまっている。また、公衆無線LANを利用していない最多の理由として、6割程度が「セキュリティ
上の不安がある」と回答している。また、公衆無線LAN利用者のうち、9割弱がセキュリティ上の不
安を感じており、特に情報窃取、外部からの不正侵入を不安材料に挙げる利用者が多い。

OpenRoaming＊2に対応した公衆Wi-Fiでは、通信の暗号化や偽の公衆Wi-Fiへの接続を防止する
技 術 が 使 わ れ て お り、 ユ ー ザ ー は 安 全 に 公 衆Wi-Fiを 利 用 す る こ と が で き る ほ か、 一 度
OpenRoamingの利用登録をすることで、全世界のOpenRoaming対応の公衆Wi-Fiを追加設定なし
で利用することができる。国内では東京や大阪をはじめとした都市圏で導入が進んでおり、対応する公
衆Wi-Fiも順次拡大される予定である。

	 送信ドメイン認証技術の導入状況
なりすましメールを防止するための「送信ドメイン認証技術」のJPドメインでの導入状況は、2024

年9月時点で、SPFは約88.4％、DMARCは約32.6％となっており、いずれも増加傾向にある。

関連データ 送信ドメイン認証技術のJPドメイン導入状況等
URL：�https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00290（データ集）

＊1	 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/wi-fi/
＊2	 最新のWi-Fi技術やサービスの導入・推進を実施するグローバル組織であるWireless	Broadband	Allianceが支援している国際的なWi-Fi	

Roaming基盤

３
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第11節 デジタル活用の動向
 1 1	 国民生活におけるデジタル活用の動向	 国民生活におけるデジタル活用の動向
	 情報通信機器・端末

デジタルを活用する際に必要となるインターネットなどに接続するための端末について、2024年の
情報通信機器の世帯保有率は、「モバイル端末全体」で97.0％であり、その内数である「スマートフォ
ン」は90.5％である。また、パソコンは66.4％となっている（図表Ⅱ-1-11-1）。

図表Ⅱ-1-11-1 情報通信機器の世帯保有率の推移

固定電話 83.8 79.3 79.1 75.7 75.6 72.2 70.6 64.5 69.0 68.1 66.5 63.9 57.9
FAX 45.0 41.5 46.4 41.8 42.0 38.1 35.3 34.0 33.1 33.6 31.3 30.0 26.9
モバイル端末全体 94.5 94.5 94.8 94.6 95.8 94.7 94.8 95.7 96.1 96.8 97.3 97.5 97.4
スマートフォン 29.3 49.5 62.6 64.2 72.0 71.8 75.1 79.2 83.4 86.8 88.6 90.1 90.6
パソコン 77.4 75.8 81.7 78.0 76.8 73.0 72.5 74.0 69.1 70.1 69.8 69.0 65.3
タブレット型端末 8.5 15.3 21.9 26.3 33.3 34.4 36.4 40.1 37.4 38.7 39.4 40.0 36.4
ウェアラブル端末 0.5 0.9 1.1 1.9 2.5 4.7 5.0 7.1 10.0 9.4
インターネットに接続できる
ゲーム機 24.5 29.5 38.3 33.0 33.7 31.4 31.4 30.9 25.2 29.8 31.7 32.4 31.4

パソコン等を経由してコンテンツを同
期、再生する携帯型音楽プレイヤー 20.1 21.4 23.8 18.4 17.3 15.3 13.8 14.2 10.8 9.8 9.0 7.5 7.3

インターネットに接続できる
家電 6.2 12.7 8.8 7.6 8.1 9.0 2.1 6.9 3.6 7.5 9.3 10.7 11.0

0
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100

保
有
率

2023
（n=14,059）

2024
（n=15,304）

（年）2022
（n=15,968）

2021
（n=17,365）

2020
（n=17,345）

2019
（n=15,410）

2018
（n=16,255）

2017
（n=16,117）

2016
（n=17,040）

2015
（n=14,765）

2013
（n=15,599）

2012
（n=20,418）

2011
（n=16,530）

2014
（n=16,529）

（％）

54.9
24.5
97.0
90.5
66.4
37.7
11.2

34.1

8.6

15.8

※	無回答を含む
（出典）総務省「通信利用動向調査」＊1

	 インターネット
ア　利用状況

2024年のインターネット利用率（個人）は85.6％となっており（図表Ⅱ-1-11-2）、端末別のイン
ターネット利用率（個人）は、「スマートフォン」（74.4％）が「パソコン」（46.8％）を27.6ポイント
上回っている。

＊1	 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05.html

1
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図表Ⅱ-1-11-2 インターネット利用率（個人）の推移＊2

9.29.2
13.413.4

21.421.4

37.137.1
46.346.3

57.857.8
64.364.3 66.066.0

70.870.8

72.672.6

73.073.0

75.375.3

78.078.0

78.278.2

79.179.1

79.579.5

82.882.8

82.882.8

83.083.0

83.583.5

80.980.9

79.879.8

89.889.8

83.483.4

82.982.9

84.984.9 85.685.6

86.286.2

0

20

40

60

80

100

1997 1998 1999 2000 20012002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212022 2023 （年）

（％）

2024

（出典）総務省「通信利用動向調査」

関連データ インターネット利用端末の種類（個人）
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00294（データ集）

個人の年齢階層別にインターネット利用率をみてみると、13歳から69歳までの各階層で9割を超え
ている一方、70歳以降年齢階層が上がるにつれて利用率が低下する傾向にある（図表Ⅱ-1-11-3）。ま
た、所属世帯年収別インターネット利用率は、400万円以上の各階層で8割を超えている（図表Ⅱ-1-
11-4）。さらに、都道府県別にみると、インターネット利用率が80％を超えているのは38都府県と
なっており、すべての都道府県でスマートフォンでの利用率が60％を超えている。

図表Ⅱ-1-11-3 年齢階層別インターネット利用率

2023年(n=33,009) 2024年(n=35,852)

0

20

40

60

80

100

（％）

6～ 12歳 13～ 19歳 20～ 29歳 30～ 39歳 40～ 49歳 50～ 59歳 60～ 69歳 70～ 79歳 80歳以上

89.189.1

98.798.7 98.498.4 98.998.9 98.198.1 97.297.2
90.290.2

67.067.0

36.436.4

83.783.7

96.996.9 97.897.8 98.898.8 98.198.1 96.996.9
90.490.4

69.869.8

33.133.1

（出典）総務省「通信利用動向調査」

＊2	 令和元年調査の調査票の設計が一部例年と異なっていたため、経年比較に際しては注意が必要。
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図表Ⅱ-1-11-4 世帯年収別インターネット利用率

2023年（n=33,009） 2024年（n=35,852）

0

20

40

60

80

100
（％）

200万円未満 200～ 400万円未満 400～ 600万円未満 600～ 800万円未満 800～ 1,000万円未満 1,000万円以上

62.562.5

77.577.5

89.689.6
93.393.3 93.693.6 94.494.4

60.360.3

76.176.1

88.288.2
92.692.6 95.195.1 94.894.8

（出典）総務省「通信利用動向調査」

関連データ 都道府県別インターネット利用率及び機器別の利用状況（個人）（2024年）
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00297（データ集）

イ　インターネット利用への不安感
インターネットを利用している人の約7割がインターネットの利用時に何らかの不安を感じており

（図表Ⅱ-1-11-5）、具体的な不安の内容としては、「個人情報やインターネット利用履歴の漏洩」の割
合が90.2％と最も高く、次いで「コンピューターウイルスへの感染」（61.6％）、「架空請求やインター
ネットを利用した詐欺」（53.9%）となっている（図表Ⅱ-1-11-6）。

図表Ⅱ-1-11-5 インターネット利用時に不安を感じる人の割合

不安を感じない
10.4%

どちらかといえば
不安を感じない

17.7%

不安を感じる
27.8%

どちらかといえば
不安を感じる

44.0%

2024年（n=28,413）

（出典）総務省「通信利用動向調査」
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図表Ⅱ-1-11-6 インターネット利用時に感じる不安の内容（複数回答）

2024年（n=20,884） 2023年（n=17,757）

0 20 40 60 80 100

個人情報やインターネット利用履歴が外部に漏れていないか

コンピュータウイルスに感染していないか

架空請求やインターネットを利用した詐欺にあわないか

迷惑メールが来ないか

どこまでセキュリティ対策を行えばよいか

電子決済を信頼できるか
真偽の不確かな情報を見たり、拡散したりしてしまわないか

※
違法・有害情報を見たり、拡散したりしてしまわないか

※

ソーシャルメディアなどで相手とトラブルにならないか

自分や身近な人がインターネット依存になっていないか

その他

（％）
90.290.2

61.661.6

53.953.9

47.447.4

42.842.8

42.442.4

20.420.4

19.119.1

13.213.2

12.312.3

1.71.7

89.489.4

61.161.1

53.953.9

45.745.7

42.242.2

39.739.7

11.811.8

13.013.0

1.41.4
※　令和６年調査から新規に追加した選択肢※　令和６年調査から新規に追加した選択肢

（出典）総務省「通信利用動向調査」

	 デジタルサービスの活用状況
ア　全般的なデジタルサービス利用状況

普段利用しているデジタルサービスについて、日本、米国、ドイツ、中国でアンケート調査を実施し
たところ、日本においては、「インターネットショッピング」、「メッセージングサービス」、「SNS」、

「情報検索・ニュース」といったサービスの利用者が60%以上と、他のサービスと比較して多くなって
いた。日本で「QRコード決済」の利用が比較的多い背景には、スマートフォンの普及、QRコード決
済事業者による導入促進キャンペーン、コード決済を活用した行政によるキャッシュレス普及促進や中
小企業支援の取組等があると考えられる（図表Ⅱ-1-11-7）。

図表Ⅱ-1-11-7 全般的なデジタルサービス利用状況
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（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」
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また、プラットフォーム企業が提供するサービスやアプリケーションを利用するにあたり、パーソナ
ルデータを提供することを認識しているか否かを尋ねたところ、「認識している」（「よく認識している」
と「やや認識している」の合計）と回答した割合は、米国が最も高く（85.6%）、日本は約4割（42.2%）
であった（図表Ⅱ-1-11-8）。

どのようなことに懸念を覚えるかを尋ねてみると、日本を含む各国で「登録した情報が意図せぬうち
に、電話、訪問販売、SNS広告などに利用されてしまう」ことが最も懸念されていた。一方、日本で
は「特に懸念がない」とする割合が26.6%であり、他国と比べて高かった（図表Ⅱ-1-11-9）。

図表Ⅱ-1-11-8 パーソナルデータ提供に対する認識の有無

よく認識している
あまり認識していない（一部データについては認識している場合を含む）
そのようなサービスやアプリケーションは利用していない

やや認識している（一部データについては認識していない場合を含む）
全く認識していない

0 20 40 60 80 100

日本

米国

ドイツ

中国

（％）

30.0%

40.6%

62.5%

13.3%

40.6%

28.8%

23.1%

28.9%

18.8%

14.6%

6.0%

21.7%

5.6%

8.3%

2.1%

20.5%

5.0%

7.7%

6.3%

15.6%

（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」

図表Ⅱ-1-11-9 パーソナルデータの提供が必要なサービスに対する懸念
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（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」
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プラットフォーマーへパーソナルデータを提供してもよいと思う条件を尋ねたところ、他国と比較し
て日本は、特に、「提供したデータの流出の心配が無いこと」、「企業によるデータの悪用の心配が無い
こと」、「自分のプライバシーが保護されること」を選択した人が多い。各サービスの利用においてパー
ソナルデータ提供の機会が増加したり、条件を設定するような機会が増加したりすることに伴い、意識
する人が増えた可能性がある。

関連データ パーソナルデータを提供してもよいと思う条件
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00303（データ集）

イ　仮想空間でのデジタルサービス利用状況（XRコンテンツ）
仮想空間上の体験型エンターテインメントサービス＊3を利用したことがあると回答した割合（「日常

生活や仕事において積極的に活用している」、「数回利用したことがある」の合計）は、米国、ドイツ、
中国では約30～40%となっていたのに対して、日本では8.5%と大幅に低くなっていた。利用意向が
低いと考えられる回答の割合（「生活や仕事において、必要ない」、「利用する気になれない」の合計）
も、日本では69.8%と、他国に比べて高くなっていた（図表Ⅱ-1-11-10）。我が国での利用状況を年齢
別にみると、40歳代の利用率が最も高く（12.1%）、「今後利用してみたい」と考えている割合は20歳
代が最も高かった（25.7%）。

図表Ⅱ-1-11-10 仮想空間上での体験型エンターテインメントサービス利用状況（各国比較）

日常生活や仕事において積極的に活用している
利用したいが困難

今後利用してみたい
生活や仕事において、必要ない

数回利用したことがある程度
利用する気になれない
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15.0%
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13.8%

17.5%

21.0%

4.7%

25.6%

10.4%

10.8%

16.3%

9.2%

9.0%

10.4%

5.3%

11.9%

22.1%

15.4%

15.0%

17.3%

26.0%

22.9%

54.8%

（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」

関連データ 仮想空間上のエンターテインメントサービス
が利用できない理由

URL：	https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00306（データ集）

関連データ 仮想空間上のエンターテインメントサービス
利用状況（年代別）

URL：	https://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00305（データ集）

＊3	 他者とリアルタイムかつインタラクティブな関係を持つサービスである、オンラインゲーム、バーチャルイベント等のXRコンテンツ（仮想空
間上の体験型エンターテインメントサービス）を指す。
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ウ　メディア利用時間
総務省情報通信政策研究所は、2012年から橋元 良明氏（東京大学名誉教授）、北村 智氏（東京経済

大学コミュニケーション学部教授）ほか＊4との共同研究として、情報通信メディアの利用時間と利用時
間帯、利用目的、信頼度などについて調査研究を行っている＊5。以下、2024年度の調査結果＊6を基に情
報通信メディアの利用時間などについて概観する。

（ア）主なメディアの平均利用時間＊7と行為者率＊8

「テレビ（リアルタイム）視聴」＊9、「テレビ（録画）視聴」、「インターネット利用」＊10、「新聞閲読」及
び「ラジオ聴取」の平均利用時間と行為者率を示したものが（図表Ⅱ-1-11-11）である。

2024年度の調査結果において、全年代では、平日、休日ともに、「インターネット利用」の平均利
用時間が最も長く、「テレビ（リアルタイム）視聴」がこれに続いている。行為者率については、「イン
ターネット利用」の行為者率が、平日、休日ともに「テレビ（リアルタイム）視聴」の行為者率を超過
している。

年代別にみると、休日の40代で「インターネット利用」の平均利用時間が「テレビ（リアルタイム）
視聴」を初めて上回った。行為者率については平日、休日ともに10代から50代の「インターネット利
用」の行為者率が「テレビ（リアルタイム）視聴」の行為者率を超過している。また、「新聞閲読」に
ついて、20代以降年代が上がるとともに行為者率が高くなっているが、前回2023年度調査結果と比
較すると、40代から70代の行為者率も減少又はほぼ横ばいとなっている。

＊4	 青山学院大学総合文化政策学部助教	河井	大介氏
＊5	 「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査研究」：13歳から79歳までの男女1,800人を対象（性別・年齢10歳刻みで住民基本台

帳の実勢比例。2024年度調査には2024年1月の住民基本台帳を使用）に、ランダムロケーションクォータサンプリングによる訪問留置調査
で実施。2024年度調査における調査対象期間は2024年12月2日～12月8日。

＊6	 従来、13歳～69歳までの1,500人を対象として調査を実施してきたのに対し、2024年度調査では70代も含めた1,800人を対象とした調査
として実施しており、「全年代」の数値は、13歳～79歳までの全体の数値として計上している。これに合わせ、過去の調査結果のうち、「全年
代」の数値については、これまで参考扱いとして調査・収集していた70代の調査結果も含めた数値で再集計したものを表示しているため、昨
年まで公表していた調査結果の数値と必ずしも一致しない場合がある。

＊7	 調査日1日あたりの、ある情報行動の全調査対象者の時間合計を調査対象者数で除した数値。その行動を1日全く行っていない人も含めて計算
した平均時間。

＊8	 平日については、調査日2日間の1日ごとにある情報行動を行った人の比率を求め、2日間の平均をとった数値。休日については、調査日の比
率。

＊9	 テレビ（リアルタイム）視聴：テレビ受像機のみならず、あらゆる機器によるリアルタイムのテレビ視聴。
＊10	 インターネット利用：機器を問わず、メール、ウェブサイト、ソーシャルメディア、動画サイト、オンラインゲームなど、インターネッ

トに接続することで成り立つサービスの利用を指す。

115令和7年版　情報通信白書　第Ⅱ部

第
1
章

I
I
I
I
I
I
I
I

第第1111節節デジタル活用の動向デジタル活用の動向

情通R7_Ⅱ-1-11a_第Ⅱ部第1章11節.indd   115情通R7_Ⅱ-1-11a_第Ⅱ部第1章11節.indd   115 2025/06/20   16:43:282025/06/20   16:43:28



図表Ⅱ-1-11-11 主なメディアの平均利用時間と行為者率
＜平日1日＞
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2024年
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2024年
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2024年
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2024年
2020年
2021年
2022年

2023年

2023年

2023年

2023年

2023年

2023年

2023年
2024年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年

ネット利用 新聞閲読 ラジオ聴取

平均利用時間（単位：分）
テレビ（リアル
タイム）視聴

テレビ（録画）
視聴 ネット利用 新聞閲読 ラジオ聴取テレビ（リアル

タイム）視聴
テレビ（録画）
視聴

全年代

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

行為者率（％）

193.2 20.4 149.3 13.1 15.6 84.0 19.1 81.3 31.2 9.2
171.9 19.0 156.3 11.5 14.3 77.6 18.7 82.9 28.4 7.2
163.5 20.5 154.7 10.4 10.0 77.2 17.8 83.9 25.2 6.9
162.9 18.4 173.6 9.3 9.4 75.1 16.2 85.3 22.1 6.6
154.7 18.1 181.8 9.0 11.8 72.1 15.1 87.0 20.3 6.5
73.1 12.2 224.2 1.4 2.3 59.9 14.8 90.1 2.5 1.8
57.3 12.1 191.5 0.4 3.3 56.7 16.3 91.5 1.1 0.7
46.0 6.9 195.0 0.9 0.8 50.7 10.0 94.3 2.1 1.8
39.2 3.6 257.8 0.0 0.8 47.1 5.7 96.4 0.0 2.1
39.7 2.8 243.4 0.5 0.0 35.0 2.9 93.9 2.5 0.0
88.0 14.6 255.4 1.7 4.0 65.7 13.6 96.0 6.3 3.1
71.2 15.1 275.0 0.9 7.0 51.9 13.7 96.5 2.6 3.0
72.9 14.8 264.8 0.4 2.1 54.4 11.8 97.7 2.8 2.3
53.9 6.2 275.8 0.5 4.8 43.3 7.4 98.4 1.8 2.8
52.6 5.6 257.2 0.3 2.1 48.4 7.1 97.0 1.4 1.1

135.4 19.3 188.6 1.9 8.4 78.2 19.4 95.0 8.8 6.0
107.4 18.9 188.2 1.5 4.8 65.8 20.9 94.9 5.9 3.2
104.4 14.6 202.9 1.2 4.1 67.1 14.9 95.7 4.1 3.9
89.9 13.7 201.9 0.5 2.5 64.5 13.3 94.0 3.9 4.1
80.2 9.7 225.8 1.3 4.7 59.9 10.1 96.6 4.6 3.0

151.0 20.3 160.2 5.5 11.7 86.2 23.0 92.6 24.1 6.0
132.8 13.6 176.8 4.3 12.9 77.8 15.3 94.6 17.9 5.4
124.1 17.2 176.1 4.1 5.5 75.7 18.0 91.5 16.5 6.3
134.6 13.7 176.2 2.7 7.2 78.3 15.7 93.0 11.2 5.4
117.5 11.0 200.3 1.9 11.7 71.4 12.1 94.9 6.9 5.9
195.6 23.4 130.0 11.9 26.9 91.8 20.7 85.0 39.4 13.4
187.7 18.7 153.6 9.1 23.6 86.4 20.9 89.4 33.8 11.1
160.7 18.6 143.5 7.8 14.0 84.0 19.5 88.8 29.6 8.6
163.2 21.2 173.8 7.6 8.6 81.2 19.4 90.0 27.3 7.5
159.0 16.5 181.0 6.3 13.0 79.7 14.7 89.7 22.0 7.0
271.4 25.7 105.5 23.2 18.5 92.9 22.3 71.3 53.7 12.1
254.6 25.8 107.4 22.0 14.4 92.0 23.0 72.8 55.1 10.0
244.2 30.5 103.2 17.7 16.7 92.8 25.2 78.5 46.1 9.9
257.0 31.3 133.7 15.9 15.2 91.5 23.1 79.8 39.4 7.6
226.7 37.2 151.3 14.8 18.0 88.2 27.3 84.9 35.6 9.0
352.3 21.9 47.3 37.3 27.7 95.9 15.6 46.5 61.5 16.8
305.9 25.2 50.4 33.7 25.0 94.0 19.1 48.4 60.5 12.1
306.3 32.2 50.0 32.8 19.9 95.2 19.6 50.7 56.0 11.6
304.6 28.6 69.2 30.1 20.2 95.1 20.8 55.4 52.2 12.8
310.7 32.8 72.4 30.5 23.4 94.3 23.3 59.6 52.9 14.1

＜休日1日＞

ネット利用 新聞閲読 ラジオ聴取

平均利用時間（単位：分） 行為者率（％）
テレビ（リアル
タイム）視聴

テレビ（録画）
視聴 ネット利用 新聞閲読 ラジオ聴取テレビ（リアル

タイム）視聴
テレビ（録画）
視聴

全年代

10代

20代

30代

40代

50代

60代

2020年
2021年
2022年

2024年
2020年
2021年
2022年

2024年
2020年
2021年
2022年

2024年
2020年
2021年
2022年

2024年
2020年
2021年
2022年

2024年
2020年
2021年
2022年

2024年
2020年
2021年
2022年

2023年

2023年

2023年

2023年

2023年

2023年

2023年
2024年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年

70代

247.4 36.7 154.2 12.4 10.0 82.7 25.4 77.8 28.2 6.2
213.9 25.5 154.2 10.6 9.0 77.9 20.5 79.3 24.9 5.0
207.2 30.2 164.3 10.2 7.3 76.2 22.1 81.8 23.6 5.3
202.0 23.8 179.7 8.7 6.6 73.2 18.0 82.2 20.5 4.7
182.7 25.0 183.7 8.5 7.9 69.1 17.4 83.7 18.5 4.1
93.9 29.8 290.8 0.9 0.0 54.9 25.4 91.5 1.4 0.0
73.9 12.3 253.8 0.0 0.0 57.4 14.9 90.8 0.0 0.0
69.3 17.4 285.0 1.0 2.8 46.4 19.3 92.9 2.1 2.1
56.8 4.8 342.2 0.0 0.0 42.9 6.4 95.0 0.0 0.0
41.7 7.2 316.1 0.4 0.0 31.4 8.6 92.1 1.4 0.0

132.3 26.5 293.8 2.0 1.9 64.3 20.2 97.7 6.6 2.3
90.8 17.2 303.1 0.7 1.8 49.3 14.0 97.2 2.3 1.4
89.6 25.1 330.3 0.5 1.0 48.4 16.1 96.8 2.3 1.4
66.0 15.0 309.4 0.2 1.0 41.0 11.1 97.2 0.9 1.4
62.7 11.3 302.7 0.3 0.0 43.1 9.2 94.5 0.5 0.0

198.1 45.0 191.3 1.6 7.4 77.2 31.6 91.2 5.6 3.2
147.6 30.3 212.3 1.5 3.2 69.6 22.7 92.3 4.0 1.2
152.5 25.9 199.9 0.8 6.9 63.3 19.6 92.7 3.3 4.1
121.2 17.8 218.3 1.6 2.3 57.3 14.5 92.1 4.6 2.5
103.8 14.5 218.4 1.1 2.7 53.6 12.7 95.4 4.2 0.8
232.7 41.5 154.5 5.2 4.2 85.3 28.5 89.3 19.9 3.1
191.1 28.5 155.7 4.9 6.3 79.0 21.0 91.0 14.8 3.4
191.0 29.7 157.5 4.6 4.8 76.5 22.9 89.0 16.3 2.8
188.2 23.1 176.2 2.8 3.1 78.6 21.4 90.7 10.2 2.6
159.1 21.5 199.0 2.3 7.2 67.3 16.3 94.8 6.5 3.6
256.5 49.8 127.8 12.5 16.3 91.6 31.4 81.5 36.6 7.7
242.6 28.9 119.0 9.2 14.2 84.8 24.9 82.2 29.6 8.1
220.5 33.0 134.9 7.6 5.6 85.7 24.8 85.3 24.4 4.6
225.3 29.0 152.7 7.3 6.3 81.2 21.9 86.5 23.5 3.8
200.4 32.1 164.9 6.8 9.2 78.2 21.8 85.5 19.1 3.0
334.7 37.2 83.7 22.0 10.9 91.8 25.9 63.1 50.4 9.2
326.1 31.4 92.7 22.3 11.2 93.5 25.4 71.0 50.4 8.0
291.4 42.2 105.4 15.0 10.1 92.3 29.8 78.7 45.2 8.5
307.6 39.8 119.3 14.4 8.6 91.9 24.1 73.0 37.0 5.9
276.8 42.7 130.8 13.5 10.1 88.9 24.0 77.9 32.8 6.3
375.9 21.3 43.9 34.5 23.0 94.0 13.5 41.8 57.1 14.2
318.8 21.3 38.5 27.7 19.3 92.8 16.6 41.4 53.8 9.3
330.9 30.5 47.4 33.9 16.3 96.6 19.4 47.6 53.7 11.2
329.4 24.4 64.2 27.3 19.5 92.6 17.9 52.0 50.0 13.5
318.3 31.7 59.7 27.8 19.1 91.9 21.8 54.4 49.7 11.4

（出典）総務省情報通信政策研究所「令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」
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（イ）メディアとしてのインターネットの位置付け
メディアとしてのインターネットの利用について、利用目的ごとに他のメディアと比較したものが

（図表Ⅱ-1-11-12）である。
「いち早く世の中のできごとや動きを知る」ために最も利用するメディアとしては、全年代では「イ

ンターネット」が最も高い。年代別では、10代から50代では「インターネット」、60代及び70代で
は「テレビ」を最も利用している。「世の中のできごとや動きについて信頼できる情報を得る」ために
最も利用するメディアとしては、全年代では「テレビ」が最も高い。年代別では、20代及び30代では

「インターネット」を最も利用しており、40代では「テレビ」と「インターネット」が同率、それ以外
の各年代では「テレビ」を最も利用している。「新聞」は60代及び70代では「インターネット」を上
回る水準で利用している。
「趣味・娯楽に関する情報を得る」ために最も利用するメディアとしては、全年代では「インター

ネット」が最も高い。年代別では、10代から60代では「インターネット」、70代では「テレビ」を最
も利用している。10代から30代で「インターネット」の割合が90%前後となっている。

図表Ⅱ-1-11-12 目的別利用メディア（最も利用するメディア。全年代・年代別・インターネット利用非利用別）

テレビ ラジオ 雑誌 書籍 インターネット その他 その種の情報は必要ない新聞

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 1000 20 40 60 80 100

全年代
（N=1,800）

10代（N=140）

20代（N=218）

30代（N=237）

40代（N=306）

50代（N=330）

60代（N=271）

70代（N=298）

利用（N=1,750）

非利用（N=50）
インター
ネット

（%）（%）（%）

「いち早く世の中のできごとや動きを知る」 「世の中のできごとや動きについて信頼できる情報を得る」 「趣味・娯楽に関する情報を得る」

年代 41.641.6

23.623.6

17.017.0

20.320.3

28.428.4

43.343.3

62.062.0

78.278.2

40.340.3

86.086.0

54.454.4

75.775.7

81.281.2

78.978.9

69.969.9

53.053.0

32.532.5

10.710.7

55.955.9

51.651.6

53.653.6

38.538.5

39.739.7

41.841.8

57.657.6

61.661.6

64.164.1

51.151.1

70.070.0

14.314.3

7.97.9

10.610.6

7.27.2

11.411.4

13.013.0

18.518.5

26.526.5

14.214.2

20.020.0

29.929.9

34.334.3

46.346.3

47.347.3

41.841.8

27.327.3

15.915.9

5.75.7

30.830.8

19.319.3

5.75.7

5.55.5

10.110.1

17.917.9

30.630.6

48.048.0

17.917.9

66.066.0

7.77.7

6.06.0

71.171.1

89.389.3

90.890.8

92.492.4

85.085.0

73.673.6

57.257.2

26.526.5

73.173.1

18.018.0

（出典）総務省情報通信政策研究所「令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」

エ　インターネットメディア等の利用状況
オンライン上で最新のニュースを知りたいときにどのような行動をとっているかについて尋ねたとこ

ろ、日本では「ニュースサイト・アプリからのおすすめ情報をみる」（61.1％）、「SNSの情報をみる」
（42.4％）の割合が高く、テレビ、新聞、通信社などの既存マスコミを頼る人は相対的に少ない（図表
Ⅱ-1-11-13）。
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図表Ⅱ-1-11-13 オンライン上の最新ニュースの入手方法（国別）

日本 米国 ドイツ 中国
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42.9%42.9%42.3%42.3%

76.3%76.3%

52.5%52.5%

69.2%69.2%

8.5%8.5%

46.7%46.7%

34.2%34.2%38.1%38.1%39.6%39.6%
28.1%28.1%

9.8%9.8%

34.2%34.2%36.7%36.7%39.4%39.4%

26.5%26.5%

51.2%51.2%

16.0%16.0%
31.7%31.7%

17.2%17.2%

61.1%61.1%

28.4%28.4%
42.4%42.4%

1.9%1.9%

（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」

こうしたオンライン上を流れる情報について、情報の発信源（組織や人物）を確認するかを尋ねたと
ころ、確認する（「ほぼ全てのニュースについて行う」、「よく行う」の合計）と回答した割合は日本で
19.1％と、他国と比べて低い結果となった（図表Ⅱ-1-11-14）。

図表Ⅱ-1-11-14 情報の発信源（組織や人物）の確認頻度（国別）

ほぼ全てのニュースについて行う よく行う ときどき行う 滅多にしない したことがない

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

日本

米国

ドイツ

中国

（％）

10.2%

8.5%

15.8%

24.6%

18.8%

18.1%

14.9%

36.7%

29.6%

27.9%

35.4%

11.9%

20.6%

12.7%

20.9%

16.5%

22.5%

25.6%

24.6%4.3%

（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」

関連データ 複数のニュース媒体（放送局や新聞社、通信社）による報道を比較する割合
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00320（データ集）

関連データ 政府等が公表する公的な情報を確認する割合
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00321（データ集）

関連データ 専門家やファクトチェック機関による検証結果を確認する割合
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00322（データ集）
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また、オンラインサービスやアプリ（検索サービスやSNSなど）の特性である、「検索結果やSNS、
動画、音楽等、表示される情報があなたに最適化（パーソナライズ）されていること」、「SNS上でお
勧めされるアカウントやコンテンツは、SNSの提供者がみてほしいアカウントやコンテンツが提示さ
れる場合があること」、「SNS等では、自分に近い意見や考え方に近い情報が表示されること」につい
て、どの程度認識しているかを調査したところ、知っている割合（「よく知っている」、「どちらかと言
えば知っている」の合計）は、日本ではいずれの項目においても50％未満となった（図表Ⅱ-1-11-15）

（図表Ⅱ-1-11-16）（図表Ⅱ-1-11-17）。

図表Ⅱ-1-11-15 検索結果やSNS等で表示される情報がパーソナライズされていることへの認識の有無
0 20 40 60 80 100（％）

よく知っている どちらかと言えば知っている どちらでもない どちらかと言えば知らない よく知らない

日本

米国

ドイツ

中国 26.9%26.9%

22.5%22.5%

45.8%45.8%

13.6%13.6%

44.6%44.6%

33.3%33.3%

22.5%22.5%

31.2%31.2%

17.3%17.3%

26.0%26.0%

19.2%19.2%

28.3%28.3%

6.3%6.3%

8.8%8.8%

5.0%5.0%

8.5%8.5%

4.8%4.8%

9.4%9.4%

7.5%7.5%

18.4%18.4%

（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」

図表Ⅱ-1-11-16 サービスの提供側がみてほしいアカウントやコンテンツが提示される場合があることへの認識の有無
0 20 40 60 80 100（％）

よく知っている どちらかと言えば知っている どちらでもない どちらかと言えば知らない よく知らない

日本

米国

ドイツ

中国 24.8%24.8%

20.6%20.6%

34.6%34.6%

13.9%13.9%

41.9%41.9%

32.1%32.1%

26.7%26.7%

31.6%31.6%

20.0%20.0%

28.7%28.7%

27.7%27.7%

28.7%28.7%

7.5%7.5%

8.8%8.8%

5.6%5.6%

8.9%8.9%

5.8%5.8%

9.8%9.8%

5.4%5.4%

16.9%16.9%

（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」

図表Ⅱ-1-11-17 SNS等で自分の考え方に近い意見や情報が表示されやすいことに対する認識の有無
0 20 40 60 80 100（％）

よく知っている どちらかと言えば知っている どちらでもない どちらかと言えば知らない よく知らない

日本

米国

ドイツ

中国 21.3%21.3%

19.6%19.6%

28.1%28.1%

12.9%12.9%

45.6%45.6%

36.9%36.9%

36.3%36.3%

32.5%32.5%

21.5%21.5%

26.5%26.5%

22.3%22.3%

27.0%27.0%

6.2%6.2%

8.1%8.1%

7.5%7.5%

9.6%9.6%

5.4%5.4%

8.8%8.8%

5.8%5.8%

18.0%18.0%

（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」
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 2 2	 企業活動における利活用の動向	 企業活動における利活用の動向
	 各国企業のデジタル化の状況
ア　デジタル化の取組状況

日本、米国、ドイツ、中国の企業にデジタル化の取組状況について調査を行い、「わからない」と回
答した人を除いて集計したところ＊11、日本ではデジタル化に関連する取組を未実施（「実施していない、
今後実施を検討（9.8％）」、「実施していない、今後も予定なし（40.6％）」の合計）と回答した割合が
約50%となり、海外に比べてデジタル化推進が遅れていた。日本での取組状況を企業規模別にみると、
大企業では約25%、中小企業では約70%が「未実施」と回答しており、企業の規模によりデジタル化
の取組状況に差異が生じている（図表Ⅱ-1-11-18）。

日本企業においては、新しい働き方の実現（テレワークなど）や、業務プロセスの改善・改革（ERP
による業務フロー最適化など）のデジタル化における全社的な取組が多い一方で、新規ビジネス創出や
顧客体験の創造・向上のデジタル化における全社的な取組は少ない。日本企業においては、相変わらず
攻めのデジタル化よりも守りのデジタル化に取組む傾向がある。米国企業においては、新規ビジネス創
出については全社一体となって取組んでいるが、顧客体験の創造・向上については部分的な部署で取組
む傾向がある（図表Ⅱ-1-11-19）。

図表Ⅱ-1-11-18 デジタル化の取組状況（各国比較）

2024年度から実施している
2021年度から実施している
実施していない、今後実施を検討

2023年度から実施している
2020年度から実施している
実施していない、今後も予定なし

2022年度から実施している
2019年度以前から実施している

0 20 40 60 80 100

日本
（n=5,316）

米国
（n=995）

ドイツ
（n=1,320）

中国
（n=642）

（％）

7.0%7.0%

7.3%7.3%

10.1%10.1%

3.3%3.3%

13.4%13.4%

7.7%7.7%

9.5%9.5%

3.7%3.7%

13.4%13.4%

11.7%11.7%

8.2%8.2%

4.7%4.7%

15.7%15.7%

9.5%9.5%

7.8%7.8%

3.3%3.3%

20.1%20.1%

16.5%16.5%

14.7%14.7%

6.0%6.0%

19.8%19.8%

30.4%30.4%

23.8%23.8%

28.6%28.6%

8.4%8.4%

8.6%8.6%

11.3%11.3%

9.8%9.8%

2.2%2.2%

8.3%8.3%

14.6%14.6%

40.6%40.6%

※	デジタル化に取り組んでいる企業を抽出するためのスクリーニング調査の結果に基づく
（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」

関連データ デジタル化の取組状況（日本：企業規模別比較）
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00327（データ集）

＊11	 本調査サンプル数確保まで収集したスクリーニングデータをもとに集計した。

1

120 令和7年版　情報通信白書　第Ⅱ部

第
1
章

I
I
I
I
I
I
I
I

デジタル活用の動向デジタル活用の動向第第1111節節

情通R7_Ⅱ-1-11a_第Ⅱ部第1章11節.indd   120情通R7_Ⅱ-1-11a_第Ⅱ部第1章11節.indd   120 2025/06/20   16:43:292025/06/20   16:43:29

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00327


図表Ⅱ-1-11-19 デジタル化推進に向けて取り組んでいる事項（各国比較）

全社 複数の部署 単一の部署 特定業務 取り組んでいない わからない

新規ビジネス創出

顧客体験の創造・向上

既存製品・サービスの高付加価値化

業務プロセスの改善・改革
（ERPによる業務フロー最適化など）

業務の省力化
（AI/RPAによる無人化など）

新しい働き方の実現
（テレワークなど）

新規ビジネス創出

顧客体験の創造・向上

既存製品・サービスの高付加価値化

業務プロセスの改善・改革
（ERPによる業務フロー最適化など）

業務の省力化
（AI/RPAによる無人化など）

新しい働き方の実現
（テレワークなど）

日本 米国

中国ドイツ

23.3％23.3％

25.2％25.2％
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25.6％25.6％
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42.5％42.5％
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（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」

イ　デジタル化の効果
デジタル化の効果について、「新規ビジネス創出」、「顧客体験の創造・向上」、「既存製品・サービス

の高付加価値化」、「業務プロセスの改善・改革」、「業務の省力化」、「新しい働き方の実現」の観点でそ
れぞれ調査したところ、日本では各観点に共通して「期待以上」の回答が最も少なく、「期待する効果
を得られていない」との回答は4か国の中で最も多い。

関連データ デジタル化の効果
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00329（データ集）

ウ　デジタル化に関する課題
デジタル化に関して現在認識している、もしくは今後想定される課題や障壁として、日本企業は「人

材不足（48.7%）」の回答割合が最も大きく、他国企業と比較して圧倒的に高い割合となった。次いで
「アナログな文化・価値観が定着している（27.8%）」、「DXの役割分担や範囲が不明確（27.4％）」、
「明確な目的・目標が定まっていない（27.4％）」の回答割合が高かった（図表Ⅱ-1-11-20）。
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図表Ⅱ-1-11-20 デジタル化に関して現在認識している、もしくは今後想定される課題や障壁（各国比較）

日本 米国 ドイツ 中国

0 10 20 30 40 50

明確な目的・目標が定まっていない

既存のルールがDX施策に合っていない
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組織間の連携が取れていない

DXの役割分担や範囲が不明確

資金不足

アナログな文化・価値観が定着している

経営陣（決定権者）が乗り気ではない

人材不足

検討時間の不足

デジタル技術の知識・リテラシー不足

その他

特に考えているものはない

（％）

8.1%

0.3%

12.0%

12.6%

28.5%

20.4%

20.7%

25.6%

26.5%

26.2%

35.3%

30.7%

19.4%

23.6%

0.0%

17.2%

13.3%

30.7%

13.6%

30.4%

16.2%

29.4%

19.4%

30.1%

16.5%

10.0%

16.2%

0.3%

6.5%

7.8%

20.1%

27.8%

28.5%

19.1%

22.7%

22.3%

29.8%

26.9%

8.7%

11.1%

0.4%

20.4%

14.6%

48.7%

6.8%

27.8%

17.3%

27.4%

24.1%

13.6%

20.6%

27.4%

（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」

日本企業においては特にUI・UXに係るデザイナーや、AI・デジタル解析の専門家が他国に比べて
少ない点が顕著である。UI・UXに係るデザイナーが「在籍している」と回答した割合は、日本企業で
は20.8%に対して他国企業では約55％から約70％であり、AI・データ解析の専門家が「在籍してい
る」と回答した割合は、日本企業では20.6%に対して他国企業では約65％から約80％であった（図表
Ⅱ-1-11-21）。
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図表Ⅱ-1-11-21 専門的なデジタル人材の在籍状況

CIOやCDOなどのデジタル化の主導者

ビジネスのデジタル化に精通した、企画・立案者

デジタルシステムの実装に精通した者

UI・UXに係るデザイナー

AI・データ解析の専門家

CIOやCDOなどのデジタル化の主導者

ビジネスのデジタル化に精通した、企画・立案者

デジタルシステムの実装に精通した者

UI・UXに係るデザイナー

AI・データ解析の専門家

CIOやCDOなどのデジタル化の主導者

ビジネスのデジタル化に精通した、企画・立案者

デジタルシステムの実装に精通した者

UI・UXに係るデザイナー

AI・データ解析の専門家

CIOやCDOなどのデジタル化の主導者

ビジネスのデジタル化に精通した、企画・立案者

デジタルシステムの実装に精通した者

UI・UXに係るデザイナー

AI・データ解析の専門家

日
本

米
国

ド
イ
ツ

中
国

0 20 40 60 80 100（％）

35.7%35.7%

44.9%44.9%

45.4%45.4%

20.8%20.8%

20.6%20.6%

90.0%90.0%

61.5%61.5%

66.3%66.3%

54.4%54.4%

70.6%70.6%

75.7%75.7%

56.6%56.6%

67.0%67.0%

58.3%58.3%

65.0%65.0%

89.3%89.3%

74.1%74.1%

72.2%72.2%

71.2%71.2%

77.0%77.0%

（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」

関連データ デジタル人材の確保に向けた取組状況（国別）
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00332（データ集）

また、システム開発の内製化状況について尋ねたところ、日本では、システム開発を自社主導で実施
している（「ほぼすべての開発を自社エンジニアで実施」と「主に自社エンジニアで開発、一部の開発
を外部ベンダーで実施」の合計）と回答したのは35.7%となっていた。一方で、海外では自社主導で
の開発を行っていると回答したのは約80～90%となっており、日本と大きな差があった。

関連データ システム開発の内製化状況（各国比較）
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00333（データ集）

	 テレワーク・オンライン会議
ア　我が国の企業のテレワークの導入状況

民間企業のテレワークは、2020年の新型コロナウイルス感染症の拡大後、急速に導入が進んだが、
2022年以降、減少傾向が続いている。

総務省実施の令和6年通信利用動向調査によると、テレワークを導入している企業は47.3％である
（図表Ⅱ-1-11-22）。

2
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図表Ⅱ-1-11-22 テレワーク導入率の推移

導入していないが、今後導入予定がある
テレワークを導入している
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90.9

0
20
40
60
80

100

在宅勤務

2024年（n=2,330）

2024年（n=1,235）

モバイル
ワーク
（※1）

サテライト
オフィス
勤務

ワーケー
ション
（※2）

テレワークの導入形態　※3

（％）

13.3 13.9
19.1 20.2

47.5
51.9 51.7 49.9 47.3

3.3 4.3

7.2
9.4

10.7
5.5 3.5

3.0
4.0

32.4
15.7 0.9

※1	 営業活動などで外出中に作業する場合。移動中の交通機関やカフェでメールや日報作成などの業務を行う形態も含む。
※2	 テレワークなどを活用し、普段の職場や自宅とは異なる場所で仕事をしつつ、自分の時間も過ごすこと。
※3	 導入形態は無回答を含む形で集計。

（出典）総務省「通信利用動向調査」

関連データ テレワークを導入しない理由（時系列）
URL：	https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00339（データ集）

関連データ テレワークの導入目的（複数回答）
URL：	https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00338（データ集）

イ　テレワーク・オンライン会議の利用状況（個人・国際比較）
テレワーク・オンライン会議（以下、「テレワーク等」）の利用状況について、日本・米国・中国・ド

イツの国民にアンケートを実施した。
テレワーク及びオンライン会議を「日常生活や仕事において積極的に活用している」と回答した割合

は、日本を除く3ヵ国において、前年度比で微減していることから、オフィス回帰という社会的背景が
あるのではないかと推察される（図表Ⅱ-1-11-23）。また、テレワーク等の実施が困難な理由として、
日本では社内での「使いたいサービスがない」ことが36.0％と最も多く挙げられている。

日本のテレワークの利用状況を年代別にみると、40歳代、20歳代、30歳代の順に高く、40歳代で
は32.0%だった。また、20歳代においては、「今後利用してみたい」と回答した割合が高いことから
利用意向が高いことが伺える。一方で、「生活や仕事において、必要ない」と回答した割合は年齢層が
上がるにつれて高くなり、20歳代は37.4%であったのに対して、60歳代では59.7%となっていた（図
表Ⅱ-1-11-24）。
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図表Ⅱ-1-11-23 テレワーク・オンライン会議の利用状況（国際比較）
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46.7%
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（％）

日常生活や仕事において積極的に活用している
利用したいが困難

数回利用したことがある程度
利用する気になれない

今後利用してみたい
生活や仕事において、必要ない

（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」

図表Ⅱ-1-11-24 テレワーク・オンライン会議の利用状況（日本・年代別）
0 20 40 60 80 100

20歳代

30歳代
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50歳代

60歳代

（％）

日常生活や仕事において積極的に活用している
利用したいが困難

数回利用したことがある程度
利用する気になれない

今後利用してみたい
生活や仕事において、必要ない

15.0%

15.5%

16.0%

12.6%

13.1%

15.5%

11.7%

16.0%

11.2%

11.2%

19.4%

13.1%

11.7%

12.6%

4.4%

7.3%

11.7%

5.8%

5.8%

4.4%

5.3%

8.3%

5.3%

6.3%

7.3%

37.4%

39.8%

45.1%

51.5%

59.7%

（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」

関連データ テレワーク・オンライン会議が利用できない理由
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00342（データ集）
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 3 3	 行政分野におけるデジタル活用の動向	 行政分野におけるデジタル活用の動向
	 電子行政サービス（電子申請、電子申告、電子届出）の利用状況

電子行政サービス（電子申請、電子申告、電子届出）の利用状況について、日本では利用経験のある
者が約41％であり、前回の調査時（約41%）＊12と同程度であった。また、米国ともほぼ同程度となっ
ている（図表Ⅱ-1-11-25）。利用しない理由としては、「セキュリティへの不安」、「サービスを利用す
るまでの方法あるいは機器やアプリケーションの操作方法がわからない」、「使いたいサービスがない」
との回答が多かった。

日本での利用状況を年代別にみると、電子行政サービスの利用経験のある者の割合は、他の年代に比
べ60代が比較的大きかった（図表Ⅱ-1-11-26）。

図表Ⅱ-1-11-25 電子行政サービスの利用状況（国別）
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利用したいが困難
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今後利用してみたい
生活や仕事において、必要ない

34.6%

23.8%

20.4%
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24.2%

23.5%

21.0%

28.3%

16.5%

13.8%

15.4%

20.7%

7.9%
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12.1%

5.6%

6.2%

12.7%
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（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」

図表Ⅱ-1-11-26 電子行政サービスの利用状況（日本・年代別）
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利用したいが困難

数回利用したことがある程度
利用する気になれない

今後利用してみたい
生活や仕事において、必要ない

11.7%

14.1%

8.3%

10.2%

17.0%

28.2%

25.7%

31.1%

26.2%

30.1%

22.3%

19.4%

23.3%

23.8%

14.6%
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7.3%
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4.9%

6.8%

10.2%

8.7%

7.3%

11.2%

23.8%

23.3%

25.2%

27.2%

22.3%

（出典）総務省（2025）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」

関連データ 公的なデジタルサービスが利用できない背景（国別）
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00345（データ集）

＊12	 令和6年版情報通信白書。総務省（2024）「国内外における最新の情報通信開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」
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	 我が国のデジタル・ガバメントの推進状況
ア　国際指標

我が国の公的分野のデジタル化に関する世界での位置付けについて、国際指標に基づいて概観する。

（ア）国連経済社会局（UNDESA）「世界電子政府ランキング」
国連経済社会局（UNDESA）による電子政府調査は、国連加盟国におけるICTを通じた公共政策の

透明性やアカウンタビリティを向上させ、公共政策における市民参画を促す目的で実施され、2003年
から始まり、2008年以降は2年に1回の間隔で行われている。この調査では、オンラインサービス指
標（Online Service Index）、 人 的 資 本 指 標（Human Capital Index）、 通 信 イ ン フ ラ 指 標

（Telecommunications Infrastructure Index）の3つの指標を基に平均してEGDI（電子政府発展度
指標）を出して順位を決めている。

2024年の世界電子政府ランキングでは、前回調査（2022年）に引き続きデンマークが1位であり、
2位がエストニア、3位がシンガポール、4位が韓国、5位がアイスランドと続く。日本の順位は13位
であり、前回調査（2022年）から1ランク向上し、スコアも前回調査より上昇した（図表Ⅱ-1-11-
27）。

個別指標のスコアをみると日本は、Online Service Index（0.9094→0.9427）、Human Capital 
Index（0.8765→0.9117）、Telecommunications Infrastructure Index（0.9147→0.9509）のす
べての指標においてスコアの向上がみられる。

図表Ⅱ-1-11-27 国連（UNDESA）「世界電子政府ランキング」における日本の順位推移

1717 1818

66

1111 1010

1414 1414 1313

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024（年）

（出典）UN E-Government Surveys

（イ）早稲田大学「世界デジタル政府ランキング」
早稲田大学電子政府・自治体研究所は、世界のICT先進国66か国を対象に、各国のデジタル政府推

進について進捗度を主要10指標（35サブ指標）で多角的に評価する「世界デジタル政府ランキング」
を、2005年から毎年公表している。上位から1位：シンガポール、2位：英国、3位：デンマーク、4
位：米国、5位：韓国となった。3年連続で1位を保持していたデンマークは3位にランクダウンし、
シンガポールが7年ぶりの1位となった。日本は、昨年調査において調査開始から初めてトップ10圏
外の11位となったが、今年も11位のままであった。日本の少子・高齢・人口減少社会を見据え、デジ
タル活用による官民連携やイノベーションの推進による行財政のコスト削減や効率化、積極的且つ最適
なデジタル投資が、今やるべきこととして指摘されている。

関連データ 早稲田大学「世界デジタル政府ランキング」における日本の順位推移
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00347（データ集）
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イ　データ連携及び認証基盤の整備状況
（ア）マイナンバーカード

マイナンバーカードの人口に対する保有枚数（交付枚数から死亡や有効期限切れなどにより廃止され
たカードの枚数を除いた数値）は、2025年2月末時点で78.0％である。また、マイナンバーカードの
健康保険証としての登録は、2025年1月末時点で、累計約8,153万枚、マイナンバーカード保有枚数
に対する登録率は84.1%である。公金受取口座の登録については、2025年1月末時点で、累計登録数
が約6,346万件、マイナンバーカード保有枚数に対する登録率は65.5%である。

関連データ マイナンバーカード普及状況の推移
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00348（データ集）

関連データ マイナンバーカードの健康保険証としての登録状況推移
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00349（データ集）

関連データ マイナンバーカードの公金受取口座の登録状況推移
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00350（データ集）

ウ　地方自治体におけるデジタル化の取組状況
（ア）手続オンライン化の現状

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべ
き手続とされている手続の、オンライン利用実績は以下のとおりである（図表Ⅱ-1-11-28）。

図表Ⅱ-1-11-28 地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続のオンライン利用状況の推移

30

35
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45

50
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60

2020 2021 2022 （年度）

（％）

52.752.7
55.655.6

57.657.6
年度 年間総手続件数

（万件）
オンライン利用件数

（万件）
オンライン
利用率（％）

2020 47,032

2021

24,781 52.7

2022

50,257 27,926 55.6

49,909 28,735 57.6

※1	 2020年度のオンライン利用状況の実績については、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和4年6月7日閣議決定）において、地方公共団体が優先
的にオンライン化を推進すべき手続とされている59手続を対象として、再度調査し算出したもの。2021年度以降についても、「デジタル社会の実現に向
けた重点計画」において、地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続を対象としている。

※2	 オンライン利用率（％）＝オンライン利用件数／年間総手続件数×100
年間総手続件数は、対象手続に関して既にオンライン化している団体における、総手続件数と人口を基に算出した全国における推計値である。
オンライン利用件数は、より精緻なオンライン利用率の算出を行うため、年間総手続件数と同様、推計値としている。

（出典）総務省「自治体DX・情報化推進概要～令和5年度地方公共団体における行政情報化の推進状況調査の取りまとめ結果～」を基に作成＊13

＊13	 https://www.soumu.go.jp/denshijiti/060213_02.html
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（イ）AI・RPAの利用推進
AIの導入済み団体数は、2021年度時点で、都道府県・指定都市で100%となった。その他の市区町

村は、2023年度時点で50％となり、実証中、導入予定、導入検討中を含めると約72%がAIの導入に
向けて取り組んでいる（図表Ⅱ-1-11-29）。機能別にみると、音声認識、文字認識及びチャットボット
による応答の3機能は、都道府県・指定都市・その他の市区町村のいずれにおいても突出して導入が進
んでいる。その他の機能についても、件数は少ないもののおおむね増加傾向にある。

図表Ⅱ-1-11-29 地方自治体におけるAI導入状況
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（出典）総務省「自治体におけるAI・RPA活用促進」＊14

関連データ 地方自治体におけるAI導入状況（AIの機能別導入状況）
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00353（データ集）

また、RPA導入済み団体数は、2023年度時点で、都道府県で94％、指定都市で100％となってい
る。その他の市区町村は41％となり、実証中、導入予定、導入検討中を含めると約65%がRPAの導
入に向けて取り組んでいる（図表Ⅱ-1-11-30）。分野別にみると、最も導入件数が多いのが「財政・会
計・財務」であり、次いで「児童福祉・子育て」、「健康・医療」、「組織・職員（行政改革を含む）」が
続く。

＊14	 https://www.soumu.go.jp/main_content/000934146.pdf
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図表Ⅱ-1-11-30 地方自治体におけるRPA導入状況

令和5年度

令和3年度

令和4年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

令和5年度

令和3年度

令和4年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

令和5年度

令和3年度

令和4年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

導入済み
導入予定もなく、検討もしていない

実証中 導入予定 導入検討中 導入の検討を行った、または実証実験を実施したが導入には至らなかった

94%,44

91%,43

74%,35

49%,23

30%,14

6%,3

94%,44 4%,2

6%,3

21%,10

36%,17 15%,7

43%,20 19%,9 9%,4

4%,2
2%,
1

2%,
1

100%,20

100%,20

95%,19

65%,13

45%,9

40%,8

5%,1

25%,5

25%,5

10%,2

25%,5

40%,8

5%,1

20%,4

36%,621

29%,495

19%,335

9%,148

8%,130

10%,168

10%,172

14%,233

8%,130

20%,336

20%,343

22%,385

26%,445

22%,386

10%,176

9%,149

24%,407

29%,500

33%,564

38%,649

67%,11463%,
59

6%,108 7%,126

7%,1184%,63

5%,78

8%,135

41%,700 17%,288 11%,194 24%,4135%,852%,41

都
道
府
県

指
定
都
市

そ
の
他
の
市
区
町
村

（出典）総務省「自治体におけるAI・RPA活用促進」＊15

関連データ 地方自治体におけるRPA導入状況（RPAの分野別導入状況）
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00355（データ集）

2023年末時点で、生成AIを導入済みの団体は、都道府県で51.1%、指定都市で40.0%、その他の
市区町村で9.4%であった（図表Ⅱ-1-11-31）。

＊15	 https://www.soumu.go.jp/main_content/000934146.pdf
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図表Ⅱ-1-11-31 地方自治体における生成AI導入状況（2023年12月31日現在）
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５ 導入(実証実験も含む）予定はないが、幹部レベルで検討している
６ 導入(実証実験も含む)予定はないが、担当課レベルで検討している
７ 導入の検討を行った、または実証実験を実施したが導入には至らなかった
８ 導入予定もなく、検討もしていない

（出典）総務省「自治体における生成AI導入状況」＊16

関連データ 地方自治体における生成AI導入事例（実証実験も含む）（2023年12月31日現在）
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00357（データ集）

（ウ）職員のテレワークの実施状況
2024年10月時点で、都道府県及び政令指定都市では全団体で導入済み、市区町村では、2023年10

月時点では60.1%であったところ、2024年10月時点では、61.4%となっている（図表Ⅱ-1-11-32）。
テレワーク導入済団体が実感している意義やメリットとして、職員のワークライフバランスの向上、

柔軟・多様な働き方の実現、時間の有効活用、感染症対策などが挙げられている一方、テレワーク未導
入団体において、テレワークの導入に至っていない理由については、多くの職員がテレワークになじま
ない窓口業務や現場業務に従事している、テレワーク導入のためにコストがかかる、職員の労務管理が
難しいなどが挙げられている。

図表Ⅱ-1-11-32 職員のテレワーク導入状況
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（出典）総務省「地方公共団体におけるテレワーク取組状況」を基に作成＊17

＊16	 https://www.soumu.go.jp/main_content/000956953.pdf
＊17	 総務省「地方公共団体におけるテレワーク取組状況」（令和元年10月1日時点、令和2年10月1日時点、令和3年10月1日時点、令和4

年10月1日時点、令和5年10月1日時点、令和6年10月1日時点）（https://www.soumu.go.jp/main_content/001005074.pdf）
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1 	2024年1月に発生した石川県能登地方の地震における被災地のICT利用状況調査
総務省は、2024年11月から2025年3月にかけて、2024年1月に発生した石川県能登地方の地震（以下

「能登半島地震」という。）における被災地の住民の方や、震災・復興対応にあたった自治体・企業・組織等
における情報通信手段の活用状況やその課題等を明らかにするため、被災者へのアンケート（個人単位）＊1及
び地方自治体等へのインタビュー（団体単位）＊2による調査を実施した（以下「被災地対象調査」という。）。
その結果について、2016年4月に発生した熊本地震に関するアンケート調査＊3及び2024年3月に実施した
能登半島地震に関する全国対象アンケート調査（以下「全国調査」という。）＊4と比較することにより、能登
半島地震における被災地のICT利用状況の特徴や課題について分析を行った。

2 	発災時のICTメディアの利用状況
発災時（発災から数時間）に利用された情報収集・安否確認手段を、2016年4月16日に発生した熊本地
震の本震時の調査と比較すると、携帯電話、携帯メール、AMラジオは減少する一方、地上波放送（テレビ）
が高い割合を示していた（図表1）。能登半島地震で地上波放送が多く利用された理由として、熊本地震の本
震発災は午前1時半頃であるのに対し、能登半島地震の発災は元日の午後4時頃であり、能登半島地震では発
災直前にテレビを見ていた、または直後にテレビをつけることができた人が熊本地震より比率が高かった可
能性がある。また、防災アプリ、インターネット安否確認サービス等のインターネットサービスやX（旧
Twitter）等のSNSも、全体として利用割合が増加しており、スマートフォンをはじめとするデジタルツール
が普及する中で、インターネットを介した幅広い情報収集・安否確認が利用されていたと考えられる。

図表1 発災時に利用した手段（複数回答）
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（出典）総務省「令和6年能登半島地震におけるデジタル活用動向等に関する調査研究」

＊1	 時期：2024年11月～2025年2月
	 方法：WEBアンケートモニターとして登録している人を対象としたモニターアンケート及びインタビュー調査協力者を対象としたアン

ケートを実施。
	 対象者：能登半島地震発生時に以下の地域に居住していた人、及び特に大きな被害を受けた以下のA地域に滞在していた人（1,092名）。
	 地域A：石川県穴水町、内灘町、志賀町、珠洲市、七尾市、能登町、輪島市、富山県氷見市
	 地域B：金沢市、中能登町、羽咋市
	 地域C：加賀市、かほく市、小松市、津幡町、能美市、宝達志水町
＊2	 時期：2024年12月～2025年3月
	 対象者：能登半島地震で特に大きな被害を受けた石川県の自治体及び2次避難者を多く受け入れ、外部からの支援の拠点となった金沢

市に所在し、災害対応等に携わった地方自治体、企業、病院、農漁協商工会、NPO等の組織を対象にインタビューを実施。（57件）。
＊3	 総務省報道発表（2017年4月13日）「熊本地震における情報通信の在り方に関する調査結果」
	 （https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin02_02000108.html）
＊4	 2024年3月に全国のWEBモニターを対象にモニターアンケート方式で実施。性別（男性・女性）および年代（20代・30代・40代・

50代・60代以上）で均等割付し、合計2,060件の回答を得た。
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ICT市場の動向ICT市場の動向

3 	居住地域別のテレビ放送の利用割合
一方、発災時にテレビ放送＊5を最初に利用した割合を居住地域別にみると、特に被害が大きかった地域（石
川県穴水町、内灘町、志賀町、珠洲市、七尾市、能登町、輪島市、富山県氷見市。以下「地域A」という。）
に居住している人がテレビ放送を最初に利用した割合は22.5％であり、それ以外の本調査対象地域（地域B
及び地域C＊6）に居住している人がテレビ放送を最初に利用した割合（約45%）と比較して顕著に低かった
（図表2）。また、テレビ放送を「発災前に有用と考えていた割合」と「発災時に利用した割合」とを地域別に
比較すると、地域A以外の本調査対象地域（地域B及び地域C）では、これらの割合が近い値になっているの
に対し、地域Aでは「発災時に利用した割合」が低かった（図表3）。このことから、地震による被害が特に
大きかった地域Aでは、発災時にテレビ放送を利用できない被災者が多くいたと考えられる。

図表2 テレビ放送を最初に利用した割合（居住地域別）

22.522.5

46.146.1

45.945.9

0 10 20 30 40 50

地域Aに居住（n=244）

地域Bに居住（n=399）

地域Cに居住（n=109）

（％）

注）�アンケート回答者のうち、「発災時に情報収集・安否確認をした」人が回答。
（出典）総務省「令和6年能登半島地震におけるデジタル活用動向等に関する調査研究」

図表3 発災前に有用だと考えていた割合と発災時に利用した割合の関係（テレビ放送、居住地域別）
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（出典）総務省「令和6年能登半島地震におけるデジタル活用動向等に関する調査研究」

＊5	 ここでいうテレビ放送には、地上波放送、テレビ番組の同時配信、テレビ番組の見逃し配信・オンデマンド配信、衛星放送、ケーブル
テレビ放送が含まれる。図表3において、テレビ放送と回答した289人のうち、「テレビ番組の見逃し配信・オンデマンド配信」と回答
した人は0人、「テレビ番組の同時配信」と回答した人は7人であり、両者を合わせても割合としては2%程度であり、大半はいわゆる
「テレビ機器」を使った情報収集であった。

＊6	 地域B：金沢市、中能登町、羽咋市
	 地域C：加賀市、かほく市、小松市、津幡町、能美市、宝達志水町			
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本被災地対象調査により、被災地域の居住者にとって、災害時の情報収集手段としてのテレビ放送の重要
性が明らかになった一方、特に被害が大きかった地域では、災害時の情報収集において有用と認識されてい
たテレビ放送による情報収集ができない状況があった可能性があることが示唆される。
能登半島地震では、テレビ放送に関して、停電や伝送路の断線等による停波が発生した。災害時に充実し
た情報を被災者に確実に届けるため、様々な情報伝達手段を通じた災害情報の提供を促進するとともに、よ
り一層、放送ネットワークの強靱化に取り組む必要がある。

4 	SNS上の真偽の不確かな情報による影響
能登半島地震と熊本地震の際のICT利用状況を比較すると、スマートフォンやSNSが幅広い世代で本格的
に普及したという点で、大きな違いが見られる。全国調査において、SNS上で真偽の不確かな情報が流通・
拡散していたことが確認されていたが、被災地対象調査においても、SNS上で真偽の不確かな情報が流通・
拡散していたことや、一時滞在者を含む被災者や自治体等への関係機関への影響が確認された。

（1）SNS上の真偽の不確かな情報に対する認知・拡散
SNSを利用している人のうち、能登半島地震に関連する真偽の不確かな情報をSNS上で見かけた人は
51.9%であり、見かけた情報をSNSで拡散した人は全体の9.2%であった。全国対象調査と比較すると、
SNS上で真偽不確かな情報を見かけた人の割合は被災地対象調査の方が高く、被災地域に居住している人の
方が、SNS上で、震災に関する真偽の不確かな情報を目にしやすい環境であったと考えられる（図表4）。

図表4 真偽の不確かな情報に対する認知・拡散

100.0

51.9

9.2
0

20

40

60

80

100

SNSを利用
している人

SNS上で
見かけた人

SNSで
拡散した人

（n=773）

100.0

42.7

10.9
0

20

40

60

80

100

SNSを利用
している人

SNS上で
見かけた人

SNSで
拡散した人

（n=1855）
（％） （％）

被災地対象調査 全国対象調査

注）アンケート回答者のうち、「ひとつでもSNSを利用したことがある」人が回答
（出典）総務省「令和6年能登半島地震におけるデジタル活用動向等に関する調査研究」

情報の種類・SNS別に、真偽の不確かな情報を見かけた割合をみると、被災地対象調査と全国対象調査は
いずれもXが最も高く、大きな差は見られなかった。一方、全国対象調査との比較から見えてきた特徴とし
ては、被災地対象調査では、全体的にXで見かけた割合が低く、LINEで見かけた割合が高い傾向があった。
特に被災地対象調査では、治安に関する投稿に関してLINEで見かけた割合が顕著に高かった。

（2）SNS上の真偽の不確かな情報による影響
インタビュー調査においても、能登半島地震の被災地では、真偽の不確かな情報がLINEで共有・拡散され、
流通していた事例や、LINEのオープンチャット機能による地域コミュニティのグループで偽・誤情報が流通
していたことが確認されており、被災地でLINEが情報共有に積極的に活用される一方、真偽の不確かな情報
も流通しやすかった可能性が示唆される。また、インタビュー調査においては地震により特に大きな被害を
受けた地域では、SNS上の真偽の不確かな救助情報をきっかけに自治体等へ出動を求める問合せが寄せられ
たものの、実際に救助に向かうと、要救助者が確認されないケースも多くあったことが把握されており、
SNS上の真偽の不確かな情報が、自治体等の救助活動等にも影響を及ぼしたことが明らかとなっている。
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（3）被災地居住者と一時滞在者との比較
元旦に発生した震災であることを踏まえ、本被災地対象調査では、被災地居住者に加えて、帰省や旅行等
による地域Aへの「一時滞在者」に対しても調査を行った。SNS利用者のうち真偽の不確かな情報を見かけ
た割合は、被災地居住者が約半数であったのに対し、一時滞在者は約9割と非常に高かった（図表5）。SNS
別にみると、一時滞在者も被災地居住者と同様にXで真偽不確かな情報を見かけた割合が最も高いが、LINE
もXと同程度に高く、被災地居住者と異なる傾向がある（図表6）。

図表5 真偽の不確かな情報の認知（単一回答、居住・滞在地域別）
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（％）

注）アンケート回答者のうち、「ひとつでもSNSを利用したことがある」人が回答
（出典）総務省「令和6年能登半島地震におけるデジタル活用動向等に関する調査研究」

図表6 真偽の不確かな情報の認知（複数回答、居住・滞在地域別・SNS別）
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注）アンケート回答者のうち、「ひとつでもSNSを利用したことがある」人が回答
（出典）総務省「令和6年能登半島地震におけるデジタル活用動向等に関する調査研究」

今回の地震に関する偽・誤情報によって実際に被害や迷惑を受けた経験がある人の割合は、一時的滞在者
が32.6％であった一方、被災地居住者では5%程度であった（図表7）。この背景として、一時滞在者は、被
災時の情報源としてSNSにより重きをおいて活用した結果、偽・誤情報に触れる可能性が高まった可能性が
あることや、土地勘の少ない被災地で信頼性の高い情報が得にくく、SNS上の真偽の不確かな情報の影響を
受けやすくなっていた可能性が示唆される。
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図表7 偽・誤情報によって被害や迷惑を受けた経験（単一回答、居住・滞在地域別）
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（％）

（出典）総務省「令和6年能登半島地震におけるデジタル活用動向等に関する調査研究」

本調査結果から、能登半島地震において、被災者の認識においても、SNS上で真偽の不確かな情報が流通・
拡散していたことが確認されるとともに、災害時に情報弱者となりやすいとされる一時滞在者への影響がよ
り大きかったことや、実際の自治体等への救助活動等に影響を与えたことが明らかとなった。引き続き、災
害時におけるSNS上の偽・誤情報等への対応は重要な課題である。
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第12節 郵政事業・信書便事業の動向
 1 1	 郵政事業	 郵政事業
	 日本郵政グループ
日本郵政グループは、2012年10月1日以降、日本郵政を持株会社とした4社体制となっている（図

表Ⅱ-1-12-1）。日本郵政は、日本郵便の発行済株式を100％保有するとともに、ゆうちょ銀行株式の
議決権保有割合の50.04％、かんぽ生命株式の議決権保有割合の49.8％を保有している（2024年度末
時点）。

図表Ⅱ-1-12-1 日本郵政グループの組織図

窓窓口口業業務務のの委委託託

日本郵政株式会社

株式会社ゆうちょ銀行

社員数
（正社員）

純資産

主な事業

経常収益
経常利益
当期純利益

政 府

社員数（正社員）

純資産

主な事業

経常収益   （連結／単体）
経常利益   （連結／単体）
当期純利益（連結／単体）

1,533名

15兆2,895億円（連結ベース）

日本郵政グループの運営

11兆4,683億円／2,166億円
8,145億円／1,445億円
3,705億円／3,114億円

171,804名 11,345名 18,427名

7,409億円（連結） 9兆364億円（連結） 3兆2,414億円（連結）

郵便業務、国内・国際物流業、
物販業、銀行窓口業務、
保険窓口業務、不動産業

銀行業 生命保険業

3兆4,534億円（連結）
25億円（連結）
▲42億円（連結）

2兆5,220億円（連結）
5,845億円（連結）
4,143億円（連結）

6兆1,653億円（連結）
1,702億円（連結）
1,234億円（連結）

株式会社かんぽ生命保険日本郵便株式会社

※	各社の「当期純利益」は、「親会社株主に帰属する当期純利益」の数値。
（出典）2025年3月期決算資料及び日本郵政グループ統合報告書（ディスクロージャー誌）2024を基に作成

日本郵政グループの2024年度連結決算は、経常収益が約11兆円、当期純利益が3,705億円となっ
ている（図表Ⅱ-1-12-2）。

図表Ⅱ-1-12-2 日本郵政グループの経営状況
（億円）

年度 2019 2020 2021 2022 2023 2024
経常収益 119,501 117,204 112,647 111,385 119,821 114,683
経常利益 8,644 9,141 9,914 6,576 6,683 8,145
当期純利益 4,837 4,182 5,016 4,310 2,686 3,705

（出典）日本郵政「決算説明資料」を基に作成
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	 日本郵便株式会社
ア　財務状況
2024年度の日本郵便（連結）の営業収益は3兆4,423億円、営業利益は35億円、経常利益は25億
円、当期純利益は▲42億円で、増収減益となっている。
事業別にみると、郵便・物流事業の営業収益は2兆808億円、営業費用は2兆1,192億円、営業利益

は前期比304億円増の▲383億円、郵便局窓口事業の営業収益は1兆87億円、営業費用は9,855億円、
営業利益は前期比253億円減＊1の231億円となっている（図表Ⅱ-1-12-3）。

図表Ⅱ-1-12-3 日本郵便（連結）の営業損益の推移

（億円）
年度 2019 2020 2021 2022 2023 2024

郵便・物流事業 1,475 1,237 1,022 328 △688 △383
郵便局窓口事業 445 377 245 493 729 231
不動産事業 － － － － － 139
国際物流事業 △	86 35 287 107 95 133

日本郵便（連結） 1,790 1,550 1,482 837 63 35

※	2025年3月期より、事業セグメント区分を変更し、新たに「不動産事業セグメント」の業績を開示。
（出典）日本郵政「決算説明資料」を基に作成

また、2023年度の日本郵便の郵便事業の営業利益は、896億円の赤字となっている。

関連データ 郵便事業の収支
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00369（データ集）

イ　郵便事業関連施設数
2024年度末における郵便事業関連施設数は、郵便局数が2万4,185局となっており、横ばいで推移
している（図表Ⅱ-1-12-4）。

図表Ⅱ-1-12-4 郵便事業の関連施設数の推移

郵
便
ポ
ス
ト

郵
便
切
手
類
販
売
所
等

郵
便
局
数

郵便局

郵便ポスト

郵便切手類販売所・
印紙売りさばき所

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
（本･か所）（局）

（年度末）

――

―

20242013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

24,511 24,470 24,452 24,421 24,395 24,367 24,341 24,311 24,284 24,251 24,223 24,185

182,839 181,521 181,692 181,523 181,221 180,774 179,129 178,211 176,683 175,145 173,935

144,504 141,888 142,104 140,881 137,790 132,613 127,633 108,624 99,244 92,578

（出典）日本郵政グループ統合報告書（ディスクロージャー誌）2024及び日本郵便ウェブサイト「郵便局局数情報〈オープンデータ〉」を基に作成

＊1	 2024年度からの事業セグメント区分変更に伴う組替え後の2023年度の郵便局窓口事業の営業利益との差
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また、2024年度末の郵便局数の内訳をみると、直営の郵便局（分室及び閉鎖中の郵便局を含む）が
2万133局、簡易郵便局（閉鎖中の簡易郵便局を含む）が4,052局となっている。

関連データ 郵便局数の内訳（2024年度末）
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00371（データ集）

ウ　引受郵便物等物数
2024年度の総引受郵便物等物数は、169億通・個となっている（図表Ⅱ-1-12-5）。

図表Ⅱ-1-12-5 総引受郵便物等物数の推移

荷物
郵便物
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（億通・個）
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39

175
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38 41 42 45 46 45
44 43 41

220 221 219 217 214 209
196 192 185

※	ゆうパック及びゆうメールは、郵政民営化と同時に、郵便法に基づく小包郵便物ではなく、貨物自動車運送事業法などに基づく荷物として提供。
（出典）日本郵便資料「引受郵便物等物数」各年度版を基に作成

	 株式会社ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行は、直営店（233店舗）で業務を行うほか、郵便局（約2万局）に銀行代理業務を委託

している。
ゆうちょ銀行の貯金残高（国営時代の郵便貯金を含む）は、2024年度末で190.4兆円であり、1999

年度末のピーク時（260.0兆円）から、69.6兆円（26.8％）減少している（図表Ⅱ-1-12-6）。

３
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図表Ⅱ-1-12-6 ゆうちょ銀行の預貯金残高の推移

175.6

179.4

190.4

160

170

180

190

200
（兆円）

（年度）2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20242023

※	数値は、郵政民営化前の貯金と民営化後の貯金の合算値。
（出典）ゆうちょ銀行有価証券報告書を基に作成

	 株式会社かんぽ生命保険
かんぽ生命は、支店（82支店）で業務を行うほか、郵便局（約2万局）へ保険募集業務を委託して
いる。
かんぽ生命の保有契約件数（国営時代の簡易生命保険を含む）は、2024年度末で1,881万件であり、

1996年度末のピーク時（8,432万件）から、6,551万件（77.7％）減少している。年換算保険料につ
いても、2024年度末で2.9兆円であり、2008年度末（7.7兆円）と比較して、4.8兆円（62.3％）の
減少となっている（図表Ⅱ-1-12-7）。

図表Ⅱ-1-12-7 かんぽ生命の保有契約件数、保有契約年換算保険料の推移
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（出典）かんぽ生命有価証券報告書を基に作成
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 2 2	 信書便事業	 信書便事業
	 信書便事業の売上高
2023年度の特定信書便事業の売上高は、188億円となっており、前年度から3.9％の増加であった

（図表Ⅱ-1-12-8）。

図表Ⅱ-1-12-8 信書便事業者の売上高の推移
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	 信書便事業者数
2003年4月の民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）の施行後、一般

信書便事業＊2への参入はないものの、特定信書便事業＊3へは、2024年度末現在で623者が参入してい
る。また、提供役務の種類別にみると、1号役務と3号役務への参入者が増加している。

関連データ 提供役務種類別・事業者数の推移
URL：	https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00377（データ集）

関連データ 特定信書便事業者数の推移
URL：	https://www.soumu.go.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/
html/datashu.html#f00376（データ集）

	 信書便取扱実績
2023年度の引受信書便物数は、2,116万通となっており、前年度から5.8％の増加であった。

関連データ 引受信書便物数の推移
URL：	https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00378（データ集）

＊2	 一般信書便役務を全国提供する条件で、全ての信書の送達が可能となる「全国全面参入型」の事業。
＊3	 創意工夫を凝らした「特定サービス型」の事業。特定信書便役務（1号～3号）のいずれかをみたす必要がある。

1

2

３
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第1節 総合的な ICT政策の推進
 1 1	 現状と課題	 現状と課題
	 少子高齢化、日本経済の低迷

我が国の出生数は2016年から減少が続くなど、我が国の少子高齢化の問題は深刻さを増しており、
今後も人口減少が続くことが見込まれている。特に生産年齢人口（15歳～64歳人口）の減少により人
手不足が年々深刻化しており、特に地方の疲弊や衰退、将来の経済や市場規模の縮小による経済成長率
の低下などに影響することが懸念されている。また、日本経済は、長期的な停滞が続き、労働生産性も
低迷している。デジタル技術は、このような課題の解決に大きな役割を担っており、例えば、AIやロ
ボットをはじめとするデジタル技術がさらなる進展をとげ、社会に浸透・活用されることで、労働力不
足の解消、生産性向上や競争力強化による経済活性化につながることが期待されている。また、テレ
ワーク・サテライトオフィスなどの活用により場所の制約を受けずに就業する選択肢を広げることなど
が期待されている。

	 災害の激甚化、社会インフラの老朽化
近年、我が国では気候変動の影響等により激甚な気象災害が頻発しており、また、南海トラフ地震、

首都直下地震などの大規模地震の発生も切迫しているとされる。こうした災害発生時には、ICTを活
用することにより災害関連情報の収集と避難情報等の提供を正確に行うとともに、迅速な通信の復旧、
継続的な通信サービスの継続等が求められている。

また、高度経済成長期に集中的に整備されたインフラは、今後急速に老朽化することが懸念されてお
り、インフラの維持管理・更新を戦略的に実施することが喫緊の課題となっている。一方、少子高齢化
の進行等により労働供給が減少している状況下においては、インフラの維持に人手をかけることも困難
となっていることから、デジタル・新技術の徹底活用による取組の推進が重要となっている。

	 国際情勢の複雑化
ロシアによるウクライナへの侵攻等の地政学的な緊張の高まり、世界経済の不透明さの拡大、重要イ

ンフラに対する国境を越えたサイバー攻撃や偽情報の拡散等、我が国を取り巻く国際情勢は不確実性や
不透明さが増している。このような中、2022年5月に成立した「経済施策を一体的に講ずることによ
る安全保障の確保の推進に関する法律」（令和4年法律第43号）においては、特定社会基盤役務の安定
的な提供の確保に関する制度の対象となり得る事業分野として「電気通信事業」「放送事業」「郵便事業」
が挙げられており、今後同制度が実効的に運用されるよう、着実に取り組むこととしている。また、膨
大なトラヒックを支える大容量・高速通信ネットワークや莫大なデータ処理に対応する計算資源等が必
要となるAI・DX時代において、経済安全保障の観点からも、デジタル分野における我が国の自律性
の確保が重要な課題となる中で、我が国のデジタル分野の国際競争力の向上に向けた取組の推進が必要
となっている。

1

2
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総務省におけるICT政策の取組状況総務省におけるICT政策の取組状況

 2 2	 総合的なICT政策の推進のための取組	 総合的なICT政策の推進のための取組
我が国のIT戦略は、主にインフラ整備とIT利活用を推進する2001年1月に策定された「e-Japan戦

略」から始まり、その後、累次の見直しが行われてきたところであるが、2021年9月に、我が国のデジ
タル社会実現の司令塔としてデジタル庁が発足して以降は、デジタル庁設置法に基づき、内閣総理大臣
を議長とする「デジタル社会推進会議」が設置され、デジタル社会の形成のための施策の実施の推進及
びデジタル社会の形成のための施策について必要な関係行政機関相互の調整が行われている。同会議に
おいては、目指すべきデジタル社会の実現に向けて、政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策を明記し、
各府省庁が構造改革や個別の施策に取り組み、それを世界に発信・提言する際の羅針盤となる「デジタ
ル社会の実現に向けた重点計画」が議論されており、2025年6月には、その改定が閣議決定された。
同計画では、デジタル社会で目指す6つの姿として、①デジタル化による成長戦略、②医療・教育・防
災・こども等の準公共分野のデジタル化、③デジタル化による地域の活性化、④誰一人取り残されない
デジタル社会、⑤デジタル人材の育成・確保、⑥DFFT（Data Free Flow with Trust：信頼性のある
自由なデータ流通）の推進をはじめとする国際戦略、を掲げており、これを実現するための政策等をと
りまとめている。この計画を受け、総務省においては、関連する施策を進めているところである。

また、デジタル化の恩恵を国民や事業者が享受するためには、実際にデジタル技術の実装を通じて地
方が抱える課題を解決することで、地域の暮らしの向上、産業の活性化、持続可能な社会の実現、幸福
度の増大を図る必要がある。そのため、地方からデジタルの実装を進め、新たな変革の波を起こし、地
方と都市の差を縮めていくことで、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」の実現に向け、構想
の具体化を図るとともに、デジタル実装を通じた地方活性化を推進するため、2021年11月に内閣総
理大臣を議長とする「デジタル田園都市国家構想実現会議」が設置された。同会議の議論を踏まえて、
2022年6月に「デジタル田園都市国家構想基本方針」、同年12月に構想の中長期的な基本的方向を提
示する2023年度から2027年度までの5か年の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」が閣議決定さ
れた。さらに、2023年12月にはデジタル行財政改革の動きなどを踏まえ、「デジタル田園都市国家構
想総合戦略（2023改訂版）」が閣議決定されるとともに、2024年6月には、「デジタル行財政改革取り
まとめ2024」（2024年5月デジタル行財政改革会議決定）がとりまとめられた。

2024年10月には、「地方こそ成長の主役」との発想に基づき、地方がそれぞれの特性に応じた発展
を遂げることができるよう、日本経済成長の起爆剤としての大規模な地方創生策を講ずるため、「デジ
タル田園都市国家構想実現会議」を発展させ、内閣総理大臣を本部長とする「新しい地方経済・生活環
境創生本部」が設置された。同本部での議論を踏まえ、同年12月に地方創生2.0の「基本的な考え方」
が決定され、2025年6月には、今後10年間集中的に取り組む地方創生2.0の「基本構想」が閣議決定
された。

また、この「基本的な考え方」においてデジタル・新技術の徹底活用が柱の一つとして掲げられたこ
とも踏まえ、総務省においては、2025年2月から、情報通信審議会情報通信政策部会において、日本
の地域社会・経済を取り巻く状況、AIを含むデジタル技術の最新動向を踏まえた、地域社会DXの推
進に向けた情報通信政策の在り方について審議されており、同年夏頃の答申が予定されている。

また、AIの活用をはじめとして、地方でDXを推進し、「地方創生2.0」を実現するためには、ゲー
ムチェンジャーとして期待される「光電融合技術」を活用した「オール光ネットワーク」を中核とする
新たなデジタルインフラの実現が切り札となる。近年、デジタル分野において海外依存が高まる中、安
全保障の観点からも、こうしたデジタルインフラの中核となる技術・システムの競争力を強化し、海外
展開を進めることが必要となる。
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そのため、2025年5月、総務省は「DX・イノベーション加速化プラン2030」を公表した＊1（図表
Ⅱ-2-1-1）。今後、「デジタルインフラ整備計画2030」及び「デジタル海外展開総合戦略2030」に基
づき、DX・イノベーションの加速化に強力に取り組むこととしている。

図表Ⅱ-2-1-1 DX・イノベーション加速化プラン2030

①AI社会を支える
デジタルインフラの整備
・オール光ネットワークの社会実装
・ワットビット連携によるデータセンターの地方分散
・衛星通信等の非地上系ネットワークの展開
・光ファイバ・５Ｇの整備
・ソリューションと一体となったデジタルインフラ活用の

   推進 等

②デジタルインフラの中核
となる技術・システムの
競争力強化・海外展開
・海底ケーブル、モバイルネットワーク、
非地上系ネットワーク、オール光ネットワーク、
量子暗号通信等の研究開発、海外展開 等

実現に向けた戦略

⚫ 人口減少社会においてイノベーションを創出し、経済成長を実現するには、AIの活用をはじめとする社会DXの加
速化が不可欠。

⚫ 特に、地方でDXを推進し、「地方創生2.0」を実現するためには、ゲームチェンジャーとして期待される「光電融合技
術」を活用した「オール光ネットワーク」を中核とする新たなデジタルインフラの実現が切り札。

⚫ 近年のデジタル分野において海外依存が高まる中、安全保障の観点からも、こうしたデジタルインフラの中核となる
技術・システムの競争力を強化し、海外展開を進めることが必要。

⚫ そのため、「デジタルインフラ整備計画2030」及び「デジタル海外展開総合戦略2030」に基づき、DX・イノベー
ションの加速化に強力に取り組む。

HAPS

衛星

海外のオール光
ネットワークとの接続

大規模DC拠点再生可能エネルギー
の活用

DC拠点

手術マシン
研究開発拠点

ロボット

スマート倉庫

自動走行車 遠隔監視ドローン

健康・
医療

環境・
インフラ都市経営研究開発 交通・

物流 製造

物流ドローン

都市 居住者

ネットワークを介して必要な計算資源を直接・柔軟に利用可能

DC拠点

大規模DC拠点

オール光ネットワーク

関連データ 新しい地方経済・生活環境創生本部
URL：�https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/

atarashii_chihousousei/index.html

関連データ デジタル田園都市国家構想実現会議
URL：�https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/

digital_denen/index.html

＊1	 「DX・イノベーション加速化プラン2030」の公表（2025年5月23日）
	 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000340.html
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第2節 電気通信事業政策の動向
 1 1	 概要	 概要
	 これまでの取組

1985年の通信自由化及び電気通信事業法（昭和59年法律第86号）の施行以降、これまでの40年間
に多くの新規事業者が参入し、競争原理の下で、IP・デジタル化、モバイル・ブロードバンドなど様々
な通信技術の進展と導入が行われ、料金の低廉化・サービスの多様化・高度化がめざましく進展してき
た。これまで、総務省では、こうした電気通信サービスのイノベーションやダイナミズムを維持しなが
ら、信頼できる電気通信サービスの提供を確保する観点から、様々な政策や制度についての不断の見直
しを行ってきた。

例えば、近年、我が国の電気通信市場では、携帯電話やブロードバンドの普及、移動系通信事業者を
主としたグループ単位での競争の進展などの大きな環境変化が起きており、そうした環境変化も踏まえ
た上で公正な競争環境を引き続き確保していくための制度整備や、今や生活必需品となっている携帯電
話について、料金が諸外国と比較して高い、各社の料金プランが複雑で分かりづらいなどの課題があっ
たことから、その課題を解決し、国民が低廉で多様な携帯電話サービスを利用できるよう、公正な競争
環境の整備に向けた取組などを実施してきた。

また、利用者と事業者との間の情報格差や事業者の不適切な勧誘などによる電気通信サービスの利用
を巡る様々なトラブルの増大やサイバー攻撃の複雑化・巧妙化などのグローバルリスクの深刻化などに
対応するための制度整備なども実施してきた。

	 今後の課題と方向性
電気通信事業は、国民生活や社会経済活動に必要不可欠な電気通信サービスを提供する事業である。

我が国の社会構造が「人口急減・超高齢化」へ向かう中で、地域の産業基盤の強化や地方移住の促進な
ど、地方の創生のためにICTが果たすべき役割が今後増大していくことが見込まれるとともに、新事
業の創出や生産性の向上など経済活動の活性化や、安心・安全な社会の実現、医療・教育・行政などの
各分野における社会的課題の解決に当たり、ICTが果たすべき役割も増大していくと考えられ、電気
通信サービスの重要性は、一層高まってきている。

このような中で、電気通信サービスの利用者利益を確保するとともに、我が国の社会全体のイノベー
ション促進、デジタル化・DX推進を支える基盤としてのデジタルインフラの整備は、一人ひとりの個
人や我が国の社会経済にとって、極めて重要である。

今後、電気通信市場のみならず、我が国の社会構造が更に激変し、我々がこれまで前提としてきた社
会・経済モデルが通用しない時代が到来することが予想される中で、先進的な情報通信技術を用いて社
会的課題の解決や価値創造を図る必要性が高まっている。

また、電気通信サービスが国民生活や社会経済活動に必要不可欠となっており、自然災害や通信障害
等の非常時においても継続的にサービスを提供することが求められている。

このため、我が国のありとあらゆる主体が安心・安全かつ確実な情報通信を活用していく環境の整備
を図っていくことが必要である。

 2 2	 市場環境の変化に対応した通信政策の在り方	 市場環境の変化に対応した通信政策の在り方
市場環境の変化に迅速かつ柔軟に対応し、国民生活の向上や経済活性化を図るため、総務省は2023

年8月、情報通信審議会に対し、「市場環境の変化に対応した通信政策の在り方」を諮問した。同審議
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会の下に設置された通信政策特別委員会での議論を経て、2024年2月に取りまとめられた第一次答申
を踏まえ、NTT持株・東西の研究開発に関する責務の廃止等を盛り込んだ「日本電信電話株式会社等
に関する法律の一部を改正する法律」（令和6年法律第20号）が同年4月に公布、施行された。また、
第一次答申で「今後更に検討を深めていくべき事項」と提言されたユニバーサルサービス、公正競争、
経済安全保障などの事項については、主に同委員会の下で開催した3つのワーキンググループにおける
専門的な議論や関係事業者へのヒアリングも踏まえ、2025年2月に最終答申として取りまとめられた。
最終答申では、電話とブロードバンドについて、モバイル網を活用したサービス（モバイル網固定電話
等）をユニバーサルサービスに追加することや、NTT東西の線路敷設基盤の譲渡等に認可制を導入す
ることなど、多岐にわたる論点に関する提言がされている。総務省はそれらの提言等を踏まえ、基礎的
電気通信役務について他の電気通信事業者が提供しない区域における提供の義務を負う最終保障電気通
信事業者について規定するほか、NTT東西の業務の範囲を見直す等の措置を講ずる「電気通信事業法
及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案」を同年3月に国会に提出し、同年
5月に成立した。今後、省令等における具体的な制度整備等を進めていく予定である。

 3 3	 公正な競争環境の整備	 公正な競争環境の整備
	 電気通信市場の分析・検証
ア　電気通信市場の検証

総務省では、2016年度から、市場動向の分析・検証及び電気通信事業者の業務の適正性などの確認
を一体的に行う市場検証の取組を実施しており、客観的かつ専門的な見地から助言を得ることを目的と
して、学識経験者などで構成する「電気通信市場検証会議」を開催している。また、2023年度検証か
らは、デジタル化の進展に伴い、電気通信に対する国民生活や社会経済の依存度が高まる中、市場環境
の急速な変化やサービスの多様化を踏まえ、非常時の対応だけでなく、平時から、各事業者の抱える電
気通信サービスを提供する上でのリスクの状況を踏まえて、ヒアリング等を通じた主要な電気通信事業
者に対するモニタリングを実施している。当該モニタリングも含めた方針として2023年8月に策定し
た「電気通信事業分野における市場検証に関する基本方針」に基づき、2023年度以降継続的に市場検
証を実施している。

イ　モバイル市場における公正な競争環境の整備など
総務省では、事業者間の活発な競争を通じて低廉で多様なサービスの実現を図るべく、モバイル市場

における公正な競争環境を整備するための取組を進めている。2019年には、通信料金と端末代金の分
離や行き過ぎた囲い込みの禁止などを目的とした電気通信事業法の改正を行っており、この改正により
講じた措置の効果やモバイル市場に与えた影響などについて、「電気通信市場検証会議」の下に開催す
る「競争ルールの検証に関するWG」（以下「競争WG」という。）において、2020年以降、継続的な
検証を行っている。

これまでの取組として、総務省では、2020年10月に、モバイル市場の公正な競争環境の整備に向
けた具体的な取組をまとめた「モバイル市場の公正な競争環境の整備に向けたアクション・プラン」を
公表した。また、競争WGにおける検討や同アクション・プランを踏まえ、SIMロックの原則禁止

（2021年8月）や既往契約の早期解消に向けた制度整備（2022年1月）などを行った。さらに、携帯
電話事業者各社においても、違約金の撤廃、キャリアメール持ち運びサービスの開始、eSIMの導入等
の取組が進展するなど、モバイル市場における公正な競争環境の整備が進んだ。その後、2023年12
月には、電気通信事業法の一部を改正する法律（令和元年法律第5号）附則第6条（検討条項）に基づ
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く競争WGでの検討結果を踏まえ、「白ロム割」規制などの制度改正を実施した。また、2023年11月
に総務省において公表した「日々の生活をより豊かにするためのモバイル市場競争促進プラン」（以下

「モバイル市場競争促進プラン」という。）を踏まえ、競争WGにおいて①モバイル市場の競争を一層
促進させるための対策、②中古端末を含む端末市場の活性化のための対策を中心に検討を行った。
2024年12月には、その検討結果を取りまとめた「競争ルールの検証に関する報告書2024」を踏まえ、
ミリ波対応端末の割引上限額の緩和などの制度改正を実施した。

また、総務省では、利用者側の理解の促進に向けて消費者団体等を通じた周知広報に努めているほ
か、2020年12月から、利用者が自身に合ったプランを選択する一助となるよう中立的な情報を掲載
した「携帯電話ポータルサイト」を総務省HPに開設し、消費者の一層の理解促進を図っている。加え
て、総務省では、モバイル市場競争促進プランを踏まえ、携帯電話の料金プラン見直しのポイントや
MNPワンストップ化等についての利用者理解の向上を図るため、アニメ『ゲゲゲの鬼太郎（第6期）』
と連携した周知広報を、2025年3月末まで実施した。

関連データ 携帯電話ポータルサイト
URL：�https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/keitai_portal/

	 接続ルールなどの整備
ア　音声通信における状況変化を踏まえた見直し

NTT東西が提供する電話等の音声サービスに係る接続（音声接続）については、2024年12月に固
定電話網からIP網への移行が完了することなどを踏まえ、情報通信審議会において、IP網への移行後
における音声接続料の在り方について審議を実施したところである。

2025年1月以降の接続料算定について、同審議会からの答申（2024年6月答申）を踏まえ、固定電
話網のIP網への移行後、メタルIP電話、ワイヤレス固定電話及びひかり電話を同一の接続料とするた
め、メタルIP電話、ワイヤレス固定電話及びひかり電話の発着信に係る機能を単一の法定機能（組合
せ適用接続機能）として規定し、組合せ適用接続機能に係る接続料の算定方法を規定するなどの制度整
備を行った（電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令（令和6年総務省令第110号））。

イ　モバイル接続料等の算定方法の見直し
電気通信事業法では、主要なネットワークを設置する特定の事業者に対して、接続料・接続条件の公平

性・透明性、接続の迅速性を確保するための規律（指定電気通信設備制度）を課しているところ、総務省
では、指定電気通信設備の接続料について、認可・届出等の行政手続の中で適正性を確保するとともに、

「接続料の算定等に関する研究会」における議論等により、その算定方法の適正性の向上を図っている。
移動通信におけるMNOのネットワークに関する接続料（モバイル接続料）については、同研究会に

おける議論等を踏まえ、MNO各社の2023年度接続会計において、音声通信に関する接続料とデータ
通信に関する接続料の双方を算定する際の考え方（費用・資産の配賦基準）の見直しが行われた。総務
省では、同研究会における当該見直しの検証結果を踏まえ、2025年3月に「MVNOに係る電気通信
事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」の改定を行うとともに、2025年4月に所要の制
度整備（第二種指定電気通信設備接続会計規則の一部を改正する省令（令和7年総務省令第42号））を
行った。また、2024年9月の「接続料の算定等に関する研究会　第八次報告書」を踏まえ、5G（SA
方式）の機能開放について、事業者間の協議状況を確認するとともに、今後の接続ルール等を検討する
こととしている。
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ウ　卸電気通信役務に係る制度の見直し
指定電気通信設備を用いて提供される卸電気通信役務については、卸元事業者の交渉上の優位性等を

是正し、卸元事業者・卸先事業者間の協議の適正性を確保するため、電気通信事業法の一部を改正する
法律（令和4年法律第70号）により、そのうち事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少なくない
ものの役務提供義務や協議における情報提示義務が課されることとなった。

総務省では、「接続料の算定等に関する研究会」等において、改正法施行後の協議状況・制度の運用
状況を確認するとともに、卸電気通信役務と接続機能の代替性に着目した卸料金の検証に関する議論を
行うなど、卸電気通信役務の提供に関する協議が活発・実質的に行われること等により、第一種指定電
気通信設備及び第二種指定電気通信設備の利用において「接続」と「卸電気通信役務」の利用形態を適
正に並立させるための取組を引き続き行っている。

 4 4	 デジタルインフラの整備・維持	 デジタルインフラの整備・維持
	 「デジタルインフラ整備計画2030」の策定

人口減少下にあり、地域や社会の課題が多様化・複雑化するなかで、我が国の成長力を維持していく
ためには、生成AIをはじめとするデジタル技術を徹底的に活用し、DXの加速化を図ることが必要で
あり、その実現に不可欠となるデジタルインフラの重要性は高まっている。

デジタルインフラの整備にあたっては、今後生成AIの開発・利用等が本格化するに伴い、需要が急
増するデータセンター等の計算資源を確保し、地方のデータ活用を加速化するような、AI時代の新た
なデジタルインフラの整備を推進すること、こうした新たなデジタルインフラの利用を支え、社会のデ
ジタル化や新技術の活用に伴うトラヒック増に対応するため、5Gや光ファイバの整備に加え、多様化
するインフラへのニーズに合わせて、非地上系ネットワークも活用し、複層的なネットワークによりど
こでも繋がる環境を実現していくことが必要となっている。

また、2024年1月に発生した石川県能登地方の地震においては、停電や伝送路の寸断等により、通
信サービスが長時間にわたって利用できない状態が発生するなど、早期復旧に加え、今後の災害に備え
て通信インフラの強靱化を図ることも課題となっている。

総務省はこうした状況を踏まえ、2030年度末を見据えて必要となるデジタルインフラの整備方針と
その実現に向けた具体的な推進方策を整理し、一体的・効率的に我が国デジタルインフラ整備の推進を
図るため、2025年6月に「デジタルインフラ整備計画2030」を策定した。

総務省は、本計画に基づき、光ファイバの未整備地域の解消や維持管理の確保、「5Gならでは」の
実感を伴う高品質な通信サービスの普及拡大、ワット・ビット連携によるデータセンター等の地方分
散、非地上系ネットワーク（NTN）の展開支援等に取り組むとともに、オール光ネットワークを中核
とした次世代情報通信基盤（Beyond 5G）や量子暗号通信の研究開発・社会実装等を推進することに
より、AI社会を支えるデジタル基盤の整備を推進していくこととしている。

	 光ファイバ整備の推進
光ファイバによるデジタルインフラについては、地域が抱える課題解決のために、テレワーク、遠隔

教育、遠隔診療などを含むデジタル技術の利活用が強く期待されている中で、過疎地域や離島などの地
理的に条件不利な地域では人口に比して財政的負担が大きいことから整備が遅れている＊1。

こうした背景を踏まえ、総務省では、条件不利地域において、地方自治体や電気通信事業者などが

＊1	 第Ⅱ部第1章第2節「電気通信分野の動向」参照
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5Gなどの高速・大容量無線通信の前提となる光ファイバを整備する場合に、その事業費の一部を補助
する「高度無線環境整備推進事業」を実施しており、この事業において、地方自治体が保有する光ファ
イバ等の民間移行に伴う高度化に要する経費や、離島地域の光ファイバなどの維持管理に要する経費に
ついても補助対象としている。また、「デジタルインフラ整備計画2030」（2025年6月策定）に基づき、
2023年3月末に99.84%となっている光ファイバの整備率（世帯カバー率）を2028年3月末までに
99.9%とすることを目標として取り組むこととしている。

令和6年度補正予算並びに令和7年度予算においては、補助率の嵩上げなど支援内容を大幅に拡充し
たところであり、条件不利地域における光ファイバ整備を引き続き推進するとともに、希望する地方自
治体が、公設設備の民設移行を早期かつ円滑に進めることができるよう取り組んでいる。

	 データセンター、海底ケーブルなどの地方分散
インターネットの通信量の増加、DXの進展に伴うクラウドやAIの利用の進展等を背景とし、デー

タセンターや海底ケーブルの需要は世界的に増加しており、これらのデジタルインフラは社会生活や経
済活動を支えるものとして必要不可欠なものとなっている。我が国におけるデータセンターの立地状況
を見ると、およそ9割が東京圏・大阪圏といった都市部に集中しており、今後もこの状況が続くと見込
まれている。海底ケーブルについては、国際海底ケーブルの終端である陸揚局が房総半島及び志摩半島
並びにそれらの周辺に集中するとともに、国内海底ケーブルについては日本海側がミッシングリンクと
なっている。このような状況では、大震災等で東京圏・大阪圏が被災した場合に通信サービスに全国規
模の影響が生じる可能性があるため、我が国のデジタルインフラの強靱化の観点からは、データセン
ターの分散立地や日本海側の海底ケーブルの整備等を推進する必要がある。また、我が国は北米・欧州
とアジア・太平洋地域の中継点に位置していることから、我が国への国際海底ケーブルの敷設を一層促
進し、国際的なデータ流通のハブとしての地位を確立し、自律的なデジタルインフラを構築していくこ
とも必要である。更に、我が国を取り巻く安全保障環境等の複雑化など昨今の国際情勢の変化等に鑑
み、国際海底ケーブルや陸揚局の安全対策を強化することも必要である。

総務省においては、令和3年度補正予算事業として、データセンターや海底ケーブル等の整備を行う
民間事業者を支援するための基金を造成し、東京圏以外に立地するデータセンターの整備事業に対する
支援を行っている。また、令和5年度補正予算事業として、当該基金を増額し、国際海底ケーブルの分
岐支線や分岐装置等を新たな支援対象として加え、国際海底ケーブルの多ルート化に取り組んでいると
ころである。さらに、令和6年度補正予算事業として、当該基金を増額し、東京圏等以外に立地する
データセンターの整備事業に対する支援に向け着手したところである。

また、生成AIの登場等により、AIの学習等に必要となる計算能力が加速度的に増加しており、今後、
生成AIの開発・利活用を進めていくためには、大規模な計算資源の確保が急務となっている。一方で、
データセンターは、一部のエリアに局地的に立地する傾向にあり、新規データセンターの建設には変電
所の新増設といった大規模な系統対策工事が必要となる場合もある。そのため、電力インフラから見て
望ましい場所や地域へのデータセンターの立地を促進させつつ、必要となる通信基盤についても、それ
と整合するよう計画的に整備するなど、電力と通信の効果的な連携（ワット・ビット連携）を進めるこ
とが重要である。

そこで、令和7年2月のデジタル行財政改革会議における総理指示を踏まえ、同年3月、総務省は、
経済産業省と連携し、官民の関係者における連携・協調の場となる「ワット・ビット連携官民懇談会」
を立ち上げた。同懇談会では、今後の望ましいデータセンターの整備に向けた諸条件・課題の整理など
を実施し、同年6月、「ワット・ビット官民連携懇談会 取りまとめ1.0」を取りまとめた。総務省では、
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同懇談会での議論を踏まえ、引き続き、データセンターの地方分散等の施策を推進することとしている。

	 ブロードバンドサービス提供の維持確保
電気通信事業法の一部を改正する法律（令和4年法律第70号。2023年6月16日施行）により、テ

レワーク、遠隔教育、遠隔医療等のサービスを利用する上で不可欠なブロードバンドサービスを新たに
電気通信事業法上の第二号基礎的電気通信役務＊2（ユニバーサルサービス）に位置付け、その適切、公
平かつ安定的な提供を確保するため、全国のブロードバンドサービス提供事業者から徴収する負担金を
原資とする交付金を交付する制度（ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度）が創
設された。

この交付金制度の運用を開始するため、総務省においては、「ブロードバンドサービスに関するユニ
バーサルサービス制度における交付金・負担金の算定等の在り方」（2024年3月 情報通信審議会答申）
等を踏まえて必要な政省令改正を進め、2024年には、ブロードバンドサービスの収支が赤字と見込ま
れる等の基準により全国約23万の町・字のうち約3万の町字を交付金の算定の対象となる「支援区域」
に指定＊3した。

また、2025年3月には交付金の交付対象となる第二種適格電気通信事業者の指定を行うとともに、
同年4月には第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則（令和
7年総務省令第16号）等を施行するなど、2026年度までの交付金制度の運用開始に向け、所要の準備
を進めている。

 5 5	 電気通信インフラの安全・信頼性の確保	 電気通信インフラの安全・信頼性の確保
	 電気通信設備の技術基準などに関する制度整備

通信ネットワークへの仮想化技術の導入やクラウドサービスの活用が進み、通信サービスの提供構造
の多様化・複雑化等が進んでいる状況を踏まえ、2022年4月から2023年2月までの間、情報通信審議
会情報通信技術分科会IPネットワーク設備委員会において、「仮想化技術等の進展に伴うネットワーク
の多様化・複雑化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」について検討を行った。

2022年9月に取りまとめられた第一次報告に基づく情報通信審議会の一部答申＊4においては、音声
伝送携帯電話番号の指定を受けることとなるMVNO等について、現在MNOの携帯電話用設備に課せ
られている技術基準と同等の基準を課すことが適当との方向性が示された。その後、情報通信行政・郵
政行政審議会答申＊5を経て、2023年2月に、音声伝送携帯電話番号の指定条件を緩和するための電気
通信事業法施行規則等の一部を改正する省令等が施行された。

また、同委員会では、「仮想化技術等の進展を踏まえた電気通信設備に係る技術的条件」及び「重大
な事故が生ずるおそれがあると認められる事態に係る技術的条件」について検討を行い、2023年2月
に第二次報告として取りまとめた。当該報告に基づく情報通信審議会の一部答申＊6を踏まえ、「重大な
事故が生ずるおそれがあると認められる事態に係る技術的条件」に基づく改正を行った電気通信事業法
施行規則等は2023年6月、「仮想化技術等の進展を踏まえた電気通信設備に係る技術的条件」に基づ

＊2	 具体的には、FTTHアクセスサービス、CATVアクセスサービス（HFC方式）及びワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス（専用型）
が第二号基礎的電気通信役務の対象となっている。

＊3	 一般支援区域が16,256町字、特別支援区域が14,394町字
＊4	 「仮想化技術等の進展に伴うネットワークの多様化・複雑化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」に関する情報通信審議会からの一部答

申（2022年9月16日）：https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000253.html
＊5	 電気通信事業法施行規則等の一部改正に関する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申（2023年1月20日）：https://

www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban06_02000100.html
＊6	 「仮想化技術等の進展に伴うネットワークの多様化・複雑化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」に関する情報通信審議会からの一部答

申（2023年2月24日）：https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000283.html

4

1

150 令和7年版　情報通信白書　第Ⅱ部

第
2
章

総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総

電気通信事業政策の動向電気通信事業政策の動向第第22節節

情通R7_Ⅱ-2-02_第Ⅱ部第2章2節.indd   150情通R7_Ⅱ-2-02_第Ⅱ部第2章2節.indd   150 2025/06/17   13:07:012025/06/17   13:07:01

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000253.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban06_02000100.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban06_02000100.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000283.html


く改正を行う同規則等は2024年1月に施行された。

	 非常時における通信サービスの確保
ア　電気通信事業者が実施すべき対策の基準策定等の取組

近年、我が国では、地震、台風、大雨、大雪、洪水、土砂災害、火山噴火などの自然災害が頻発して
おり、停電、通信設備の故障、ケーブル断などにより通信サービスにも支障が生じている。

総務省では、電気通信事業者が実施すべき耐震対策、停電対策、防火対策等を規定した「情報通信
ネットワーク安全・信頼性基準」（昭和62年郵政省告示第73号）を随時改定し、災害時における通信
サービスの確保を図っており、直近では、2024年1月に発生した石川県能登地方の地震を踏まえ、携
帯電話基地局等の停電対策の強化に関する改正を2025年3月に実施した。

また、2018年10月から「災害時における通信サービスの確保に関する連絡会」を指定公共機関と
開催し、累次の災害対応の振り返りを行うとともに、即応連携・協力に関する体制、被害状況の迅速な
把握、復旧を進めるに当たっての課題などに関する情報共有や意見交換を行っている。このほか、こう
した機会に得られた情報も踏まえ、電気通信事業者と電力、燃料、倒木処理に関係する機関等との間の
連絡体制の構築や初動対応の訓練等の連携を推進している。

イ　「総務省・災害時テレコム支援チーム（MIC-TEAM）」の取組
総務省は、情報通信手段の確保に向けた災害対応支援を行うため、「総務省・災害時テレコム支援

チーム（MIC-TEAM）」を2020年6月に立ち上げた。MIC-TEAMは、大規模災害が発生し又は発生
するおそれがある場合に、被災地の地方自治体に派遣され、情報通信サービスに関する被災状況の把
握、関係行政機関・事業者等との連絡調整を行うほか、地方自治体に対する技術的助言や移動電源車の
貸与等の支援を行っている。2024年には、1月に発生した石川県能登地方の地震や9月に発生した能
登半島豪雨をはじめとする自然災害において、被災した地方自治体に派遣された。

また、電力供給、燃料供給及び倒木処理などの連携協力に関する課題に対応するため、2024年度に
は、山口県及び沖縄県との間で、通信事業者などの関係機関における初動対応に関する連携訓練を実施
している。

ウ　携帯電話事業者間のネットワークの相互利用等に関する検討
携帯電話サービスは、国民生活や経済活動に不可欠なライフラインであることから、自然災害や通信

障害等の非常時においても、携帯電話利用者が臨時に他の事業者のネットワークを利用できる「非常時
事業者間ローミング」等により、継続的に通信サービスを利用できる環境を整備することが課題となっ
ている。このため、総務省では、2022年9月から、「非常時における事業者間ローミング等に関する検
討会」を開催し、緊急通報をはじめ一般の通話やデータ通信、緊急通報受理機関からの呼び返しが可能
なフルローミング方式による非常時事業者間ローミングを、できる限り早期に導入することを基本方針
とした第1次報告書を同年12月に取りまとめ、公表した。

また、同検討会において、緊急通報受理機関からの呼び返しに必要なコアネットワークの利用者認証
に障害が発生した場合においても緊急通報の発信ができるローミング方式をフルローミング方式と併せ
て導入する方針を2023年6月に第2次報告書として取りまとめた。2024年5月には、非常時事業者間
ローミングの基本的な考え方及び両方式ともに2025年度末頃の導入を目指すスケジュールについて第
3次報告書に取りまとめた。

2024年8月に、上記の検討結果に基づく技術基準の整備など、政策決定に係る議論を深めるため、
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検討の場を情報通信審議会情報通信技術分科会IPネットワーク設備委員会に移行し、同年12月に同審
議会から端末設備の技術基準等について一部答申を受けた。

本答申に基づく関連省令の改正等について、2025年1月に情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、
同年3月に同審議会から答申を受け、同年5月に公布した。本件に関する改正省令等は同年10月から
施行される予定である。

引き続き、非常時事業者間ローミングの円滑な導入を図るため、運用のルールや利用者への周知広報
の方法等について、情報通信審議会において検討を行っているところである。

今後も、「非常時事業者間ローミング」の実現に向け、必要な検討・検証等を推進していく。

	 電気通信事故の分析・検証
電気通信事故を抑止し、その影響を小さくするためには、事前の対策に加え、事故発生時及び事故発

生後の適切な措置が必要である。総務省は、2015年から「電気通信事故検証会議」を開催し、主に電
気通信事業法に定める「重大な事故」及び「重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態」並び
に電気通信事業報告規則に定める「四半期報告事故」に係る報告の分析・検証を実施している。同会議
では、2023年度に発生した電気通信事故の検証結果等を取りまとめ、2024年9月に「令和5年度電気
通信事故に関する検証報告」を公表するとともに、2024年度に発生した電気通信事故については継続
的に検証を行った。

電気通信事故が多発する背景には、リスクの洗い出しや評価、ヒューマンエラー防止や訓練、保守運
用態勢等、共通する課題が多いと考えられる。このため、個別の事故の背景にある組織・態勢面等の構
造的問題及び構造的問題の検証を踏まえた技術基準や管理規程等の規律の見直し、安全対策に係る保守
運用態勢に対するガバナンス強化の在り方等について、同年3月に「電気通信事故に係る構造的な問題
の検証に関する報告書」を取りまとめた。本報告書の内容を踏まえ、電気通信事業者自身による各種取
組に加え、行政により、電気通信役務の安全・信頼性の確保に係る法令遵守状況等のモニタリングを併
せて実施することを目的として、同年7月に「電気通信役務の安全・信頼性の確保に係るモニタリング
の基本方針」を策定し、初年度である2023年度の検証を実施した。その検討概要を2024年6月に電
気通信事故検証会議において報告するとともに、当該結果概要を公表し、同年8月に2024年度の検証
を開始した。

 6 6	 電気通信サービスにおける安心・安全な利用環境の整備	 電気通信サービスにおける安心・安全な利用環境の整備
	 電気通信事業分野におけるガバナンスの確保

電気通信事業は、情報通信分野をはじめ様々な分野における革新的なイノベーションを促進するため
の不可欠な事業であり、デジタル技術の導入による革新的なサービスの提供や社会のDXを促進する観
点から、利用者が安心でき、信頼性の高い電気通信サービスの提供を確保していくことが求められてい
る。

総務省では、デジタル時代における安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保に向
けて、電気通信事業者におけるサイバーセキュリティ対策とデータの取扱いなどに係るガバナンス確保
の在り方を検証し、今後の対策の検討を行うため、2021年5月から「電気通信事業ガバナンス検討会」
を開催した。同検討会の提言を踏まえ、大量の情報を取得・管理などする電気通信事業者を中心に、諸
外国における規制などとの整合を図りつつ、利用者に関する情報の適正な取扱いを促進するため、情報
取扱規程の策定・届出の義務付けなどの新たな規律を設けるほか、事業者間連携によるサイバー攻撃対
策や事故報告制度等の電気通信役務の円滑な提供の確保を目的とした規律を整備することなどを内容と

３
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する電気通信事業法の一部を改正する法律が2022年6月に成立した。総務省では、その後、同年6月
から9月まで「特定利用者情報の適正な取扱いに関するワーキンググループ」を開催し、特定利用者情
報の取扱いに関する規律の詳細について検討を行い、電気通信事業法施行規則を改正して①情報取扱規
程の項目、②情報取扱方針の項目、③特定利用者情報の取扱状況の評価項目、④特定利用者情報統括管
理者の要件、⑤特定利用者情報の漏えい時の報告内容等について定めた。同法及び改正電気通信事業法
施行規則は、2023年6月に施行された。また、特定利用者情報の取扱いに関する規律に基づき、同年
12月に特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者を告示により指定し、2024年1月より指
定が適用された。

	 電気通信事業分野における消費者保護ルールの整備
ア　概要

電気通信サービスの高度化・多様化により、多くの利用者に利便性の向上や選択肢の増加がもたらさ
れる一方で、利用者と事業者の間の情報格差や事業者の不適切な勧誘などにより、トラブルも生じてい
る。こうしたトラブルを防止し、消費者が電気通信サービスの高度化・多様化の恩恵を享受できるよう
にするため、総務省では、電気通信サービスに係る消費者保護ルールを整備し、これを適切に執行する
とともに、必要に応じてその見直しを行っている。

イ　消費者保護ルールの実効性確保
（ア）苦情・相談などの受付や関係者との連携、行政指導などの実施

総務省では、「総務省電気通信消費者相談センター」を設置し、消費者からの情報提供を受け付けて
いる＊7。また、電気通信消費者支援連絡会＊8を全国各地域で毎年2回ずつ開催し、関係者の間で情報共
有・意見交換を実施している。このような取組を通じて得られた情報を踏まえ、必要に応じて行政指導
や消費者庁と連携した対応などにより、電気通信サービスに係る消費者保護ルールの実効性の確保を
図っている。

このほか、関係団体における消費者保護ルールの遵守に向けた自主的取組の促進も図っている。

（イ）モニタリングの実施
総務省では、「電気通信事業の利用者保護規律に関する監督の基本方針」を策定し、消費者保護ルー

ルの運用状況についてモニタリングするとともに、有識者や関係の事業者団体が参加し、関係者の間で
共有・評価などする「消費者保護ルール実施状況のモニタリング定期会合＊9」を年2回開催している。

この会合では、電気通信事業分野の苦情・相談などについて、全体的な傾向だけでなくMNO、
MVNO、FTTHといったサービス種別ごとの傾向についても分析している。また、個別のテーマ＊10に
ついての分析、実地調査（覆面調査）、個別事案の随時調査、さらには事業者団体＊11が受け付けた苦
情・相談などの分析の結果をまとめ、消費者保護ルールの実施状況について評価・総括を行っている。
また、事業者などによる改善に向けた取組の状況のフォローアップも実施している。

総務省では、この会合における評価を踏まえ、実地調査の対象となった電気通信事業者に対し、改善

＊7	 電話及びウェブにより9,970件（2024年度）の苦情相談などを受け付けている。
＊8	 各地の消費生活センターや電気通信事業者団体などを構成員として、電気通信サービスに係る消費者支援の在り方についての意見交換を行う

総務省主催の連絡会。
＊9	 消費者保護ルール実施状況のモニタリング定期会合：
	 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/shouhisha_hogorule/index.html
＊10	 2024年7月に開催された第17回会合においては、①通信速度等に関する苦情相談、②高齢者の苦情相談、③FTTHの電話勧誘に関する

苦情相談、④出張販売に関する苦情相談を扱った。
＊11	 一般社団法人電気通信事業者協会及び一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会
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すべき点を指導するとともに、事業者団体などに対し、業界としての取組や会員への周知などの対応を
要請している。また、この会合における分析結果や評価については、消費者保護ルールの見直しの検討
や事業者の自主的な取組の推進に活用されている。

ウ　消費者保護ルールの見直し
総務省では、電気通信市場の変化や消費者トラブルの状況を踏まえ、消費者保護ルールを累次にわた

り見直し、その拡充を図ってきた。電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令（令和4年総務省令
第6号）で規定された契約の解除に伴い請求できる違約金等の制限について、既往契約等については当
該規律を「当分の間」適用しないとする経過措置を設けていたところ、「消費者保護ルールの在り方に
関する検討会」において、当該経過措置の廃止に向け速やかに制度整備を行うべきであるとの指摘がな
された。これを踏まえ、2024年4月に電気通信事業法施行規則を改正＊12し、違約金等の制限に係る経
過措置の廃止時期を明確にした（2025年7月から更新不可、2028年6月末に完全廃止）。

また、同検討会において、電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令（令和4年総務省令第6号）
の施行状況の確認・評価や、オンライン契約における消費者保護の在り方、指導等措置義務の履行状況
と評価等を行い、2024年8月に「消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書2024」を取りまと
めた。同報告書を踏まえ、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を改正し、オ
ンライン契約における利用者の適切な理解を促進する方策として最終確認画面を設けることが望ましい
旨を明示したほか、オンライン契約におけるいわゆるダークパターンへの対応として、望ましい例と不
適切な例を明示し、電気通信事業者の適切な対応を促している。また、同検討会では、2024年12月
から、提供条件説明に関する利用者理解の向上、「頭金」＊13・据置型Wi-Fiサービスの状況等についての
議論を行っている。

	 通信の秘密・利用者情報の保護
ア　概要

スマートフォンやIoTなどを通じて、様々なヒト・モノ・組織がインターネットにつながり、大量の
デジタルデータの生成・集積が飛躍的に進展するとともに、AIによるデータ解析などを駆使した結果
が現実社会にフィードバックされ、様々な社会的課題を解決するSociety 5.0の実現が指向されている。

この中で、様々なサービスを無料で提供するプラットフォーム事業者の存在感が高まっており、利用
者情報が取得・集積される傾向が強まっている。また、生活のために必要なサービスがスマートフォン
など経由でプラットフォーム事業者により提供され、人々の日常生活におけるプラットフォーム事業者
の重要性が高まる中で、より機微性の高い情報についても取得・蓄積されるようになってきている。

利用者の利便性と通信の秘密やプライバシー保護とのバランスを確保し、プラットフォーム機能が十
分に発揮されるようにするためにも、プラットフォーム事業者がサービスの魅力を高め、利用者が安心
してサービスが利用できるよう、利用者情報の適切な取扱いを確保していくことが重要である。

イ　利用者情報の更なる保護に向けた検討
総務省で開催する「プラットフォームサービスに関する研究会」で、「プラットフォームサービスに

係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ」を設置して議論を行った結果を踏まえて取りま

＊12	 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令（令和6年総務省令第42号）
＊13	 端末販売価格は店舗ごとに異なり、分割払い時の所定の割賦払い額のほか、店舗ごとに設定する額（0円の場合もあり。）を含む形で設定

されている。

３
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とめられた「中間とりまとめ」（2021年9月）では、電気通信事業法などにおける規律の内容・範囲な
どについて、EUにおけるeプライバシー規則（案）の議論も参考にしつつ、Cookieや位置情報など
を含む利用者情報の取扱いについて具体的な制度化に向けた検討を進めることが適当であると考えられ
るとされた。本取りまとめを踏まえ、電気通信事業者が利用者に電気通信サービスを提供する際に、情
報を外部送信する指令を与える電気通信を送信する場合に利用者に通知・公表といった確認の機会を付
与することの義務付けなど（以下「外部送信規律」という。）を内容とする電気通信事業法の一部を改
正する法律が2022年6月に成立した。総務省では、その後、同年6月から9月まで同ワーキンググルー
プを開催し、外部送信規律の詳細について検討を行い、電気通信事業法施行規則を改正し、規律対象
者、通知・公表すべき事項、通知・公表の方法等について定めた。同法及び改正電気通信事業法施行規
則は2023年6月に施行された。

2024年2月から、総務省で開催する「ICTサービスの利用環境の整備に関する研究会」及び同研究
会のもとに設置された「利用者情報に関するワーキンググループ」において、スマートフォン上の利用
者情報の更なる保護に向けて、アプリケーション提供者等の関係事業者が利用者情報を取り扱う上で実
施することが望ましい事項をまとめた「スマートフォン・プライバシー・イニシアティブ（SPI）」の
改定の議論を行っている。同年11月、外部送信規律の導入等の国内制度の改正や、諸外国及び民間事
業者の動向の変化を踏まえ、ダークパターンの回避やセキュリティの確保等について新たに規定した

「スマートフォン・プライバシー・セキュリティ・イニシアティブ（SPSI）」を公表した。

 7 7	 電気通信紛争処理委員会によるあっせん・仲裁など	 電気通信紛争処理委員会によるあっせん・仲裁など
	 電気通信紛争処理委員会の機能

電気通信紛争処理委員会（以下「委員会」という。）は、技術革新と競争環境の進展が著しい電気通
信分野において多様化する紛争事案を迅速・公正に処理するために設置された専門組織であり、現在、
総務大臣により任命された委員5名及び特別委員8名が紛争処理にあたっている。

委員会は、①あっせん・仲裁、②総務大臣からの諮問に対する審議・答申、③総務大臣に対する勧告
という3つの機能を有している。

また、委員会事務局では通信・放送事業者等のための相談専用電話や相談専用メールによる相談窓口
を設けており、電気通信事業者等の間の紛争に関する問合せ・相談などに対応しているほか、委員会専
用ウェブサイトを開設し、円滑な紛争解決に資するよう上記①、②、③の各手続の解説や紛争事例を集
成した「電気通信紛争処理マニュアル」やパンフレットなどを公開している。

関連データ 電気通信紛争処理委員会の機能の概要
URL：�https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hunso/outline/about.html

ア　あっせん・仲裁
あっせんは、電気通信事業者間、放送事業者間などで紛争が生じた場合において、委員会が委員・特

別委員の中から「あっせん委員」を指名し、あっせん委員が両当事者の歩み寄りを促すことにより紛争
の迅速・公正な解決を図る手続である。必要に応じて、あっせん委員があっせん案を提示する。両当事
者の合意により進められる手続のため、強制されることはないが、あっせん手続を経た上で両当事者の
合意が成立した場合には、民法上の和解が成立したことになる。

仲裁は、原則として、両当事者の合意に基づき委員会が委員・特別委員の中から3名を「仲裁委員」
として指名し、仲裁委員（仲裁廷）による仲裁判断に従うことを合意した上で行われる手続であり、仲

1
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裁判断には当事者間において、仲裁法の準用により確定判決と同一の効力が発生する。

イ　総務大臣からの諮問に対する審議・答申
電気通信事業者間、放送事業者間での協議が不調になった場合などに、電気通信事業法又は放送法の

規定に基づき、当事者は総務大臣に対して協議命令の申立て、裁定の申請などを行うことができる。
総務大臣は、これらの協議命令、裁定などを行う際には、委員会に諮問しなければならないこととさ

れており、委員会は、総務大臣から諮問を受け、これらの事案について審議・答申を行う。

ウ　総務大臣への勧告
あっせん・仲裁、諮問に対する審議・答申を通じて明らかになった競争ルールの改善点などについ

て、委員会は、総務大臣に対し勧告することができる。なお、総務大臣は、委員会の勧告を受けたとき
は、その内容を公表することになっている。

	 委員会の活動の状況
2024年度は、総務大臣からの諮問に対する審議・答申について、株式会社NTTドコモから申請

（2023年1月31日）されたColtテクノロジーサービス株式会社との接続協定等に関する細目に係る裁
定事案に関し、総務大臣から、その裁定の諮問（2024年3月22日）を受けて審議を行い、同年6月
27日に答申を行った。

その他、あっせん・仲裁についての申請はなかったが、相談窓口において、4件の相談対応を行った。
なお、2001年11月の委員会設立から2025年3月末までに、あっせん72件、仲裁3件の申請を処理

し、総務大臣からの諮問に対する答申12件、総務大臣への勧告3件を実施している。

関連データ あっせんの処理状況
URL：�https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hunso/case/number.html

2
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第3節 電波政策の動向
 1 1	 概要	 概要
	 これまでの取組

電波は、携帯電話や警察、消防など、国民生活にとって不可欠なサービスの提供などに幅広く利用さ
れている有限・希少な資源であり、国民共有の財産であることから、公平かつ能率的な利用を確保する
ことが必要である。具体的には、電波は、同一の地域で、同一の周波数を利用すると混信が生じる性質
があるため、無秩序に利用することはできず、適正な利用を確保するための仕組が必要であるほか、周
波数帯によって電波の伝わり方や伝送できる情報量などが異なるため、周波数帯ごとに適した用途で利
用することが必要となる。さらに、その出力などによっては国境を越えて伝搬する性質を持つことか
ら、電波利用にあたっては条約などの国際的な取決めや調整を行うことが必要である。
「無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス」とされた旧無線電信法に代わり、電波の公平かつ能率的な

利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする電波法が1950年に制定されて
以降、我が国では、国民共有の財産である電波の民間活用を推進してきており、今や電波は国民生活に
とって不可欠なものになっている。

総務省では、国際協調の下での周波数の割当て、無線局の免許を行うとともに、混信・妨害や電波障
害のない良好な電波利用環境のための電波監理、電波資源拡大のための研究開発や電波有効利用技術に
ついての技術試験事務などの取組を行ってきている。

	 今後の課題と方向性
電波は、5GからBeyond5Gへの進化に代表されるように、次世代モビリティやスマート社会など新

たなビジネスの基盤になるとともに、ワイヤレスネットワークは、陸・海・空・宇宙を包含した統合的
なものへ発展しつつある。また、デジタル化の進展に伴い、有線に加えて無線利用が加速しており、ワ
イヤレス技術の導入がデジタルビジネス成否の重要な鍵となってきている。技術革新が新しいワイヤレ
スシステムやサービスとして速やかに実装され、経済成長に繋がるよう、電波利用環境を整備していく
ことが求められている。

そのため、さらなる電波の有効利用を図るべく、あらゆる空間における電波利用の拡大に対応するた
めの非地上系ネットワーク（NTN：Non-Terrestrial Network）等の実現に必要な制度整備や、無線
局免許手続等の簡素化・柔軟化・迅速化、急増する電波需要に対応するための周波数の移行・再編・共
用の推進などの取組が求められるとともに、自然災害への対応や電波の適正利用確保など、安全・安心
な社会の実現に資する取組が求められる。

 2 2	 デジタルビジネス拡大に向けた電波政策	 デジタルビジネス拡大に向けた電波政策
	 デジタルビジネス拡大に向けた電波の有効利用の促進に関する検討

電波の利用は、技術の進展に伴い、陸・海・空・宇宙などあらゆる空間・あらゆる社会経済活動にお
いて普及・進化しており、イノベーション創出の源泉となっている。そのため、電波をデジタル社会の
成長基盤として、ビジネスチャンスの一層の拡大に繋げることが重要である。

このような背景のもと、総務省は、2023年11月から「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇
談会」を開催し、デジタルビジネス拡大に向け、電波利用の将来像や、電波有効利用に向けた新たな目
標設定と実現方策などについて検討を行い、2024年8月に報告書を取りまとめた。総務省は、同懇談
会における議論を踏まえ、総務省が取り組むべき施策を盛り込んだ「WX推進戦略アクションプラン」

1
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を策定した（図表Ⅱ-2-3-1）。
同アクションプランにおいては、WX（ワイヤレストランスフォーメーション）を推進するため、①

陸・海・空・宇宙などあらゆる空間における電波利用の急拡大への対応、②周波数ひっ迫の中で需要が
急増する電波の柔軟な利用のための移行・再編・共用、③インフラとしてのワイヤレスネットワークを
安心・安全に、安定して利用できる環境の整備、④デジタルビジネス拡大の源泉となる電波の適正な利
用を確保するための電波利用料制度についての総務省の取組内容を具体化している。

図表Ⅱ-2-3-1 WX推進アクションプラン

「RADIOイニシアティブ」を踏まえて、WXを推進するための総務省の取組内容を具体化

地震・水害などの脅威
経済安全保障

Well-being、多様性
リスキリング・リカレント

少子高齢化・人口減少
情報通信産業の停滞

Business Innovation
（多様なプレイヤーと先進的なサービス

で世界の市場を席巻）
Life Diversity

（地方や都市で真に豊かで
ワクワクする暮らし）

Trusted Connectivity
（不確実な出来事においても
産業や暮らしが継続）

電波の利用者にとって有益で
（Useful）電波ビジネスの
提供者にとって付加価値のある
（Valuable）社会へ変革

ワイヤレス新時代へ

ＷＸ
ワイヤレストランスフォーメーション

電波利用の普及

無線技術の多様化

無線活用分野の拡大 HAPS
スマート物流 スマート農場

空飛ぶクルマ自動運転システム電波利用の拡大

陸・海・空・宇宙など

インフラとしてのワイヤレスネットワークを

周波数ひっ迫の中で需要が急増する
あらゆる空間における電波利用の急拡大への対応

NTN等の実現に向けた制度整備

電波利用拡大に向けた免許制度
• 混信防止を担保しつつ、ローカル５Ｇ
等の手続が簡素化等された新たな免
許制度を速やかに検討・整備

• より簡易な手続で取得可能な資格創
設を速やかに検討

•技術基準への適合性担保のための
仕組みの簡素化等を速やかに検討

５Gインフラ整備の推進
• 「５Gならでは」の通信を実感してもらう
ための５Gの新しい整備目標を設定

デジタル技術活用による手続効率化

社会実装も見据えた研究開発等の推進

電波産業の活性化

•電子申請等の段階的な義務化とと
もに、電子免許状等を導入するため
の制度整備を速やかに実施

•手続が簡素化された新たな実験試験
局のための制度改正を2025年度内を
目途に実施• 電波を宇宙空間で積極的に受信する場

合など、IoTの宇宙利用における制度的
な課題の把握を速やかに実施

• 地域の多様なユースケースに対応するため
の地域BWA・ローカル５Ｇ等の活性化
方策について速やかに検討、順次実施

周波数共用・調整の促進周波数移行・再編の加速

自然災害への対応 電波の適正利用の推進

• 2024年内を目途に、携帯電話と衛星
の直接通信の技術基準等を整備

• HAPS（上空の基地局）の2026年導入に
向け、2025年度内に制度整備

• ローカル５G等の上空・海上利用のため
の制度整備を2024年度から順次実施

電波の柔軟な利用のための移行・再編・共用

• 運用調整機関の活用による干渉調整を
実施しやすくする方策を速やかに検討

• AFC（周波数調整の自動化）の検討を進め、
無線LANの周波数拡張に向けた技術
的条件を2025年度中を目途にとりまとめ

• 国が主体となる周波数移行・再編の
新たなスキームを2025年内に導入

• 高周波数帯における条件付オーク
ションの導入を目指し、関連法案を
早期に国会に提出

安全・安心に、安定して利用できる環境の整備

•携帯電話基地局の耐災害性強化
策を速やかに検討

•災害対策用移動通信機器の更な
る整備及びその貸出し体制の拡充
に向けた検討を2024年度内に開始

• 意図せず発射される混信等の増加に対
応するため、2025年度にかけて移動監
視の在り方に関する調査検討を実施

• 水上の構造物等による重要無線通信
の遮断を防ぐための制度整備を2024
年度内に検討し、速やかに実施

デジタルビジネス拡大の源泉となる電波の適正な利用を確保するための電波利用料制度
• 電波利用料の料額や電波利用共益事務の見直しに関する法案を早期に国会に提出

＜どこでも使えるように＞ ＜手軽に使えるように＞ ＜スピーディーに使えるように＞

＜いつでも使えるように＞

re- A llocation

D ependable/
Reliable

spectrum user fee
I  ncome/ O utlay

陸・海・空・宇宙など R apid expansion

	 電波の有効利用促進のための方策
総務省は、「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会」の報告書及びWX推進アクションプラ

ンを踏まえ、必要な制度整備を実施したほか、電波の有効利用を促進し、情報通信技術の進展等に対応
した規制の合理化を図るため、特定高周波数無線局を開設することのできる者を価額競争により選定す
る制度の創設、無線局の免許状等及び基幹放送事業者の認定証のデジタル化、電波利用料制度の見直し
などを内容とする電波法及び放送法の一部を改正する法律案を2025年2月に国会に提出し、同法律案
は同年4月に成立した。

 3 3	 デジタルインフラ整備の推進	 デジタルインフラ整備の推進
	 5Gの普及・展開
ア　5Gの特長等

5Gでは、4Gを発展させた「超高速」だけでなく、遠隔地でもロボットなどの操作をスムーズに行
うことができる「超低遅延」、多数の機器が同時にネットワークにつながる「多数同時接続」などの特
長を持つ通信が可能となる（図表Ⅱ-2-3-2）。そのため、5Gは、あらゆる「モノ」がインターネット
につながるIoT社会を実現する上で不可欠なインフラとして大きな期待が寄せられている。実際に、ト

2
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ラクターの自動運転、AIを利用した画像解析による製品の検査、建設機械の遠隔制御など、様々な地
域・分野において、5Gを活用した具体的な取組が進められているところである。

図表Ⅱ-2-3-2 5Gの特長

膨膨大大なな数数のの
セセンンササーー・・端端末末

スマートメータ―

カメラ

2G       3G   LTE/4G

低遅延

同時接続

移動体無線技術の
高速・大容量化路線

超高速
LTEより100倍速いブロード
バンドサービスを提供

多数同時接続
スマホ、PCをはじめ、身の
回りのあらゆる機器がネット
に接続

超低遅延
利用者が遅延（タイムラグ）
を意識することなく、リアル
タイムに遠隔地のロボット等
を操作・制御

5G

＜5Gの主要性能＞ 超高速
超低遅延
多数同時接続

社
会
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
大

最高伝送速度 10Gbps 
1ミリ秒程度の遅延
100万台/km²の接続機器数

⇒ ２時間の映画を３秒でダウンロード（LTEは5分）

⇒ ロボット等の精緻な操作（LTEの10倍の精度）を
リアルタイム通信で実現

⇒ 自宅部屋内の約100個の端末・センサーがネットに接続
（LTEではスマホ、PCなど数個）

ロボットを遠隔制御

5Gは、AI/IoT時代のICT基盤

1993年 2001年 2010年 2020年

総務省では、5Gは経済や社会の世界共通基盤になるとの認識の下で、国際電気通信連合（ITU）の
5Gの国際標準化活動に積極的に貢献している。

イ　「デジタルインフラ整備計画2030」に基づく5G等の整備
5Gをはじめとするモバイルネットワークは、国民生活や経済活動に深く浸透しており、その一層の

充実を図ることは、社会全体のデジタル化を推進し、急速な人口減少・高齢化の中で社会機能を維持・
発展させていくために必要不可欠である。

我が国においては、2019年4月に初めての5G用周波数の割当てを行って以降、累次にわたり5G普
及を促進するための制度整備や周波数割当て等を実施するとともに、「デジタル田園都市国家インフラ
整備計画」において、5G人口カバー率を2023年度末に全国で95％とすること等の目標を掲げ、整備
を進めてきた。その結果、2023年度末時点で、5G人口カバー率は全国で98.1％となる等、5Gインフ
ラの着実な整備が進んでいる。

他方、AIの普及等により、モバイル通信量の更なる増加が見込まれる中、通信需要や利活用シーン
に応じたメリハリ及び厚みのある5Gインフラの整備や5Gの特長を活かした高度な通信サービスの実
現に加え、地域の安全・安心の確保や地域活性化の観点から、人口カバー率の対象外となっている非居
住地域を含めた「どこでもつながる」通信環境の確保が課題となっている。

こうした背景を踏まえ、総務省は、前出のデジタルインフラ整備計画2030に基づき、高速・大容量
通信を可能とする高周波数帯（サブ6＊1・ミリ波＊2）の活用や、多数同時接続や低遅延を活かした通信

＊1	 携帯電話用に割り当てられた3.6GHz超6GHz以下の帯域をいう。
＊2	 携帯電話用に割り当てられた6GHz超の帯域をいう。
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サービスが可能となる5G SA（Stand Alone）といった新技術等の普及を推進し、道路等の非居住地
域であっても通信環境の確保が求められる地域については、多様な手段によるインフラ整備が進んでい
る姿を目指すこととしている。

また、この計画を達成するための具体的な施策として、新たな5G用周波数の割当て、条件不利地域
での5G基地局整備に対する「携帯電話等エリア整備事業」の補助金による支援、税制措置による後押
し、インフラシェアリング推進などに取り組んできている。

さらに、地域のニーズに応じたワイヤレス・IoTソリューションを住民がその利便性を実感できる形
で社会に実装させていくため、ローカル5Gをはじめとする様々なワイヤレスシステムを柔軟に組み合
わせた地域のデジタル基盤の整備と、そのデジタル基盤を活用する先進的なソリューションの実用化を
一体的に推進することとしている。

ウ　5Gインフラの新たな整備目標の設定
今後の5Gの普及期に向け、5Gならではの携帯電話サービスを利用者に提供するためには、5Gイン

フラの更なる充実が必要である。
このような背景から、総務省は、2024年8月に策定したWX推進戦略アクションプランにおいて、

高速大容量通信といった5Gの特長を活かすことができるサブ6＊3やミリ波＊4などの高い周波数帯や、
多数同時接続や超低遅延を実現するSA（Stand Alone）といった新技術について、新たな整備目標を
設定した（図表Ⅱ-2-3-3）。

図表Ⅱ-2-3-3 2030年頃を見据えたモバイルネットワークの整備イメージ

＊3	 携帯電話用に割り当てられた3.6GHz超6GHz以下の帯域をいう。
＊4	 携帯電話用に割り当てられた6GHz超の帯域をいう。
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	 災害時にもつながる環境の構築に向けて
2024年1月に発生した石川県能登地方の地震では情報通信インフラにも多大な影響が及び、携帯電

話が長時間にわたって利用できない状態が発生するなど、被災地での情報取得や救助活動に支障が生じ
た。こうした教訓も踏まえ、総務省では、災害時における停電や伝送路断による携帯電話基地局の停波
等を回避するため、大容量化した蓄電池等の設置や衛星回線の活用による携帯電話基地局機能の強靱化
の推進に取り組むこととしている。

	 Beyond	5G
5Gの次の世代の情報通信インフラ「Beyond 5G（6G）」は、2030年代のあらゆる産業や社会活動

の基盤となることが見込まれている。総務省では、2020年6月に「Beyond 5G推進戦略－6Gへの
ロードマップ－」を、2024年8月に「AI社会を支える次世代情報通信基盤の実現に向けた戦略 - 
Beyond 5G推進戦略2.0 -」を取りまとめ、5Gの徹底的な普及・活用の促進、トラヒック需要の拡大
に対応した周波数確保、無線アクセスネットワーク（RAN）の高度化に向けた取組等を推進している。

同戦略に基づき、総務省では、オープンな規格を用いた基地局機器の相互接続・運用試験環境の高度
化やAIを活用したRAN制御の効率化、HAPS（High Altitude Platform Station）に関する技術実証
を通じた国内導入に必要な制度整備・HAPS通信の高速大容量化に関する研究開発等を実施している。
同戦略に基づき、総務省では、オープンな規格を用いた基地局機器の相互接続・運用試験環境の高度化
やAIを活用したRAN制御の効率化、HAPS（High- Altitude Platform Station）に関する技術実証
を通じた国内導入に必要な制度整備・HAPS通信の高速大容量化に関する研究開発等を実施している。

また、国際電気通信連合 無線通信部門（ITU-R）は無線通信技術や電波の周波数等に関する国際標準
の検討・策定を担っており、このうち、携帯通信を担当し、我が国が議長ポストを確保している第5研
究委員会（SG5）5D作業部会（WP5D）では、2030年頃の完成を目標に6Gに係る標準化を進めてい
る他、6Gを念頭に利用可能な周波数帯の検討を行っている。総務省は、国内の関係機関・事業者と連携
して、日本寄与文書の入力等を通じて同作業部会における標準化活動を推進しているほか、同作業部会
における我が国のプレゼンスの維持・向上のため、同会合を2025年6月に日本で開催する予定である。

	 大阪・関西万博における「Beyond	5G	ready	ショーケース」の開催
「AI社会を支える次世代情報通信基盤の実現に向けた戦略 - Beyond 5G推進戦略2.0 -」に基づく取

組の一環として、大阪・関西万博において、2025年5月26日（月）から6月3日（火）までの間、総
務省主催により、Beyond 5Gに関する我が国の取組を世界に情報発信する催事「Beyond 5G ready 
ショーケース」を開催した。

本催事では、万博に来場される幅広い層の方々を対象に、Beyond 5Gが実現した未来の社会・生活
のイメージについて、リアリティや没入感を重視した体験機会を提供した。併せてBeyond 5Gに関連
する我が国の研究開発や最先端技術の展示を実施し、国際連携や標準化活動での仲間づくりや社会実
装・海外展開等を推進した（図表Ⅱ-2-3-4）。

また、国内外から多くの方々に体験いただけるよう、2025年5月26日（月）から同年10月13日
（月）までの間、会場催事と共通のコンテンツを、WEB上からバーチャル空間で体験可能なバーチャ
ル催事も開催中である。

2
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図表Ⅱ-2-3-4 Beyond 5G ready ショーケースの会場レイアウトと主なコンテンツ

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

⚫ 通信の歴史から未来への変遷をダイナミックな
映像で演出。

⚫ 通信というテーマを来場者に身近に感じてもらう
とともに、次世代通信Beyond 5Gの理解を促進。

⚫ 総務省・NICTのBeyond 5G基金事業
等により現在開発中の技術を展示。

⚫ 来場者に、最先端技術の開発状況や
展望等を紹介。

プロローグシアター

Beyond 5G 開発技術の展示

未来都市エリア＋技術体験ブース

◼ リモートムーンオペレーション

地球から月面基地のロボットを
リアルタイムで遠隔操作して
月面作業を行う、VRゴーグルを
活用した没入感型体験ブース

◼ HAPSリカバリー

災害により通信が途絶した地域に、
HAPSを操縦して通信の復旧を行う

臨場感型体験ブース

未来都市エリア＋技術体験ブース
コンテンツのイメージ（例）

◼ オーシャンクリーニング

海中ロボットを地上から遠隔制御し、
海洋環境維持体験ができる
シアター型体験ブース

 4 4	 先進的な電波利用システムの推進	 先進的な電波利用システムの推進
	 非地上系ネットワーク

HAPS、衛星通信等の非地上系ネットワーク（NTN）は、陸・海・空・宇宙をつないで離島、海上、
山間部等を効率的にカバーし、通信インフラが未整備の地域に対しても通信サービスの提供が可能であ
る。また、自然災害をはじめとする非常時等の通信手段としても有用である。

総務省では、「デジタルインフラ整備計画2030」（2025年6月策定）に基づき、NTNの早期国内展
開等に向け、関連する制度整備を進めるなど、サービス導入を促進のための取組を推進している。

具体的には、HAPSについて、研究開発支援のほか、技術実証の実施を通じて国内制度の整備等を進
めるとともに、社会実装に向けて関係府省庁との連携や、海外展開に取り組んでいる。また、HAPSで
利用可能な周波数を拡大するための周波数の確保にも取り組んでいる。2023年の世界無線通信会議

（WRC-23）では、我が国が議論をリードし、1.7GHz帯、2GHz帯及び2.6GHz帯は、全世界で、
700MHz帯は、第1地域（欧州、アフリカ）・第2地域（北南米）では地域全体で、第3地域（アジア）
では我が国を含む14か国で、HAPSの携帯電話用基地局としての利用が可能となる決定が行われた。

また、衛星通信については、これまで、多数の非静止衛星を一体的に運用し、高速大容量の通信サー
ビスを提供する衛星コンステレーションの導入、携帯電話端末と人工衛星との直接通信サービスの実現
等に必要な制度整備を行ってきたところ、引き続き周波数の確保、制度整備等を推進していく。

	 無線LANの高度化
無線LANは、IEEE（米国電気電子学会）において策定された標準規格が、スマートフォン等に組み

込まれ世界的に使用されている。国内でも、駅・空港等の公共の場にアクセスポイントが設置され、オ
フィスや家庭のみならず、屋外のサービスや学校教育での利用、災害被災地での通信確保等、社会イン
フラとして国民の重要な通信インフラの一つになっている。

総務省では、諸外国での導入状況や国内のニーズ等を踏まえ、無線LANの高度化に係る検討を継続
的に行っている。近年では、無線LANの技術を活用したドローン等の利用拡大により、無線LANを

1
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組み込んだ機器の屋外・上空利用のニーズが増えている。その一方で、特に上空で使用できる周波数
チャネルの数が不足している現状を踏まえ、2023年から5GHz帯における上空での利用拡大に向けた
検討を行い、2024年12月に「5.2GHz帯無線LANの上空利用に係る技術的条件」をとりまとめ、
2025年4月に無線設備規則（昭和25年電波監理委員会規則第18号）等の改正を行った。5.2GHz帯
無線LANの上空利用が導入されることで、橋梁等のインフラ点検や空撮による映像作成などへの利用
の拡充が期待される（図表Ⅱ-2-3-5）。

図表Ⅱ-2-3-5 5.2GHz帯無線LANの上空利用に係る主な利用イメージ

インフラ点検 農業用ドローン 空撮（高解像度）

大規模な基地局設備が不要で
登録局として簡易な手続きにより

スムーズに利用ができる

5GHz帯で上空利用初
混在している2.4GHz帯より快適
※開設区域有、要運用調整

2.4GHz帯と比較して高速・大容量・
低遅延で高画質な空撮が実現

手軽に利用可5GHz帯で初 高画質

生育状況の管理

被災状況把握

水質管理橋梁点検

高圧線点検

特
長

主
な
利
用
イ
メ
ー
ジ

労力の削減、効率的な作物管理が実現安全性向上、効率的で迅速な点検が可能 基地局等のインフラがなくても状況確認が可能

農薬・肥料の散布

※通信距離：数百メートル程度

さらに、将来のモバイル通信のトラヒック増や多様な利用ニーズに対応可能な無線LANシステムの
実現に向けて、6GHz帯（5925MHz-6425MHz）無線LANの屋外利用及び6.5GHz帯（6425MHz
～7125MHz）への屋外利用を含む周波数帯域の拡張に係る周波数共用等の技術的条件の検討を行って
いる。このうち2024年度には、上記の周波数帯を利用する既存の無線局等への有害な干渉を与えない
ようにするために必要なAFC（Automated Frequency Coordination）システム＊5について、同シ
ステムの構築や動作検証を行うための技術的な検討や、運用するための体制や運用モデルのあり方等に
関する検討を実施した。

	 ドローンにおける電波利用の拡大
近年、農業、インフラ点検、物流、災害対応、エンターテインメント等の様々な分野でドローンの利

用が進んでいる。ドローンの利用にあたって電波の活用は必要不可欠であり、例えば、ドローンの個体
識別情報となるリモートIDの送信、地上からドローン機体を制御するためのコマンド送信、ドローン
で撮影した映像を操縦者等に伝送するための画像伝送用通信等、それぞれの用途に適した各種の無線シ
ステムが利用されている（図表Ⅱ-2-3-6）。

＊5	 6GHz帯及び6.5GHz帯を利用する既存の無線局等への有害な干渉を回避するために、自動的に利用可能な周波数と最大送信電力を通知するシ
ステム。

３
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図表Ⅱ-2-3-6 ドローンに利用されている無線システム（2024年12月現在）

無線システム名称/無
線局種 周波数帯 最大送信出力 （参考）※4

伝送速度
（参考）※4

通信距離
（参考）※4

利用形態 無線局免許 特徴、利用用途

ラジコン操縦用
微弱無線 73MHz帯等 ※1 5kbps 1km程度 操縦 不要 ホビー用途等で手軽に利用可能

産業では農薬散布での利用が主体

無人移動体画像伝送
システム 169MHz帯 10mW ～数百kbps 5km程度

操縦
画像伝送
データ伝送

要
主に空撮、インフラ点検、測量等で利
用（操縦・制御のバックアップ等に使
用）

特定小電力無線局 920MHz帯 20mW ～1Mbps 500m程度 操縦 不要※2 操縦用として利用

2.4GHz帯無線LAN
（小電力データ通信

システム）

2.4GHz帯
（2400～

2483.5MHz）

10mw/MHz
（FH方式は
3mW/MHz）

～54Mbps 1km程度
操縦

画像伝送
データ伝送

不要※2 操縦・画像伝送等の用途で最も普及。
利用者が多いため混雑。

無人移動体画像伝送
システム

2.4GHz帯
（2483.5～
2494MHz）

1W ～数十Mbps 10km程度
操縦

画像伝送
データ伝送

要 主に空撮、インフラ点検、測量等で利
用

無人移動体画像伝送
システム 5.7GHz帯 1W 数十Mbps 5km程度

操縦
画像伝送
データ伝送

要 主に空撮、インフラ点検、測量等で利
用

携帯電話（4G/5G）
（FDDに限る）

800MHz帯
等

200mW
（基地局制御） 数十Mbps 携帯電話の	

エリア内

操縦
画像伝送
データ伝送

※3

見通し外通信や遠隔運用が可能であり、
インフラ点検、物流、映像配信等で利
用。ただし、携帯電話のエリア外では
利用不可。

※1	 500mの距離において、電界強度が200μV/m以下
※2	 免許を要しない無線局については、無線設備が電波法に定める技術基準に適合していることを事前に確認し、	

証明する「技術基準適合証明又は工事設計認証」を受けた無線設備を使用する場合に限る。
※3	 携帯電話事業者の免許で運用
※4	 法令に規定はなく、メーカー等のヒアリングによるもの　　　　　⇒　右図の「技適マーク」が表示された無線設備のみ使用可能である。　 技適マーク

総務省では、ドローンの利活用ニーズの拡大を踏まえ、上空での電波利用環境の向上に向けた取組を
推進している。前述の無線LANのほか、主なものは以下のとおりである。

○携帯電話等の上空利用
携帯電話をドローン等に搭載し、携帯電話網を利用してドローンの制御や画像・データ伝送等を行

いたいとのニーズを踏まえ、総務省では、800MHz帯、900MHz帯、1.7GHz帯及び2GHz帯の
FDD方式の周波数帯について、2020年12月に簡易な手続きでLTEの上空利用を、また、2023年
4月に高度制限の撤廃や5G方式の利用を可能とする制度整備を行った。さらに、ドローン等による
撮影動画データの高速アップロード等のニーズに対応するため、2025年5月、5Gやローカル5G等
で使用するTDD方式の周波数帯の上空利用を可能とする制度整備を行った。
○5.8GHz帯ドローン用特定実験試験局

米国・欧州・中国・韓国等の諸外国においては、5.8GHz帯を使用するドローンが広く普及してい
る。我が国では5.8GHz帯はITS用の無線システムであるDSRC等に使用されているが、日本でも
5.8GHz帯を使用した機能検証を行いたいとのニーズもあることから、総務省では、簡易な手続で実
験試験局を開設することが可能な特定実験試験局制度の対象とすることに取り組んできた。既存の
DSRC等の無線局に影響を与えない周波数や使用地域等の条件の検討を行い、2024年11月、
5.8GHz帯ドローン用特定実験試験局の告示を公布した。

	 高度道路交通システム
情報通信技術を用いて人や道路、車などをつなぐITS（Intelligent Transport Systems：高度道路

交通システム）は、交通事故削減や渋滞緩和などにより、人やモノの安全で快適な移動の実現に寄与す
るものである。

総務省では、これまでVICS（Vehicle Information and Communication System：道路交通情報
通信システム）やETC（Electronic Toll Collection System：電子料金収受システム）、車載レーダー
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システム、700MHz帯高度道路交通システムなどで利用される周波数の割当てや技術基準などの策定
を行うとともに、これらシステムの普及促進を図ってきた。

現在、欧州・米国などを中心として、世界的に自動運転の実現に向けた実証・実装が進められている
ところ、分合流支援などの高度な自動運転の実現には、カメラやレーダー等の車載センサーに加えて、
周囲の車や路側インフラ等と情報交換するV2X（vehicle to everything）通信が重要な役割を担うこ
とが見込まれている（図表Ⅱ-2-3-7）。

図表Ⅱ-2-3-7 V2X通信のイメージ

V2N 広域通信
Vehicle-to-Network
携帯キャリア網を活用する通信
例：大容量地図データの配信など

V2V 車車間通信
Vehicle-to-Vehicle
車載器同士の直接通信
例：出会い頭注意喚起など

V2I 路車間通信
Vehicle-to-Infrastructure
路側機と車載器の直接通信
例：信号情報の配信など

V2P 歩車間通信
Vehicle-to-Pedestrian
携帯端末などと車載器の直接通信
例：出会い頭注意喚起など

V2B 自転車-車間通信
Vehicle-to-Bicycle
自転車用端末などと車載器の直接通信
例：出会い頭注意喚起など

V2X通信システムとして、世界的には5.9GHz帯を活用したV2X通信システムの実証・実装が進め
られていることを踏まえ、我が国においても5.9GHz帯のV2X通信への追加割当てに向けた検討を進め
ている。総務省では、2023年8月に「自動運転時代の“次世代のITS通信”研究会」において「国際
的な周波数調和や既存無線局との干渉などを勘案し、5,895MHz-5,925MHzの最大30MHz幅を目途
にV2X通信向けの割当てを検討する」旨を取りまとめた後、「自動運転の社会実装に向けたデジタルイ
ンフラ整備の推進」として、令和5年度補正予算に205億円を計上し、5.9GHz帯V2X通信の早期導入
に向けた環境整備等を進めている。また、2024年6月から、国土交通省・警察庁・総務省の共同設置
の「自動運転インフラ検討会」において、自動運転に資するインフラの在り方について議論を進めてい
る。総務省は、同検討会における議論等を踏まえ、2025年度から、関係省庁と連携して、新東名高速
道路等において5.9GHz帯V2X通信及びV2N通信を用いた自動運転トラック実証等に取り組んでいく。

その他、我が国ITS技術の国際標準化・海外展開に資するため、国際電気通信連合無線通信部門
（ITU-R）の報告案への寄書入力や、ITS世界会議等の国際会議における情報発信、インドをはじめと
するアジア地域における我が国技術の普及展開などに取り組んでいる。

	 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム
空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは、電波の送受信により数メートル程度の距離を有線で接続

することなく電力伝送するものであり、工場内で利用されるセンサー機器への給電等に利用が見込まれ

5
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ている。本システムにより、充電ケーブルの接続や電池の交換を行うことなく、小電力の給電が可能と
なることから、利便性の向上とともに、センサー機器の柔軟な設置が可能となり、IoT活用による
Society 5.0の実現に向けた寄与が期待されている。

総務省では、これまでの本システムの実用化に向けた、他の無線システムとの周波数の共用や電波の
安全性、技術的条件、円滑な運用調整の仕組の構築等についての検討を踏まえ、一定の要件を満たす屋
内での利用について、920MHz帯、2.4GHz帯、5.7GHz帯の3周波数帯の構内無線局として、2022
年5月に制度整備を行った。

 5 5	 電波システムの海外展開の推進	 電波システムの海外展開の推進
電波の安心・安全な利用を確保するため、電波監視システムをはじめとした技術やシステムの役割が

大きくなっており、その重要性は、電波の利用が急速に拡大しつつある東南アジア諸国をはじめ、諸外
国においても認識されている。そのため、我が国が優れた技術を有する電波システムを海外に展開する
ことを通じ、国際貢献を行うとともに、我が国の無線インフラ・サービスを国際競争力のある有望なビ
ジネスに育てあげ、国内経済の更なる成長につなげることが重要な課題となっている。このような観点
から、我が国が強みを有する電波システムについて、アジア諸国を中心としてグローバルに展開するた
め、官民が協力して戦略的な取組を推進している。具体的には、我が国の周波数事情に合う周波数利用
効率の高い技術が国際標準として策定されるよう、電波システムの海外展開を通じて当該技術の国際的
な優位性を確保することを目的に2017年度より「周波数の国際協調利用促進事業」を実施し、国内外
における実証実験、技術のユーザーレベルでの人的交流等を行っている。

また、安全性・信頼性を確保したデジタルインフラに対する世界的な需要の高まりを踏まえ、総務省
では、我が国企業のOpen RAN、vRANやそれを活用したシステムの海外展開に取り組んでいる。例
えば、フィリピン等の東南アジア諸国において、Open RANの展開に向けた調査・実証を行い、5G
のオープン化を進めている。

また、海外展開を見据えた我が国におけるOpen RANエコシステムの促進を図る観点から、2022
年12月に、国内の複数の通信事業者等により、O-RANアライアンスの規格に準拠した試験・認証を
行う拠点「Japan OTIC」が横須賀テレコムリサーチパーク内に設置され、2023年6月には第1号と
なる認証が発行されたほか、Japan OTICの利用促進に向けた各種講習会が定期開催されている。

さらに、総務省では2024年度より、国内外の複数通信事業者のネットワークを模擬可能な相互接続
性検証環境に関する技術試験を実施中である。

 6 6	 電波利用環境の整備	 電波利用環境の整備
	 生体電磁環境対策の推進

総務省では、安心・安全に電波を利用できる環境の整備を推進している。
具体的には、電波が人体の健康に好ましくない影響を及ぼさないようにするため、「電波防護指針＊6」

を策定するとともに、その一部を電波法令における電波の強さなどに関する安全基準として定めている。
それらの内容には、電波の安全性に関する長年の調査結果＊7が反映されている。また、国際的なガイド
ラインとも同等性の担保を図っている。なお、これまでの調査・研究では、この安全基準を下回るレベ
ルの電波と健康への影響との因果関係は確認されていない。総務省では、電波の安全性について、電話

＊6	 電波防護指針：https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/medical/protect/
＊7	 総務省における電波の安全性に関する研究：https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/seitai/index.htm
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相談、説明会の開催やリーフレットの配布などを通じて国民への周知啓発を継続的に行っている＊8。
また、電波利用機器の電波が医療機器へ及ぼす影響を防止するため、「電波の医療機器等への影響の

調査研究＊9」を毎年行っており、これまでの調査の結果により得られた知見について、「各種電波利用機
器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針＊10」として取りまとめている。さら
に、医療機関での電波利用が進む中で、安心・安全な電波利用に向けて、医用テレメータ、携帯電話、
無線LANなどの注意点や電波管理の在り方について、説明会をオンデマンドで配信し、医療従事者な
どへの周知活動を行っている。これらに関連した取組として、2017年度から「無線システム普及支援
事業費等補助金」により医療施設向けに電波遮へい対策事業を実施し、医療施設において携帯電話が安
心・安全に利用できる環境を整備している。

	 電磁障害対策の推進
各種電気・電子機器などの普及に伴い、各種機器・設備から発せられる不要電波から無線利用を守る

対策が重要となっている。このため、情報通信審議会情報通信技術分科会に設置された「電波利用環境
委員会＊11」において電磁障害対策に関する調査・検討を行い、国際無線障害特別委員会（CISPR：
Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques）における国際規格の審議に寄
与している。総務省では、情報通信審議会の答申を受けて、国内における規格化の推進などを通じて、
不要電波による無線設備への妨害の排除や電気・電子機器への障害の防止などを図っている。

CISPRに関する国際的な活動として、電気自動車（EV）、マルチメディア機器及び家電などで使用
するワイヤレス電力伝送システムに関する国際規格の検討が本格化している中で、電気自動車用ワイヤ
レス電力伝送システムから発せられる漏えい電波が、既存の無線局などに混信を与えないようにする技
術の検討について、我が国が主体となって精力的に行っている。

また、近年、工場や物流拠点においてロボットの導入が進んでおり、当該ロボットへの給電方法とし
てワイヤレス電力伝送システムの導入が期待されている。電波利用環境委員会において、他の無線設備
との共用及び電波防護指針への適合性等について検証するとともに、ワイヤレス電力伝送システムから
放射される漏えい電波の許容値や測定法等の技術的条件について検討を行った。これらの検討を受け
て、2024年6月に「ワイヤレス電力伝送システムに関する技的条件」のうち、「6.7MHz帯の周波数を
用いた電界結合型ワイヤレス電力伝送システムに関する技術的条件」について一部答申がなされ、
2024年12月に関連する電波法施行規則等を改正し、制度整備を行った。

	 電波の混信・妨害の予防
第5世代携帯電話（5G）等の新たな電波利用が拡大する中で、混信を排除し良好な電波利用環境を

維持していくため、総務省では電波の監視を行い、混信を排除するとともに、それらの原因となり得る
技術基準に適合しない無線設備（基準不適合設備）の対応の強化に取り組んでいる。

具体的には、一般消費者が基準不適合設備を購入・使用することにより、電波法違反（無線局の不法
開設）となることや、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えることを未然に防止
するため、総務省においてインターネットの通信販売等、市場で広く販売されている無線設備を購入
し、それらの電波の強さが電波法に定める「微弱無線設備」＊12の基準に適合しているかどうかの測定を

＊8	 電波の安全性に関する取組：https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
＊9	 電波の医療機器等への影響の調査研究：https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/seitai/chis/index.htm
＊10	 各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針：
	 https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/medical/guide.pdf
＊11	 電波利用環境委員会：https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/denpa_kankyou/index.html
＊12	 微弱無線設備：https://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/rule/
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行い、結果を一般消費者の保護のための情報提供として毎年公表する「無線設備試買テスト」＊13の取組
が挙げられる。

無線設備試買テストの結果、微弱無線設備の基準に適合しないと判定して公表した無線設備の販売業
者に対しては、技術基準に適合した無線設備のみを取り扱うことの徹底や、基準不適合設備の販売の自
粛などを要請している。このほか、2020年度には、「技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガ
イドライン」を策定しており、無線設備の製造業者、輸入業者及び販売業者が果たすべき努力義務や、
インターネットショッピングモール運営者による自主的な取組を明らかにすることにより、基準不適合
設備の流通抑止に向けた取組を推進している。

＊13	 2013年度より実施。無線設備試買テストの結果：https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/illegal/result/

168 令和7年版　情報通信白書　第Ⅱ部

第
2
章

総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総

電波政策の動向電波政策の動向第第 33 節節

情通R7_Ⅱ-2-03_第Ⅱ部第2章3節.indd   168情通R7_Ⅱ-2-03_第Ⅱ部第2章3節.indd   168 2025/06/20   16:48:302025/06/20   16:48:30

https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/illegal/result/


第4節 放送政策の動向
 1 1	 概要	 概要
	 これまでの取組
放送は、民主主義の基盤であり、災害情報や地域情報などの社会の基本情報の共有というソーシャ

ル・キャピタルとしての役割を果たしてきた。
従来アナログで行われていたテレビ放送は、2012年3月末をもって完全デジタル化し、ハイビジョ

ン画像の映像、データ放送の実現など、放送サービスの高度化が進展した。総務省では、ハイビジョン
より高精細・高画質な4K・8K放送サービスを促進するため、放送事業者・メーカー等との連携の下、
4K8K衛星放送の受信方法や4K・8Kコンテンツに関する周知広報を行うとともに、4K放送を行う事
業者の認定を行うなど、全国の多くの方々に4K・8Kの躍動感と迫力のある映像で楽しんでいただける
ように必要な取組を進めてきた。
また、被災情報や避難情報などを国民に適切に提供できるよう、2024年1月に発生した石川県能登

地方の地震・同年9月の能登半島豪雨での教訓を踏まえ、激甚災害等で被災した地上基幹放送に係る送
信所設備等の復旧事業及び耐震対策等の放送ネットワークの強靱化・耐災害性強化に資する取組を推進
してきた。さらに、放送を通じた情報アクセス機会の均等化を実現するため、放送事業者等における字
幕番組、解説番組、手話番組等の制作費及び生放送番組への字幕付与設備の整備費に対する助成や、字
幕放送等の普及目標値を定める「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」を策定する等
の取組により、視聴覚障害者等向け放送の普及を促進してきたところである。
このほか、放送については、放送番組の「送り手」だけでなく「受け手」の存在も重要であることか

ら、総務省では、特に小・中学生及び高校生を対象に放送メディアに対するリテラシーの向上に取り組
んでおり、教材や教員向け授業実践パッケージ等の提供を行っている。

	 今後の課題と方向性
ブロードバンドの普及やインターネット動画配信サービスの伸長、視聴デバイスの多様化などを背景

に、視聴者の視聴スタイルが変化しテレビ離れが加速するなど、放送を取り巻く環境は大きく変化して
いる。視聴者は情報を放送からのみならずインターネットから得ることが増え、地上テレビジョン放送
の広告費は長期的には低下傾向が続く可能性があり、構造的な変化が迫られている。他方、インター
ネット空間においては偽・誤情報等の問題も顕在化しており、情報空間の健全性の確保が課題となって
いるところ、放送は信頼性の高い情報発信、「知る権利」の充足、「社会の基本情報」の共有や多様な価
値観に対する相互理解の促進といった役割を果たしており、むしろこのデジタル時代においてこそ、そ
の役割に対する期待が増大している。
このような状況の変化に対応して、放送の将来像や放送制度の在り方について中長期的な視点で検討

するとともに、放送事業の基盤強化、放送コンテンツの流通の促進、放送ネットワークの強靱化・耐災
害性の強化等の課題に取り組む必要がある。

 2 2	 デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討	 デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討
総務省では、デジタル化が社会全体で急速に進展する中で、放送の将来像や放送制度の在り方につい

て、中長期的な視点から検討するため、2021年11月から「デジタル時代における放送制度の在り方
に関する検討会」（以下「放送制度検討会」という。）を開催している。
放送制度検討会では、2022年8月に「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する

1
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取りまとめ」（以下「第1次取りまとめ」という。）を公表＊1し、2023年10月には「デジタル時代にお
ける放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ（第2次）」（以下「第2次取りまとめ」という。）
を公表した＊2。総務省では、第1次取りまとめを踏まえて、マスメディア集中排除原則＊3を緩和するた
めの省令改正＊4を行ったほか、一の放送対象地域において複数の特定地上基幹放送事業者が中継局設備
を共同で利用することを可能とすることなどの措置を講ずることを内容とする法改正＊5を行った。
中継局設備の共同利用については、特定地上基幹放送事業者の経営効率化を図るため、その実現に向

け、2023年12月の全国協議会の発足を始めとして、2024年5月までに全国各地においても地域協議
会が立ち上げられ、共同利用実現に向けたロードマップの作成、関係者の役割分担、各地域での中継局
更新計画の策定・実行の在り方の3点について検討を進めた。2024年12月には共同利用のための準備
会社である株式会社日本ブロードキャストネットワークがNHKの出資により設立された。事業計画の
検討等地上波中継局の共同利用の実現を目指し、同社において取組が進められている。
また、放送制度検討会の下で「公共放送ワーキンググループ」を開催し、NHKのインターネット配

信の在り方等について検討を行い、2023年10月及び2024年2月に公表された二度の「取りまとめ」＊6

を踏まえ、2024年5月に成立した「放送法の一部を改正する法律」（令和6年法律第36号。以下「改
正放送法」という。）において、インターネットを通じて放送番組等の配信を行う業務をNHKの必須
業務とすること等が規定された。改正放送法では、NHKがインターネットを通じた番組関連情報＊7の
配信を自らの判断と責任において行うため、自ら業務規程を定める仕組みとなっており、総務省では、
その内容について、学識経験者及び利害関係者の意見を聴き、公正な競争の確保に支障が生じないこと
が確保されるものであることなどに適合することを確認することとされている＊8。
その後、放送制度検討会では、2024年12月に「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り

方に関する取りまとめ（第3次）」（以下「第3次取りまとめ」という。）を公表した。第3次取りまとめ
は、放送の将来像や小規模中継局等のブロードバンド等（ケーブルテレビ、配信サービス等）による代
替に向けた制度の在り方、ラジオ放送の経営の選択肢等についての検討結果のほか、①小規模中継局等
のブロードバンド等による代替の実現可能性、②NHKの国際放送の在り方、③放送コンテンツの制
作・流通の促進に向けて必要な対応策及び④衛星放送にかかるインフラコストの低減等について専門的
な検討を行った成果を取りまとめたものとなっている＊9。
なお、総務省では、第3次取りまとめ等も踏まえ、地上基幹放送事業者がやむを得ず中継局を廃止する
際には、ケーブルテレビや配信サービス等によってその放送番組を引き続き視聴できるようにするための
措置を講じる努力義務を課すこと等を内容とする「電波法及び放送法の一部を改正する法律案」を2025
年の第217回国会（常会）に提出し、2025年4月に成立したところである（令和7年法律第27号）。

＊1	 「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ」（2022年8月5日）：https://www.soumu.go.jp/menu_news/
s-news/01ryutsu07_02000236.html

＊2	 「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ（第2次）」（2023年10月18日）：https://www.soumu.go.jp/menu_
news/s-news/01ryutsu07_02000269.html

＊3	 放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有さ
れるようにするための指針であり、一の者が保有又は支配関係を有する基幹放送の数が制限されている。

＊4	 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の一部を改正する省令（令和5年総務省令第
13号）

＊5	 放送法及び電波法の一部を改正する法律（令和5年法律第40号）
＊6	 「公共放送ワーキンググループ取りまとめ」（2023年10月18日）：https://www.soumu.go.jp/main_content/000907572.pdf
	 「公共放送ワーキンググループ取りまとめ（第2次）」（2024年2月28日）：https://www.soumu.go.jp/main_content/000931107.pdf
＊7	 NHKが放送する又は放送した放送番組の内容と密接な関連を有する内容の情報であって、当該放送番組の編集上必要な資料により構成される

もの（当該放送番組を除き、当該放送番組を編集したものを含む）をいう。
＊8	 総務省では、2024年11月より「日本放送協会の番組関連情報配信業務の競争評価に関する検証会議」を開催し、NHKの業務規程の内容が改

正放送法の規定に適合しているかどうかについて、学識経験者及び利害関係者の意見を聴いたところ、適合していないとする意見は見られな
かった。「日本放送協会の業務規程に係る意見」（2024年12月18日）：https://www.soumu.go.jp/main_content/000982600.pdf

＊9	 「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ（第3次）」（2024年12月13日）：https://www.soumu.go.jp/menu_
news/s-news/01ryutsu07_02000296.html
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さらに、近年、我が国における災害は激甚化、頻発化しており、2024年8月に「南海トラフ地震臨
時情報（巨大地震注意）」が初めて発表されるなど、近い将来、南海トラフ地震をはじめ、日本海溝・
千島海溝周辺海溝型地震といった広域大規模災害の発生も懸念されている。このような状況を踏まえ、
2025年2月には放送制度検討会の下に新たに「広域大規模災害を想定した放送サービスの維持・確保
方策の充実・強化検討チーム」を設け、これまでの取組に加え、今後の広域大規模災害を想定した放送
サービスの維持・確保方策の充実・強化について、関係事業者等の協力を得つつ、集中的に検討を行っ
ている。

 3 3	 放送事業の基盤強化	 放送事業の基盤強化
	 AMラジオ放送に係る取組
民間AMラジオ放送事業者が使用しているAM送信設備には設置後50年以上が経過しているものが

多く、老朽化が深刻な状況となっている。こうした中、民間AMラジオ放送事業者においては、AMラ
ジオ放送の難聴を解消することなどを目的として導入されたFM補完放送の開始によってAMとFMの
両方の設備に係るコスト負担が発生しているほか、事業収入が減少傾向にあるため、AMラジオ放送設
備の更新費用が経営上の課題となっている。
このような厳しい経営状況を踏まえ、民間AMラジオ放送事業者が、経営判断としてAM放送から

FM放送への変更（FM転換）やFM転換を伴わないAM放送を行う中継局の廃止を行った場合の影響
を検証するため、総務省では、6か月以上の期間AM局の運用休止を行うことを可能とする特例措置を
設けることとし、その内容や要件、手続きについて示す「AM局の運用休止に係る特例措置に関する基
本方針（2023年3月公表、2024年12月改定）」を公表した。2023年11月に行われた放送事業者へ
の一斉再免許の際に、当該基本方針に基づく特例措置の適用を受け、一部のAM局において、2024年
2月以降、順次運用休止が実施されているところである。これらのAM局に加え、2025年12月以降、
再度の特例措置の適用を受け、運用休止が実施される予定である。総務省では、運用休止の結果を踏ま
え、必要な制度整備について検討を行う予定である。

	 衛星放送における諸課題への対応
ア　持続可能な衛星放送の将来像に係る検討
総務省は、2023年10月に公表された第2次取りまとめを踏まえ、衛星放送を取り巻く環境が変化す

る中で、衛星放送における課題を解決し、持続可能な衛星放送の将来像を描くべく、2023年11月か
ら2024年9月まで、放送制度検討会の下で「衛星放送ワーキンググループ」を開催し、同年12月に
取りまとめを行った。
「衛星放送ワーキンググループ」では、「衛星放送に係るインフラコストの低減」、「地上波代替におけ
る衛星放送の活用」、「右旋帯域の有効利用」、「衛星基幹放送の認定における通販番組の扱い」及び「災
害発生時における衛星放送の活用」について、具体的・専門的な議論を行ってきた。これを受け、総務
省では、2025年2月に「地上波代替における衛星放送の活用」について技術的課題や視聴者負担の受
容性の検証等を行うとともに、同年3月に「右旋帯域の有効利用」について圧縮効率の高いHEVC方
式を2K放送に使用する選択肢を設ける制度整備を行うなど、「衛星放送ワーキンググループ」におけ
る議論の結果や提言等を踏まえた取組を進めている。

イ　4K8K衛星放送の普及に向けた取組
2018年12月にBS放送及び東経110度CS放送で始まった4K8K衛星放送は、2024年7月には
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4K8K衛星放送を視聴することが可能な受信機等の累計出荷台数が2,000万台を超え、着実に普及が進
んでいる（2025年3月末時点では約2,250万台）。
総務省においては、4K8K衛星放送の普及に向け、放送事業者、メーカー、関係団体等と連携し、

4K8K衛星放送の特長である超高精細映像の魅力の訴求や受信環境整備の促進に取り組んでいる。
また、2025年4月には、総務省が2023年11月に認定を行ったBS放送の右旋帯域における4K放送

が開始されたところであり、引き続き、4K放送の拡充に取り組むこととしている。

 4 4	 放送コンテンツ制作・流通の促進	 放送コンテンツ制作・流通の促進
	 放送コンテンツなどの効果的なネット配信に関する取組
放送制度検討会の第1次取りまとめにおいて、ローカル局をはじめとする放送事業者の設備負担を軽
減し、コンテンツ制作に注力できる環境を整備していくことが重要であると言及されている。
こうした環境を整備する観点からは、放送事業者によるコンテンツの制作の促進に加え、そうしたコ

ンテンツがより幅広く視聴されるよう、放送やインターネット上における流通の一層の促進が重要とな
ると考えられる。特に、地域情報の発信において、今後、ローカル放送局には大きな役割が期待されて
いる。
インターネット動画配信サービスの伸長や視聴スタイルの多様化など放送を取り巻く環境が変化する

中、放送がこれまで果たしてきた社会基盤としての役割を引き続き果たし続けるためには、放送波に限
らず、インターネットにおける多様なプラットフォームの活用促進によって、我が国の放送コンテンツ
が国内外で広く流通することが重要であると考えられる。
このような考えの下、放送制度検討会の下に開催される会合として、「放送コンテンツの制作・流通

の促進に関するワーキンググループ」を2022年12月から開催し、インターネット時代における、放
送コンテンツの制作・流通を促進するための方策の在り方について、関係事業者等の協力を得つつ検討
を行った。
2024年12月に公表された第二次取りまとめにおいては、視聴者がインターネット経由で放送コン

テンツを容易に視聴できる環境の早期実現のため、インターネットに接続するテレビ受信機（コネク
テッドテレビ等）において、視聴者の利便性向上に向けたNHKと民放の放送コンテンツの一覧性を確
保した仮想プラットフォームの実現に向け、視聴者にとっての新規性・多様性と視聴者の趣味嗜好に
沿ったコンテンツ表出のバランス、ローカル局のコンテンツに地方の視聴者が容易に視聴できる環境づ
くり等に留意しながら、政府による実証等を通じて、官民連携による取組を深めていくべきとされた。

	 放送分野の視聴データ活用とプライバシー保護の在り方
インターネットに接続されたテレビ受信機などから放送番組の視聴履歴などを収集・分析すること
で、例えば、地域ごとの視聴者のきめ細かい視聴ニーズに寄り添った番組制作や災害情報の提供などに
有効に活用することが可能となる一方、個々の視聴者の政治信条や病歴のようなセンシティブな個人情
報を推知することなども技術的には可能となってしまうという課題がある。
総務省では、放送分野の個人情報保護について、放送の公共性に鑑み、放送受信者等の個人情報を取

り扱うすべての者が遵守するべき放送分野固有のルールを2022年3月に「放送受信者等の個人情報保
護に関するガイドライン」として定め、累次の改正を行ってきた。引き続き、視聴データ等の活用によ
る放送受信者の利益の向上とプライバシー保護の両立を推進していく。
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	 放送番組の同時配信等に係る権利処理の円滑化
スマートデバイスの普及などに伴う視聴環境の変化を踏まえ、放送事業者は、放送番組のインター

ネットでの同時配信等（同時配信、追っかけ配信及び見逃し配信をいう。以下同じ。）の取組を進めて
いる。これは、高品質なコンテンツの視聴機会を拡大させるものであり、視聴者の利便性向上やコンテ
ンツ産業の振興・国際競争力の確保などの観点から重要な取組となっている。一方で、放送番組には多
様かつ大量の著作物等が利用されており、同時配信等にあたって著作権等の権利処理ができないことに
よるマスキング等の処理（いわゆる「フタかぶせ」）が生じる場合があるなど、権利処理上の課題が存
在しており、同時配信等を推進するに当たっては、著作物等をより迅速かつ円滑に利用できる環境を整
備する必要があった。
そこで、総務省において、同時配信等に係る権利処理の円滑化に向け、「著作権法」（昭和45年法律

第48号）を所管する文化庁とともに関係者から意見を聴取するなど、制度改正の方向性を検討した結
果、2021年の第204回国会（常会）で「著作権法の一部を改正する法律」（令和3年法律第52号）が
成立し、当該円滑化に関する措置が講じられた。改正後、2022年4月には民放5系列揃っての同時配
信が実現するなど、本格化しつつある同時配信等について、総務省は、権利処理の動向を注視しなが
ら、更なる円滑化に向けた検討を行っている。特にローカル局においては、権利処理に係る事務作業に
対応する人員やノウハウが不足していることから、権利処理の効率化に資するシステムの構築に関する
検証を実施している。

	 放送コンテンツの適正な製作取引の推進
総務省では、2018年度から放送コンテンツ分野における製作環境の改善及び製作意欲の向上などを

図る観点で、有識者などで構成される「放送コンテンツの適正な製作取引の推進に関する検証・検討会
議」を開催し、同会議での議論などに基づき、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライ
ン」（2009年2月策定。以下「ガイドライン」という。）を累次改定し、放送事業者及び番組製作会社
に対して、放送コンテンツの製作取引の適正化を促す取組を進めている。
具体的には、放送コンテンツの製作取引の状況を把握するため、定期的にアンケート調査を実施する

とともに、ガイドラインの遵守状況について放送事業者及び番組製作会社に対してヒアリングを行うな
どの実態把握を進め、発覚した問題点について「下請中小企業振興法」（昭和45年法律第145号）第4
条に基づく指導などを行うほか、ガイドラインの周知・啓発のための講習会を開催し、製作取引に関す
る個別具体的な問題について弁護士に無料で相談できる窓口である「放送コンテンツ製作取引・法律相
談ホットライン」を開設している。
また、2023年度から著作権の帰属、適正な製作費の在り方や番組製作現場の就業環境の実態などに

ついて同会議で議論を行い、その結果を踏まえ、2024年10月に改訂ガイドライン（第8版）を公表し
た。

	 放送コンテンツの海外展開
動画配信サービスが伸張する中、我が国放送コンテンツが競争力を確保し、拡大する市場を取り込む

ためには、海外での放送・配信を前提としたコンテンツを製作し、海外展開を積極的に図る必要があ
る。
また、コンテンツの海外発信は、日本の魅力を海外に伝え、我が国の自然・文化等への関心を高める

ことにつながり、我が国に対するイメージ向上への寄与が見込まれるため、外交的な観点からも極めて
重要である。

３
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このため、総務省では、放送コンテンツの海外展開の推進に向け、引き続き、国内外で開催されるコ
ンテンツの国際見本市（TIFFCOM（日本）、ATF（シンガポール）、MIPCOM（フランス）等）にお
いて、官民連携によるセミナー開催などにより効果的な情報発信を行い、海外展開を後押しする。ま
た、2025年度からは、新たに、先進的設備等を活用した実写コンテンツの製作支援、人材育成に取り
組むとともに、配信への視聴環境の変化を踏まえ、国内の配信事業者と連携した我が国のコンテンツの
海外発信に取り組む。

	 放送・配信コンテンツ産業の競争力確保
世界のコンテンツ市場は今後更なる成長が予測されており、我が国においてもコンテンツ産業を基幹
産業と位置付け、戦略的に取り組むこととしている。
このうち、特に放送コンテンツについては、外部環境や収益構造の変化に晒されており、放送コンテ

ンツ産業の持続的な発展に当たっては、産業競争力の確保が不可欠となっている。
このような状況を踏まえ、2025年3月、放送制度検討会の下に新たに「放送・配信コンテンツ産業

戦略検討チーム」を立ち上げ、放送コンテンツ産業の更なる振興に向けた課題と対応策、官民連携の在
り方、配信コンテンツ市場の現状の把握や今後の振興に向けた方策について、関係事業者等の協力を得
つつ、集中的な検討を行っている。

 5 5	 視聴覚障害者等向け放送の普及促進	 視聴覚障害者等向け放送の普及促進
視聴覚障害者等がテレビジョン放送を通じて円滑に情報を入手することを可能にするため、総務省は
字幕放送、解説放送及び手話放送の普及目標を定める「放送分野における情報アクセシビリティに関す
る指針」を策定（2018年2月、2023年10月改定）し、放送事業者の自主的な取組を促している。
また、「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」

（平成5年法律第54号）に基づき、字幕番組、解説番組、手話番組等の制作費に対する助成を行ってい
る。また、生放送番組への字幕付与には多くの人手とコストがかかることに加え、特殊な技能を有する
人材等を必要とすることから、2020年度からは、最先端のICTを活用したシステムを含む生放送番組
への字幕付与に係る機器の整備費に対する助成も行っている。

 6 6	 放送ネットワークの強靱化、耐災害性の強化	 放送ネットワークの強靱化、耐災害性の強化
	 ケーブルネットワークの耐災害性強化
総務省では、災害時においても確実かつ安定的な情報伝達の確保されるよう、ケーブルテレビ網の光
化や複線化など耐災害性強化の取組への支援を行うとともに、2024年1月に発生した石川県能登地方
の地震により被害を受けたケーブルテレビの災害復旧支援を行うため、令和6年度補正予算及び令和7
年度当初予算において、「ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業」を実施している（図表Ⅱ
-2-4-1）。令和6年度補正予算より、条件不利地域要件を緩和し、財政力指数要件を撤廃したほか、非
常用電源設備単独の整備について支援できるように措置を行っている。
また、老朽化等の課題が生じつつある辺地共聴施設について、令和7年度当初予算において、「地上

基幹放送の小規模中継局等のブロードバンド等による代替等支援事業」により、高度化改修や代替に対
する支援を実施している（図表Ⅱ-2-4-2）。
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図表Ⅱ-2-4-1 ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業

（事業主体） 市町村、市町村の連携主体又は第三セクター
（これらの者から施設の譲渡を受ける等により、ケーブルテレビの業務提供に係る役割を継続して果たす者（承継事業者）を含む。）

（事業スキーム） 補助事業
（補助対象地域） ①ケーブルテレビが地域防災計画に位置付けられている市町村

  ※業務区域の市町村の数が10を超える者が行う事業にあっては、条件不利地域に限る
（補助率）  ①④（１）市町村及び市町村の連携主体（承継事業者） ：1/2、（２）第三セクター（承継事業者） ：1/3

 ①※財政力指数0.5超の自治体は1/3
  ※光化された公設ネットワークの民設移行に伴う承継事業者による整備は1/3
 ② ： 1/2、 ③ ：2/3

（補助対象経費（上図の赤線部分）） 光ファイバケーブル、 送受信設備、 アンテナ 等
 ③※総務省予算で過去に整備した設備以外の復旧、仮設住宅のエリア化も対象
 ④※非常用電源設備単独の整備も対象

（計画年度）        平成30年度～

光ノード

ヘッドエンド
アンテナ

光ケーブル
同軸ケーブル

光ケーブル化

タップオフ

※光化された公設ネットワークの民設移行
に伴う承継事業者による整備費用
（放送設備及び一部伝送路設備）も対象

（条件不利地域に限る）

２ルート化等

老朽化した既存幹線の更新

遠隔監視制御機能、
非常用電源設備の整備

断断線線

断断線線

自自営営柱柱
倒倒壊壊

応急仮設住宅の
ケーブルテレビエリア化

損損壊壊

タップオフノード

補助対象

復旧

引込み線

①①：：ケケーーブブルルテテレレビビ光光化化等等整整備備支支援援事事業業

④④：：ケケーーブブルルテテレレビビ複複線線化化等等整整備備支支援援事事業業

②②：：災災害害復復旧旧枠枠
③③：：令令和和６６年年能能登登半半島島地地震震にに係係るる災災害害復復旧旧枠枠

ヘッドエンド
アンテナ

損損壊壊

損損壊壊

図表Ⅱ-2-4-2 地上基幹放送の小規模中継局等のブロードバンド等による代替等支援事業

事事業業イイメメーージジ

○○  補補助助対対象象経経費費（（下下図図のの赤赤点点線線部部分分））

光ファイバケーブル、 送受信設備、 アンテナ 等
※中継局が廃止にならない地域に限る。

※辺地共聴施設（同軸ケーブル）の光化を伴うケーブルテレビ
（ＩＰマルチキャスト方式によるものを含む。）による代替に必
要な伝送路設備等を含む。

※代替については、既設施設の撤去費用を含む。

○○  事事業業主主体体

（１）市町村、市町村の連携主体、放送事業者、電気通信事業者、
放送事業者及び電気通信事業者の連携主体

（２）市町村、市町村の連携主体

○○  補補助助率率

 （１）辺地共聴施設の代替 ：2/3

（２）辺地共聴施設の光化等改修 ：1/2

ヘッドエンド
等

アンテナ

光ケーブル
同軸ケーブル

タップオフ ヘッドエンド

アンテナ

（１）辺地共聴施設の代替 （２）辺地共聴施設の光化等改修

ヘッドエンド

アンテナ

	 放送事業者などの取組の支援
総務省では、令和6年度補正予算及び令和7年度当初予算における「放送ネットワーク整備支援事業

（地上基幹放送ネットワーク整備等事業）」や、「民放ラジオ難聴解消支援事業」及び「地上基幹放送等
に関する耐災害性強化支援事業」（図表Ⅱ-2-4-3）により、放送ネットワークの強靱化に向けた放送事
業者や地方自治体などの取組に対する支援を行っている。

2
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図表Ⅱ-2-4-3 地上基幹放送ネットワーク整備等事業、民放ラジオ難聴解消支援事業、地上基幹放送等に関する 
耐災害性強化支援事業

● 被災情報や避難情報など、国民の生命・財産の確保に不可欠な情報を確実に提供するため、
災害発生時に地域において重要な情報伝達手段となる放送ネットワークの強靱化と耐災害性
強化を実現する。

補助率

① 地上基幹放送ネットワーク整備等事業
■ 地方公共団体：1/2
■ 地上基幹放送事業者等、第三セクター：1/3

② 民放ラジオ難聴解消支援事業
■ 地理的・地形的難聴、外国波混信：2/3
■ 都市型難聴：1/2

③ 地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業
■ 地方公共団体等：1/2
■ 地上基幹放送事業者等：1/3
※受信障害対策用中継局に係る事業を実施する場合に
おいて、条件不利地域かつ財政力指数0.5以下の市町
村：2/3

事業イメージ

耐耐震震対対策策、、
送送信信所所設設備備等等のの災災害害復復旧旧

テテレレビビ・・ララジジオオ
本本社社

災災害害情情報報のの迅迅速速・・
正正確確なな伝伝達達

停停電電対対策策、、予予備備設設備備のの整整備備

① 地上基幹放送ネットワーク整備等事業
③ 地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業

② 民放ラジオ難聴解消支援事業
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第5節 サイバーセキュリティ政策の動向
 1 1	 概要	 概要
	 これまでの取組

世界的規模で深刻化するサイバーセキュリティ上の脅威の増大を背景として制定された、我が国にお
けるサイバーセキュリティ政策の基本理念等を定めた「サイバーセキュリティ基本法」（平成26年法律
第104号）により、2015年、内閣の下にサイバーセキュリティ戦略本部が設置された。それ以降、経
済社会の変化やサイバーセキュリティ上の脅威の増大などの状況変化も踏まえつつ、現在、2021年9
月に閣議決定された「サイバーセキュリティ戦略＊1」に基づきサイバーセキュリティ政策が推進されて
きている。

また、重要インフラ防護に係る基本的な枠組を定めた「重要インフラのサイバーセキュリティに係る
行動計画＊2」（2022年6月サイバーセキュリティ戦略本部決定。2024年3月同本部改定。）において、
情報通信分野（電気通信、放送及びケーブルテレビ）は、その機能が停止、又は利用不可能となった場
合に国民生活・社会経済活動に多大なる影響を及ぼしかねないものとして重要インフラ15分野の一つ
に指定されている。重要インフラ所管省庁として、総務省において、引き続き情報通信ネットワークの
安全性・信頼性の確保に向けた取組を推進することが必要とされている。

さらに、2022年12月に閣議決定された国家安全保障戦略に基づき、「国や重要インフラ等の安全等
を確保するために、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させる」べく、
当該分野における新たな取組の実現のために必要となる法制度等について検討するため、内閣官房にお
いて2024年6月から有識者会議を開催した。同年11月には「サイバー安全保障分野での対応能力の
向上に向けた提言」がとりまとめられ、これを踏まえ、2025年の第217回国会（常会）に「重要電子
計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律」及び「重要電子計算機に対する不正な行為
による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の両法案が提出され、原
案修正の上、2025年5月に可決・成立するなど、サイバー安全保障分野での政府の取組が進んでいる。

総務省では、2017年から、セキュリティ分野の有識者で構成される「サイバーセキュリティタスク
フォース」を開催し、これまで様々な状況変化や東京オリンピック・パラリンピック競技大会、新型コ
ロナウイルス感染症への対応等も踏まえつつ、総務省として取り組むべき課題や施策を累次取りまとめ
てきた。直近では、2024年2月から、生成AIなどの新たな技術・サービスの急速な普及やサプライ
チェーンの多様化・複雑化の動向を踏まえ、総務省が中長期的に取り組むべきサイバーセキュリティ施
策の方向性について検討する「ICTサイバーセキュリティ政策分科会」を開催し、「ICTサイバーセ
キュリティ政策の中期重点方針」を2024年7月に公表した。

	 今後の課題と方向性
近年、我が国を取り巻くサイバーセキュリティ情勢は年々複雑化・高度化しており、大手事業者の

データセンターを狙ったランサムウェア攻撃により事業に支障を与える事例や、生成AIを利用するこ
とで、技術的な知識なしにランサムウェアを作成した事例も発生している。また、デジタル化の急速な
進展に伴うIoT機器の増加や、サプライチェーンの多様化により、攻撃対象は拡大し続ける一方、国際
関係の変化は加速し、安全保障情勢も厳しさを増している。

このように、サイバー攻撃の複雑化・巧妙化が進んでいるなかで、その攻撃対象は重要インフラ等に

＊1	 サイバーセキュリティ戦略：https://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/cs-senryaku2021.pdf
＊2	 重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画：https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/infra/cip_policy_2024.pdf
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も及び、国民生活や経済活動に影響を与えかねないというように、サイバー空間を取り巻くセキュリ
ティリスクは深刻化している。

サイバー空間が公共空間化する中で、これらの情勢変化を認識しつつ、その基盤となるICT（情報
通信技術）を国民一人ひとりが安心して活用できるよう、サイバーセキュリティを確保することがます
ます重要になっている。

これらを踏まえ、総務省が関係機関や民間企業等と連携し、我が国のサイバーセキュリティ政策に率
先して取り組むことにより、サイバー空間における安全・安心の確保に貢献していく。

 2 2	 重要インフラ等におけるサイバーセキュリティ	 重要インフラ等におけるサイバーセキュリティ
	 総合的なIoTボットネット対策の推進

サイバー空間を支える情報通信ネットワークの安全性・信頼性を確保する上で、DDoS攻撃のよう
に情報通信ネットワークの機能に支障を生じさせるような大規模サイバー攻撃による影響も懸念され
る。こうしたDDoS攻撃の典型的な手法には、①多数のIoT機器にマルウェアを感染させ攻撃者の支
配下に置く段階（攻撃インフラの拡大）と、②これらの攻撃インフラを利用しネットワークを通じた攻
撃を実行する段階の2つの段階が存在する。実際に、IoT機器の数の増加や機能向上に伴い、IoT機器
を悪用したサイバー攻撃も件数・規模は増加傾向にあり、NICTが運用するサイバー攻撃観測網

（NICTER）が2024年に観測したサイバー攻撃関連通信についても、依然としてIoT機器を狙ったも
のが最も多かったという結果が示されている。

こうした大規模なサイバー攻撃に対応していくためには、攻撃インフラの拡大を防ぐ端末側（IoT機
器）の対策、攻撃インフラに対して指令を出すC&C（Command and Control）サーバに対処する
ネットワーク側の対策の双方から、総合的なIoTボットネット対策を推進することが必要となる。

端末側の対策として、総務省、NICT及びインターネット・サービス・プロバイダ（ISP）と連携し、
2019年2月から「NOTICE（National Operation Towards IoT Clean Environment）」として、
インターネット上のIoT機器に対して、「password」や「123456」等の容易に推測されるパスワード
を設定している機器の調査を行い、利用者への注意喚起を行うための取組を実施し、一定の成果をあげ
たところである。

しかし、最近ではIoT機器のソフトウェアの脆弱性を狙ったサイバー攻撃も増加している等、IoT機
器を悪用したサイバー攻撃のリスクは引き続き高い状況にあり、依然としてIoT機器を悪用したサイ
バー攻撃が発生している。これを踏まえ、これまでの取組に加えて、2024年度より新たにソフトウェ
ア等の脆弱性を有するIoT機器やすでにマルウェアに感染済みの端末を調査し機器の利用者やIoT機
器メーカー等に助言等を行うことをNICTの業務として位置付け、能力の強化を図ることとした。

さらに、これまでのIoT機器管理者への注意喚起に加え、メーカーやシステムベンダーなどと連携し
たIoT機器のセキュリティ対策の推進や、動画配信やネット広告などを活用したIoT機器のセキュリ
ティ対策の意識啓発も行うことで、総合的な対処を推進することとしている。

また、ネットワーク側の対策としては、総務省は2022年度から、電気通信事業者において通信トラ
ヒックに係るフロー情報（IPアドレス、ポート番号、タイムスタンプ等）を分析し、サイバー攻撃の
指令元であるC&Cサーバを検知する技術の有効性の検証や、検知したC&Cサーバリストの事業者間
の情報共有や利活用の在り方の検討などを実施している。これまでの取組の成果として、一定数の
C&Cサーバの検知に成功するなど、フロー情報分析の有効性は確認されており、2025年度からは、
端末側の対策とも連携しながら、IoTボットネットの全体像を可視化した上で、各ボットネットの特性
に応じた効果的な対処を実現することにより、IoTボットネットの縮小を目指していく。

1
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	 電気通信事業者による積極的サイバーセキュリティ対策の推進
IoT機器のセキュリティ対策をより実効的なものにするためには、前述の総合的なIoTボットネット

対策に加え、通信トラヒックが通過するネットワーク側におけるより機動的な対処を行う環境整備が必
要と考えられる＊3。

2021年度より、大規模化・巧妙化・複雑化するサイバー攻撃に電気通信事業者がより効率的・積極
的に対処できるようにするためのサイバーセキュリティ対策に関する総合実証を実施した。「フィッシ
ングサイト等の悪性Webサイトの検知技術・共有手法の実証」においては、Webサービス提供者向
けのフィッシング対応実務リファレンスを作成するとともに一般国民向けの普及啓発を実施し、2024
年5月にリファレンスの概要を公開した。「ネットワークセキュリティ対策手法の導入に係る実証」に
おいては、国際的にも実装が標準的になりつつあるにも関わらず、我が国では普及が十分ではない
RPKI＊4、DNSSEC＊5、DMARC＊6等のネットワークセキュリティ技術について、技術実証等を通じて得
られた知見を踏まえて導入・運用に係るガイドライン案を作成した。2024年度には本ガイドライン案
をもとに、一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターから「RPKIのROAを使った
インターネットにおける不正経路への対策ガイドライン＊7」が、一般社団法人日本データ通信協会から

「送信ドメイン認証技術 DMARC導入ガイドライン＊8」が公表された。2025年度においても継続的に
普及促進に向けた取組を推進している。

	 サプライチェーンリスク対策に関する取組
総務省では、2019年度から2021年度にかけて仮想化基盤・管理系を含む5Gネットワーク全体を考

慮した技術的検証を行い、2022年4月、オペレータが留意すべきセキュリティ課題やその対策を整理
した「5Gセキュリティガイドライン第1版＊9」を公表した。同ガイドラインは、2024年9月にITU-T 
SG17＊10において、国際標準として承認された。

また、通信分野においては、機能の高度化等に伴いシステム構成が複雑化しており、OSS＊11がソフ
トウェア部品として利用されるようになっている。このようなソフトウェア・サプライチェーンの変化
に伴い、ソフトウェア部品への悪意のあるコードの混入等が発生しているが、ソフトウェアの構成を把
握できていない場合、攻撃に対する迅速な対応が困難となる。

このような状況を踏まえ、総務省では、SBOM＊12の活用によるサイバーセキュリティの強化に資す
るように、2023年度から、通信分野におけるSBOMの導入に向けた実証事業を実施し、SBOMを作
成及び活用するに当たっての留意点をまとめた留意事項（案）を作成した。

さらに、2023年度からは、スマートフォンアプリを対象に、第三者によるアプリ挙動に関する技術
的解析等を実施し、我が国の解析能力の水準や利用者情報の取扱慣行等を把握する実証事業を実施し

＊3	 2021年（令和3年）に策定した「ICTサイバーセキュリティ総合対策2021」では、「サイバー攻撃に対する電気通信事業者の積極的な対策の
実現」として、「インターネット上でISPが管理する情報通信ネットワークにおいても高度かつ機動的な対処を実現するための方策の検討が必
要」としている。https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02cyber01_04000001_00192.html

＊4	 Resource	Public-Key	Infrastructureの略。自律ネットワークのIPアドレスやAS番号を電子証明書で検証し、通信経路の乗っ取り等を防止する
技術。

＊5	 DNS	Security	Extensionsの略。ドメインネームとIPアドレスの紐付けを電子証明書で検証し、サーバのなりすまし等を防止する技術。
＊6	 Domain-based	Message	Authentication	Reporting	and	Conformanceの略。電子メールの送信元ドメインの正しさを検証し、なりすまし等の

場合は自動的に処理する技術。
＊7	 RPKIのROAを使ったインターネットにおける不正経路への対策ガイドライン
	 https://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-01324.html
＊8	 送信ドメイン認証技術	DMARC	導入ガイドライン
	 https://www.dekyo.or.jp/soudan/data/anti_spam/dmarc_guideline.pdf
＊9	 5Gセキュリティガイドライン第1版
	 https://www.soumu.go.jp/main_content/000812253.pdf
＊10	 国際電気通信連合	電気通信標準化部門Study	Group17
＊11	 オープンソースソフトウェアを指し、ソースコードが無償で公開され、誰でも利用や改良、再配布が可能なソフトウェア。
＊12	 Software	Bill	of	Materials.ソフトウェア部品表。
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た。2025年度からは、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関
する法律」（令和6年法律第58号）の施行により、我が国においてスマートフォンのOS事業者が運営
する公式ストア以外のアプリ代替流通経路の利用が進むと見込まれるため、アプリ代替流通経路の事業
者等がSPSI＊13に準拠して、セキュリティ等の確保に向けた取組が実施されているかについての調査を
実施している。

	 クラウドサービスの安全性確保に関する取組
総務省では、安全・安心なクラウドサービスの利活用推進のための取組として、クラウドサービス事

業者における情報セキュリティ対策を取りまとめた「クラウドサービス提供における情報セキュリティ
対策ガイドライン」を策定しており、2021年9月には、クラウドサービスの提供・利用実態等を踏ま
えた改定版（第3版）を公表している。

また、昨今では、クラウドサービス利用者が適切にクラウドサービスを利用できていないことに起因
し、結果的に情報流出のおそれに至る事案も発生していることから、利用者の適切なクラウドサービス
の利用促進について、提供者・利用者を含む幅広い主体で検討した上で、2022年10月、「クラウド
サービス利用・提供における適切な設定のためのガイドライン」を策定した。2024年4月には、クラ
ウドサービス利用者向けに、ガイドラインの内容をわかりやすく解説するための「クラウドの設定ミス
対策ガイドブック」を公表した。

	 トラストサービスに関する取組
Society5.0においては、実空間とサイバー空間が高度に融合することから、実空間における様々な

やりとりをサイバー空間においても円滑に実現することが求められる。その実現のためには、データを
安全・安心に流通できる基盤の構築が不可欠であり、データの改ざんや送信元のなりすまし等を防止す
る仕組であるトラストサービス（図表Ⅱ-2-5-1）の重要性が高まっている。

総務省においては、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（2024年6月21日閣議決定）＊14を踏ま
え、タイムスタンプの的確な制度運用とeシール＊15の民間サービスの信頼性を評価する基準策定及び
適合性評価の実現に向けて取り組んでいる。

ア　国によるタイムスタンプ認定制度の整備
タイムスタンプについては、2020年3月に総務省が立ち上げた「タイムスタンプ認定制度に関する

検討会」で検討を行い、2021年4月に、「時刻認証業務の認定に関する規程」（令和3年総務省告示第
146号）を制定し、国（総務大臣）による認定制度を整備した。さらに、2022年度の税制改正により、
電子帳簿保存法＊16（平成10年法律第25号）による税務関係書類に係るスキャナ保存制度等で使用され
るタイムスタンプについては、総務大臣認定制度に基づくタイムスタンプを使うこととされた。2025
年5月時点では4社がタイムスタンプ事業者として認定されている。今後も、認定制度を適切かつ確実
に運用するとともに、タイムスタンプの利用の一層の拡大に取り組む。

＊13	 スマートフォン	プライバシー	セキュリティ	イニシアティブ（SPSI）（https://www.soumu.go.jp/main_content/000981875.pdf）
＊14	 デジタル社会の実現に向けた重点計画（https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5ecac8cc-

50f1-4168-b989-2bcaabffe870/6329b727/20240621_policies_priority_outline_03.pdf）
＊15	 eシールとは、電磁的記録に記録された情報（以下「電子データ」という。）に付与された又は論理的に関連付けられた電子データであっ

て、「当該情報の出所又は起源を示すためのものであること」及び「当該情報について改変が行われていないかどうか確認することができるも
のであること」のいずれの要件にも該当するものをいう。

＊16	電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律（平成10年法律第25号）
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イ　eシールの制度化に向けた取組
eシールについては、2020年4月に総務省が立ち上げた「組織が発行するデータの信頼性を確保す

る制度に関する検討会」において、我が国におけるeシールの在り方などについて検討を行い、2021
年6月に、我が国におけるeシールに係る技術や運用等に関する一定の基準を示した「eシールに係る
指針」を策定した。2023年9月には「eシールに係る検討会」を立ち上げ、eシールの民間サービスの
信頼性を評価する基準策定及び適合性評価の実現に向けた検討を行い、2024年4月に検討会の最終取
りまとめ＊17とともに、「eシールに係る指針（第2版）＊18」を公表した。さらに、2024年6月には、e
シールに係る認定制度創設に向けて、制度運用に必要な関係規程の策定に資する検討を行うことを目的
に「eシールに係る関係規程策定のための有識者会議」を開催し、2025年3月に「eシールに係る認証
業務の認定に関する規程」（令和7年総務省告示第113号）により国（総務大臣）による認定制度を創
設した。今後は本格的な運用に向けて、指定調査機関の指定等に取り組んでいく。

図表Ⅱ-2-5-1 トラストサービスのイメージ

・eデリバリー（電子データの送信・受信の証明や送受信されるデータの完全性の確
保を実現する仕組み）

・電子署名（電子データの作成者を示す目的で行われる暗号化等の措置であって、
電子署名が付されて以降、当該電子データが改変されていないことを確認可能とす
る仕組み）

・eシール（電子データの発行元の組織等を示す目的で付与されるデータであり、付与
されて以降、当該電子データが改変されていないことを確認可能とする仕組み）

A

従来 電子署名（真正性を証明）

Ａさん

Ｂさん Ｂさん

Ａさん

従来 eシール（発行元を証明）
Ａ社

従業員
請求書等に会社印を押印

Ａ社

従業員 eシール

電子請求書等にeシールを付与

請求書

請求書データ等請求書等個人が紙に押印

従来 eデリバリー（データの完全性の確保）

スキャン

保存

書留郵便

受領

データ作成・打ち出し 保存

eデリバリー

送信

受信
配達

・タイムスタンプ（電子データがある時刻に存在し、その時刻以降に当該電子データが
改変されていないことを証明する仕組み）

従来 タイムスタンプ
（データの存在証明・非改ざん性の保証）

設計書データ等

設計書

設計書等

実物を長期保管

タイムスタンプ付与

サーバ

印刷

保存

設計書等を
データで作成

一定の基準を満たす認証業務を主務大臣が認定国の制度有り(電子署名法)

制度無し一定の基準を満たす時刻認証業務を総務大臣が認定国の制度有り(総務省告示)

一定の基準を満たすeシールに係る認証業務を総務大臣が認定国の制度有り(総務省告示)

 3 3	 サイバー攻撃対処能力の向上と新技術への対応	 サイバー攻撃対処能力の向上と新技術への対応
	 セキュリティ人材の育成に関する取組

サイバー攻撃が巧妙化・複雑化している一方で、我が国のサイバーセキュリティ人材は質的にも量的
にも不足しており、その育成は喫緊の課題である。このため、総務省では、NICTの「ナショナルサイ
バートレーニングセンター」を通じて、サイバーセキュリティ人材育成の取組（CYDER、CIDLE及
びSecHack365）を積極的に推進している。

ア　情報システム担当者等を対象とした実践的サイバー防御演習（CYDER）
CYDER（CYber Defense Exercise with Recurrence）は、国の機関、地方公共団体、独立行政法

人及び重要インフラ事業者などの情報システム担当者等を対象とした実践的サイバー防御演習である。
受講者は、組織のネットワーク環境を模した大規模仮想LAN環境下で、実機の操作を伴ってインシデン

＊17	 eシールに係る検討会　最終取りまとめ（https://www.soumu.go.jp/main_content/000942601.pdf）
＊18	 eシールに係る指針（第2版）（https://www.soumu.go.jp/main_content/000942602.pdf）
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トの検知から対応、報告、回復まで、サイバー攻撃への一連の対処方法を体験する（図表Ⅱ-2-5-2）。
2024年度は、従来から実施している初級・中級・準上級の集合演習に加え、サイバー攻撃の仕組みや

トレンド、インシデントハンドリングの基礎を学べる「プレCYDER」を本格実施した（図表Ⅱ-2-5-3）。
CYDER集合演習の受講者は、2024年度は4,225人で、2017年度からの合計で2万5千人超となった。

図表Ⅱ-2-5-2 実践的サイバー防御演習（CYDER：CYber Defense Exercise with Recurrence）

本番同様の
データを

使用した演習

演習模様
専門指導員
による補助

チーム内での
議論を通じた
相互理解

演習のイメージ

我が国唯一の情報通信に関す
る公的研究機関であるNICT
が有する最新のサイバー攻撃
情報を活用し、実際に起こりう
るサイバー攻撃事例を再現した
最新の演習シナリオを用意。

Web
サーバ

FW

インターネット

DMZ

DNS
サーバ

※業務用ネットワーク内からイ
ンターネットへのHTTP通信は
本プロキシサーバを経由する

※遮断通信のみ
ログ出力

※業務用ネットワーク
内の端末はDHCPによ
って動的にIPアドレス
が割り当てられる

プロキシ
サーバ

FWFWFW

ファイル
サーバ

無害化
サーバ

端末 端末

端末 端末

研究開発環境

端末

端末

業務用ネットワーク基幹系ネットワーク研究開発用ネットワーク

閉域ネットワーク閉域ネットワーク

AD
サーバ

メール
サーバ

DHCP
サーバ

各課のセグメント

研究データ
サーバ

端末

端末

端末

受発注管
理サーバ

Aソリューション(株)の運用支援範囲

SOC
監視対象

擬似
攻撃者

イ
ン
シ
デ
ン
ト
（
事
案
）

対
処
能
力
の
向
上

企業・自治体の
社内LANや端末
を再現した環境
で演習を実施

受講チームごとに
独立した演習
環境を構築

北陸StarBED技術センターの
大規模高性能サーバ群を活用

図表Ⅱ-2-5-3 2024年度CYDER実施状況

コース名 実施方法 レベル 受講想定者（習得内容） 受講想定組織 実施地 実施期間

CYDER

A

集合形式

初級 システムに携わり始めた者
（事案発生時の対応の流れ） 全組織共通 47都道府県 7月～翌年1月

B-1
中級 システム管理者・運用者

（主体的な事案対応・セキュリティ管理）
地方公共団体 全国11地域 10月～翌年1月

B-2 地方公共団体以外 東京・大阪・名古屋 翌年1月

C 準上級 セキュリティ専門担当者
（高度なセキュリティ技術） 全組織共通 東京・大阪 11月～翌年1月

プレCYDER オンライン
形式 - 全ての情報システム担当者

（最低限必要となる知識の習得と最新化） 全組織共通 （受講者職場等） 前半：5月～7月
後半：10月～翌年1月

イ　万博向けサイバー防御講習（CIDLE）
CIDLEは、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）に向けて万全のセキュリティ体制を確保する

ことを目的とした、大阪・関西万博関連組織の情報システム担当者等が対象のサイバー防御講習であ
る。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーを活用し、2023年度から2024年度
まで講義・演習プログラムを提供した。

ウ　若手セキュリティ人材の育成プログラム（SecHack365）
SecHack365は、日本国内に居住する25歳以下の若手ICT人材を対象として、新たなセキュリティ

対処技術を生み出しうる最先端のセキュリティ人材（セキュリティイノベーター）を育成するプログラ
ムである。NICTの持つ実際のサイバー攻撃関連データを活用しつつ、第一線で活躍する研究者・技術
者が、セキュリティ技術の研究・開発などを1年かけて継続的かつ本格的に指導する。2024年度は39
名が修了し、2017年度からの合計で328名が修了している。

	 サイバーセキュリティ統合知的・人材育成基盤の構築（CYNEX）
我が国のセキュリティ事業者は、海外のセキュリティ製品を導入・運用する形態が主流である。この

ため、我が国のサイバーセキュリティ対策は、海外製品や海外由来の情報に大きく依存しており、国内
のサイバー攻撃情報などの収集・分析などが十分にできていない。また、海外のセキュリティ製品を使
用することで、国内のデータが海外事業者に流れ、我が国のセキュリティ関連の情報が海外で分析され
る一方で、分析の結果として得られる脅威情報を海外事業者から購入する状況が継続している。
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その結果、国内のセキュリティ事業者では、コア部分のノウハウや知見の蓄積ができず、また、グ
ローバルレベルの情報共有における貢献や国際的に通用するエンジニアの育成を効果的に実施すること
が難しくなっている。利用者側企業でも、セキュリティ製品やセキュリティ情報を適切に取り扱える人
材が不足している。サイバーセキュリティ人材の育成を含めて我が国のサイバー攻撃への自律的な対処
能力を高めるためには、国内でのサイバーセキュリティ情報生成や人材育成を加速するエコシステムの
構築が必要である。

総務省では、サイバーセキュリティに関する国内トップレベルの研究開発を実施しているNICTと
連携し、NICTが培ってきた技術・ノウハウを中核として、サイバーセキュリティに関する産学官の巨
大な結節点となる先端的基盤「サイバーセキュリティ統合知的・人材育成基盤」の構築・運用を行うこ
とで、我が国のサイバーセキュリティ対応能力を向上させる取組であるCYNEX（サイネックス：
CYbersecurity NEXus）を2021年度より推進している。2023年10月には、CYNEXに参画する産
学官の組織で構成する「CYNEXアライアンス」を発足させ、CYNEXの本格展開を開始した。2025
年度も引き続き、官公庁及び民間企業や教育機関等との連携を拡大しながら、我が国のサイバーセキュ
リティ情報を幅広く収集・分析し、更にその情報を活用して国産セキュリティ製品の開発を推進すると
ともに、高度なセキュリティ人材の育成や官公庁及び民間企業・教育機関等での人材育成支援を行うこ
とで、我が国におけるサイバーセキュリティ対応能力のより一層の強化を目指す。

関連データ サイバーセキュリティ統合知的・人材育成基盤の構築（CYNEX）
URL：�https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00393（データ集）

また2023年度より、「政府端末情報を活用したサイバーセキュリティ情報の収集・分析に係る実証
事業（CYXROSS）」について、一部の府省庁に安全性・透明性を検証可能なセンサーを導入し、得ら
れたサイバーセキュリティ情報をNICTへ集約し、NICTの能力を活用して分析することで、我が国の
セキュリティ対策を強化する取組を開始した。2025年度は、引き続きサイバーセキュリティ情報の集
約・分析を拡充するとともに、センサー導入府省庁を拡大することで、我が国独自のサイバー攻撃分析
能力を強化する。

関連データ 政府端末情報を活用したサイバーセキュリティ情報の収集・分析に係る実証事業（CYXROSS）
URL：�https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00394（データ集）

	 サイバーセキュリティにおける生成AI等に関する取組
近年、あらゆる分野において生成AIの実装が急速に進んでいる一方で、生成AIを巡るリスクとして、

偽・誤情報の拡散、プライバシーの侵害、知的財産権の侵害等に加えて、サイバー攻撃への悪用等によ
るサイバーセキュリティのリスクが新たに指摘されている。他方、サイバー攻撃の大規模化・複雑化・
巧妙化に伴い、サイバーセキュリティ対策の業務負荷が課題となっている中、サイバー攻撃対策への生
成AI等の利活用が期待されている。

こうした背景を踏まえ、生成AI等のAI技術を巡る最新動向を把握しつつ、AIに起因するセキュリ
ティリスクを可能な限り回避・低減するための「Security for AI」に取り組むとともに、AIをセキュ
リティ対策に効果的に活用するための「AI for Security」に取り組むことが必要である。
「Security for AI」の取組については、AIの安全かつ効果的な開発・提供に向けたセキュリティガイ

ドラインの策定等のほか、NICTと米国等の様々な専門機関との連携によるAI安全性の研究開発を実
施することで、生成AIの安心安全な利用を促進していく。
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「AI for Security」の取組については、サイバー脅威情報の収集・分析や生成AI等を活用した攻撃
インフラの検知の精緻化・迅速化を行うことで、生成AIのサイバーセキュリティ対策への積極的な活
用を促進していく。

関連データ サイバーセキュリティにおける生成AI等に関する取組
URL：�https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00395（データ集）

 4 4	 地域をはじめとするサイバーセキュリティの底上げに向けた取り組み	 地域をはじめとするサイバーセキュリティの底上げに向けた取り組み
	 地域に根付いたセキュリティコミュニティ（地域SECUNITY）の形成促進

我が国の安全・安心なサイバー空間の確保の観点からは、地域におけるサイバーセキュリティの確保
も重要な課題である。他方、地域の企業や地方自治体では、首都圏や全国規模で展開する企業と比較し
てサイバーセキュリティに関する情報格差が存在するほか、人材等の経営リソースの不足などの理由に
より、単独で十分なセキュリティ対策を取ることが難しかったり、セキュリティ対策の必要性を認識す
るに至らなかったりするおそれがある。

総務省では、地域における関係者間での「共助」の関係を基本としたセキュリティ分野におけるコ
ミュニティ（「地域SECUNITY」）の形成を促進しており、2022年度までに、総合通信局等の管区を
基準とした全11地域での設立を完了した。2024年度にはセミナー等20件、インシデント対応演習14
件、若年層向けCTF（Capture The Flag）3件を実施した他、7会場同時開催の全国型CTFイベント
も開催した。地域SECUNITYの取組拡大に向けて、2025年も引き続き、イベント開催などの支援を
実施していく。

関連データ 各地域におけるセキュリティコミュニティ
URL：�https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/localsecunity/index.html

	 テレワークセキュリティに関する取組
テレワーク導入企業に対して実施したアンケート＊19では、セキュリティ確保がテレワーク導入の最

大の課題になっている。総務省では、こうしたセキュリティ上の不安を払拭し、企業が安心してテレ
ワークを導入・活用できるよう、2004年から「テレワークセキュリティガイドライン」を策定・公表
している。

テレワークは新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として広がり、働き方改革の中心にも据え
られている。クラウド活用の進展やサイバー攻撃の高度化などセキュリティ動向の変化を踏まえ、
2021年5月にガイドラインを改訂し、実施すべきセキュリティ対策や具体的なトラブル事例などを全
面的に見直した。

また、中小企業などではセキュリティの専任担当がいない場合や、セキュリティ対策の担当者に専門
的な知識が不足している場合が想定されるため、最低限のセキュリティを確実に確保することに焦点を
絞った「中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き（チェックリスト）」を2020年から
策定・公表している。チェックリストに従ってセキュリティ対策を実施する際に、テレワークで利用す
る製品をどのように設定するか解説した「設定解説資料」も公表しており、2024年7月に「設定解説
資料」を更新した。

＊19	 テレワークセキュリティに係る実態調査：https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/telework/
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	 無線LANセキュリティに関する取組
無線LANは自宅や職場での利用に加え、街なかの公衆無線LANサービスなど幅広く利用が進んで

いる。ただし、適切なセキュリティ対策をとらなければ、無線LAN機器を踏み台とした攻撃や情報窃
取などの被害を受けるおそれがある。このため総務省では、無線LANのセキュリティ対策に関して、
利用者・提供者のそれぞれに向けたガイドラインを策定しており、2025年2月に、最新のセキュリ
ティ動向や技術動向に対応させた改定を行った＊20。

公衆無線LANサービスを利用する者に向けた「公衆Wi-Fi利用者向け簡易マニュアル」と、自宅に
無線LANを設置し利用する者に向けた「自宅Wi-Fi利用者向け簡易マニュアル」では、利用者が留意
すべきセキュリティ対策ポイントを解説している。飲食店や小売店をはじめとする無線LANの提供者
に向けた「公衆Wi-Fi提供者向け セキュリティ対策の手引き」では、利用者と提供者自身のための2
つの観点から、必要な対策を解説している。

また、無線LANのセキュリティ対策に関する周知啓発を目的として、最新のセキュリティ対策等を
学べる無料のオンライン講座をサイバーセキュリティ月間（2/1～3/18）に合わせて毎年度開講して
いる。2024年度は、2025年2月5日から3月18日までオンライン講座「今すぐ学ぼう Wi-Fiセキュ
リティ対策」を開講した。

	 国民のためのサイバーセキュリティサイト
インターネット利用者がサイバー攻撃の被害を受けないよう自衛し、また意図せず他人に迷惑をかけ

ることを防ぐため、総務省では「国民のためのサイバーセキュリティサイト」＊21を開設し、広く国民に
対してサイバーセキュリティに関する普及啓発をしている。

2024年5月には、サイバー攻撃による被害事例とその対処法、予防策を整理し、最新のセキュリ
ティ動向を踏まえ記事内容を更新した。

 5 5	 国際連携のさらなる推進	 国際連携のさらなる推進
サイバー空間はグローバルな広がりをもつことから、サイバーセキュリティの確立のためには諸外国

との連携が不可欠である。このため、総務省では、サイバーセキュリティに関する国際的合意形成への
寄与を目的として、各種国際会議やサイバー対話などでの議論や情報発信・情報収集を積極的に実施し
ている。

また、世界全体のサイバーセキュリティのリスクを減らすためには、開発途上国に対するサイバーセ
キュリティ分野における能力構築支援の取組も重要である。総務省では、ASEAN地域において、日
ASEANサイバーセキュリティ能力構築センター（AJCCBC：ASEAN Japan Cybersecurity 
Capacity Building Centre）を通じた人材育成プロジェクトを推進するなど、ASEAN地域を中心に、
サイバーセキュリティ能力の向上に資する取組を行っている＊22。2023年度からは、AJCCBCの活動で
培ったノウハウ等を活用して、大洋州の島しょ国・地域向けに新たに能力構築支援の演習を実施するな
ど、活動地域の拡大を図っている。

加えて、通信事業者などによる民間レベルでの国際的なサイバーセキュリティに関する情報共有を推
進 す る た め に、ASEAN各 国 のISPが 参 加 す る ワ ー ク シ ョ ッ プ や、 日 米・ 日EU間 で のISAC

（Information Sharing and Analysis Center）との意見交換会などを開催している。

＊20	 無線LAN（Wi-Fi）のセキュリティに関するガイドライン：https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/wi-fi/
＊21	 国民のためのサイバーセキュリティサイト：https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/
＊22	 日ASEANサイバーセキュリティ能力構築センターでの取組については、第Ⅱ部第2章第8節「ICT国際戦略の推進」も参照
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第6節 ICT利活用の推進
 1 1	 概要	 概要
	 これまでの取組

2000年に情報通信技術戦略本部が設置され、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（平成12
年法律第144号）＊1が制定されて以降、我が国では、e-Japan戦略やデジタル田園都市国家構想総合戦
略など様々な国家戦略を掲げ、ICTの利活用を推進してきた。これらの方針を踏まえ、総務省では、
少子高齢化とそれに伴う労働力の不足、医療・介護費の増大、自然災害の激甚化など、我が国が抱える
社会・経済問題やデジタル空間の進展に伴う新たな課題等の解決に向け、地域社会のDX化や新たな情
報通信技術、データ流通による社会活性化、情報の利用環境など様々な分野におけるICTの利活用を
推進してきた。

	 今後の課題と方向性
我が国は、少子高齢化による労働人口の減少や国内市場の縮小が見込まれるなど、厳しい経済環境で

ある。また、災害の激甚・頻発化への対処や、50年以上経過する公共インフラの老朽化対応など、課
題が山積している。

このような課題を解決する上で、デジタルは、地域社会の生産性や利便性を飛躍的に高め、産業や生
活の質を大きく向上させ、地域の魅力を高める力を持っている。政府は2024年度に「新しい地方経
済・生活環境創生本部」を設置し、「地方こそ成長の主役」との発想に基づき、日本経済成長の起爆剤
としての大規模な地方創生策の検討を開始し、「地方創生2.0の「基本的な考え方」」や「地方創生2.0

「基本構想」」において、デジタル・新技術の徹底活用を柱の一つに掲げている。
そして、SNSプラットフォーム事業者が提供するサービスは生活の利便性向上に貢献する一方、イ

ンターネット上で流通する誹謗中傷や偽・誤情報の流通・拡散の問題が顕在化している。さらに、生成
AIや仮想空間（メタバース）といった新たな情報通信技術の登場により、デジタル空間が大きく変容
している。

こうした課題等を踏まえ、地域社会・経済の活性化に資するDX（デジタル変革）の推進やデジタル
空間の健全性確保と新たな発展の牽引、そして、安心・安全な情報利用環境の整備を行うことが重要で
ある。

 2 2	 地域社会・経済の活性化に資するDX化の推進	 地域社会・経済の活性化に資するDX化の推進
日本の地域社会・経済は、少子高齢化と人口減少による働き手不足や市場規模の縮小、頻発する自然

災害や老朽化するインフラなどの様々な課題に直面しており、上記1.（2）で述べたように、政府は
「地方創生2.0の「基本的な考え方」」（令和6年10月11日閣議決定）や「地方創生2.0「基本構想」」（令
和7年6月13日閣議決定）において、デジタル・新技術の徹底活用を柱の一つに掲げている。

地域経済・社会を維持・発展させ、地域住民の生活を支えるためには、AIを含むデジタル技術の徹
底活用により、地域課題を解決（地域社会DX）し、イノベーションにより付加価値を創出していくこ
とが求められる。そのためには、その中核的担い手となりうるデジタル技術を活用する企業が、地域の
ニーズに合った事業展開をできるよう支援することが重要である。

このような背景のもと、総務省では、2025年2月から、「地域社会DXの推進に向けた情報通信政策

＊1	 同法は、デジタル社会形成基本法（令和3年法律第35号）により廃止された。
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総務省におけるICT政策の取組状況総務省におけるICT政策の取組状況

の在り方」について情報通信審議会に諮問している。本審議会では、日本の地域社会・経済を取り巻く
状況や、AIを含むデジタル技術の最新動向を踏まえた、地域社会DXの推進に向けた情報通信政策の
在り方について課題を整理し、必要な政策の方向性を検討している。

	 デジタル技術を活用した社会課題解決の加速化
ア　地域社会DX推進パッケージ事業

ICT技術を活用した地方創生2.0の実現に向け、デジタル技術の実装による地域社会課題の解決（地
域社会DX）を図るため、総務省では、2024年度から「地域社会DX推進パッケージ事業」を開始し
た。本事業では、①デジタル人材/体制の確保支援、②先進的ソリューションの実用化支援（実証事
業）、③地域のデジタル基盤の整備支援（補助事業）等の総合的な施策を通じて、デジタル実装の好事
例を創出するとともに、必要な効果的・効率的な情報発信等を実施することで、全国における早期実用
化を促進するものである。特に①については、都道府県を中心とした持続可能な地域のDX推進体制の
構築への支援、デジタル実装に必要となる地域課題の整理、導入・運用計画の策定に対する専門家によ
る助言の提供など、地域のニーズに応じて選択が可能な複数の支援策を講じている。

イ　デジタル技術活用の普及・促進
地方公共団体が地域社会DXを推進するにあたって、参考となる知見、ノウハウ等の情報不足、各種

情報の分散といった課題が指摘されている。これらの課題解決のため、総務省では、各地域における先
進事例に関する調査を行い、調査結果等により得られた地域社会DX推進に資する情報を一元的に提供
するポータルサイト「地域社会DXナビ」＊2を2024年10月に公開し、地域社会DXナビを通じた継続
的情報発信により、地方公共団体、地域企業等におけるデジタル技術活用の普及を促進している。

また、安全性・信頼性、供給安定性及びオープン性が確保された5G設備の導入を促す観点から、
ローカル5G免許人が取得した一定のローカル5G設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を設け
ており、適用対象を主に住宅用インターネットサービスの提供のために利用されるローカル5G設備に
見直すとともに、2026年度末まで適用期限を延長している。

	 地域デジタル人材支援の充実や地方のテレワーク普及の推進
ア　地域社会のDXを支える人材育成・確保
（ア）地域情報化アドバイザー派遣制度

総務省では、2007年度から、ICTを地域の課題解決に活用する取組に対して、地方公共団体等から
の求めに応じて、ICTの知見、ノウハウを有する専門家（「地域情報化アドバイザー」）を派遣し、助
言・提言・情報提供等を行うことにより、地域におけるICT利活用を促進し、活力と魅力ある地域づ
くりに寄与するとともに、地域の中核を担える人材の育成を図っている。さらに、2025年度からは、
地方公共団体からの推薦に加え、地方公共団体等と共同で事業を実施していること等を要件に地場企業
等にも派遣対象を拡大した。
「地域情報化アドバイザー」は、2025年度、大学での研究活動や地域における企業活動、NPO活動

等を通じた地域情報化に知見・ノウハウを持つ民間有識者等242名に委嘱しており、2024年度には
297件の派遣を行った。

＊2	 地域社会DXナビ	https://dx-navi.soumu.go.jp/

1
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（イ）デジタル人材ハブ（仮称）の設置
デジタル人材を地域へ派遣するシェアリングスキームは、複数存在しており、派遣対象、派遣期間、

目的及び有するスキルなどがそれぞれ異なるところ、デジタル人材を求める地域が、目的に応じた適切
な制度や人材のマッチングを支援する「デジタル人材ハブ（仮称）」を2025年度に設けることを予定
している。

デジタル人材ハブの主な機能としては、地域情報化アドバイザー派遣制度等、総務省が実施するデジ
タル人材のシェアリングスキームについて、目的に応じ適切な制度を選択できるよう支援することや、
DX人材を必要としている自治体及び地域社会に対し、人材リストを提供するスキームの中から目的に
応じた適切な人材の情報の提供等を検討しており、デジタル人材ハブを通じ、適切なマッチングを行う
ことで、地域情報化の推進を加速させる。

イ　テレワークの推進
（ア）テレワークの概要

2020年以降、新型コロナウイルス感染症の拡大を経て、2024年の企業のテレワーク導入率は全国
47.3％＊3と一定程度の普及が進んだ一方で、近年は一部企業で出社回帰の傾向がみられるとともに、
依然として都市部と地方部、業種間での格差が生じている状況にある。

このような状況の中、テレワークに関する機運醸成の観点から、テレワーク月間実行委員会（内閣官
房内閣人事局、内閣府地方創生推進室、デジタル庁、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、
観光庁、環境省、一般社団法人日本テレワーク協会、日本テレワーク学会）の主唱により、毎年11月
をテレワークの集中取組期間である「テレワーク月間」として、テレワークの実施に際しての効果測定

（働き方改革寄与、業務効率化等）の調査や、関係府省庁等によるイベントやセミナーを開催している。
また、先進事例の選定・公表を通じて企業などのテレワーク導入のインセンティブを高め、テレワーク
の導入を検討する企業にとっての参考事例の蓄積にもつなげるため、総務省では、2015年から、テレ
ワークの十分な利用実績が認められる企業の表彰を行っている。

2024年には、テレワークの活用が一定程度広がった現状を踏まえ、テレワークの制度導入や十分な
活用実績に留まらず、テレワークの活用による経営効果の発揮や、テレワークの導入が馴染まないと思
われている業態の企業におけるテレワーク活用・業務改革等において、特色ある取組を実施しており、
その内容が優れている企業・団体を「テレワークトップランナー2024」として選定・公表し、特に優
れた取組を行っている企業には「総務大臣賞」を授与した。

（イ）テレワーク普及に対する支援
総務省では、実施率が依然低水準な中小企業や地方でのテレワーク導入を支援するため、地域の商工

会議所や地方自治体等と連携し、テレワークに係る地域相談窓口を全国的に整備し、相談受付等を実施
している。さらに、テレワークの導入や改善を検討している企業などを対象として、専門家（テレワー
クマネージャー）による無料の個別コンサルティングも実施し、効果的なテレワーク活用の普及に向け
て取り組んでいる。これらの支援は、2022年度からは厚生労働省の労務系のテレワーク相談事業と一
体的に運用し、「テレワーク・ワンストップ・サポート事業」として共同で実施している。

そのほか、総務省では、テレワーク導入の課題として多く挙げられる情報セキュリティ上の不安を取
り除くため、企業などがテレワークを実施する際に参照できるよう、「テレワークセキュリティガイド

＊3	 総務省「令和6年通信利用動向調査」
	 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/250530_1.pdf
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ライン」や「中小企業など担当者向けテレワークセキュリティの手引き（チェックリスト）」を策定し
ている。

	 重要データの安心・安全な活用促進
ア　防災情報システムの整備

我が国は世界有数の災害大国であり、大規模な自然災害が発生する都度、社会・経済的に大きな損害
を被ってきた。今後も南海トラフ地震をはじめとする大規模な自然災害の発生が予測される中で、ICT
を効率的に活用し災害に伴う人的・物的損害を軽減していくことが重要である。

（ア）災害に強い消防防災通信ネットワークの整備
被害状況などに係る情報の収集及び伝達を行うためには、災害時にも通信を確実に確保できる通信

ネットワークが必要である。このため、現在、国、消防庁、地方自治体、住民などを結ぶ消防防災通信
ネットワークを構成する主要な通信網として、①政府内の情報の収集及び伝達を行う中央防災無線網、
②消防庁と都道府県を結ぶ消防防災無線、③都道府県と市町村などを結ぶ都道府県防災行政無線、④市
町村と住民などを結ぶ市町村防災行政無線、⑤国と地方自治体又は地方自治体間を結ぶ衛星通信ネット
ワークなどが構築されている。また、衛星通信ネットワークについては、高性能かつ安価な次世代シス
テムの導入に関する取組などを進めている。

（イ）災害対策用移動通信機器の配備
総務省では、携帯電話などの通信が遮断した場合でも被災地域における通信が確保できるよう、地方

自治体などに、災害対策用移動通信機器を貸し出している（2025年5月現在、簡易無線1,065台、
MCA無線179台及び衛星携帯電話100台を全国の総合通信局等に配備）。また、2024年1月に発生し
た石川県能登地方の地震を機に、新たに衛星インターネット機器や公共安全モバイルシステム等を整備
した。これらの機器は、避難所における通信環境構築のほか、初動期における被災情報の収集伝達から
応急復旧活動の迅速かつ円滑な遂行までの一連の活動に必要不可欠な情報伝達を補完するものとして活
用されている。

（ウ）災害時の非常用通信手段の確保
災害時などに公衆通信網による電気通信サービスが利用困難となるような状況などに備え、総務省が

研究開発したICTユニット（アタッシュケース型）を2016年度から全国の総合通信局等に配備し、地
方自治体などの防災関係機関からの要請に応じて貸し出し、必要な通信手段の確保を支援する体制を整
えている（2025年5月現在、25台を全国の総合通信局等に配備）。

（エ）全国瞬時警報システム（Jアラート）の安定的な運用
消防庁では、弾道ミサイル情報、緊急地震速報、大津波警報など、対処に時間的余裕のない事態に関

する情報を、携帯電話などに配信される緊急速報メール、市町村防災行政無線などにより、国から住民
まで瞬時に伝達するシステムである「全国瞬時警報システム（Jアラート）」を整備している。Jアラー
トによる緊急情報を迅速かつ確実に伝達するため、Jアラート関連機器に支障が生じないよう正常な動
作の確認の徹底を市町村に対し呼びかけるとともに、Jアラートの情報伝達手段の多重化を推進してい
る。

３
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（オ）Lアラートの活用の推進
総務省では、地方自治体などが発出する避難指示などの災害関連情報を多数の放送局やインターネッ

ト事業者など多様なメディアに対して一斉に送信する共通基盤（Lアラート）の活用を推進している。
Lアラートは、全47都道府県での運用が実現するなど全国的な普及が進み、災害情報インフラとして
一定の役割を担うに至っている。

災害が激甚化・頻発化する中、今後もその役割を果たし続けていくため、Lアラートにおける安定
性・信頼性の向上に向けた取り組みを行うとともに、政府全体の防災DXにも寄与するため、他の防災
関係システムとのデータ連携に向けた検討を進めている。また、Lアラートの利活用を推進するため、
地方自治体職員等利用者を対象としたセミナーを開催している。

イ　医療分野における ICT利活用の推進
我が国は超高齢化社会に突入しており、医療・介護費の増大や医療資源の偏在などの課題に直面して

いる。このため、総務省では、医療・介護・健康データを利活用するための基盤を構築・高度化するこ
とにより、医療・健康サービスの向上・効率化を図るべく、主に「遠隔医療の普及」と「PHR＊4デー
タの活用」を推進している。

具体的には、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED：Japan Agency for Medical 
Research and Development）による研究事業として、医師の偏在対策の有力な解決策と期待される
遠隔医療の普及に向けて、2022年度から手術支援ロボットを使用した遠隔手術支援に係る研究開発を
行い、成果は日本外科学会による「遠隔手術ガイドライン」の改定版として、2025年夏目途に公表予
定である。また、2023年度からは、医療の高度化や診察内容の精緻化を図るため、各種PHRサービ
スから医師が求めるPHRを取得するために必要なデータ流通基盤を構築・高度化するための研究開発
を実施している。

このほか、医療情報を取り扱う情報システム・サービスに対するサイバー攻撃の多様化・巧妙化によ
るセキュリティ対策の変化や医療機関等と医療情報システム事業者との間の取決めの重要性が高まって
いることを踏まえ、2024年度に「医療情報を取り扱う情報システム・サービス提供事業者における安
全管理ガイドライン」（総務省・経済産業省）の改定を行った。さらに、2025年度においては、安全・
安心なPHRサービスの利活用促進のため、「PHRサービス提供者による健診等情報の取扱いに関する
基本的指針」（総務省・厚生労働省・経済産業省）についても、PHRサービスの多様化、セキュリティ
要件の見直し等に伴い、約3年ぶりの改定を行った。

ウ　教育分野における ICT利活用の推進
総務省では、教育分野でのICTの利活用を推進するため、文部科学省と連携し、2021年度から2022

年度にかけて、学校外で事業者が保有するデジタル学習システム間でのデータ連携を可能とする基盤で
ある「デジタル教育プラットフォーム」の実現に向け、必要な技術仕様（参照モデル）を策定した。

加えて、2023年度以降、教育データの安全・安心な利活用による個別最適な学びを実現するため、
教育分野におけるPDS（Personal Data Store）の活用に向けて、実証も交えながらPDSの技術的要
件等の確認や実運用上の留意点を抽出し、具備すべき要件を明確化するなど、検討を進めている。

＊4	 Personal	Health	Recordの略語。一般的には、生涯にわたる個人の保健医療情報（健診（検診）情報、予防接種歴、薬剤情報、検査結果等診
療関連情報及び個人が自ら日々測定するバイタル等）である。電子記録として本人等が正確に把握し、自身の健康増進等に活用することが期
待される。
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エ　情報銀行の社会実装
個人情報を含むパーソナルデータの適切な利活用を推進する観点から、総務省及び経済産業省は、情

報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会を立ち上げ、2018年6月に、民間団体などによる
情報銀行の任意の認定の仕組みに関する「情報信託機能の認定に係る指針ver1.0」を取りまとめると
ともに、継続的に指針の見直しを行い、この指針に基づく、情報銀行の認定団体に一般社団法人日本
IT団体連盟がなっている。

2025年度においては、パーソナルデータを活用したサービス/ビジネスが変化・拡大していること
を踏まえた情報銀行の在り方や活用方法について、引き続き検討を行っている。

	 ICTスタートアップの発掘・育成
我が国では、2022年をスタートアップ創出元年と位置付け、スタートアップへの投資額を5年10倍

増とする目標を掲げる「スタートアップ育成5か年計画」（2022年11月新しい資本主義実現会議決定）
を決定し、スタートアップを産み育てるエコシステムの創出の取組を進めている。

総務省では、2023年度から、先端的なICTの創出・活用による次世代の産業の育成のため、官民の
役割分担の下、芽出しの研究開発から事業化までの一気通貫での支援を行う「スタートアップ創出型萌
芽的研究開発支援事業」を実施している。

また、総務省及びNICTでは、地域発ICTスタートアップの創出による地域課題の解決や経済の活
性化を目的に、起業を目指す学生やスタートアップ企業による優れたビジネスプランを表彰・支援する

「起業家甲子園」及び「起業家万博」を開催している。「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」
において、総務省及びNICTは「未来を創るICTスタートアップによる取組発信」として、起業家甲
子園及び起業家万博において過去に表彰を受けた者などによる展示などを、大阪・関西万博において行
うこととしている。

 3 3	 インターネット上の偽・誤情報等への対応	 インターネット上の偽・誤情報等への対応
	 総合的対策の推進
ア　　概要

SNS等のインターネット上の偽・誤情報等は短時間で広範に流通・拡散し、国民生活や社会経済活
動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題となっている。このため、総務省では、国際的な動向も踏まえ
つつ、表現の自由に十分配慮しながら、制度的対応、対策技術の開発支援、幅広い世代のリテラシーの
向上も含めた総合的な対策を積極的に進めている。

イ　制度的な対応
（ア）情報流通プラットフォーム対処法等

インターネット上の違法・有害情報の流通は引き続き深刻な状況であり、総務省では、関係者と連携
しつつ、誹謗中傷、海賊版などの様々な違法・有害情報に対する対策を継続的に実施してきている。

総務省では、特にソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）をはじめとするプラットフォー
ムサービス上における誹謗中傷に関する問題が深刻化していることを踏まえ、2020年9月に取りまと
め、公表した「インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ」に基づき、関係団体な
どと連携しつつ、①ユーザーに対する情報モラル及びICTリテラシー向上のための啓発活動、②プラッ
トフォーム事業者の自主的な取組の支援及び透明性・アカウンタビリティの向上、③発信者情報開示に
関する取組、④相談対応の充実といった取組を実施している。

4
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また、「プラットフォームサービスに関する研究会」＊5において、プラットフォーム事業者へのヒアリ
ング等を行い、2022年8月、違法・有害情報への対応について今後の方向性などを取りまとめた「第
二次とりまとめ」を公表した。

これを踏まえ、①プラットフォーム事業者による削除等の透明性・アカウンタビリティ確保のあり
方、②違法・有害情報の流通を実効的に抑止する観点からのプラットフォーム事業者が果たすべき役割
のあり方をはじめとした誹謗中傷等の違法・有害情報への対策を主な論点とした上で、専門的・集中的
に検討するための有識者会合として、2022年12月から「誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関
するワーキンググループ」を開催した。本ワーキンググループでの議論の結果、誹謗中傷等の違法・有
害情報の削除等について、法制上の手当てを含め、①一定期間内の応答義務等を課すことによる対応の
迅速化、②基準の策定や運用状況の公表等による透明化を、不特定者間の交流を目的とするサービスの
うち、一定規模以上の事業者に求めることが適当と取りまとめられた。

本ワーキンググループの取りまとめを受け、2024年2月、「プラットフォームサービスに関する研究
会　第三次とりまとめ」が公表されるとともに、本報告書を踏まえ、2024年5月、プロバイダ責任制
限法の一部改正法＊6が成立した。なお、同改正法により、プロバイダ責任制限法の題名は「特定電気通
信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」（通称：情報流通プラット
フォーム対処法）に改められた。

同改正法の施行に当たり、総務省では、どのような情報を流通させることが権利侵害や法令違反に該
当するのかを明確化するとともに、大規模特定電気通信役務提供者が「送信防止措置の実施に関する基
準」を策定する際に盛り込むべき違法情報を例示するため、「違法情報ガイドライン」＊7を策定した。

加えて、インターネット上の海賊版対策として、総務省では、「インターネット上の海賊版対策に係
る総務省の政策メニュー」（2020年12月）に基づき、ユーザーに対する情報モラル及びICTリテラシー
の向上のための啓発活動、セキュリティ対策ソフトによるアクセス抑止機能の導入の促進、発信者情報
開示制度の見直し、ICANNなどの国際的な場における議論を通じた国際連携の推進に取り組んでいる。

また、「インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止に関する検討会」による「現状とりまとめ」
（2022年9月）を踏まえ、総務省の政策メニューや関係事業者等における取組の進捗を確認している。

（イ）デジタル広告
SNS等を通じて対面することなく交信を重ねるなどして関係を深めて信用させ、投資金名目やその

利益の出金手数料名目などで金銭等をだまし取る「SNS型投資詐欺」の認知件数及び被害額は、2023
年1月から2024年12月の2年間で、認知件数として8,684件、被害額にして約1,149.0億円という甚
大な被害をもたらしている＊8。

SNS型投資詐欺における当初の接触手段としては、SNS等におけるバナー等広告が全体の約半数を
占めている。特に、SNS等において、個人又は法人の氏名・名称、写真等を無断で利用して著名人等
の個人又は有名企業等の法人になりすまし、投資セミナーや投資ビジネスへの勧誘等を図る広告（なり
すまし型「偽広告」）を端緒としたSNS型投資詐欺が問題になった。

こうした状況を受け、総務省では、「国民を詐欺から守るための総合対策（令和6年6月18日犯罪対
策閣僚会議決定）」を踏まえ、同月21日に、SNS等を提供する大規模事業者に対して、SNS等におけ

＊5	 本研究会は、平成30年10月から令和6年1月まで開催され、プラットフォーム事業者による利用者情報の適切な取扱いの確保の在り方やイン
ターネット上の違法・有害情報への対応等について検討が行われた（座長：宍戸常寿　東京大学大学院法学政治学研究科教授）。

＊6	 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律（令和6年法律第25号）
＊7	 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン（令和7年3月11日制定）
＊8	 警察庁「令和6年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について（確定値版）」
	 https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/souni/tokusyusagi/hurikomesagi_toukei2024_teisei.pdf	
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るなりすまし型「偽広告」への対応に関する実施を要請した＊9。
要請の発出後、2024年10月に「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会」

（以下「諸課題検討会」という。）の下で開催される「デジタル広告ワーキンググループ」において、要
請を実施したプラットフォーム事業者5社（ByteDance、Google、LINEヤフー、Meta、X）に対し
てなりすまし型「偽広告」への対応に関するヒアリングを実施し、同年11月にその評価を「ヒアリン
グ総括」として公表した＊10。「ヒアリング総括」においては、広告出稿時の事前審査等及びなりすまし
型「偽広告」の削除等に関して、ヒアリングの評価結果を踏まえて事業者に更なる対応の改善を求める
とともに、その対応状況を総務省としてモニタリングすることを通じて、SNS等のサービスを利用す
る利用者の保護の観点から必要な対応を検討することとされた。

また、デジタル広告の流通をめぐっては、著作権侵害コンテンツや偽・誤情報等を掲載する媒体な
ど、広告主が意図しない媒体に広告が配信されることによる、ブランドの毀損や広告費の流出、偽・誤
情報等の拡散の助長等のリスクへの対応も課題となっている。こうしたリスクに対応するためには、広
告担当者及び経営陣双方のデジタル広告の流通をめぐるリスクに関する意識改革が重要となるところ、
総務省において、2025年6月9日に「デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガ
イダンス」を公表した。

（ウ）制度整備に関する更なる検討
前述のとおり、健全性検討会とりまとめにおいて制度的対応に係る提言がなされたところであるが、

その後も、デジタル空間における情報流通を巡る環境は変化してきており、新たな問題（SNS等にお
けるいわゆる「闇バイト」の募集の投稿に関する問題など）への対応の在り方についても併せて検討を
進めることが必要になった。諸外国においても、デジタル空間における情報流通を巡る課題への対応に
ついて様々な試行錯誤がなされている状況であることも踏まえ、2025年1月、諸課題検討会の下で

「デジタル空間における情報流通に係る制度ワーキンググループ」を開催し、デジタル空間における情
報流通に係る制度整備の在り方について検討している。

同ワーキンググループにおいては、諸外国の制度整備の動向調査やプラットフォーム事業者へのヒア
リング結果も踏まえつつ、2025年夏頃までに制度整備の方向性の整理を予定している。

ウ　対策技術の開発・実証
技術革新のスピードが速い生成AIの活用は、社会課題の解決や産業競争力の向上等に貢献する一方

で、国民生活全般へのリスクにもなり得るものであり、インターネット上の偽・誤情報への対応という
観点からも、生成AIを含む技術の更なる精緻化・巧妙化に備えることが必要である。

総務省では、例えば、インターネット上の画像・映像が生成AIにより生成されたものか否かを判別
するための対策技術や、情報発信者の真正性・信頼性を確保する技術等の開発・実証に取り組んでいる。

	 幅広い世代を対象としたICT活用のためのリテラシー向上推進
ア　普及啓発教材等の開発

総務省では、幅広い世代でのICTの利用機会の拡大や、インターネット上での偽・誤情報の流通の
問題の顕在化といったICTを取り巻く環境の変化に対応するため、2022年11月から「ICT活用のた

＊9	 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000411.html
＊10	 https://www.soumu.go.jp/main_content/000978858.pdf
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めのリテラシー向上に関する検討会＊11」及び12月から「青少年のICT活用のためのリテラシー向上に
関するワーキンググループ」を開催し、これからのデジタル社会において求められるリテラシーの在り
方やリテラシー向上施策の推進方策についての検討を進めている。2023年6月には、同検討会や同
ワーキンググループにおける検討の結果を踏まえ、「ICT活用のためのリテラシー向上に関するロード
マップ」を公表した。ロードマップでは、短期的又は中長期的に取り組むべき事項の方向性を整理して
おり、2023年度は短期的取組として、ICT活用のためのリテラシー向上に必要となる能力の整理や幅
広い世代に共通する課題に対応した学習コンテンツの開発を実施した。2024年度は中長期的取組とし
て、世代別（青少年層、保護者層、高齢者層）の特徴を踏まえた普及啓発教材等の開発を実施した。

安心・安全なインターネット利用に関する啓発を目的としたサイト「上手にネットと付き合おう！～
安心・安全なインターネット利用ガイド～」＊12では、未就学児・未就学児の保護者、青少年、保護者・
教職員、シニアに向けたコンテンツを掲載し、リテラシー向上に取り組んでいる。

偽・誤情報への対策としては、2024年度に、最新の事例や生成AIの影響等を踏まえて、啓発教育教
材「インターネットとの向き合い方～ニセ・誤情報にだまされないために～」を改訂＊13した。

イ　総合的な ICTリテラシー向上に向けた官民連携プロジェクトの実施
2025年には、プラットフォーム事業者、通信事業者、IT関連企業、関連団体との連携の下、官民連

携プロジェクトとして「DIGITAL POSITIVE ACTION」を開始した。本プロジェクトでは、総務省
と関連企業・団体と協働し、官民の取組を集約したWebサイトの開設や多様な広報活動等、更なる
ICTリテラシー向上に向けた取組を推進している。

なお、本プロジェクトのロゴ・スローガンは、国や企業・団体、そして国民一人一人が、「デジタル
社会がポジティブな社会になるようなアクション
を次々と起こしていく」という強い想いを伝える
英語のスローガン、その想いに込められた意義を
伝える「つくろう！守ろう！安心できる情報社
会」という日本語のコピー、安心で楽しめる情報
社会になり、人が幸せになっていく状態を象徴的
に描いたマークの3点を掛け合わせたものを表現
している（図表Ⅱ-2-6-1）。

	 AIの普及促進とリスクへの対応
近年、AIの技術開発は急速な進展を遂げており、2022年11月に提供を開始したOpenAI社の

ChatGPTを始めとするAIサービスが普及している。特に生成AIは、偽・誤情報の拡散等の懸念やリ
スクも存在するが、生産性の向上や労働力不足の解消等、多大な便益をもたらすことが期待されてお
り、世界でAIの可能性に向ける注目が格段に高まっている。

こうした中、生成AIに関する国際的なルールの検討を行うため、2023年5月のG7広島サミットの
結果を踏まえ、生成AIについて議論するために「広島AIプロセス」が立ち上がった。同年12月の閣
僚級会合では「広島AIプロセス包括的政策枠組み」をとりまとめ、G7首脳で承認を行った。広島AI
プロセスについては、引き続き「広島AIプロセスを前進させるための作業計画」のもとG7各国が中

＊11	「ICT活用のためのリテラシー向上に関する検討会」
	 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_literacy/index.html
＊12	 https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/
＊13	 https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/special/nisegojouhou/

図表Ⅱ-2-6-1 DIGITAL POSITIVE ACTIONのロゴ・
スローガン

３

194 令和7年版　情報通信白書　第Ⅱ部

第
2
章

総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総

ICT 利活用の推進ICT利活用の推進第第 66 節節

情通R7_Ⅱ-2-06_第Ⅱ部第2章6節.indd   194情通R7_Ⅱ-2-06_第Ⅱ部第2章6節.indd   194 2025/06/20   16:50:172025/06/20   16:50:17

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_literacy/index.html
https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/
https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/special/nisegojouhou/


心となり、OECDやGPAI及び国連等の多国間の場における協調と協力も得て更なる前進を図ること
としている＊14。

国内では、AI技術の急激な変化や国際的な議論を踏まえ、政府の司令塔として2023年5月にAI戦
略会議を立ち上げ、様々な課題に関して幅広い知見を有する有識者のもと集中的に議論を行っている。
総務省及び経済産業省は、AI戦略会議でとりまとめられた「AIに関する暫定的な論点整理」（2023年
5月）を踏まえ、2024年4月に「AI事業者ガイドライン＊15」第1.0版の策定・公表を行った。なお、
AI事業者ガイドラインは、AIを巡る動向や課題、国際的な議論等を踏まえ、適宜更新を行うこととし
ており、同年11月には時点更新（第1.01版）、2025年3月には、RAGやマルチモーダルなAIの普及
といった国内外の最新動向を踏まえた更新（第1.1版）を行った。

国内外のAIに関するルール整備が進む中、2024年8月には、AIに係る法制度の要否を含む制度整
備の議論を行う場として、AI戦略会議の下で第1回AI制度研究会＊16が開催された。本研究会が2025
年2月にとりまとめた「中間とりまとめ＊17」を踏まえた、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推
進に関する法律」が第217回国会（常会）にて成立した（令和7年法律第53号）。本法律では、AIの
イノベーション推進とリスク対応の両立を基本的な考え方として、政府の司令塔機能強化のための「AI
戦略本部」の設置、政府が推進すべきAI政策の基本的な方針を定めた「AI基本計画の策定」、AIの適
正性確保のための国際規範に即した「指針」の整備、国による調査・情報収集、事業者への助言等が規
定されている。

さらに、上述のとおりAIの技術開発及びAIの活用が官民において急速な進展を遂げていることから、
政府の様々な業務への生成AIの利活用促進とリスク管理を表裏一体で進めるため、デジタル庁が総務
省、経済産業省等と協力し、「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」

（令和7年5月27日デジタル社会推進会議幹事会決定）＊18の策定に向けた検討を行い、2025年5月にデ
ジタル社会推進会議幹事会において決定・公表された。

	 メタバースの安心・安全な利活用の促進
総務省では、安全・安心なサイバー空間の確保に向けた対応を進めることが必要であるという認識の

下、将来的にメタバースがより一般に普及することを見据え、サイバー空間に関する新たな課題につい
て把握・整理すべく、2022年8月から「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究
会＊19」を開催し、2023年7月に報告書＊20を取りまとめた。

報告書の内容を受け、メタバースの民主的価値に基づく原則等の検討やメタバースに係る技術動向等
のフォローアップを行うとともに、国際的なメタバースの議論にも貢献することを目的として2023年
10月から新たに「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会＊21」を開催し、2024年10月に、メ
タバースの民主的価値の実現によるユーザーの安心・安全の確保のためにメタバース関連サービス提供
者へ期待される取組をまとめた「メタバースの原則（第1.0版）」を含む「報告書2024＊22」を取りまと

＊14	 G7における議論については、第Ⅱ部第2章第8節5（1）「G7・G20」、（2）「広島AIプロセス」、（10）「GPAI」等も参照。
＊15	 AI事業者ガイドライン
	 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ai_network/02ryutsu20_04000019.html
	 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/20240419_report.html
＊16	 AI制度研究会　https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_kenkyu/ai_kenkyu.html
＊17	 中間とりまとめ　https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/index.html
＊18	 https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines
＊19	「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」の開催（報道資料）
	 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01iicp01_02000109.html
＊20	 https://www.soumu.go.jp/main_content/000892205.pdf
＊21	「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会」の開催（報道資料）
	 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01iicp01_02000121.html
＊22	 https://www.soumu.go.jp/main_content/000974751.pdf
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めた。
「報告書2024」の内容を受け、総務省では、「メタバースの原則（第1.0版）」を踏まえた国際的な共

通認識の醸成に向けた取組のほか、安心・安全なメタバースの実現とこれに基づく利活用促進を進めて
いる。国外に向けては、OECDのデジタル政策委員会や、欧州委員会が2025年3月～4月に開催した

「Web4.0と仮想世界のガバナンスに関するハイレベルマルチステークホルダー会合」等において、「メ
タバースの原則（第1.0版）」をはじめとする国内での議論を紹介した。また、国内においては、メタ
バースに関わる企業、団体、研究者等が参加し、ユーザーの安心・安全の確保に向けた取組や、メタ
バース導入成功の要点、導入効果等について議論を行うことを目的としたシンポジウム「安心・安全な
メタバースの利活用促進を考える」＊23を2025年3月に開催した。
「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会」では、AR（Augmented Reality　拡張現実）・

MR（Mixed Reality　複合現実）デバイスの進展やメタバースの多目的化、導入市場の進展に鑑み、
議論の対象を個人間のコミュニケーション・エンターテインメント目的のVRメタバースから、メタ
バースの実現・利用を可能とする技術の内容を問わない様々な目的のメタバースに拡大し、上述のシン
ポジウムの議論なども踏まえながら、「メタバースの原則（第1.0版）」の更新も見据え、議論を進めて
いる。

 4 4	 安全・安心な情報の利用環境の整備	 安全・安心な情報の利用環境の整備
	 高齢者等のデジタル活用に対する支援向上

総務省では、社会全体のデジタル化が進む中で、デジタル・ディバイドを解消し、誰もがデジタル化
の恩恵を受けられる環境を整備していくため、デジタル活用に不安のある高齢者などを対象として、ス
マートフォンを利用したオンライン行政手続等に関する助言・相談などについて、講習会形式で支援を
行う「デジタル活用支援推進事業」に、2021年度から取り組んでいる。2024年度は、携帯電話ショッ
プなどを中心に全国6,000か所以上で講習会を実施した。

	 青少年のインターネット利用環境の整備
総務省では、青少年がインターネット上の有害な情報等に接触することを防ぐためのフィルタリング

利用の促進や、青少年・保護者等のリテラシー向上に向けた啓発など、青少年がインターネットを安
心・安全に利用できる環境の整備に努めている。

具体的には、児童・生徒、保護者・教職員等に対する学校等の現場での無料の啓発講座である「e-
ネットキャラバン」の開催、インターネット利用に係るトラブル事例の予防法などをまとめた「イン
ターネットトラブル事例集」＊24の作成・公表を行うとともに、インターネット上の危険・脅威に対応す
るための能力とその現状等を可視化するため、毎年、全国の高等学校1年生を対象に「青少年がイン
ターネットを安全に安心して活用するためのリテラシー指標（ILAS：Internet Literacy Assessment 
indicator for Students）」＊25のテストを実施している。

また、青少年のインターネットを利用した情報「発信」の拡大や、インターネット利用の低年齢化を

＊23	 シンポジウム「安心・安全なメタバースの利活用促進を考える」の開催（報道資料）
	 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu20_02000001_00012.html
	 総務省「安心・安全なメタバースの利活用促進を考える」シンポジウム開催報告
	 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000157444.html
＊24	 インターネットトラブル事例集（2025年版）
	 https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/trouble/
＊25	 青少年がインターネットを安全に安心して活用するためのリテラシー指標等に係る調査
	 －ILAS（Internet	Literacy	Assessment	indicator	for	Students）－
	 https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/special/ilas/
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踏まえ、こどもの成長や利用状況に即したペアレンタルコントロール＊26の効果的な普及啓発に取り組
んでいる。

	 情報バリアフリーに向けた研究開発への支援
総務省では、障害者や高齢者向けの通信・放送役務サービスに関する技術の研究開発を行う企業など

に対して必要な資金の一部を助成する「デジタル・ディバイド解消のための技術等研究開発推進事業」
を行っており、2024年度は、5者に対して助成を行った。

また、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律
（平成5年法律第54号）に基づき、情報通信研究機構（NICT）を通じて、身体障害者向けの通信・放
送役務サービスの提供や開発を行う企業などに対して必要な資金の一部を「情報バリアフリー役務提供
事業推進助成金」として交付しており、2024年度は、4者に対して助成を行った。

	 情報のアクセシビリティの向上
総務省では、高齢者・障害者を含む誰もが公的機関のホームページなどを利用しやすくなるよう、公

的機関のウェブアクセシビリティ対応を支援するために作成した「みんなの公共サイト運用ガイドライ
ン」の一部改訂を2024年度に行った。また、同年度には、公的機関ホームページのJIS対応状況調査
等及びオンライン形式での公的機関向け講習会を開催した。

また、企業等の情報アクセシビリティ向上のための取組として、情報アクセシビリティ自己評価様式
の普及促進を行っている。「情報アクセシビリティ自己評価様式」とは、企業等が自社のICT機器・
サービスについて情報アクセシビリティ基準を満たしているかを自己評価した結果を公表し、企業・公
的機関や障害当事者がICT機器・サービスを選択する際の参考とするための様式である。この自己評
価様式は、米国における情報アクセシビリティ基準適合に関する自己評価の仕組み（VPAT）を参考
に、総務省が作成したもので、米国では法律で政府が電子情報機器を調達する際に、アクセシブルな機
器調達が義務づけられている。総務省では、様式作成支援窓口の設置やセミナーの開催、情報アクセシ
ビリティ好事例の募集及び作成ガイドブックの更新等により、様式の官民双方における活用を促進する
ための取組を行っている。

	 公共インフラとしての電話リレーサービスの提供
「電話リレーサービス」とは、手話通訳者などが通訳オペレータとして、聴覚障害者等（聴覚、言語

機能又は音声機能の障害のため、音声言語による意思疎通を図ることに支障がある者）による手話・文
字を通訳し、電話をかけることにより、聴覚障害者等と聴覚障害者など以外の方との意思疎通を仲介す
るサービスである。
「電話リレーサービス」の適正かつ確実な提供を確保するため、聴覚障害者等による電話の利用の円

滑化に関する法律（令和2年法律第53号）が2020年12月に施行され、2021年7月から、電話リレー
サービス提供機関の指定を受けた一般財団法人日本財団電話リレーサービスにより、公共インフラとし
ての電話リレーサービスの提供が開始されている（図表Ⅱ-2-6-2）。そのサービスの一環として、2025
年1月23日からは、難聴や中途失聴など自身の声で電話をしたいものの、通話相手の声が聞こえにく
い方などにも利用可能な、文字表示電話サービス「ヨメテル」が提供開始された（図表Ⅱ-2-6-3）。総

＊26	 保護者がこどものライフサイクルを見通して、その発達の程度に応じてインターネット利用を適切に管理すること。こどもの情報発信を
契機とするトラブル防止の観点を含むものであり、管理の方法としては、技術的手段（フィルタリング、課金制限機能、時間管理機能等）と、
非技術的手段（親子のルールづくり等）とに分かれる。（こども大綱（令和5年12月22日閣議決定）P50）
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務省は、電話リレーサービスの更なる普及促進を図るため、関係省庁と連携して周知広報を実施してお
り、2024年度末の利用登録者数は1万7,480人となっている。

図表Ⅱ-2-6-2 電話リレーサービスの普及促進 図表Ⅱ-2-6-3 ヨメテルの普及促進
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第7節 ICT技術政策の動向
 1 1	 概要	 概要
	 これまでの取組

総務省では、次世代の基幹的な情報通信インフラとして、あらゆる産業や社会活動の基盤となり、国
境を越えて活用されていくことが見込まれるBeyond 5Gに向けた取組を中心として、情報通信分野の
技術政策を推進している。

具体的には、2020年6月の「Beyond 5G推進戦略」以降、情報通信審議会において、「Beyond 
5Gに向けた情報通信技術戦略の在り方」に関する審議が進められるとともに、これを踏まえた研究開
発基金を設置し、民間事業者等によるBeyond 5Gの研究開発及び国際標準化活動に対する支援を強化
してきている。

また、2021年3月に閣議決定された「第6期科学技術・イノベーション基本計画」（令和3年3月26
日閣議決定）における国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会等の実現に向け、関係府省が
連携・協力して先端分野の研究開発等を推進しており、総務省は、AI、量子、リモートセンシング、
宇宙等の分野における取組を進めているところである。

NICTにおいては、第5期中長期計画期間（2021年4月～2026年3月）において、重点5分野（電
磁波先進技術＊1、革新的ネットワーク＊2、サイバーセキュリティ＊3、ユニバーサルコミュニケーション＊4、
フロンティアサイエンス＊5）についての基礎的・基盤的な研究開発等を推進している。

さらに総務省は、技術イノベーションの創出や、社会実装の担い手の一つであるスタートアップにつ
いて、先端的なICTの創出・活用による次世代の産業の育成に向けた支援を行っている。

	 今後の課題と方向性
Beyond 5Gについては、官民における取組が進展し、より社会実装・海外展開を意識するフェーズ

へと移行してきていることや、AIの爆発的普及といった新たな環境変化や課題等を踏まえ、総務省は
2024年8月30日、「AI社会を支える次世代情報通信基盤の実現に向けた戦略 - Beyond 5G推進戦略
2.0 -」を公表したところであり、これに基づき、研究開発・国際標準化・社会実装・海外展開等の各
種取り組みの支援を進めている。

また、情報通信審議会においては、「第6期科学技術・イノベーション基本計画」やNICTの次期中
長期目標等を見据え、近年の社会情勢の変化、技術の進展及び市場の動向等を踏まえつつ、ICT分野
で国、NICT等が取り組むべき重点研究開発分野・課題及び研究開発、成果展開等の推進方策について
検討が進められている。

 2 2 Beyond 5G Beyond 5G
総務省では、2021年9月30日に「Beyond 5Gに向けた情報通信技術戦略の在り方」について情報

通信審議会に諮問し、2022年6月30日に、我が国が注力すべきBeyond 5Gの重点技術分野や予算の

＊1	 多様なセンサー等を用いて高度なデータ収集や高精度な観測等を行うための基礎的・基盤的な技術の研究開発に取り組むとともに、標準化、
研究開発成果の普及や社会実装を目指すもの。

＊2	 通信量の爆発的増加等に対応するため地上や衛星等のネットワークを多層的に接続する基礎的・基盤的な技術の研究開発等に取り組むととも
に、標準化、研究開発成果の普及や社会実装を目指すもの。

＊3	 急増するサイバー攻撃から社会システム等を守るサイバーセキュリティ分野の技術の研究開発等に取り組むとともに、標準化、研究開発成果
の普及や社会実装を目指すもの。

＊4	 人工知能等の活用によって新しい知識・価値を創造していくための基礎的・基盤的な技術の研究開発等に取り組むとともに、研究開発成果の
普及や社会実装を目指すもの。

＊5	 イノベーション創出に向けた先端的・基礎的な技術の研究開発等に取り組むとともに研究開発成果の普及や社会実装を目指すもの。
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多年度化を可能とする枠組の創設等の提言を含む中間答申が取りまとめられた。
本中間答申を踏まえ、「国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律」（令

和4年法律第93号）が2022年12月に成立し、これを受けて、2023年3月にNICTに設置された研究
開発基金の運用が本格化してきている。

また、2024年6月18日に最終答申が取りまとめられたことを受け、2024年8月30日に総務省にお
いて「AI社会を支える次世代情報通信基盤の実現に向けた戦略 - Beyond 5G推進戦略2.0 -」を公表
し、社会実装・海外展開に向けた民間事業者等における研究開発、国際標準化、社会実装・海外展開等
の各種取組の支援を進めている。

	 革新的情報通信技術（Beyond	5G（6G））基金事業の実施
総務省では、2021年2月にNICTに設置した時限基金の後継として、2022年12月に成立・施行し

た「国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律」（令和4年法律第93号）
に基づき、2023年3月にNICTに恒久的な基金を造成し、新たに革新的情報通信技術（Beyond 5G

（6G））基金事業を実施している。
本基金事業においては、社会実装・海外展開に向けた研究開発プロジェクトを実施する「社会実装・

海外展開志向型戦略的プログラム」、中長期的な視点で取り組む要素技術の確立や技術シーズの創出の
ための研究開発を対象とする「要素技術・シーズ創出型プログラム」、「電波法」（昭和25年法律第131
号）第103条の2第4項第3号に規定する技術の研究開発を対象とする「電波有効利用研究開発プログ
ラム」の3つのプログラムを設けている。

特に、本基金事業の主たる対象である「社会実装・海外展開志向型戦略的プログラム」については、
情報通信審議会中間答申を踏まえ、「オール光ネットワーク技術＊6」、「非地上系ネットワーク（NTN：
Non-Terrestrial Network）技術＊7」、「セキュアな仮想化・統合ネットワーク技術＊8」を重点技術分野
とし、社会実装・海外展開に向けた戦略とコミットメントをもった研究開発プロジェクトを重点的に支
援する「事業戦略支援型」と、社会実装・海外展開の早期の実現のために必要となる業界横断的な共通
基盤領域又は協調領域に該当する技術を国が主導して開発する「共通基盤技術確立型」の2種に分類さ
れる。

その実施に当たっては、情報通信審議会（情報通信技術分科会技術戦略委員会）下の「革新的情報通
信技術プロジェクト事業面評価等WG」＊9においてとりまとめた「革新的情報通信技術（Beyond 5G

（6G））基金事業に係る事業面からの適切な評価の在り方等について」（2023年3月10日公表）を踏ま
え、2023年度には社会実装・海外展開志向型戦略的プログラム（事業戦略支援型）等において17件
の主要な研究開発プロジェクトを採択するとともに、同プロジェクトと一体で取り組むべき国際標準化
活動に対する支援を開始した。さらに、2024年度には、社会実装・海外展開志向型戦略的プログラム

（共通基盤技術確立型）において、オール光ネットワークの事業者間連携のための共通基盤技術の研究
開発を開始するなど、基金事業を活用したBeyond 5Gの実現に向けた取り組みが進められている。

	 Beyond	5Gの知財・標準化活動の推進
総務省では、革新的情報通信技術（Beyond 5G（6G））基金事業により、オール光ネットワーク技

＊6	 有線ネットワークを光電融合技術の活用によりエンド・ツー・エンドで光化し、通信インフラの超高速大容量、超低遅延、超低消費電力を実
現する技術。

＊7	 HAPSや通信衛星で陸海空・宇宙をシームレスにつなぎ、非居住地の通信インフラの構築や大規模災害時の通信インフラを冗長化する技術。
＊8	 ユーザニーズに応じた柔軟性の高い通信インフラを専用ハードウェアのソフトウェア化によって実現し、利用者にとって安全かつ高信頼な通

信環境を確保する技術。
＊9	 「革新的情報通信技術プロジェクトWG」より名称変更（2024年2月22日）

1
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術をはじめとする重点技術分野の研究開発を推進するとともに、その成果の国際標準化を推進してお
り、基金事業による研究開発成果を戦略的に社会実装・海外展開しようとする企業の国際標準化活動に
対して支援を行っている。

国際標準化活動において成果を得るためには、企業が国際標準化を自らの事業戦略の一部として位置
づけ、経営層のコミットメントにより戦略的に標準化に取り組むことが求められる。そのため、総務省
では、基金事業による企業の国際標準化活動の支援に当たり、「国際標準化活動支援要件」（2024年3
月18日公表）を定め、それに基づき運用している。この支援要件は、情報通信審議会 情報通信技術分
科会 技術戦略委員会 革新的情報通信技術プロジェクト事業面評価等WGにおいて検討を行いとりまと
めた「革新的情報通信技術（Beyond 5G（6G））基金事業による国際標準化活動に対する支援の在り
方について」（2024年3月8日公表）を踏まえ策定したもので、①事業戦略に基づいたトップマネジメ
ントによる戦略的な活動体制、②事業戦略上の国際標準化の位置づけ、③国際標準化活動の具体性の3
つを企業に求めている。2024年度には、「社会実装・海外展開志向型戦略的プログラム（事業戦略支
援型）」において採択された研究開発プロジェクトの実施者のうち9者を対象に、その国際標準化活動
を支援した。

また、Beyond 5G時代に向け、企業の経営戦略の下で国際標準化・知財活動が戦略的に推進される
ことを目的に、2020年12月に「Beyond 5G新経営戦略センター」を立ち上げ、産学官が連携・協力
して国際標準化・知財活動等をリードする人材育成、産業連携の推進、意識啓発、情報発信に係る各種
活動を展開している。具体的には、次世代の企業経営等の中核を担う若手人材を対象とした組織・企業
の枠を超えた研修活動「リーダーズフォーラム」や企業（特に経営・事業部門）向けの意識啓発・情報
発信を目的とした「新ビジネス戦略セミナー」を実施するとともに、2023年度から情報通信・デジタ
ルと多様な分野・産業との架け橋を担う新たな産業連携活動「XG Ignite」を実施している。

さらに、国際標準化活動を研究開発の初期段階から推進するため、信頼でき、かつ、シナジー効果も
期待できる戦略的パートナーである国・地域の研究機関等との国際共同研究を実施している。具体的に
は、「日EUデジタルパートナーシップ（2022年5月）」を踏まえ、革新的情報通信技術（Beyond 5G

（6G））基金事業「要素技術・シーズ創出型プログラム」において、2025年から、AIにより運用や制
御を自律的に行う無線ネットワークに関する欧州委員会との国際共同研究を開始した。また、総務大臣
とドイツの教育研究大臣との間でなされた協力趣意書への署名（2023年5月）及び第7回日独ICT政
策対話（同年6月）を踏まえ、同プログラムにおいて、ドイツとのオール光ネットワークのデジタルツ
イン技術に関する国際共同研究を2025年より開始している。

2024年4月に次世代移動通信の推進体制を強化し、Beyond 5G技術の社会実装に向けた取組を一
層促進することを目的に、「Beyond 5G推進コンソーシアム」と「第5世代モバイル推進フォーラム

（5GMF）が統合され、「XGモバイル推進フォーラム（XGMF）」が設立された。XGMFでは、活動の
一環としてBeyond 5Gの将来技術動向および利用シナリオを想定した検討を実施しており、これを踏
まえ2024年12月に「Beyond 5Gホワイトペーパー4.0版」を公表している。

さらに、総務省は国内外の関係者間の連携強化を目的に、2024年10月、XGMF、電波産業会、東
京大学とともに、CEATEC 2024において、5G/6Gスペシャルデーとして、「5G国際ワークショッ
プ」、「ローカル5G国際ワークショップ」および「5G/6G国際カンファレンス」を開催した。

	 Beyond	5Gの普及・拡大に向けた取組
Beyond 5G推進戦略2.0では、2030年代のAI社会を支える次世代情報通信基盤について、低遅延・

低消費電力で、品質が保証され、かつ柔軟で低コストなインフラであることが期待されており、その実

３
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現には、我が国が強みを有するオール光ネットワーク技術の確立・高度化とともに、その社会実装と本
格的な活用が必要不可欠としている。

これまで総務省は、革新的情報通信技術（Beyond 5G（6G））基金事業により、オール光ネット
ワーク技術による通信インフラの超高速化、超低遅延化と省電力化に向けた研究開発に取り組んできて
いるところである。これに加え、2030年頃の我が国における社会実装と本格的な活用を目指す観点か
らは、こうした最先端の研究開発成果を、多様な関係者が、早い段階から実際に製品化等の確認・検証
をできる環境が求められている。このような検証環境が早期に整備されることにより、我が国が強みを
有する技術・製品・サービスの事業化サイクルの加速化や、他国に先駆けたオール光ネットワークの早
期社会実装が可能になることに加え、これら技術・製品・サービスの海外展開による我が国の国際的競
争力の強化につながることが期待されている。

こうした背景から、総務省においては、多様な関係者が製品化等にあたって実際に確認・検証をでき
る実証基盤環境（イノベーションハブ）の段階的な構築に取り組むこととし、2025年中に整備計画等
を策定し、2026年度からの本格整備・拡張を目指している。

	 Beyond	5Gを取り巻く国内外の動向
ア　民間事業者等における取組

NTTが提唱するIOWN構想＊10は、2019年にNTT、インテル、ソニーが設立した業界フォーラム
「IOWN Global Forum」の国内外の参加団体数が順調に増加するとともに、日本の通信業界として
も、楽天モバイルに加え、2023年3月にはKDDIが参加するなど、オールジャパンとしての取組にな
りつつある（図表Ⅱ-2-7-1）。

2023年3月には、NTT東西が、超低遅延を実現するオール光ネットワーク「IOWN 1.0」の商用
サービスを開始し、2025年の大阪・関西万博では夢洲会場内のパビリオン・催事施設等の主要施設間
にIOWNを提供したほか、KDDI及びソフトバンクも、オール光ネットワークを自社コア網に導入し
たことを発表した。

図表Ⅱ-2-7-1 IOWN光電融合デバイス開発

（出典）日本電信電話株式会社（2023）「IOWN Technology Report2023」

＊10	「IOWN（Innovative	Optical	and	Wireless	Network）構想」とは、NTTが主導するあらゆる情報を基に個と全体との最適化を図り、多様
性を受容できる豊かな社会を創るため、光を中心とした革新的技術を活用し、これまでのインフラの限界を超えた高速大容量通信ならびに膨
大な計算リソース等を提供可能な、端末を含むネットワーク・情報処理基盤の構想である。

4
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また、低軌道衛星や高高度プラットフォームシステム（HAPS：High Altitude Platform Station）
等の非地上系ネットワーク（NTN）については、ソフトバンクが、あらゆる通信技術を1つに統合し、
ユースケースに合わせて陸・海・空どこでも通信を提供するユビキタスネットワーク構想の実現に向け
て、低軌道衛星とともに、「HAPSアライアンス」等を通じたHAPSの活用を推進している。スペース
コンパスとNTTドコモはHAPSの2026年のサービス提供開始を目指した取組を推進しており、2025
年2月にケニアにおいてデータ通信の実証実験に成功したことを発表している。また、楽天モバイルは、
2024年2月、AST SpaceMobile社との衛星と携帯端末の直接通信による国内サービスを2026年内
に提供を目指す計画を発表している。

イ　社会実装に向けた取組
Beyond 5Gの実現に向けては、様々な民間事業者、団体等において社会実装に向けた取組を進めて

いる。
IOWN Global Forumでは、IOWN構想の実現と普及に向け、2030年頃の将来を見据えたユース

ケースだけでなく、2025年頃の実用化・事業化を目標としたユースケースを各業界と連携して検討し
ており、2025年頃の初期導入事例として、金融業界向けデータセンター接続、放送業界向け遠隔・ク
ラウドメディア制作等を挙げている。今後、商用化に向けて仕様策定や実証を進めていくとしている。

実際に、東急不動産では、2023年6月にNTT各社とIOWN構想に関連した技術・サービス等を活
用した新たなまちづくりに向けた協業に合意し、最初の取組として、2023年12月に「Shibuya 
Sakura Stage」へIOWN 1.0を導入した。

また、国際標準化に向けては、NICTや「Beyond 5G推進コンソーシアム」等を中心に、Beyond 
5Gに係る国際的なビジョン作りに貢献してきており、2023年11月には国際電気通信連合無線通信部
門（ITU-R）において、我が国の提案も反映される形で、6Gを念頭においた「IMT-2030」の能力や
ユースケース等を含む全体像を示すフレームワーク勧告が承認された。

さらに、2023年世界無線通信会議（WRC-23）では、HAPS等の非地上系ネットワーク（NTN）
を含めたBeyond 5Gの実現に向けた議題において周波数等が確保された。

ウ　海外展開に向けた取組
Beyond 5Gに向けては、NTT各社は、IOWN Global Promotion Officeを設立する等してグロー

バル展開に取り組んでおり、NTT及びNTTデータグループが米国及び英国においてオール光ネット
ワークによるデータセンター間接続の実証を実施しているほか、2023年10月、NTTと台湾・中華電
信との間で、IOWNによる国際ネットワーク接続の実現に向けた基本合意書を締結し、2024年8月、
中華電信のデータセンターからNTT武蔵野研究開発センターまで約3,000kmのオール光ネットワー
クを開通した。これに加え、富士通も、2024年2月、中華電信との間で、台湾におけるIOWN構想
に基づくオール光ネットワークの構築に向け、共同検討することを発表しているほか、2024年8月、
欧州におけるオール光ネットワークのビジネス展開を目的としたオープンAPNラボをドイツに開設し
た。また、光分野においては、我が国企業が特に北米を中心とする世界市場において主要な伝送装置の
シェアを伸ばしている。

 3 3	 AI技術	 AI技術
AI技術は、2006年に深層学習（ディープラーニング）が提唱されて以降、第3次AIブームが到来

し、画像認識や自然言語処理等の分野で飛躍的な技術革新が進んできた。さらに、2022年には、生成
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AIと呼ばれる、学習データを基に自動で画像や文章等を生成できるAI＊11が本格的に流行し始め、世界
中で生成AIの開発競争が激化している。我が国においても多数の民間企業やアカデミア等において生
成AI開発が活発化するとともに、並行して、広範な産業領域における生成AIの活用も進みつつあり、
社会全体に大変革をもたらす兆しを見せている。

総務省では、「AI戦略2022」（令和4年4月統合イノベーション戦略推進会議決定）や「AIに関する暫
定的な論点整理」（令和5年5月AI戦略会議）等を踏まえ、AI関連中核センター群に属するNICTと連
携し、大規模言語モデルや多言語音声翻訳等の自然言語処理技術や、分散連合型機械学習技術、脳の認
知モデル構築や脳の仕組みに倣ったAI技術などに関する研究開発や社会実装に幅広く取り組んでいる。

	 大規模言語モデル（LLM）の開発力強化・リスク対応力強化
NICTにおいては、長年に渡るAI技術の研究開発を通して日本最大級の大量の言語データを蓄積し

てきている。また、2023年7月には、当該言語データから作成した高品質な日本語データを基に大規
模言語モデル（LLM）を試作するなど、LLM開発に必要な高品質な学習用言語データの構築に係る知
見も有している。これらのデータや知見を活かして我が国のLLMの開発力強化に貢献すべく、NICT
では民間企業等におけるLLM開発に必要となる大量・高品質な日本語を中心とする学習用言語データ
を整備・拡充し、我が国のLLM開発者等に提供する取組を進めている。加えて、LLM生成テキストの
検証・分析・改善等支援技術の研究開発にも取り組んでいる。

関連データ LLM開発から利用までのプロセス及びNICTにおける取組
URL：�https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00400（データ集）

	 多言語翻訳技術の高度化に関する研究開発
総務省では、NICTとともに、世界の「言葉の壁」を解消し、グローバルで自由な交流を実現するた

めの多言語翻訳技術の研究開発に取り組んでいる。NICTが開発する多言語翻訳技術では、最新のAI
技術を活用することにより、訪日・在留外国人、外交への対応を想定した21言語について実用レベル
の翻訳精度を実現している。また、総務省及びNICTでは、多言語翻訳技術の社会実装も推進してお
り、NICTでは個人旅行者の利用を想定した研究用アプリとして「VoiceTra（ボイストラ）」を提供
しているほか、技術移転を通じて40を超える民間サービスが展開＊12され、官公庁のほか防災・交通・
医療などの幅広い分野で活用されている。

関連データ 多言語翻訳技術
URL：�https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00401（データ集）

2025年の大阪・関西万博も見据え、NICTの多言語翻訳技術の更なる高度化のため、総務省は、
2020年3月に「グローバルコミュニケーション計画2025」を策定した。総務省では、同計画に基づい
て、NICTに世界トップレベルのAI研究開発を実施するための計算機環境を整備するとともに、従来
は短文の逐次翻訳にとどまっていた技術を、ビジネスや国際会議における議論の場面にも対応した「同
時通訳」が実現できるよう高度化するための研究開発を2020年度から実施している。

＊11	 2022年には、自動で画像を生成できる「Stable	Diffusion」や、自動で文章を生成できる「ChatGPT」などが登場した。
＊12	 グローバルコミュニケーション開発推進協議会	国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）の多言語翻訳技術を活用した民間企業の製

品・サービス事例
	 https://gcp.nict.go.jp/news/products_and_services_GCP.pdf
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関連データ 多言語翻訳技術の更なる高度化に向けた取組
URL：�https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00402（データ集）

2025年度、大阪・関西万博においてはNICTで開発した翻訳エンジンを活用し、30言語に対応した
翻訳アプリやセミナー等における同時通訳を実装するとともに、グローバルサウスをはじめとする諸外
国と連携し、複数の言語に対応したLLMの実証・評価に取り組んでいる。

 4 4	 量子技術	 量子技術
	 量子セキュリティ・ネットワーク政策の動向

量子技術は、将来の社会・経済を飛躍的・非連続的に発展させる革新技術であるとともに、経済安全
保障上も極めて重要な技術であり、米国、欧州、中国などが量子技術に関する推進戦略等を策定し、研
究開発の推進や拠点形成、人材育成などの戦略的な取組を展開している。

我が国も世界に先駆け量子技術イノベーションを牽引すべく、「量子技術イノベーション戦略」（令和
2年1月統合イノベーション戦略推進会議決定）を策定し、各技術分野（量子コンピューター、量子ソ
フトウェア、量子セキュリティ・量子ネットワーク、量子計測・センシング／量子マテリアルなど）に
おける研究開発から社会実装までの幅広い取組の推進等を取りまとめた。その後、国際的な投資拡大等
を踏まえ、「量子未来社会ビジョン」（令和4年4月統合イノベーション戦略推進会議決定）、及び「量子
未来産業創出戦略」（令和5年4月統合イノベーション戦略推進会議決定）、「量子産業の創出・発展に向
けた推進方策」（令和6年4月量子技術イノベーション会議報告）を策定し、研究開発の推進により我が
国の技術開発力を強化するとともに、量子技術に係る幅広い人材育成を進めることとしている。

	 量子暗号通信技術等に関する研究開発
量子コンピューターの実用化により、現在広く使用されている暗号が危殆化することが懸念されてい

る。そのため、総務省では、NICT及び民間企業、大学等と連携し、量子の物理的特性から盗聴を確実
に検知することができる量子暗号通信技術等の研究開発を推進している。また、政府全体の戦略を踏ま
え、量子セキュリティ・量子ネットワークに関する技術分野について、2021年度に量子技術イノベー
ション戦略に基づく拠点として「量子セキュリティ拠点」をNICTに整備し、テストベッドの構築・
活用などを通じた社会実装の推進、人材育成などに幅広く取り組んでいる。

ア　量子暗号通信の社会実装に向けた研究開発
量子暗号通信は光子に暗号鍵情報を載せて伝送する「量子鍵配送（QKD）」という技術を用いてお

り、実用化に向けては通信速度の高速化、伝送距離の長距離化・広域化が大きな課題の一つとなってい
る。総務省では、2020年度から5年間、地上系を対象とした量子暗号通信の長距離リンク技術及び中
継技術の研究開発に取り組んできた。2025年度からは量子暗号通信網の早期社会実装を実現するため
の、さらなる高速化・高度化、大規模ネットワーク技術等の研究開発を実施することとしている。併せ
て、2024年3月に国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）に設置された宇宙戦略基金にお
いて「衛星量子暗号通信技術の開発・実証」を技術開発テーマとして設定し、小型衛星に搭載可能な量
子暗号通信装置等の開発等を進めていくこととしている。これらの取組により、引き続き、グローバル
規模での量子暗号通信網の構築の早期の実現を図っていく。
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イ　量子暗号通信のテストベッド整備と社会実装の推進
我が国では、NICTが早期より量子暗号通信の要素技術の研究開発に取り組んでおり、量子暗号通信

の実証検証を目的として、2010年に量子暗号通信テストベッド「東京QKDネットワーク」を構築し、
以降、継続的に運用を行っている。東京QKDネットワークの長期運用実績に基づき策定された量子暗
号通信機器の基本仕様は、2020年に国際標準（ITU-T Y.3800シリーズ）として採用されており、国
際的にも高い競争力を有している。

また、量子暗号通信は、国内重要機関間での情報のやりとりに加え、金融・医療などの商用サービス
への展開も期待されており、早期の実用化が強く求められている。そこで、総務省では、2021年度から、
民間企業を含む複数拠点間を接続した構成で経路制御などのネットワーク構成実証を実施可能な量子暗
号通信テストベッドの整備を行い、実環境での利用検証を通じた社会実装の加速化に取り組んでいる。

ウ　量子インターネット実現に向けた研究開発
量子状態を維持した長距離通信を安定的に実現する量子インターネットは、セキュアな通信や分散量

子コンピューティングなど様々な量子技術の利活用の基盤をなす通信技術として期待されている。そこ
で、総務省では、2023年度から量子インターネット実現に向けて、量子もつれ光源、量子メモリ等の
技術開発、また光時計等による高精度な位相同期技術と量子ネットワークの融合、多者間量子通信、量
子通信プロトコル等の基礎・基盤技術を確立するための研究開発を開始している。

関連データ グローバル規模の量子暗号通信網のイメージ
URL：�https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00403（データ集）

 5 5	 リモートセンシング技術	 リモートセンシング技術
NICTでは、線状降水帯やゲリラ豪雨に代表される突発的大気現象の早期捕捉や発達メカニズムの解

明への貢献、災害時の被害状況の迅速な把握等を目的として、降雨・水蒸気・風・地表面などの状況を
高い時間空間分解能で観測するリモートセンシング技術の研究開発を実施している。

高速かつ高精度に雨雲の三次元観測が可能な二重偏波フェーズドアレイ気象レーダー（MP-PAWR）
の展開及びそのデータ利活用促進に関する研究開発のほか、大気中の水蒸気量を地上デジタル放送波の
伝搬遅延を用いて推定する技術や上空の風速が観測可能なウインドプロファイラ技術、水蒸気と風を同
時に観測可能なアイセーフ赤外パルスレーザーを用いた地上設置型水蒸気・風ライダー技術、衛星から
の雲降水観測技術などの研究開発等を進めている。

2025年の大阪・関西万博では、リモートセンシング技術による高精度データの解析及びリアルタイ
ム配信の実証として、世界初の試みとなる2台のMP-PAWRで大阪周辺地域の積乱雲等の立体的な雨
雲の観測を行い、スーパーコンピューター等で解析することで、これまでにない高精度な気象予測情報
を博覧会協会・来場者等へ提供する。

関連データ 大阪・関西万博における「高精度な気象予測情報」提供の実証
URL：�https://www.soumu.go.jp/main_content/001003941.pdf
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 6 6	 宇宙ICT	 宇宙ICT
宇宙通信分野は、宇宙活動の中でも特に市場規模が大きく、かつ成長が期待されている分野である。

わが国でも災害時、離島、海上や山間部等で宇宙通信の利用が進んでいるなど、耐災害性や安全保障の
確保の観点からの重要性も増している。海外においても、様々な企業が宇宙通信に関する新たな技術開
発やサービス開発に取り組んでいる状況にあり、我が国として宇宙通信の自立性及び自律性を向上して
いくためには、通信サービスを提供する事業と通信機器等を製造する事業双方が国際競争力を確保して
いくことが必要となっている。このような状況を踏まえ、総務省では宇宙における通信及び電波利用の
高度化等を推進しており、例えば、宇宙戦略基金を活用し、衛星光通信を活用したデータ中継サービス
の実現に向けた研究開発・実証や、衛星通信と地上ネットワークの統合運用実現に向けた周波数共用技
術等の開発・実証を進めようとしているところである。

また、太陽フレア発生に伴う太陽からの放射線等が、電波を用いた通信や衛星測位等に支障を及ぼす
恐れがあるところ、NICTでは24時間365日にわたり宇宙天気予報を実施しており、さらに、宇宙天
気予報の高度化のため、次期静止気象衛星（ひまわり10号）に搭載する宇宙環境計測装置の開発を進
めている。
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第8節 ICT国際戦略の推進
 1 1	 概要	 概要
	 これまでの取組

総務省では、政府全体のインフラ海外展開戦略である「インフラシステム海外展開戦略2030」（令和
6年12月24日経協インフラ戦略会議決定）＊1に基づき、デジタルインフラやデジタルソリューション
の海外展開について、案件発掘、案件提案、案件形成などの展開ステージに合わせ、人材育成・メンテ
ナンス・ファイナンスなどを含めたトータルな企業支援を通じて精力的に取り組んできた。

また、米国をはじめとした二国間での政策対話やG7、G20などの多国間の場を活用し、国際ルール
形成に向けたデジタル経済に関する議論や国際的なルール形成に関する議論などに積極的に関与し、国
際的な枠組作りに貢献してきた。

さらに、光海底ケーブルや5Gネットワークなどのデジタルインフラが国民生活や経済活動を支える
基幹的なインフラとなるなかで、経済安全保障の観点からも、国際連携などを通じ、それらの安全性・
信頼性の確保等に取り組んできた。

	 今後の課題と方向性
社会・経済のデジタル化が加速する中、通信ネットワークの整備・高度化や課題解決に効果的なデジ

タルソリューションへのニーズが増大している。また、経済安全保障に関する議論が活発化するなかで
質の高いインフラの重要性がクローズアップされている。こうした中、二国間、多国間での枠組を活用
し、我が国の有する質の高いインフラを海外に展開することは、各国の社会課題のみならず、気候変動
等の世界的な課題の解決に寄与し、更には国連持続可能な開発目標（SDGs）の実現に貢献するもので
ある。また、我が国のデジタル技術の普及、開発の土壌の整備により国際競争力を高めてプレゼンスを
示していくことは、我が国の経済の発展のためにも重要である。

このような状況の下、総務省では、2025年6月、「インフラシステム輸出海外展開戦略2030」の中
核を成すデジタル分野について、2030年頃を見据えて、国際競争力強化及び経済安全保障の確保に向
けた各種政策を進めるに当たっての基本的考え方を定めるとともに、今後具体的に取り組む事項をまと
めた「デジタル海外展開総合戦略2030」＊2を策定した。今後、同戦略に基づき、グローバルファース
ト、マーケットイン、同志国との連携強化といった考え方を柱として、国際競争力の強化や経済安全保
障の確保の観点から重点分野を設定し、研究開発からグローバルな市場獲得まで一貫した戦略的な取組
を推進していくこととしている。

また、引き続きデジタル分野における国際的なルール形成を先導していくため、国際会議などの場を
活用し、国際的議論に積極的に参画していくことが重要である。

 2 2	 デジタルインフラなどの海外展開	 デジタルインフラなどの海外展開
社会・経済のデジタル化が進む中で通信インフラ・サービスへのニーズが世界的に増大していること

を踏まえ、総務省では、我が国のデジタル産業の国際競争力強化及びデジタル技術を活用した世界的な
課題解決の推進を目的に、デジタルインフラなどの海外展開支援などを推進している。

＊1	 インフラシステム海外展開戦略2030
	 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keikyou/dai58/siryou6.pdf
＊2	 「デジタル海外展開総合戦略2030」の公表（2025年6月11日）
	 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin06_02000319.html
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総務省におけるICT政策の取組状況総務省におけるICT政策の取組状況

	 総務省における海外展開支援ツール
総務省では、我が国の質の高いデジタルインフラなどの海外展開について、基礎調査から実証事業ま

でのそれぞれのフェーズに応じた支援を通じ、各国の事情・課題を踏まえた取組を実施している。
また、2021年2月には、総務省主導で日本のICT海外展開を支援するための官民連携の枠組である

「デジタル海外展開プラットフォーム」を設立した（図表Ⅱ-2-8-1）。この枠組には、2025年1月末現
在、我が国のICT企業などを中心に200を超える会員や関係省庁・機関などが参加し、データベース
による世界各国・地域（70カ国）に関する情報共有、ワークショップの開催、チーム組成や具体的プ
ロジェクトの検討を進めている。

図表Ⅱ-2-8-1 デジタル海外展開プラットフォーム

	 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構（JICT）
総務省所管の官民ファンドである株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構（JICT）では、海外に

おいて通信・放送・郵便事業を行う者やそれを支援する者に対して投資やハンズオンなどの支援（図表Ⅱ
-2-8-2）を実施しており、2025年3月末現在、累計約1,535億円の出融資について支援決定済みである。

また、近年のICTの発展やニーズ、世界各国の政策動向などを踏まえ、2022年2月にJICTの支援基
準を改正し（令和4年総務省告示第34号）、JICTによるハードインフラ整備を伴わない事業（ICTサー
ビス事業）に対する支援やファンドへのLP出資が可能となったことで、大企業のみならず中堅・中小・
地方企業に対しても海外展開支援をしやすい体制が整い、2024年度には5件の新規支援決定を行った。

1
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図表Ⅱ-2-8-2 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構（JICT）を通じた支援

	 分野ごとの海外展開に向けた取組
ア　基幹通信インフラ

モバイル通信網については、2021年、エチオピア政府から、同国の携帯電話事業について我が国企業
を含む国際コンソーシアムへライセンスの付与が承認され、2022年10月に商用通信サービスを開始し
た。これを契機として、同国及びアフリカ地域へのデジタルソリューションの展開を推進する予定である。

光海底ケーブルについては、JICTを通じて東南アジアを中心とした地域における光海底ケーブル事
業（総事業費約400百万米ドルのうち最大78百万米ドルの出資等を支援決定）を支援しているほか、
2020年8月にインドのモディ首相から発表されたインド洋における光海底ケーブル敷設計画について、
2021年9月から同地域のプロジェクトに我が国企業が参画し、2023年7月に完成している。さらに、
通信環境が比較的整っていない太平洋島嶼国の通信環境の改善についても、有志国や関係省庁・機関と
も連携し取り組んでいる。また、2023年7月に欧州委員会との間で安全で強靱かつ持続可能なグロー
バル接続性のための海底ケーブルに関する協力覚書＊3に署名した。

5Gについては、国際場裡で安心・安全な5Gネットワークの重要性が議論される中で、オープンで
セキュアなネットワークを実現する技術として注目されるオープンRANやそれを活用したシステムの
海外展開に取り組んでいる。例えば、ベトナム及びフィリピンにおいては2022年度に、オーストラリ
ア、インドネシアにおいては2023年度にオープンRAN展開可能性について調査を実施した。フィリ
ピンにおいては2022年度の調査結果も踏まえ、2023年度にオープンRAN機器の有用性を検証するこ
とを目指した実証を実施し、2024年度にはフィールドトライアルに向けた実証を実施した。また、英
国においては2022年度にオープンRANに関する試験環境整備や、RAN機器におけるO-RANアライ
アンスが定めるインターフェース仕様への適合性の確認試験等を実施した。さらに、カンボジアにおい
ては2024年度に、我が国の4GオープンRAN機器が採用されることを目指し現地で実証実験を実施し
た。インドにおいては2024年度に5G/オープンRAN通信網の有効性に係る実地試験調査やBeyond 
5G/6Gに向けた柔軟性のある通信端末アーキテクチャのフィールド実証に向けた調査を実施した。

＊3	 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin08_02000155.html
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データセンターについては、2021年3月から、ウズベキスタンにおいて、同国の通信環境の改善に
向け、データセンターなどの通信インフラ整備に係るプロジェクトに我が国企業が参画しているほか、
JICTを通じてインドにおけるデータセンターの整備・運営事業（2022年10月に最大86百万米ドルの
出資等及び2024年5月に最大91.2百万米ドルの追加出資を支援決定）を支援している。

地上デジタル放送日本方式については、中南米を中心に、日本を含む20か国が同方式を採用してお
り、2022年10月にはボツワナにおいて、海外での採用国として初めて全土でアナログ放送停波が完
了し、コスタリカ（2023年1月）、チリ（2024年4月）においても全土でアナログ放送停波が完了し
た。総務省では、今後も引き続きデジタル放送への円滑な移行にかかる支援を実施していく。

イ　デジタル技術の利活用モデル
医療分野における利活用については、中南米地域を中心にスマートフォンによる遠隔医療システムを

受注するとともに、2020年度からは東南・南西アジア諸国への高精細映像技術を活用した内視鏡及び
医療AIによる診断支援システムの普及展開に向け、現地病院における実証も通じて検討を進めている。

交通インフラにおける利活用については、2024年度にタイの高速道路や空港において、車載型の機
器等により撮影した三次元映像情報等を活用し、地上及び地中の情報を一元的に管理する、我が国のイ
ンフラ維持管理業務システムを用いた実証実験を実施した。

ウ　放送コンテンツ
総務省では、放送コンテンツの海外展開を推進するため、放送コンテンツ関連海外売上高を2025年

度までに1.5倍（対2020年度比）に増加させることを目標に、引き続き、国内外で開催されるコンテ
ンツの国際見本市（TIFFCOM（日本）、ATF（シンガポール）、MIPCOM（フランス）等）において
セミナー等を実施し、放送事業者等の取組を支援する。また、2025年度からは、先進的設備等を活用
した実写コンテンツの制作支援や国内配信事業者と連携した海外配信等に新たに取り組む。

エ　その他
（ア）消防分野

2018年10月8日にベトナムとの間で「日本国総務省とベトナム社会主義共和国公安省との消防分野
における協力覚書」を締結して以来、予防政策や消防用機器等の基準等についての意見交換等を行うこ
とで、日本の消防用機器等の品質の高さをPRしてきた。また、2025年2月から3月にかけて火災予防
技術に関する専科研修を実施したところである。引き続き、ベトナムをはじめ幅広く東南アジア諸国等
に対し働き掛けていくことで、日本の規格に適合する消防用機器等の海外展開を推進していく。

（イ）郵便分野
東南アジア、欧州、コーカサス地域などの主に新興国・途上国を対象に、郵便サービスの品質向上や

郵便業務の最適化に関する課題やニーズを把握し、その解決や実現に資する我が国の知見・経験や技
術・システムを提供するアプローチを通じて、官民一体となって日本型郵便インフラシステムの海外展
開の取組を推進している＊4。

＊4	 具体的な取組については、第Ⅱ部第2章第9節3（2）「日本型郵便インフラの海外展開支援」参照
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（ウ）行政相談
行政相談分野では、各国の公的オンブズマンとの連携・協力などが行われており、ベトナム、ウズベ

キスタン、イラン、タイの4か国とは、行政苦情救済に係る協力の覚書をそれぞれ締結している。これ
に基づき、例えば、ベトナムから研修生を計約310人受け入れるなどの取組が実施されてきた。

 3 3	 デジタル経済に関する国際的なルール形成などへの貢献	 デジタル経済に関する国際的なルール形成などへの貢献
	 信頼性のある自由なデータ流通（DFFT）

DFFT（Data Free Flow with Trust（信頼性のある自由なデータ流通））については、2023年4月
に開催されたG7群馬高崎デジタル・技術大臣会合でDFFT具体化のための国際枠組みであるIAP

（Institutional Arrangement for Partnership）の立ち上げに合意し、5月に開催されたG7サミット
でIAPの設立の承認を経て、12月にOECDの下で設立された。

	 　サイバー空間の国際的なルールに関する議論への対応
ア　サイバー空間の国際ルールづくり

総務省では、サイバー空間の国際的なルールづくりに関し、①民主主義を支えるだけでなく、イノ
ベーションの源泉として経済成長のエンジンとなる情報の自由な流通に最大限配慮すること、②サイ
バーセキュリティを十分に確保するためには、実際にインターネットを利用し、ネットワークを管理し
ている民間企業や学術界、市民社会などあらゆる関係者の参画（マルチステークホルダーの枠組）が不
可欠であることの2点を重視している。これを踏まえ、デジタルエコノミーに関する日米対話（日米
DDE）など二国間対話において関連の議題を取り上げ、同志国との連携を強化することに加えて、
2022年4月には、コアメンバー国（日本、米国、オーストラリア、カナダ、EU、英国）及び有志国に
おいて、「未来のインターネットに関する宣言」を立ち上げるなど、多国間会合における議論にも積極
的に参加している。

イ　サイバーセキュリティに関する二国間・多国間対話
サイバーセキュリティに関する二国間の政府の議論については、日本・米国間で2024年6月に「第

9回日米サイバー対話＊5」、日本・英国間で同年9月に「第8回日英サイバー対話＊6」、日本・EU間で同
年11月に「第6回日・EUサイバー対話＊7」が開催され、情勢認識、両国または日本・EUにおける取組、
国際場裡における協力、能力構築支援などについて議論を行うなど、各国との連携強化を進めている。

サイバーセキュリティに関する多国間の議論については、日ASEANサイバーセキュリティ政策会議
などにおいて、各国の取組状況やASEAN地域に対する能力構築支援の状況などに関する意見・情報交
換が行われている。また、日本・米国・オーストラリア・インド4か国のいわゆるクアッドの取組の下
で、サイバーセキュリティに関する協力について合意されており、政府一体となって同志国との連携強
化に向けた議論が行われ、2022年5月の首脳会合共同声明にて「日米豪印サイバーセキュリティ・
パートナーシップ：共同原則＊8」が公表された。

	 ICT分野における貿易自由化の推進
世界貿易機関（WTO：World　Trade　Organization）を中心とする多角的自由貿易体制を補完し、

＊5	 https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_00828.html
＊6	 https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_01161.html
＊7	 https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_01382.html
＊8	 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100347891.pdf
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二国間の経済連携を推進するとの観点から、我が国は経済連携協定（EPA：Economic Partnership 
Agreement）や自由貿易協定（FTA：Free Trade Agreement）の締結に積極的に取り組んでいる。

具体的には、2018年以降、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP：
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership）、日EU経済連携協
定（日EU・EPA）、日米デジタル貿易協定、日英包括的経済連携協定（日英EPA）、地域的な包括的経
済連携協定（RCEP）について議論し、署名・発効に至ったほか、現在も日UAE・EPAなどの交渉を
継続して行っている。なお、いずれのEPA交渉においても、電気通信分野については、WTO水準以
上の自由化約束を達成すべく、外資規制の撤廃・緩和などの要求を行うほか、相互接続ルールなどの競
争促進的な規律の整備に係る交渉や、締結国間での協力に関する協議も行っている。

	 戦略的国際標準化の推進
情報通信分野の国際標準化は、規格の共通化を図ることで世界的な市場の創出につながる重要な政策

課題であり、国際標準の策定において我が国が戦略的にイニシアティブを確保することが、国際競争力
強化の観点において極めて重要であることから、総務省では国際標準化活動を戦略的に推進している。

具体的には、情報通信分野のデジュール標準＊9に加え、近年その存在感が増してきているフォーラム
標準＊10に関する動向調査、国際標準化人材の育成、標準化活動の役割やその効果について理解を深め
る取組などを実施している。

2024年度は、内閣府の標準活用加速化支援事業を活用し、国際標準化活動の持続的な推進を支える
人材基盤の強化に向けた取組を実施している。情報通信・デジタル分野の標準化（ルール形成）人材に
求められる役割・知識・スキル等を体系化したスキルセットによる講習カリキュラム等の開発や、教育
プログラムに係る事業モデルを設計・構築し、民間事業者等による教育プログラムの実活用・普及に向
けた取組を行っている。加えて、同年から、国際標準化の議論を主導できる将来の役職者の育成や標準
化人材の裾野拡大が重要であることから、そういった将来活躍が期待される人材を対象に、国際標準化
活動の支援に関する取組を開始している。

 4 4	 デジタル分野の経済安全保障	 デジタル分野の経済安全保障
総務省では、5Gなどの通信分野の経済安全保障上の重要性に鑑み、通信をはじめとするデジタル分

野において、2021年4月の日米首脳会談を契機として立ち上げられた「グローバル・デジタル連結性
パートナーシップ」（GDCP：Global Digital Connectivity Partnership）や2022年5月の日米豪印

（クアッド）首脳会合の機会に署名された「5Gサプライヤ多様化及びオープンRANに関する協力覚書」
などを踏まえて、2023年5月の日米豪印首脳会合において、「オープンRANセキュリティ報告書」を
発表した。また、2023年10月に立ち上げられた日本、英国、オーストラリア、カナダ、米国による

「電気通信に関するグローバル連合」（GCOT：Global Coalition on Telecommunications）＊11にて
2025年1月にオープンRAN及びAIに関する成果文書＊12を公表するなど、米国をはじめとした同志国
と連携しながら、グローバルなデジタルインフラの安全性・信頼性確保に向けた取組を進めているとこ
ろである。

2022年に成立した「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」（令
和4年法律第43号）により創設された4つの制度のうち、「特定社会基盤役務の安定的な提供の確保」

＊9	 国際電気通信連合（ITU：International	Telecommunication	Union）などの公的な国際標準化機関によって策定された標準
＊10	 複数の企業や大学などが集まり、これらの関係者間の合意により策定された標準
＊11	 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin08_02000163.html
＊12	 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin08_02000185.html
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に関する制度においては、2023年11月に政省令＊13の整備が完了し、同制度による規制の対象として、
電気通信事業、放送事業及び郵便事業の各事業において指定基準に該当する事業者を指定した。2024
年5月に同制度の運用が開始している。

 5 5	 多国間の枠組における国際連携	 多国間の枠組における国際連携
総務省では、G7/G20、APEC、APT、ASEAN、ITU、国際連合、WTO、OECDなどの多国間の

枠組みで政策協議を行い、情報の自由な流通の促進、安心・安全なサイバー空間の実現、質の高い
ICTインフラの整備、国連持続可能な開発目標（SDGs）の実現への貢献などのICT分野に関する国際
連携の取組を積極的にリードしている。

	 G7・G20
G7の枠組みにおいては、2016年4月のG7香川・高松情報通信大臣会合が発端となり、デジタル経

済の発展に向けた政策などについて活発な議論が行われている。
また、中国、インドなどを含むG20の枠組みでも、デジタル経済に関する議論が継続的に行われる

ようになっている。具体的には、2019年6月に茨城県つくば市において開催した「G20茨城つくば貿
易・デジタル経済大臣会合」では、AIについて、G20ではじめて「人間中心」の考えを踏まえたAI原
則に合意した。同原則は、G20大阪サミットでは首脳レベルでも合意された。また、信頼性のある自
由なデータ流通（DFFT）の促進の理念についても首脳レベルで支持され、2020年G20デジタル経済
大臣会合（サウジアラビア）で重要性が再確認され、その後、2024年のG20リオデジャネイロ首脳宣
言等においても重要性が確認されてきている（図表Ⅱ-2-8-3）。

図表Ⅱ-2-8-3 G7/G20における情報通信・デジタルの議論の経緯（概要）

産業におけるAIと新興技術
安全で強靭なネットワーク

デジタル開発
公共部門におけるAI

広島AIプロセスの成果の前進
デジタル政府

IoTの発展・普及、AIの登場

デジタル化の進展・ＩｏＴ時代の幕開け
国連ＳＤＧｓの推進

2016 ＡＩの発展・普及、あらゆる分野のデジタル化

【 G7での議論の流れ】

情報の自由な流通
AIの国際的議論

包摂的成長（SDGs）

G7香川・高松
情報通信大臣会合

2016年4月 
デジタル連結世界憲章

G7情報通信・産業
大臣会合

（イタリア）2017年9月

G7イノベーション
大臣会合

（カナダ）2018年3月

G7デジタル関係
閣僚会合

（フランス）2019年5月
人間中心のAI
開発ビジョン

AI開発に関する
コモンビジョン

AIの国際的連携
オンライン上の

有害情報への対処
情報の自由な流通

G20杭州サミット
デジタル経済タスクフォース
（中国）2016年９月

G20デジタル経済大臣会合
（ドイツ） 2017年4月

【 G20での議論の流れ 】

G20デジタル経済大臣会合
（アルゼンチン） 2018年8月

G20茨城つくば
貿易・デジタル経済大臣会合

2019年6月

G20デジタル経済大臣会合
（サウジアラビア） 2020年7月

G20デジタル大臣会合
（イタリア）2021年8月

G20デジタル経済大臣会合
（ブラジル）2024年9月

G7科学技術
大臣会合

（米国）2020年5月

GPAI立ち上げに
向けた協力

G7デジタル・技術
大臣会合

（英国）2021年4月

情報通信インフラの
多様化

DFFTロードマップ
インターネット安全性

G7群馬高崎
デジタル・技術
大臣会合

（日本）2023年4月

①デジタル化によるSDGs達成への貢献
②データの自由な流通と利活用の促進
③AI原則の策定とAI社会像の提示
④デジタル経済におけるセキュリティの確保

G20デジタル経済大臣会合
（インドネシア） 2022年９月

G7デジタル
大臣会合

（ドイツ）2022年５月

デジタル化と環境
標準化
データ
競争

eSafety

G7産業・技術・
デジタル大臣会合

（イタリア）2024年3月

G20デジタル経済大臣会合
（インド）2023年8月

DFFTの推進
デジタルインフラ

自由でオープンなインターネット
責任あるAIとAIガバナンス

デジタル社会・Society 5.0の実現
ＳＤＧｓの実現

＊13	「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令」及び「総務省関係経済施策を一体的に講ずることによ
る安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令」
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	 広島AIプロセス
生成AIの急速な発展と普及が国際社会全体にとって重要な課題となっていることを踏まえ、広島サ

ミットにおいて生成AIに関する国際的なガバナンスについて議論を行うことを目的とした「広島AIプ
ロセス」＊14を立ち上げることとなった。本プロセスでは、2023年5月以降G7で集中的な議論を行い、
9月に「G7広島AIプロセスデジタル・技術閣僚会合」を開催し、中間的な成果をとりまとめた。その
後、12月に再度G7デジタル・技術閣僚会合を開催し、G7日本議長国下の広島AIプロセスの成果物
として、生成AI等の高度なAIシステム開発・利用に関する初の国際的政策枠組みである「広島AIプ
ロセス包括的政策枠組み」＊15及びG7の今後の取組について示した「広島AIプロセスを前進させるため
の作業計画」をとりまとめた。これらの成果は同月に発出されたG7首脳声明で承認された。当該作業
計画を踏まえ、2024年のG7議長国のイタリアは、「広島AIプロセス」を継続して推進することを表
明し、3月に採択された「G7産業・技術・デジタル閣僚宣言」では、生成AI開発における透明性及び
説明責任を促進するため、「国際行動規範」の遵守状況をAI開発者自らが自主的に報告、公表するため
の手法として「報告枠組み」を開発・導入することに合意した。以降、G7で議論を進め、12月に「報
告枠組み」の基本的な運用方法及び質問票の最終版に各国が合意し、2025年2月、正式に「報告枠組
み」の運用が開始された。同年4月、日本企業7社を含む19組織が初回の回答を提出し、OECDの
ウェブサイト上で公表された。

また、2024年5月に開催されたOECD閣僚理事会では、生成AIに関するサイドイベント「安全、
安心で信頼できるAIに向けて：包摂的なグローバルAIガバナンスの促進」において、岸田総理大臣

（当時）から広島AIプロセスの精神に賛同する国々の自発的な枠組みである「広島AIプロセス・フレ
ンズグループ」を49ヶ国・地域の参加を得て立ち上げることを発表した。以降、オンラインによる情
報交換等の会合を行ってきたが、2025年2月、広島AIプロセスのより一層の推進を図り、今後の国際
社会におけるAIガバナンスの議論等に関し、フレンズグループ参加国間の連携を強化するため、初の
対面会合を開催した。

	 アジア太平洋経済協力（APEC）
アジア太平洋経済協力（APEC：Asia－Pacific Economic Cooperation）は、アジア・太平洋地

域の持続可能な発展を目的とし、域内の主要国・地域が参加する経済協力の枠組みである。電気通信分
野に関する議論は、電気通信・情報作業部会（TEL：Telecommunications and Information 
Working Group） 及 び 電 気 通 信・ 情 報 産 業 大 臣 会 合（TELMIN：Ministerial Meeting on 
Telecommunications and Information Industry）を中心に行われている。

2021年のAPEC首脳会議で「アオテアロア行動計画」が採択されたことに伴い、TELでは、現在、
同行動計画の中で経済的推進力の一つとして掲げられている「イノベーションとデジタル化」の分野に
ついて実施促進のための検討を進めている。

総務省においては、年2回開催されるTELや、TELMINにおける議論への参加、ICTによる高齢化
社会の問題解決に関するプロジェクトの推進や我が国におけるICT政策の周知などの活動を通じ、積
極的に貢献している。

＊14	 広島AIプロセスウェブサイト：https://www.soumu.go.jp/hiroshimaaiprocess/
＊15	 本政策枠組みは「生成AIに関するG7の共通理解に向けたOECDレポート」、「全てのAI関係者向け及び高度なAIシステムを開発する組織

向けの広島プロセス国際指針」、「高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際行動規範」、「プロジェクト・ベースの協力」の4
点で構成。
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	 アジア・太平洋電気通信共同体（APT）
アジア・太平洋電気通信共同体（APT：Asia-Pacific Telecommunity）は、1979年に設立された

アジア・太平洋地域における情報通信分野の国際機関で、同地域における電気通信や情報基盤の均衡し
た発展を目的として、研修やセミナーを通じた人材育成、標準化や無線通信などの地域的政策調整など
を行っており、2021年から、我が国の近藤勝則氏（総務省出身）が事務局長を務めている。

総務省では、APTへの拠出金を通じて、ブロードバンド、無線通信、サイバーセキュリティなど我
が国が強みを有するICT分野で研修生の受け入れ、ICT技術者・研究者交流などの活動を支援してい
る。2024年度は、9件の研修、3件の国際共同研究及び1件のパイロットプロジェクトが採択された。

APTでは、約5年に一度、APT加盟国の大臣級が参加する大臣級会合を開催している。会合では、
アジア・太平洋地域におけるICT分野の発展に向けて地域協力を一層強化するための方向性を宣言と
して公表する。2025年5月には、「APT大臣級会合2025」が東京で開催され、アジア・太平洋地域に
おける持続可能で公平な全ての人のためのデジタル・トランスフォメーション（DX）を促進するため
の共通のビジョンとして、全会一致で「東京宣言」＊16が採択された。

	 東南アジア諸国連合（ASEAN）
東南アジア諸国連合（ASEAN：Association of South ‐ East Asian Nations）は、東南アジア

10か国からなる地域協力機構であり、経済成長、社会・文化的発展の促進、政治・経済的安定の確保、
域内諸問題に関する協力を主な目的としており、「ASEANデジタル大臣会合（ADGMIN）」において
デジタル分野における政策が協議されている。

ア　「ASEANデジタルマスタープラン2025」における目標達成への貢献
2021年1月に策定された「ASEANデジタルマスタープラン2025」の目標達成に向けて、我が国は

日ASEAN間の今後の1年間のICT分野における協力・連携施策に関する「日ASEANデジタルワーク
プラン」を毎年提案し、ASEAN側から承認を得た上で様々な協力を実施している。例えば、我が国拠
出金により設立された日ASEAN情報通信技術（ICT）基金などを活用しASEAN各国と共同プロジェ
クトを実施しており、2024年度は、日本とASEAN各国とのサイバーセキュリティに関する情報共有
や意見交換を目的とした「Workshop for Regional CERT Cooperation and Cybersecurity 
Standards in ASEAN」を開催した。

イ　サイバーセキュリティ分野における協力体制の強化
現在、日ASEANサイバーセキュリティ能力構築センター（AJCCBC：ASEAN Japan Cybersecurity 

Capacity Building Centre）＊17で、ASEAN各国の政府機関及び重要インフラ事業者のサイバーセキュ
リティ担当者を対象として、実践的サイバー防御演習（CYDER）をはじめとするサイバーセキュリ
ティ演習などをオンライン形式又は実地形式にて継続的に実施している。2023年からは新たなプロ
ジェクト体制のもと、2027年まで演習コンテンツなどの充実化を図りながら活動が継続される予定と
なっている。

また、総務省では、ASEAN各国のインターネットサービスプロバイダー事業者を対象とした日
ASEAN情報セキュリティワークショップを定期的に開催するなど、関係者間の情報共有の促進及び連
携体制の構築・強化を図っている。2025年3月に会合を実施し、日本およびASEAN各国間のサイバー

＊16	 https://apt.int/sites/default/files/file_tag/2025/05/APT-MM_2025-Tokyo_Statement_for_press_1.pdf
＊17	 AJCCBC：https://ajccbc.ncsa.or.th/
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セキュリティ分野における協力・連携関係の維持・発展を図っている。

	 国際電気通信連合（ITU）
国際電気通信連合（ITU：International Telecommunication Union （本部：スイス（ジュネー

ブ）。194の国と地域が加盟））は、国際連合（UN）の専門機関の一つで、電気通信の改善と合理的利
用のため国際協力を増進し、電気通信業務の能率増進、利用増大と普及のため、技術的手段の発達と能
率的運用を促進することを目的としている。次の3部門からなり、周波数の分配、電気通信技術の標準
化及び開発途上国における電気通信分野の開発支援などの活動を行っている（図表Ⅱ-2-8-4）。

①　無線通信部門（ITU-R：ITU Radiocommunication Sector）
②　電気通信標準化部門（ITU-T：ITU Telecommunication Standardization Sector）
③　電気通信開発部門（ITU-D：ITU Telecommunication Development Sector）
2022年9月に全権委員会議において選挙が実施され、我が国の尾上誠蔵氏（元日本電信電話株式会

社CSSO：Chief Standardization Strategy Officer）が電気通信標準化局長として選出され、2023
年1月に就任している（任期は1期間4年、最大2期まで可能）。

図表Ⅱ-2-8-4 国際電気通信連合（ITU）の組織

理　事　会
48理事国／毎年開催

電気通信標準化局（TSB）

電気通信標準化局長
（尾上誠蔵（日本））

無線通信局（BR）

無線通信局長
（M.マニエウィッチ（ウルグアイ））

電気通信開発局（BDT）

電気通信開発局長
（C.ザバザバ（ジンバブエ））

電気通信開発研究委員会
（SG）

電気通信標準化研究委員会
（SG）

無線通信研究委員会
（SG）

無線通信規則委員会
（RRB）

12人の非常勤委員

世界無線通信会議
（WRC）

無線通信総会
（RA）

世界電気通信標準化総会
（WTSA）

世界電気通信開発会議
（WTDC）

4年毎に開催

無線通信部門（ITU-R） 電気通信開発部門（ITU-D）電気通信標準化部門（ITU-T）

3 ～ 4年毎に開催 4年毎に開催

事務総局（GS）

事務総局長（D.ボグダン（米国））
事務総局次長（T.ラマナウスカス（リトアニア））

全権委員会議
最高意思決定機関／ 194加盟国・地域／ 4年毎に開催

ア　無線通信部門（ITU-R）における取組
無線通信部門（ITU-R）では、あらゆる無線通信業務による無線周波数の合理的・効率的・経済的

かつ公正な利用を確保するため、周波数の使用に関する研究を行い、無線通信に関する標準を策定する
などの活動を行っている。

ITU-Rの各研究委員会（SG：Study Group）から提出される勧告案の承認、次期研究会期における
課題や体制などの審議などを目的とする無線通信総会（RA：Radiocommunication Assembly）及
び国際的な周波数分配などを規定する無線通信規則の改正を目的とする世界無線通信会議（WRC：
World Radiocommunication Conferences）は、3～4年に一度開催されるITU-R最大級の会合で
あり、総務省も積極的に議論に貢献してきた。

2023年11月にアラブ首長国連邦（ドバイ）にて開催されたRA-23では、2030年頃の実現が想定さ
れる次世代の携帯電話システムの規格策定にあたり、求められる能力や利用シナリオ等を含む全体像を
与える新規勧告案等が承認された。

同年11月から12月にかけて開催されたWRC-23においては、国際的な移動通信（IMT：
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International Mobile Telecommunication）用周波数帯の拡大や、IMT基地局としての高高度プ
ラットフォーム（HAPS）で利用可能な周波数帯の確保について合意された。2027年に開催が予定さ
れているWRC-27の議題についても審議が行われ、携帯電話と衛星の直接通信のための周波数分配、
月面・月周回軌道での周波数分配、宇宙天気センサー用周波数分配等を議題とすることが合意された。

2024年から2027年の研究会期においては、SG 4（衛星業務）の副議長に河野宇博氏（スカパー
JSAT）、SG 5（地上業務）の副議長に今田諭志氏（KDDI）、SG 6（放送業務）の副議長に大出訓史
氏（NHK）がそれぞれ任命された。また、WRC-27に向けたアジア・太平洋地域における準備会合

（APG-27）において、APG議長に河合宣行氏（KDDI）が選出された。

イ　電気通信標準化部門（ITU-T）における取組
電気通信標準化部門（ITU-T）では、通信ネットワークの技術、運用方法に関する国際標準や、そ

の策定に必要な技術的な検討を行っている。
ITU-Tの最高意思決定会合として、4年に一度世界電気通信標準化総会（WTSA：World 

Telecommunication Standardization Assembly）が開催されており、2024年10月にはインド
（ニューデリー）にてWTSA-24が開催された。WTSA-24では、2024年1月に開催されたTSAG（電
気通信標準化諮問委員会：WTSAの決議やITU-Tの各研究委員会（SG）の標準化活動等に対し助言
を行う役割等を担う委員会）への我が国からの提案を契機に議論されてきた、ITU-Tにおいて16年ぶ
りとなるSGの統合（SG9＋SG16）が合意され、新たにSG21が設立された。また、AIやメタバース
等に関する新決議案の承認やSGの役職者の任命等が行われた。

ウ　電気通信開発部門（ITU-D）における取組
電気通信開発部門（ITU-D）では、途上国における情報通信分野の開発支援を行っている。ITU-Dの

最高意思決定会議として、4年に一度世界電気通信開発会議（WTDC：World Telecommunication 
Development Conference）が開催されており、次回（WTDC-25）は、2025年11月17日から28
日まで、アゼルバイジャン（バクー）にて開催予定である。今研究会期（2022年～2025年）では、
ルワンダ（キガリ）にて開催されたWTDC-22（2022年6月開催＊18）で採択された戦略目標及び行動
計画などに基づき、研究委員会（SG）による年2回の会合などでの議論、ICT開発支援プロジェクト
の実施、ICT人材育成などの活動を推進している。

総 務 省 は、ITUと 協 力 し て、 デ ジ タ ル イ ン フ ラ お よ び レ ジ リ エ ン ス の 強 化 な ど を 図 る
Connect2Recoverイ ニ シ ア テ ィ ブ、 技 術 支 援 や 起 業 支 援 を 行 う た め のInnovation and 
Entrepreneurship Alliance、アジア太平洋においてICTインフラのレジリエンス強化やサイバーセ
キュリティ人材育成を目的とする各種プロジェクトなどを実施している。

	 国際連合
ア　グローバル・デジタル・コンパクト（GDC）

2021年9月、グテーレス国連事務総長が発表した報告書「Our Common Agenda」において、「す
べての人にとってオープンで自由かつ安全なデジタルの未来のための共有原則を概説する」ことを期待
して、2023年9月、翌年開催する未来サミットで「グローバル・デジタル・コンパクト（GDC）」に
合意することが提案された。その後の議論を経て、GDCは、2024年の未来サミットの成果文書「Pact 

＊18	 COVID-19の世界的な蔓延により当初2021年の開催予定であったが、1年遅らせての開催となった。
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for the Future」のアネックス（添付文書）として採択された（2024年9月22日）。
GDCは、包摂性、開発志向、マルチステークホルダー等の原則（principles）を示すとともに、5

つの目的（objectives）等について規定している。5つの目的には、デジタル格差の解消やAIの国際
的なガバナンス強化等が含まれている。

イ　インターネット・ガバナンス・フォーラム（IGF）
インターネット・ガバナンス・フォーラム（IGF：Internet Governance Forum）は、インターネッ

トに関する様々な公共政策課題について、政府、民間、技術・学術コミュニティ、市民社会等のマルチス
テークホルダーが対等な立場で対話を行うインターネット政策の分野で最も重要な国際会議の1つである。

2023年10月、我が国はホスト国として、国立京都国際会館（京都府京都市）において、第18回
IGF会合を開催し、当時として史上最多となる6000人以上の現地参加者、オンラインを含めて約
10,000人の参加を得た。オープニングセレモニーでは、岸田総理大臣（当時）が開会挨拶として、民
主主義社会の基盤としてのインターネットの重要性を強調するとともに、インターネットの恩恵を最大
化するために、負の側面への対応を含め、「マルチステークホルダーアプローチの議論」にコミットす
ることを力強く表明した。

また、オープニングセレモニーに続いて実施したAI特別セッションでは、我が国が議論をリードし
ている広島AIプロセスについて、広く国際社会に発信した。岸田総理大臣（当時）のキーノートス
ピーチでは、「グローバルサウスを含む国際社会全体が、安心・安全・信頼できる生成AIの恩恵を享受
し、更なる経済成長や生活環境の改善を実現できるような国際的なルール作りを牽引」していくことを
強調した。また、鈴木総務大臣（当時）から、「AI開発者向けの国際的な指針及び行動規範」の議論の
状況について紹介したほか、今後も様々な関係者の意見を聞く取組を続ける旨を表明した。本セッショ
ンを通じ、G7以外も含めた各国政府、産業界、国際機関、学術界などのマルチステークホルダーのパ
ネリストから、広島AIプロセスへの賛同や期待の声が寄せられた。

さらに、IGF開催期間を通じて会場内に展示会場（「IGF Village」）が併設され、世界から72の企
業・団体が出展した。我が国からは電気通信事業者や研究機関等25の企業・団体が遠隔ロボットやマ
ンガ海賊版対策等に関する出展を行い、ブースを訪れた各国からの参加者との交流を通じて国際社会に
対し我が国の技術力や取組を積極的に発信した。

2024年12月には、サウジアラビアで第19回会合が開催され、我が国はインターネットガバナンス
及びAIに関するセッションを主催したほか、ハイレベルセッションに参加し「マルチステークホル
ダーアプローチ」の重要性について発信するなど、同会合への積極的な貢献を果たした。

	 世界貿易機関（WTO）
世界貿易機関（WTO：World Trade Organization）における電気通信分野の交渉については、

2001年から始まったドーハ・ラウンド交渉の停滞に伴い、1997年に合意した基本電気通信交渉以降
の進捗は見られない状況にある。一方、昨今のインターネット上のデータ流通を取り扱う電子商取引分
野への注目の高まりを踏まえ、WTOにおける有志国の取組として、2019年より電子商取引交渉が正
式に開始され、2024年、共同議長国（日本・オーストラリア・シンガポール）は、交渉参加国・地域
を代表して、電子商取引に関する協定の安定化したテキストを達成した旨の共同議長国声明を発出する
とともに、テキストを公表した。
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	 経済協力開発機構（OECD）
経済協力開発機構（OECD：Organisation for Economic Co-operation and Development）の

デジタル政策委員会（DPC：Digital Policy Committee）では、ICT分野について先導的な議論が行
われており、総務省は、OECD事務局への人材や財政面の支援を行うほか、DPC議長（2020年1月～）
や、各作業部会副議長を総務省から輩出するなど、OECDにおける政策議論に積極的に貢献している。

DPCは、2016年からAIに関する取組を進めており、AIに携わる者が共有すべき原則や政府が取り
組むべき事項などを示し、AIに関する初の政府間の合意文書となる「AIに関する理事会勧告」を
2019年5月に採択・公表した。その後も、AIに関するオンラインプラットフォーム「AI政策に関す
るオブザーバトリー（OECD.AI）」の立ち上げ（2020年2月）や、AIガバナンス作業部会（AIGO）
の設置（2022年5月）など、積極的な取組を進めている。

2024年5月には、フランス・パリでOECD閣僚理事会（Meeting of the OECD Council at 
Ministerial Level）が開催され、OECD加盟から60周年を迎える日本が議長国を務めた。会合では広
島AIプロセスの成果も踏まえた議論が行われ、閣僚声明ではOECD加盟国がその成果に賛同し、実践
に向けた取組を協力して進める旨が明記されるとともに、「AIに関する理事会勧告」の改定が行われた。

	 GPAI
GPAI（The Global Partnership on Artificial Intelligence）は、人間中心の考え方に立ち、「責任

あるAI」の開発・利用を実現するため設立された国際的な官民連携イニシアティブである。2019年ビ
アリッツサミット（フランス）においてGPAIの立ち上げが提唱され、2020年5月の米議長国下のG7
科学技術大臣会合において立ち上げに関するG7の協力に合意した後、同年6月に14ヵ国とEUが参加
して創設された。

2022年11月、GPAIサミット2022を日本で開催し、同月から1年間我が国が議長国を務めた。閣
僚理事会において、議長国である日本のイニシアティブによりGPAIサミットでは初となる閣僚宣言が
採択され、人間中心の価値に基づくAIの利用促進、AIの違法かつ無責任な使用への反対、持続可能で
強靱かつ平和な社会への貢献等について各国で合意した。

2023年12月、2024年の議長国を務めるインドがGPAIサミット2023を開催し、閣僚宣言におい
て、AI研究とイノベーションのための重要な資源（例：AIコンピューティング、高品質なデータセッ
ト等）への公平なアクセスを促進することを目的としたプロジェクトを支援すること、アジア地域初と
なるGPAI東京専門家支援センター（GPAI東京センター）を設置すること等が合意された。

さらに、2024年7月、議長国のインドは、臨時でGPAI中間サミットを開催し、OECDの関連作業
部会との一体的運営とAI専門家コミュニティの統合により、GPAIとOECDの連携を強化することが
決定された。

また、同月、GPAI東京センターは、に国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）に設置され、
GPAIの枠組みの下、広島AIプロセスの推進に資する生成AIに関するプロジェクトをはじめ、GPAI
専門家による調査研究やプロジェクトに対し、運営・管理面での支援を提供している。

2024年12月、2025年の議長国であるセルビアがGPAIサミット2024を開催した。新規加盟国（開
発途上国、新興国を含む。）を、OECDのAI原則（AIに関する理事会勧告）に基づき迎えること、フ
ランスの提案に基づき、GPAI加盟候補国を招待し、非公式閣僚会合をフランス主催AIアクション・
サミット（2025年2月）の機会に開催すること、2026年の議長国をスロバキアとすること等が承認さ
れた。
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	 ICANN
インターネットの利用に必要不可欠なIPアドレスやドメイン名等のインターネット資源については、

重複割当ての防止など全世界的な管理・調整を適切に行うことが重要である。現在、これらのインター
ネット資源の国際的な管理・調整は、1998年に非営利法人として発足したICANN（Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers）が行っており、IPアドレスの割当てやドメイン
名の調整のほか、ルートサーバ・システムの運用・展開のための調整やこれらの業務に関連する方針等
の策定を行っている。

総務省は、ICANNの政府諮問委員会（各国政府や国際機関などが参加）の議論に積極的に参加・貢
献している。例えば、2024年4月のRA（Registry Agreements）及びRAA（Registrar Accreditation 
Agreement）の改定にあたり、ICANNがその執行状況を定期的にモニタリング等して、その結果を
政府関係者に共有すること等を提案したほか、ドメイン名（DNS）不正利用＊19については、ICANN
とレジストラの間で締結する契約の条項改定案に係る意見募集に対して意見を提出したほか、関連する
セッションを米国及び欧州委員会と共同で主導し、インターネット上の不法行為の抑止に向けて
ICANNにおける継続的な議論の必要性について問題提起している。

 6 6	 二国間関係における国際連携	 二国間関係における国際連携
	 米国との政策協力

2021年4月16日の日米首脳会談後に発出された「日米競争力・強靱性（コア）パートナーシッ
プ」＊20を踏まえ、安全な連結性及び活力あるデジタル経済を促進するため、同年5月、日米の関係省庁
は、「グローバル・デジタル連結性パートナーシップ（GDCP）」＊21を立ち上げた（図表Ⅱ-2-8-5）。

総務省は、関係省庁による協力のもと、米国国務省との間で「デジタルエコノミーに関する日米対話
（日米DDE）」＊22を2010年から継続的に開催している。GDCPの立上げ以降、日米DDEはGDCPの
推進枠組みとして位置付けられている。総務省では、これらの枠組みを活用しながら、デジタル分野で
の日米協力を進めている。

第14回日米DDEの官民会合及び政府間会合は、2024年2月6日及び7日に、対面とオンラインの
ハイブリッドで開催された。同会合では、5G及びBeyond 5G（6G）、AIガバナンス、越境プライバ
シールール（CBPR）、ガバメントアクセスに係る協力、国際場裡における協力、国際連合における協
力等幅広い議題について議論し、会合の成果文書として「第14回デジタルエコノミーに関する日米対
話に係る共同声明」を公表＊23した。

2024年10月には第9回GDCP専門家レベル作業部会が実施され、日米の第三国連携の更なる推進
等について意見交換を行った。

2025年2月に行われた日米首脳会談では、日米首脳共同声明が公表＊24され、AIやオープンRANの
第三国連携などに関する協力を確認した。

＊19	 DNSの仕組みを用いたマルウェア・ボットネット配付やフィッシング等の行為。この点、ICANNでは、レジストリ契約及びレジストラ
認定契約において、「マルウェア、ボットネット、フィッシング、ファーミング、およびスパム（スパムがこのセクションに表示されている他
の4つのタイプのDNS不正使用の配信の仕組みとして使用されている場合）」と規定されている。海賊版サイトや児童ポルノ等の問題も同様
の枠組みで議論されることがある。

＊20	 https://www.mofa.go.jp/mofaj/na/na1/us/page1_000951.html
＊21	 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin08_02000119.html
＊22	 2023年3月6日及び7日に開催された「第13回インターネットエコノミーに関する日米政策協力対話」に係る政府間共同声明において、

同会合の名称を「デジタルエコノミーに関する日米対話」と改称することとした。
＊23	 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin08_02000172.html
＊24	 https://www.mofa.go.jp/mofaj/na/na1/us/pageit_000001_01583.html
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図表Ⅱ-2-8-5 グローバル・デジタル連結性パートナーシップ（GDCP）

GDCPのコンセプト
GDCPは、日米で協力してグローバルに安全な連結性や活力あるデジタル経済を促進することを目的とし、①第三国連携を
中心に、②多国間連携、③グローバルを視野に入れた二国間連携（特に５G、Beyond５G（６G））を推進していく。

ITU、G7/G20、OECD、APEC等のマルチの枠組みにおけるさらなる協力

第三国連携

多国間連携

二国間連携 5G、 Beyond5G（6G）に係る研究開発環境への投資等

第三国向けのICTインフラ展開や人材育成に係る協力等（対象地域はインド太平洋を中心としつつ他の地域を含む）

	 欧州との協力
ア　欧州連合（EU）との協力

総務省は、欧州委員会通信ネットワーク・コンテンツ・技術総局との間で、ICT政策に関する情報
交換・意見交換の場として「日EU・ICT政策対話」を開催している。2025年3月に第30回会合を開
催し、5G/Beyond 5G（6G）、海底ケーブルやデータセンターを含むデジタルインフラ、AI、オンラ
インプラットフォーム、量子技術及びサイバーセキュリティについて議論を行った。

また、2022年5月の日・EU定期首脳協議において立ち上がった「日EUデジタルパートナーシップ」
に基づき、日本側は総務省、デジタル庁、経済産業省、EU側は欧州委員会通信ネットワーク・コンテ
ンツ・技術総局を中心とした日EU間のデジタル協力が行われている。総務省は、2024年に偽・誤情
報対策のためのオンラインセーフティに関する当局間の意見交換を定期的に行っている。2025年4月
には情報通信研究機構（NICT）に設置した基金を活用し、欧州委員会とともにBeyond 5Gの実現に
向けた国際共同研究を開始した。

2025年5月に開催した第3回日EUデジタルパートナーシップ閣僚級会合では、5G/Beyond 5G
（6G）、海底ケーブル、オンラインプラットフォーム、AIなどについて議論を行い、本会合の成果とし
て共同声明＊25を発出した。

イ　欧州諸国との二国間協力
（ア）英国

2022年12月、総務省は、経済産業省及びデジタル庁と共同で、英国科学・イノベーション・技術
省（DSIT）との間で、日英のデジタル分野における優先事項を更に高いレベルで取り扱うため、従前
の局長級枠組みから政務級に格上げした「日英デジタルパートナーシップ」を立ち上げた。本パート
ナーシップに基づき、日英間では、デジタル分野における幅広い協力の取組が行われている。

2024年は、特に将来の電気通信及び多様化に関する二国間協力が強化された。同年11月に、英国
Innovate UKが実施する、グローバル・ビジネス・イノベーション・プログラム（GBIP）が日本に
派遣され、総務省及び情報通信研究機構（NICT）の支援のもと、英国のデジタル分野の研究開発に携
わるテック企業と日本の研究機関・企業等との交流が行われた。また、併せて開催された日英テレコム
政策対話には総務省とNICT、英国DSITとInnovate UK等が参加し、Beyond 5G/6Gの推進、オー
プンRANを通じたサプライチェーンの多様化の促進、将来ネットワークにおける技術標準化について
意見交換を行った。

2025年1月に開催した第3回日英デジタルパートナーシップ政務級会合では、Beyond 5G/6G分野

＊25	 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin08_02000192.html
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における研究開発イニシアティブの検討や、広島AIプロセス・フレンズグループを通じた連携強化な
ど、日英デジタルパートナーシップの下で進展した1年間の協力を確認し、次の段階への戦略的方向性
を示すものとして、共同声明＊26を取りまとめ、公表した。

（イ）ドイツ
総務省は、連邦デジタル・交通省（BMDV）との間で、情報通信分野における政策面での相互理解

を深め、連携・協力を推進するため、「日独ICT政策対話」を開催している。2024年11月に第8回会
合を開催し、オープンRANに係る双方の取組やBeyond 5Gの実現に向けた研究開発の進捗、AI、
偽・誤情報対策、メタバースについて議論を行った。同日、官民会合も開催され、5G/オープン
RAN、Beyond5G、オールフォトニクスネットワーク（APN）等の通信ネットワークの新技術に関す
る日独産業界の取組について情報交換を行った。2024年11月にはBMDV主催による国際デジタル対
話会議がドイツのベルリンにて開催され、総務省からはポリティカル・ラウンドテーブルとハイレベ
ル・キーノートに出席し、接続性、包摂性、デジタル公共インフラ等に関する議論に貢献した。

また、Beyond 5G/6Gや将来の通信技術に関する協力に係る協力趣意書＊27に基づき、連邦研究技術
宇宙省（BMFTR）との間で、同分野における日独国際共同研究プロジェクトや日独B5G/6G研究ワー
クショップ（直近では2025年1月に仙台で開催）等が行われている。

（ウ）フランス
総務省は、経済・財務・産業・デジタル主権省との間で、ICT分野での重要テーマに関する最新の

取組について情報共有を図るため、「日仏ICT政策協議」を開催している。2024年12月に第23回会
合を開催し、Beyond5G/6Gにおける研究開発の取組状況、AIアクション・サミット（2025年2月、
パリにて開催）を見据えたAIの利活用及びガバナンス、海底ケーブルを含むデジタルインフラについ
ての議論を行った。

	 アジア・太平洋諸国との協力
総務省では、アジア・太平洋諸国の情報通信担当省庁などとの間で、通信インフラ整備やICTの利

活用などのICT分野に関する協力を行っている。

ア　韓国
2023年12月、総務省と韓国科学技術情報通信部との間で、「日韓ICT政策対話」を開催し、AIや

オープンRANをはじめとするICT分野における両国の関心事項について意見交換を行うとともに、今
後も定期的に開催することで一致した。

イ　インド
2022年5月、総務省とインド通信省との間で、オンラインにより、第7回日印合同作業部会を開催

し、5G/Beyond 5G、オープンRANなどのICT分野における取組状況を共有するとともに、今後の
日印間協力について意見交換を行った。2023年8月には、日印企業も参加するオープンRANに関す
るサブグループも開催し具体的な協力に向けた情報交換を実施している。

＊26	 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin08_02000186.html
＊27	 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin04_02000145.html
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ウ　東南アジア諸国
フィリピンとは、2023年2月にフィリピン情報通信技術省とICT分野の協力に関する覚書に署名し、

両国間の情報通信分野（オープンRANを含む5Gネットワークの構築支援など）における協力を一層
強化していくことに合意した。また、2024年4月の日米比首脳会談において「日比米首脳による共同
ビジョンステートメント」が公表され、オープンRANに係る協力等をはじめとする情報通信分野にお
ける連携強化を確認した。

インドネシアとは、2023年10月にインドネシア通信情報省との間での情報通信技術分野の協力に
関する覚書にオープンRANの構築等を新たな協力分野として追加し、5G、AI、ビッグデータ等につ
いても総務省とインドネシア通信情報省との連携を更に深めていくことで一致した。

カンボジアとは、2023年12月にカンボジア郵便電気通信省と両国のデジタル分野における今後の
協力内容に関する共同議事録を交換し、デジタル経済社会の発展に向けた両国間の協力を一層推進する
ことに合意した。

マレーシアとは、2023年11月にマレーシア通信デジタル省と情報通信分野の協力に関する協力覚
書に署名し、両国間の情報通信分野（5Gセキュリティや将来の先駆的ネットワーク等）における協力
を一層強化していくことに合意した。また、当該覚書に基づき2024年3月に日マレーシアICT共同作
業部会を開催し、ICT、放送及びサイバーセキュリティ分野における取組状況を共有するとともに、今
後の両国間の協力について意見交換を行った。また、作業部会に合わせて、日マレーシアICT連携カ
ンファレンスを開催し、日マレーシアの企業の取組を両国政府へ紹介する機会を設け、放送やICTに
関する最新の取組を共有した。

ベトナムとは、2024年8月にベトナム情報通信省と情報通信分野に関する覚書に署名し、新たに
オープンRAN等の分野についても両国間の協力を一層推進することに合意した。

エ　オーストラリア
2022年7月の、インド太平洋におけるテレコミュニケーションの強靱性及び安全性に関する日豪共

同声明を受け、「日豪テレコミュニケーション強靱化政策対話」が設置された。日本側は総務省、オー
ストラリア側は内務省及びインフラ・運輸・地域開発・通信・スポーツ・芸術省が参加する枠組であり、
オープンRANを含む5G、海底ケーブル、衛星通信といった情報通信分野における情報共有や議論を
定期的に行うとともに、必要に応じて共同プロジェクトの実施を検討し、「自由で開かれたインド太平
洋」（FOIP）の実現に向け、インド太平洋地域のデジタル接続性の確保・向上を目指すこととしている。

本政策対話の第3回会合及び両国の民間セクターを交えたトラック1.5会合は2025年4月に開催さ
れた。オープンRAN、Beyond 5G（6G）、海底ケーブル、サイバーセキュリティ、非常時事業者間
ローミング等、情報通信分野に関する取組について情報共有・意見交換を行い、今後とも両国共通の政
策課題について引き続き連携して取り組んでいくことで一致した。トラック1.5会合においては、両国
の民間セクターを交え、各社からインド太平洋地域における事業の説明やビジネスの現場における課題
を踏まえた議論が行われ、官民を挙げて更なる日豪連携の深化に取り組むことを確認した。

	 中南米諸国との協力
中南米では、2006年にブラジルで日本方式の地上デジタル放送（地デジ）の採用がされた後、14か

国で日本方式が採用されており、現在も、各国のアナログ放送の停波に向けた取組を支援している。ま
た、エルサルバドル、ニカラグア等の国々で日本方式の機能の一つである緊急警報放送システム

（EWBS：Emergency Warning Broadcast System）を活用した防災ICTの導入支援を行った。
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また、近年、総務省は、地上デジタル放送日本方式の採用により伝統的に良好な協力関係にある放送
分野のみならず、幅広いICT分野での協力関係に深化させるため、中南米諸国とICT分野における協
力覚書を締結してきており、直近では、2024年5月にパラグアイ情報通信技術省及び国家電気通信委
員会、同年8月にコスタリカ科学技術・電気通信省、同年9月にコロンビア情報技術・通信省、2025
年3月にブラジル通信省との間で、それぞれ協力覚書を締結した。

各国との協力覚書に基づく具体的な取組として、我が国の優れたICTを活用し社会課題を解決する
取組を進めており、直近では、2024年度に、コロンビアにおいて我が国ICTを活用した早期地震検
知・解析技術の導入可能性に係る調査を実施するとともに、ブラジルにおいて我が国メッシュWiFi技
術を活用したICTソリューションの実証を行った。

また、日米の第三国連携として中南米各国に対して5Gのセミナーを行い、特にオープンでセキュア
な5Gネットワーク構築の重要性を説明しているところ、2024年12月にはブラジルにおいて同国及び
米国政府の共催によるオープンRANシンポジウムが開催され、総務省からも参加の上、我が国のオー
プンRAN推進に係る取組を説明した。加えて、本分野で優れた技術を有する日本企業の中南米への展
開支援も行っており、2023年度には、ペルー及びブラジルでオープンRANによる5G環境の実証を
行った。

	 その他地域との協力
ア　アフリカ地域との協力

アフリカ諸国と総務省のICT協力は、ボツワナ（2013年採用、2022年10月完全デジタル化）、ア
ンゴラ（2019年）における地上デジタル放送日本方式の採用を端緒として進展してきた。2022年8月
にチュニジアで開催された第8回アフリカ開発会議（TICAD8）では、総務省は、公式サイドイベン
トとしてデジタル・トランスフォーメーション（DX）に関するオンラインセミナーやオンライン展示
会を開催した。2023年5月には、エジプト通信・情報技術省と情報通信技術・郵便分野における協力
覚書、2024年2月には、ケニア情報通信・デジタル経済省と情報通信技術分野における協力覚書を締
結した。

また、通信インフラ、農業ICT、医療ICT、遠隔教育等の実証をルワンダ、セネガル等で実施し、
アフリカの社会課題解決へ貢献するとともに、日本企業による展開を支援している。

イ　中東地域との協力
総務省では、「日・サウジ・ビジョン2030」（2017年）及びサウジアラビア通信・情報技術省との間

で署名したICT協力に関する協力覚書（2019年）に基づき、サウジアラビアとの協力を進めており、
官民ミッションのサウジアラビア派遣（2018年10月）やICT官民ワークショップ（2022年1月）、
中東最大規模の技術展示会であるLEAPにおける日本ブースの出展及び現地での官民ワークショップ

（2024年3月）の開催など、両国企業間の協力関係構築や、日本企業の技術展開支援を行っている。
また、イスラエルとの外交樹立70周年を契機として、2023年4月に、イスラエル通信省との間で電

気通信技術及び郵便分野における協力覚書を締結した。

5
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1 	経済安全保障とは
経済安全保障とは、『国家安全保障戦略（2022年12月閣議決定）』において、「我が国の平和と安全、そし

て経済的な繁栄などの国益を経済的な措置を通じて確保すること」であるとされている。日本政府は、「経済
的手段を通じた様々な脅威が存在することを考慮に入れ、我が国の自律性の向上、技術等に関する我が国の
優位性、不可欠性の確保等に向けた必要な経済政策」を推進することを目指しており、国際的な文脈では、
同志国との連携を図りつつ、民間と協力し、自由で公正で公平なルールに基づく国際経済秩序の維持・強化、
国際社会が共存共栄するためのグローバルな取組の推進とともに、重要な物資の安定供給の確保などによる
サプライチェーンの強化に取り組むことが求められている。

経済安全保障の重要性が増している背景には、グローバル化の進展と、それに伴う国際的な競争激化があ
る。例えば、複雑化する国際的な経済環境の中で、国と国との間の経済的依存関係を政治的な目的のために
利用する「経済的威圧」の事例が増加している。このような威圧に対応するためには、同志国と連携し、自
国経済の自律性を高め、我が国技術の不可欠性を向上させることが必要である。具体的には、供給源の多様
化等によるサプライチェーンの強靱化や重要物資・役務の安定供給に取り組む必要がある。

日本政府は、経協インフラ戦略会議のもと、日本企業のインフラシステムの海外展開を推進しているが、
この中でも経済安全保障と日本の経済成長の実現の必要性が強調されている。2024年12月には、我が国の
海外展開戦略を5年ぶりに抜本的に改定する形で「インフラシステム輸出海外展開戦略2030」（以下「イン
フラ戦略2030」という。）が策定された（図表1）。

インフラ戦略2030では次の3つの柱が掲げられている。
①「相手国との共創を通じた我が国の『稼ぐ力』の向上と国際競争力強化」
②「経済安全保障等の新たな社会的要請への迅速な対応と国益の確保」
③「GX・DX等の社会変革をチャンスとして取り込む機動的対応」
これらの柱に基づき、日本政府は、国内外の経済的自律性を確保し、我が国製品・システムの不可欠性を

確保するための包括的な政策を実行している。

グローバルな経済安全保障の確保に向けてグローバルな経済安全保障の確保に向けて政策政策フォフォーーカスカス

第第22章章 総務省におけるICT政策の取組状況総務省におけるICT政策の取組状況
第8節 ICT国際戦略の推進
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総務省におけるICT政策の取組状況総務省におけるICT政策の取組状況
第8節 ICT国際戦略の推進

図表1 インフラシステム海外展開戦略2030の概要

（出典）インフラシステム海外展開戦略2030（経協インフラ戦略会議決定（令和6年12月））＊1

2 	デジタル分野における経済安全保障の重要性
デジタル分野は、現代の経済活動において基盤的な役割を果たしている。特にデジタルインフラは、国民

生活・産業活動が依存する重要なインフラの1つであることから、この分野の経済安全保障を確保すること
は、国の競争力を維持する上で不可欠である。しかし、我が国は、人口減少や市場環境の変化により、国内
通信事業者による開発投資の減少、外国ベンダーへの依存度の増加等、デジタルインフラの安全性・透明性・
開放性への懸念といった課題に直面している。

日本のデジタルインフラを支える通信業界は、かつては旺盛な国内需要を背景に発展し、国際競争力を高
めてきた。現在では、人口減少による市場縮小やグローバルベンダーの台頭により、従来のモデルでは競争
力を維持できない状況にある。生成AIの急速な発展に代表されるAI需要の爆発的増加、及び旺盛なAI需要を
支える安全で信頼性の高いデジタルインフラ構築という特需が、我が国のみならず世界的に発生している今、
日本企業がこのような需要を取り込んで成長するとともに、国際競争力を向上させることにより、外国ベン
ダーへの過度な依存を軽減させ、経済安全保障上の懸念を払拭する必要がある。

＊1	 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keikyou/dai58/siryou1.pdf
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3 	重点分野における具体的な取組
（1）	5G／オープンRAN

5Gネットワークは、国民生活や経済活動を支える重要なデジタルインフラであり、その安全性と持続可能
性は経済安全保障にも直結する課題である。しかし、現状では、日本企業は5G基地局市場においてわずか
2％程度のシェアしか持たず、市場を支配しているのは外国企業である（図表2）。この状況は、我が国が経済
的威圧に直面するリスクやサプライチェーンリスクを高めている。

図表2 世界のマクロセル基地局市場のシェア（2024年・出荷額）

Huawei
34.2%

Ericsson 
25.7%

Nokia
17.6%

ZTE
11.4%

Samsung
4.8%

日本企業合計
1.4% その他

5.0%

2024年
351.2億ドル

（出典）Omdia

そこで、我が国を含む米英豪印加等の同志国においては、5G基地局市場におけるベンダーの多様化を推進
するために、多様なサプライヤーの参画を促し、サプライチェーンの強靱化やセキュリティ面を含むイノベー
ションの創出、基地局市場の競争の促進等を可能とするとともに、ネットワークの透明性を確保するための
技術として注目される「オープンRAN」を推進してきたところである（図表3）。総務省では、オープンRAN 
のメリットについて国際的な理解を醸成し、具体的なプロジェクトを形成すべく、デジタル海外展開支援事
業による実証事業や事業活動等の支援を実施している。

図表3 オープンRAN概要

具体的には、第三国展開等における米国等同志国との連携については、日米比首脳会談において合意され
たフィリピンのマニラにおけるオープンRANに関するフィールドトライアルの実施、アジアオープンRAN
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アカデミーへの支援のような同志国間での具体的な協力プロジェクトの形成に向けた連携の推進や、国際オー
プンRANシンポジウムなどの同志国主催による国際イベントへの参加・主催といった取組を実施していく。

（2）	海底ケーブル
世界の海底ケーブル市場については、5G基地局市場と異なり、2011年から2024年までの敷設ケーブル

距離の累計シェアでは、米国のサブコムが約31％、フランスのアルカテル・サブマリン・ネットワークス
（以下「アルカテル」という。）が約40％、我が国のNECが約21％と、先進国のベンダーで92％の受注を占
める3社寡占となっているが、中国のHMNテックも8％と途上国を中心に急速にシェアを拡大している現状
にある（図表4）。

図表4 2011年～2024年までの敷設ケーブル距離の累計に占める各サプライヤーの割合

アルカテル（フランス）
40%

サブコム（米国）
31%

NEC（日本）
21%

HMN（中国）
8%

（出典）TeleGeographyを基に作成

海底ケーブル市場は、新規建設の発注が安定しないため、安定的な受注を受けることが難しく、近年の資
材・人件費高騰の影響もあり、寡占市場であっても、事業リスクが高い現状にある。このような状況下で、
日本企業の国際競争力をいかに確保するかが課題となっている。

米国のサブコムは、防衛請負業者や国家安全保障資産に投資している米国投資ファンドのサーベラス・キャ
ピタル・マネジメントに買収され、2018年に経営体制が刷新された。2020年代から、Googleを主要顧客
とし事業再生に成功している。例えば、2019年以降のGoogleが発注した上位10個の海底ケーブルに関す
るプロジェクトのうち、6つはサブコムが受注している。

フランスのアルカテルについては、フィンランドのノキアの100％子会社であったが、2024年6月にフラ
ンス政府への売却が発表され、国有化によって、経営の安定化を志向している。

このような状況下で、我が国企業のみ自助努力で収益率の改善を図るべきとすることが適当なのか、不採
算部門だと判断した場合に撤退することを国として許容できないとした場合事業継続性をいかにして確保す
るか等が課題となる。他国の事例も参考にしつつ、我が国企業についても、ハイパースケーラーなどの安定
顧客との強力な提携関係を構築するとともに、ケーブルの生産・敷設・保守能力の強化を図ることが必要で
あり、総務省としてもその支援策を検討していく。
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第9節 郵政行政の推進
 1 1	 概要	 概要
	 これまでの取組
1871年の郵便創業以来、日本全国で整備されてきた郵便局のネットワークは、2007年10月1日の
民営化の直前、全国で2万4千局余りを擁していた。民営化後も、郵便局は、あまねく全国で利用され
ることを旨として設置されることとされている。
総務省では、郵便局が提供するユニバーサルサービスの確保、地域における郵便局の拠点性の住民

サービスへの活用に取り組んでいる。

	 今後の課題と方向性
我が国においては、少子高齢化、都市への人口集中、自然災害の多発、行政手続のオンライン化を含
む社会全体のデジタル化など、社会環境は大きく変化している。特に地方においては、生活に必要な役
割を担う公的な企業の撤退や、行政サービスを提供する地方自治体の支所等の廃止が進み、地域に残る
公的基盤としての郵便局の重要性は増大している。
このため、日本郵政グループが民間企業として必要な業績を確保しつつ、郵便局ネットワークとユニ

バーサルサービスが中長期的に維持されていくとともに、郵便局とその提供するサービスが国民・利用
者の利便性向上や地域社会への貢献に資することが重要である。
総務省では、引き続き日本郵政グループの経営の健全性と公正かつ自由な競争を確保し、郵便局が提

供するユニバーサルサービスの安定的な確保を図るとともに、約2万4千局の郵便局ネットワークを有
効に活用し、デジタル化の進展にも対応しながら、新たな時代に対応した多様かつ柔軟なサービス展
開、業務の効率化などを通じ、国民・利用者の利便性向上や地域社会への貢献を推進する必要がある。

 2 2	 郵政行政の推進	 郵政行政の推進
	 郵政事業のユニバーサルサービスの確保
ア　 郵便料金の見直し及び郵便事業を取り巻く経営環境等の変化を踏まえた郵便料金に係る制度の
在り方

インターネットやSNSの普及等による郵便物数の減少や、燃料費等物価の高騰の影響もあり、2022
年度の日本郵便の郵便事業の営業損益は民営化以降初めての赤字となったことに加え、その後の見通し
も非常に厳しいものであった。これを踏まえ、2024年6月13日に、総務省において、25グラム以下
の定形郵便物の料金の上限を定める「郵便法施行規則」（平成15年総務省令第5号）の改正を行った。
これを受けて、同日、日本郵便から郵便料金変更の届出がなされ、同年10月1日に郵便料金の改定が
行われた。
また、上記の改正に当たり付議した「物価問題に関する関係閣僚会議」等において、郵便事業のより

安定的な提供を将来にわたって確保する観点から、郵便料金に係る制度の見直しの検討を行うよう求め
られたこと等を踏まえ、総務省において、2024年6月、情報通信審議会に対して、「郵便事業を取り巻
く経営環境等の変化を踏まえた郵便料金に係る制度の在り方」について諮問を行い、同審議会郵政政策
部会の下に設置された郵便料金政策委員会において検討が開始された。具体的には、①郵便事業を取り
巻く経営環境等が変化する中での郵便料金に係る制度の在り方、②透明性・適正性のある郵便料金の算
定の在り方などについて議論が行われたところであり、2025年夏頃を目途に答申を受ける予定となっ
ている。

1

2

1

第第22章章 総務省におけるICT政策の取組状況総務省におけるICT政策の取組状況
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総務省におけるICT政策の取組状況総務省におけるICT政策の取組状況

イ　郵便局ネットワークの維持の支援のための交付金・拠出金制度
2018年6月に、郵政事業のユニバーサルサービスの提供を安定的に確保するため、郵便局ネット

ワークの維持の支援のための交付金・拠出金制度が創設され、2019年4月から制度運用が開始された。
郵政管理・支援機構が、交付金の交付、拠出金の徴収等を実施しており、2025年度の日本郵便への交
付金の額は約3,207億円であり、拠出金の額はゆうちょ銀行が約2,631億円、かんぽ生命が約577億
円となっている。

	 人口減少下における「コミュニティ・ハブ」としての郵便局の利活用の推進
ア　デジタル社会における郵便局の地域貢献の在り方
我が国では、少子高齢化と人口減少が進み、さらに、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、地域

社会の疲弊が一層進行しており、全国津々浦々に存在する郵便局が果たす地域貢献への期待がますます
高まっている。こうした中、郵便局が、デジタル化のメリットと、地域拠点としての有用性を活かして
果たすべき地域貢献の在り方を見極めていくことが重要である。このことから、総務省では2022年
10月、情報通信審議会に対して、デジタル社会における郵便局の地域貢献の在り方について諮問を行
い、同審議会郵政政策部会において審議が開始された。同部会では、①地方自治体をはじめとする地域
の公的基盤と郵便局の連携の在り方、②郵便局のDX・データ活用を通じた地域貢献の在り方、③郵便
局の地域貢献における郵便差出箱（郵便ポスト）の役割などについて審議を行い、2024年6月には、
郵便局の地域貢献の在り方について、一次答申を取りまとめた。同答申においては、郵便局のさらなる
地域貢献の実現に向けた方策として、「地域の『コミュニティ・ハブ』としての郵便局の実現」、「郵便
局が保有するデータの活用」が示された。特に、自立的な地域経済の維持が困難化する地域において
は、自治体支所や金融機関など物理的な拠点の縮小によって住民による公的サービスの利用そのものも
困難化しつつあることから、自治体等の各種団体・企業が提供してきた公的サービス等の一部を郵便局
において提供する「コミュニティ・ハブ」の実現と普及を図ることが望ましいとされた。また、集約さ
れた多様な機能やデジタル技術も活用し、民間企業・団体との新たな連携による地域経済社会の活性化
の推進拠点となることへの期待が示された。併せて、「コミュニティ・ハブ」の実現に向けた郵便局の
役割や、関係者の費用負担についての考え方が示されており、総務省、日本郵政グループにおいて「コ
ミュニティ・ハブ」実現に向けた検討などが求められている。

イ　行政サービスの窓口としての活用推進
郵便局では、住民票の写しなどの公的証明書の交付事務などの様々な自治体窓口事務が取り扱われて

いるが、前述のとおり、行政サービスを提供する地方自治体の支所等の廃止が進み、地域に残る公的基
盤としての郵便局の重要性は増大している。こうした中、2023年6月には「地方公共団体の特定の事
務の郵便局における取扱いに関する法律」（平成13年法律第120号）の改正により、郵便局が地方公共
団体から受託できる事務について、マイナンバーカードの交付申請の受付等の事務が新たに追加される
など、郵便局の公的な役割は拡大している。
総務省では、令和3年度補正予算により、住民票など証明書発行手続がデジタル化され、地方自治体

を介さず、郵便局だけで完結して証明書を発行することが可能で、低コストで導入可能な「郵便局型マ
イナンバーカード利用端末」（郵便局型キオスク端末）の開発実証を実施した（図表Ⅱ-2-9-1）。この端
末を含む証明書自動交付サービス端末について、令和4年度第2次補正予算「証明書交付サービス端末
整備費補助金」により、コンビニがない市町村を中心として郵便局等への導入を支援した結果、20地
方自治体、36郵便局において導入されることとなった（郵便局型キオスク端末については、15地方自

2
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治体、28郵便局）。
また、マイナンバーカードを利活用した住民サービス向上のための取組として、地方自治体が郵便局

などにおける証明書の自動交付サービスを導入する経費について、2023年度より特別交付税措置（措
置率0.7）を講じている。さらに、2025年度より、行政サービス等の持続性を確保するため、過疎地
に所在する郵便局に窓口事務を委託する地方自治体について、当該郵便局等に対して行政サービス、住
民生活支援サービスを委託する際の初期経費に係る特別交付税措置（措置率0.5）を講じることとして
いる。

図表Ⅱ-2-9-1 郵便局型キオスク端末

③

ウ　住民生活支援サービスの確保の推進
総務省では、2019年度から2021年度まで「郵便局活性化推進事業（郵便局×地方自治体等×

ICT）」として、郵便局の強みを生かしつつ、地域の諸課題解決や利用者利便の向上を推進するための
実証を行い、モデル事業として全国に普及展開してきた。
また、総務省は、2022年度から、「郵便局等の公的地域基盤連携推進事業」（図表Ⅱ-2-9-2）として、

あまねく全国に拠点が存在する郵便局と地方自治体等の地域の公的基盤とが連携し、デジタルの力を活
かし地域課題の解決を推進するための実証を行っている。2024年度は、離島におけるオンライン診
療・オンライン服薬指導（山口県柳井市）、買い物支援サービスと組み合わせた余席を活用した地産品
配送サービス（静岡県静岡市）、郵便配達車両を活用したスマート水道検針（青森県青森市）や、郵便
局を「コミュニティ・ハブ」とした地域に必要なサービスの提供（広島県安芸太田町）等の実証事業を
実施し、実装・横展開に向けての課題等を把握した（図表Ⅱ-2-9-3）＊1。2025年度においては、情報通
信審議会答申を踏まえ、郵便局の公共性・地域性を活かし、郵便局を複数の機能・サービスを提供する
拠点として活用し、各地域の課題を解決し、地域の持続可能性の確保に向けた実証事業（図表Ⅱ-2-9-
4）を実施する予定である。また、前述のとおり、過疎地に所在する郵便局に窓口事務を委託する地方
自治体について、当該郵便局等に対して行政サービス、住民生活支援サービスを委託する際の初期経費
に係る特別交付税措置（措置率0.5）を講じることとしている（図表Ⅱ-2-9-5）。

＊1	 郵便局等の公的地域基盤連携推進事業：https://www.soumu.go.jp/yusei/kasseika.html
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図表Ⅱ-2-9-2 郵便局等の公的地域基盤連携推進事業

図表Ⅱ-2-9-3 地域実証の様子

郵便局におけるオンライン診療の実施 
（山口県柳井市）

デジタル技術を活用した 
郵便局みまもりサービスの防災活用

（高知県梼原町）

図表Ⅱ-2-9-4 地域の持続可能性の確保に向けた郵便局の利活用推進事業

現状

地域の持続可能性の確保に向けた郵便局の利活用推進事業法令上、郵便局は、あまねく全国において
利用されるよう設置が義務づけられるとともに、
地域において一定の公的な役割を
果たすことが期待されている※
※郵政民営化法第７条の２、
日本郵便株式会社法第１条

• 郵便局の公共性・地域性を活かして、郵便局を新たな行政サービス・生活サービスの提供拠点と
する実証事業を実施。

• 郵便局ネットワークを維持する責務を負っている日本郵便が、郵便・貯金・保険のユニバーサルサー
ビスを提供しながら、郵便局ネットワークを利活用し、地域に必要なサービスの提供主体（自治
体・生活インフラ等）と連携することで、人口減少下においても持続可能な地域へ発展させていく。
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図表Ⅱ-2-9-5 人口減少地域の郵便局等を活用した行政サービス等の確保に対する特別交付税措置

郵便局事務取扱法等※１に基づき、戸籍謄本等公的証明書の交付事務等を過疎地※２に所在する郵便局等に委託する市町村

※１ 公共サービス改革法第34条に基づく委託も含む。

※２ 日本郵便株式会社法施行規則第4条第2項第3号（離島、奄美、山村、小笠原、半島、過疎地域、沖縄離島）。

１１．．対対象象自自治治体体

自治体窓口事務

オンライン診療

３３．．地地方方財財政政措措置置

特別交付税措置（措置率０．５）

２２．．対対象象経経費費

窓口事務を含む行政サービス、住民生活支援サービスの委託に伴う初期経費

※ 別に財政措置されているものを除く。

（具体的な対象事業の範囲（例））

○行政サービス（市町村への申請サポート、オンライン相談等）

システム整備費、回線・機器整備費、レイアウト変更経費、広報経費

○住民生活支援サービス

・買い物支援のためのシステム整備費、備品購入費、広報経費

・オンライン診療のためのシステム整備費、回線・機器整備費、レイアウト変更経費

	 郵便局で取得・保有するデータの活用
総務省では、信書の秘密、郵便物に関して知り得た他人の秘密及び個人情報の適切な取り扱いを確保

しつつ、郵便局が保有・取得するデータの有効活用を促進しており、2022年12月から、日本郵政・
日本郵便における取組や、総務省における施策の実施に際して有識者等から助言を得ることを目的とし
て「郵便局データ活用アドバイザリーボード」を開催している。郵便局データの活用の具体的な取組と
しては、2024年1月の石川県能登地方の地震に際し、総務省が石川県、日本郵便、関係省庁と密に連
携した結果、日本郵便において、県公表の安否不明者リストと、日本郵便が有する居住者データを照合
し、安否不明者リストの精度を向上させたほか、被災者に行政情報を適切に届けるため、転居届に係る
情報を活用し、発災後に被災地域より転出された方あてに県のお知らせを発送している。このほか、
2023年6月から、弁護士会が、「弁護士法」（昭和24年法律第205号）に基づき、住民票を異動せず転
出し所在の把握が困難となっている訴え等の相手方の転居届に係る新住所の情報を照会した場合（弁護
士会がDV・ストーカー・児童虐待との関連が窺われないと判断した事案に限る）、日本郵便は当該情
報を提供している。また、2023年の「空家等対策の推進に関する特別措置法」（平成26年法律第127
号）の一部改正に伴い、地方自治体の照会に応じ、日本郵便が空家の所有者の転居届に係る情報を提供
できる空家の範囲に、適切に管理がされていない「管理不全空家」等を追加するなどの整理を行った。
今後とも、公的機関等のニーズを踏まえつつ、郵便局データの活用に向けて取り組んでいく。

	 かんぽ生命・ゆうちょ銀行の新たな取組に係る対応
かんぽ生命から、2025年3月に資産の運用方法の拡大について、郵政民営化法（平成17年法律第

97号）に基づく届出があった。
ゆうちょ銀行は、地域で成長意欲のある事業者に対し、資本性資金を供給することにより、事業者の

成長を中長期的な目線で支援し、地域経済の活性化に資する新しい法人ビジネス（Σビジネス）を推進
している。総務省及び金融庁は、2024年2月にゆうちょ銀行から、当該ビジネスにおけるプライベー
ト・エクイティ投資運用・管理業務の本格化の推進を目的とする、投資運用業を行う子会社及びその傘
下の投資専門会社の保有について、郵政民営化法に基づく認可申請を受け、2024年5月に認可を行っ

３
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た。当該子会社においては、他の投資会社と共同ファンドを設立するなどの取組を行っている。

	 	郵政民営化前に預け入れられた定期性の郵便貯金の払戻しに係る郵政管理・支援機構における
運用の見直し
郵政民営化前に預け入れられた定期性の郵便貯金を承継した郵政管理・支援機構では、同機構が管理

し、権利消滅の扱いとなった貯金＊2に関する払戻し請求への対応として、一定の基準の下、催告後に払
戻しの請求がなかったことに真にやむを得ない事情があったと判断される場合には、払戻しに応じる運
用を実施している。
この運用は10年以上にわたるところ、総務省は、同機構に対し、2023年9月に、預金者に一層寄り

添う観点から、事情の確認を請求者にとってより負担の少ない形で行うよう留意することなどを含め、
運用の見直しを検討するよう要請を行った＊3。
その後、同機構は、2023年12月20日に、運用の基準の見直しについて公表し、2024年1月より、

新基準の運用を開始した。新基準では、真にやむを得ない事情の確認について、原則として証明書の提
出を求める方法を見直し、請求書の記載内容に基づき確認するなどの対応が取られている（図表Ⅱ-2-
9-6）。

図表Ⅱ-2-9-6 郵政管理・支援機構における運用の見直しのポイント

払戻しの
対象

事情の
確認方法

真にやむを得ない事情があったと
判断される場合を５つ列挙（※）

３つの事項に大括り
(いずれかに真にやむを得ない事情があったと判断されれば対象)

①貯金の存在を認識していなかったこと
②催告書の存在又は内容を認識していなかったこと
③払戻しの請求をしなかったこと

その他、「親族の看病・介護があったこと」等を新たに基準上で例示

請求書の記載内容に基づき確認

「制度を知らなかった」などの記載のみの場合でも、
ご事情について追加的な確認を行う

事実確認のできる証明書が必要

見直し前 見直し後

※ 催告を受けても、災害や事故、疾病等の
事情で払戻しの請求ができない場合など

 3 3	 国際分野における郵政行政の推進	 国際分野における郵政行政の推進
	 万国郵便連合（UPU）への対応
国際連合の専門機関の一つである万国郵便連合（UPU）は、国際郵便に係るルールを形成し、世界

の郵便ネットワーク・サービスの発展を担うことによって文化、社会及び経済の分野における国際協力
に寄与することを目的として1874年に設立され、2024年に150周年を迎えた。近年では、新型コロ
ナウイルスのパンデミック後も国際郵便物の取扱総量が回復していない厳しい状況の中、越境電子商取
引の拡大に対応した適切な国際郵便の枠組の策定を担う機関として、国際物流の発展に大きな役割を果

＊2	 なおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法（昭和22年法律第144号）の規定により、満期日から更に20年を経過し、催告を行った後、
2か月が経っても払戻しの請求がない場合には、預金者の権利は消滅するとされている。

＊3	 郵政民営化前に預け入れられた定期性の郵便貯金の払戻しに係る運用の見直しについての要請：https://www.soumu.go.jp/menu_news/
s-news/01ryutsu16_02000066.html
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たすことがより期待されている。
このような中、2022年1月から、我が国の目時政彦氏が、日本人唯一の国連専門機関トップとして

UPUの国際事務局長（任期：1期4年間、最大で2期まで可能）を務めており、UPUの機能強化や財
政再建などに主導的に取り組んでいる。その強力なリーダーシップはUPU加盟国からも高い評価を得
ており、引き続き2期目を務めることが適当であるとの考えから、我が国政府は、2025年9月にアラ
ブ首長国連邦（ドバイ）で開催予定の万国郵便大会議において実施されるUPU国際事務局長選挙にお
いて、現職の目時氏を擁立し、再選（2期目：2026年～2029年）を目指している。また、我が国は、
管理理事会（41議席）及び郵便業務理事会（48議席）の理事国選挙にも立候補している。我が国とし
ては、これらの選挙について、UPU加盟国政府への積極的な働きかけを行い、着実な支持獲得を進め
ている。
更に、総務省としては、目時国際事務局長のリーダーシップを積極的に支え、UPUへの更なる貢献

を図る観点から、UPUとの間の協力覚書に基づき、災害に強い郵便ネットワーク構築の取組や、郵便
ネットワークの経済的、社会的活用等への取組支援、環境への負荷の少ない郵便ネットワーク構築を通
じた気候変動対応の取組など、UPU加盟国における協力プロジェクトの実施を支援している。このよ
うな取組を通じて、我が国として、世界の郵便ネットワーク・サービスの一層の発展に積極的に貢献し
ている。

	 日本型郵便インフラの海外展開支援
総務省では、政府の「インフラシステム海外展開戦略2030＊4」（2024年12月24日経協インフラ戦

略会議決定）の一環として、日本型郵便インフラシステムの海外展開を推進している。こうした取組等
に関して、近年の郵政事業を巡る課題等も踏まえた上で、官民による一層の連携のもと、より効果的に
推進していくため、総務省は、2023年12月より「郵政グローバル戦略タスクフォース」を開催し、
2024年7月に、郵政事業分野におけるグローバル展開に関する官民による当面の取組方策について取
りまとめ、公表したところである＊5。
日本型郵便インフラシステムの海外展開は、新興国・途上国を中心に、我が国の郵便に関連する優れ

た技術・システムや業務ノウハウを提供し、相手国の郵便サービスの品質向上や郵便業務の最適化を支
援するものである。これまで、主に東南アジアを中心に取組んできたが、近年では中東欧・コーカサス
地域・中央アジアにも新規開拓を進めている。区分局で利用される機材などの周辺ビジネスの獲得を図
りつつ、相手国の郵便事業全般に係るニーズや課題の把握に努め、更に近年では、eコマースの普及に
よる小型小包の数量増加やデジタル変革、グリーン化などの新たなビジネスの可能性も探ることで、関
連の分野において技術・知見を有する我が国企業の参入を促している。
2024年度には、フィリピン共和国における郵便ネットワーク及び国際交換局業務の最適化に関する

調査研究、カザフスタン郵便における区分局業務及び物流・輸送管理の最適化に向けた調査研究、アゼ
ルバイジャン郵便における区分局機能の強化に向けた実証実験を実施した。引き続き各国との協力事業
を深掘りしていくとともに、新たな協力対象国の発掘に向けて、郵便関連の国際会議等への積極的な参
加を通じた諸外国の郵便事業体との関係構築や、諸外国の郵便事情に関する基礎調査等を実施していく
ことで、日本型郵便インフラシステムの海外展開を推進していく。

＊4	 インフラシステム海外展開戦略2030（令和6年12月会議決定）：https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keikyou/dai58/siryou6.pdf
＊5	 郵政グローバル戦略タスクフォース：https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/postalservice_globalstrategy/index.html

2

236 令和7年版　情報通信白書　第Ⅱ部

第
2
章

総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総

郵政行政の推進郵政行政の推進第第 99 節節

情通R7_Ⅱ-2-09_第Ⅱ部第2章9節.indd   236情通R7_Ⅱ-2-09_第Ⅱ部第2章9節.indd   236 2025/06/20   16:56:542025/06/20   16:56:54

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keikyou/dai58/siryou6.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/postalservice_globalstrategy/index.html


 4 4	 信書便事業の動向	 信書便事業の動向
「民間事業者による信書の送達に関する法律」（平成14年法律第99号）の施行により、2003年4月
から民間事業者も信書＊6の送達事業を行うことが可能となった。
信書便事業には全国全面参入型の一般信書便事業及び大型・急送・高付加価値の3類型のサービスを

提供する特定信書便事業の2種類があり、これらのうち特定信書便事業については、2024年度に27者
が参入したことによって、事業者数は623者（2024年度末現在）となった。これらの特定信書便事業
者によって、一定のルートを巡回して各地点で信書便物を順次引き受け配達する巡回集配サービスや、
比較的近い距離や限定された区域内を配達する急送サービス、お祝いやお悔やみなどのメッセージを装
飾が施された台紙などと一緒に配達する慶弔メッセージサービスなど、創意工夫を凝らしたサービスが
提供されている＊7。2023年度の売上高は約188億円、総引受通数は約2,116万通となり、引受通数は
過去最高となった。
また、総務省では、信書便事業の趣旨や制度内容に関する理解を促進し、信書を適切に送っていただ

くため、制度説明会を実施する等、信書の定義や信書便制度などについての周知を行っている。

＊6	 特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書（郵便法第4条第2項）。
＊7	 一般信書便事業への参入はなし。
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付 注

付注 1　国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究
ア　一般国民向けアンケート
本アンケートでは、日本、米国、ドイツ及び中国の一般国民を対象に、働き方、民間サービス、公的サービスにおけるデジタル利活用の状況について調査した。

項 目 概要

抽 出 方 法 インターネットアンケート調査

調 査 期 間 2025年1月 - 2025年2月

対 象 アンケート調査会社が保有するモニターから、年齢が偏らないように抽出

本調査有効回答数 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 合計
日本 206 206 206 206 206 1030
米国 104 104 104 104 104 520
ドイツ 104 104 104 104 104 520
中国 104 104 104 104 104 520
合計 518 518 518 518 518 2590
※本アンケートでは20歳代未満及び70歳代以上は対象外とした

主 な 調 査 項 目 - 基本的属性（年代）
- デジタル活用状況/課題
- デジタル化進展に対する期待/懸念
- AI活用状況／AIに関するリスクに対する考え方
- パーソナルデータ提供に対する考え方・意向
- デジタル技術による社会課題解決への期待

イ　企業活動
本アンケートでは、日本、米国、ドイツ及び中国の企業を対象に、技術・データ、組織、人材の観点でデジタル利活用の状況について調査した。

項 目 概要

抽 出 方 法 インターネットアンケート調査

調 査 期 間 2025年1月 - 2025年2月

対 象 アンケート調査会社が保有するモニターのうち、各国に在住する者であって、従業員10名以上、かつ2024年までにデジタル化の取組を開始
した企業に勤めており、かつ企業全体の戦略等を理解する管理職以上の役職の中から抽出。

本調査有効回答数 大企業 中小企業 合計
日本 372 143 515
米国 211 98 309
ドイツ 227 82 309
中国 272 37 309
合計 1082 360 1442
※�企業規模は中小企業庁の「中小企業の定義」および、昨年度の委託調査結果を踏まえ、「製造業」、「建設業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「金
融業・保険業」、「不動産業・物品賃貸業」、「運輸業・郵便業」、「情報通信業」は従業員数が300人以上の企業を「大企業」、同300人未満
の企業を「中小企業」として分類した。「卸売業・小売業」、「サービス業・その他」は、従業員数が100人以上の企業を「大企業」、同100
人未満の企業を「中小企業」として分類した。

主 な 調 査 項 目 - 基本的属性（業種、従業員数）
- デジタル化に取り組むうえで活用するデータ・技術
- デジタル化に取り組んだ効果
- デジタル化推進に向けた組織的な取組
- デジタル人材の不足状況と確保に向けた取組
- デジタル化を進めていくうえでの課題
- AI活用状況／クラウドサービス等活用状況
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付注 2　令和 6年能登半島地震時におけるデジタル活用動向等に関する調査
ア　アンケート調査
2024 年 1月に発生した石川県能登地方の地震における被害状況等に基づき、穴水町・内灘町・志賀町・珠洲市・七尾市・能登町・輪島市をはじめとする石川県内
市町村及び富山県氷見市居住者等を対象としてアンケート調査を実施した。

項 目 概要

モニターアンケート オープンアンケート

調 査 対 象 ウェブアンケートモニターの中から、以下のいずれかに該当し、能
登半島地震で「被災した」と回答した方を調査対象とした。
・能登半島地震発生時に以下の地域に居住していた方
石川県穴水町、内灘町、志賀町、珠洲市、七尾市、能登町、輪島市、
金沢市、中能登町、羽咋市、加賀市、かほく市、小松市、津幡町、
能美市、�宝達志水町、富山県氷見市
ただし、能登半島地震発生時に石川県内の市町および富山県

氷見市に滞在していなかった方はアンケート調査対象外とした。
・�東京・名古屋・大阪都市圏に居住し、能登半島地震発生時に以
下のいずれかの市町に滞在していた方
- �石川県：穴水町・内灘町・志賀町・珠洲市・七尾市・能登町・
輪島市

- 富山県：氷見市

以下に該当し、能登半島地震で「被災した」と回答した方を調査対
象とした。
・�以下のいずれかの市町でインタビュー調査にご協力いただいた方、
およびその関係者の方
- �石川県：穴水町・内灘町・志賀町・珠洲市・七尾市・能登町・
輪島市

回 答 数
地域 モニターアンケート オープンアンケート 合計居住 一時滞在 （居住のみ）
穴水町 7 21 5 33
内灘町 40 8 2 50
志賀町 23 14 10 47
珠洲市 12 26 17 55
七尾市 72 52 15 139
能登町 17 61 2 80
輪島市 25 100 3 128
氷見市 12 22 0 34
金沢市 366 - 1 367
中能登町 21 - 3 24
羽咋市 21 - 0 21
石川県その他 114 - 0 114
合計 730 304 58 1092

調 査 方 法 アンケート調査会社が保有するモニターから、調査対象者を抽出し
ウェブサイトにて回答を収集した。

インタビュー実施後に協力者本人や関係者（職場の方等）にアンケー
ト回答用のURLを通知し、ウェブサイトにて回答を収集した。

調 査 期 間 2024年11月下旬 2025年1月下旬～2月下旬

主 な 調 査 項 目 モニターアンケートとオープンアンケートで設問は共通（以下）とした。
－基本的属性（年代、性別等）
－日常のICT利用状況について
－地震発生以前の防災への意識や避難行動について
－地震発生時（発災から数時間）の状況や避難行動について
－地震発生後、数日間（2～3日間）の状況について
－ 2024年1月末までの状況について
－地震に関連した真偽不確かな情報やインプレッション稼ぎに関する投稿について
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イ　インタビュー調査
2024 年 1月に発生した石川県能登地方の地震で特に大きな被害を受けた石川県穴水町、内灘町、志賀町、珠洲市、七尾市、能登町、輪島市及び 2次避難者を多く
受け入れ、外部からの支援の拠点となった金沢市に所在し、災害対応等に携わった地方自治体、企業、病院、農漁協商工会、NPO等の組織を対象にインタビュー調
査を実施した。

項 目 概要

調査対象と回答数 上記対象地域を中心に、以下の分類に該当する方を対象とした。
区分 対象者カテゴリ 件数
災害対応 地方公共団体（県・市町）の震災対応関係部署 10

病院・介護施設等 4
農協・漁協・商工会議所 5
NPOや民間ボランティア、社会福祉協議会等 7
学校および避難所の運営・管理担当 3
地方公共団体（県・市町）の仮設住宅の運営・管理担当 6

業務復旧、
継続

地方公共団体（県・市町）の情報企画部署 9
企業（メディア、通信、インフラ、全国企業の地方拠点、地元企業） 13

合計 57

調 査 方 法 対面・オンラインでのインタビュー調査（事前に質問事項を送付）

調 査 期 間 2024年12月中旬～2025年3月上旬

主 な 調 査 項 目 上記のカテゴリの対象者に対し、それぞれの所属属性の立場や役割の中で、震災への対応にあたってのICT利用環境の利活用の状況や事業継
続という観点からの質問も行なった。
■災害対応
－発災前の防災マニュアルの作成・更新状況、具体的な役割分担の想定
－発災後、被災情報や避難者支援情報の収集・共有・発信に活用した情報通信システム（SNS等）
－高齢者等への配慮、個人情報の取扱い等、情報収集・共有・発信における課題や効果的な取組
－避難所・仮設住宅へ提供したICTサービスや被災者から聞き取った要望、今後の課題
－インターネット上での真偽の不確かな情報の流通に伴う対応や業務への支障の発生状況
■業務復旧、継続
－地震前の情報システム、ネットワークの冗長化、クラウド化、バックアップ対策の状況
－地震による情報システムの被害と業務への影響、復旧にあたり活用した代替ツール
－関係者間での連絡・情報共有の工夫や課題
－インターネット上での真偽の不確かな情報の流通に伴う業務への支障の発生状況
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